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令和 ３ 年 度 化 学 物 質 安全 対 策  

（化 審 法 にお け る リ スク 評 価 が高 難 度 な 物質 等 に 関す る 調 査 ）  

概要  

 

200 9 年に 化 学 物質 の審 査 及 び製 造 等 の 規制 に 関 する 法 律 （ 以下 、「 化

審法 」と い う）が 改 正さ れ、既 存 化学 物 質 1を含 む 一 定数 量 以上 の 製 造・

輸 入 数 量 があ る 化 学 物質 に つ いて 国 が リ スク 評 価 を行 う 仕 組 みが 導 入さ

れた 。2 011 年度 か ら 一般 化 学 物質 に 対 す るス ク リ ーニ ン グ 評 価が 行 わ れ、

2021 年 ４月 １ 日 時 点で 、 227 物質 が 優 先評 価 化 学物 質 2に 指定 さ れ てい

る 。優 先評 価 化 学物 質に 対 し ては 、リス ク評 価（一 次）評 価 I、評価 I I、
評価 I I I と 段階 的 な リス ク 評 価が 行 わ れ 、ヒ ド ラ ジン 、 エ チ レン オ キシ

ド 、 ア ク リル 酸 及 び ポリ （ オ キシ エ チ レ ン） ＝ ノ ニル フ ェ ニ ルエ ー テル

（ 以 下 、「 N P E」 と いう ） の ４物 質 は 評 価 I I I ま で 進ん で い る。  
リ ス ク 評 価は 、 段 階 的に 必 要 な情 報 を 事 業者 等 か ら収 集 し な がら 進め

ら れ る 。 暴露 評 価 に おい て は 、化 審 法 届 出情 報 を 用い る こ と を基 本 とす

る が 、 よ り精 緻 な リ スク 評 価 を可 能 と す るた め 、 特定 化 学 物 質の 環 境へ

の 排 出 量 の把 握 等 及 び管 理 の 改善 の 促 進 に関 す る 法律 （ 以 下 、「 化 管法 」

と い う ）に 基 づく P RT R 3届出 排出 量 等 の 情報 、環 境 モ ニタ リ ング デ ー タ、

そ の 他 事 業者 か ら 自 主的 に 提 供さ れ た 情 報等 も 積 極的 に 活 用 され て い る。

こ れ ら の 情報 か ら 、 一定 の 仮 定に 基 づ い て環 境 中 濃度 、 人 の 摂取 量 、水

生 生 物 等 の暴 露 濃 度 等を 推 計 して 暴 露 評 価を 行 う。リ ス ク評 価の 結 果 は、

化 審 法 上 の「 第 二 種 特定 化 学 物質 4の 指 定」 及 び 「優 先 評 価 化学 物 質 の

指 定 取 消 し」 等 の 必 要性 を 判 断す る た め に用 い ら れる 。 こ れ らの 判 断の

際 に は 、経 年 変 化の 状況 や 残 留性 の 評 価 等も 含 め て総 合 的 に 評価 さ れ る。 
以 上 の よ うに 、 リ ス ク評 価 の 結果 は 、 規 制行 使 の 判断 材 料 に なる こと

か ら 、 評 価の 不 確 実 性を 低 減 させ る た め 、評 価 対 象物 質 の 排 出源 や 排出

量 等 の 情 報は 、 で き る限 り 正 確か つ 多 い こと が 望 まし く 、 既 存の 情 報の

み で は 評 価が 困 難 な ケー ス が ある 。ま た 、一般・優 先評 価 化 学物 質 に は、

構 造 ・ 組 成が 複 雑 で 評価 単 位 の設 定 や 有 害性 試 験 の被 験 物 質 の選 定 が難

し い 物 質 （ U V C B 物 質 5）や 、 排出 源 や 環境 モ ニ タリ ン グ 等 のよ り 詳 細

 
1  1 9 7 3 年 の 化 審 法 の 公 布 の 際 、 現 に 業 と し て 製 造 又 は 輸 入 さ れ て い た 化 学 物 質

（ 試 験 研 究 の た め に 製 造 さ れ 又 は 輸 入 さ れ て い た 化 学 物 質 及 び 試 薬 と し て 製 造
さ れ 又 は 輸 入 さ れ て い た 化 学 物 質 を 除 く ） で あ り 、 化 審 法 の 規 定 に よ り 名 称 が
公 示 さ れ た 化 学 物 質  

2  人 又 は 生 活 環 境 動 植 物 へ の 長 期 毒 性 を 有 し な い こ と が 明 ら か で あ る と は 認 め ら
れ ず 、 か つ 相 当 広 範 な 地 域 の 環 境 中 に 相 当 程 度 残 留 し て い る か 、 又 は そ の 状 況
に 至 る 見 込 み が あ り 、 人 又 は 生 活 環 境 動 植 物 へ の 被 害 を 生 ず る お そ れ が な い と
認 め ら れ な い た め 、 そ の お そ れ が あ る か ど う か に つ い て の 評 価 （ リ ス ク 評 価 ）
を 優 先 的 に 行 う 必 要 が あ る 物 質 で 、 化 審 法 の 規 定 に 基 づ き 公 示 さ れ た 物 質  

3  P RT R :  P o l l u t a n t  R e l e a s e  a n d  Tr a n s f e r  R e g i s t e r（ 化 学 物 質 排 出 移 動 量 届 出 制 度 ）  
4  人 又 は 生 活 環 境 動 植 物 に 対 す る 長 期 毒 性 を 有 す る お そ れ が あ り 、 か つ 相 当 広 範

な 地 域 の 環 境 中 に 相 当 程 度 残 留 し て い る か 、 又 は 近 く そ の 状 況 に 至 る こ と が 確
実 で あ る と 見 込 ま れ る こ と に よ り 、 人 又 は 生 活 環 境 動 植 物 へ の 被 害 を 生 ず る お
そ れ が あ る と 認 め ら れ る 化 学 物 質 で 、 政 令 （ 化 学 物 質 の 審 査 及 び 製 造 等 の 規 制
に 関 す る 法 律 施 行 令 ） に よ り 定 め ら れ た 物 質  

5  U V C B 物 質 ： S u b s t a n c e s  o f  U n k n o w n  o r  Va r i a b l e  c o m p o s i t i o n ,  C o m p l e x  r e a c t i o n  
p r o d u c t s  o r  B i o l o g i c a l  m a t e r i a l s（ 構 造 ・ 組 成 が 複 雑 な た め 評 価 単 位 や 評 価 対 象
物 質 が 決 め ら れ な い 物 質 ）  



 

ii 

な 情 報 が ない と 必 要 な規 制 措 置の 判 断 が 困難 な 物 質等 が 多 く 残さ れ てい

る。  
こ の た め 、本 事 業 で は、 そ の よう な リ ス ク評 価 の 難易 度 が 高 い物 質の

ス ク リ ー ニン グ 評 価・リ ス ク評 価 を 進め るこ と を 目的 と し、以下 の 調 査・

検 討 等 を 実施 し た  
 

  ス ク リ ー ニン グ 評 価・リ ス ク評 価 の合 理 化・加 速化 の ため の 調査・検

討等  
リ ス ク 評 価結 果 を 行 政・読 者 が正 し く 理 解す る た めの 解 説「 リス ク評

価書 O u t l in e と P o in t」へ の事 例 追記 に よ る拡 充 、ス クリ ー ニ ング 評 価・

リ ス ク 評 価 対 象 物 質 の 暴 露 評 価 精 緻 化 の た め の 環 境 排 出 実 態 の 調 査 、

諸 外 国 に おけ る 化 学 物質 規 制 動向 の 調 査 、U V C B 物質 の 評 価 単位 及 び 次

年 度 届 出 様 式 の 検 討 並 び に 評 価 単 位 設 定 ガ イ ド ラ イ ン 作 成 に 向 け た 準

備 、変 異原 性・発 が ん性 の 評 価手 法 に 関 する 検 討 及び「 化審 法に お け る

優 先 評 価 化 学 物 質 に 関 す る リ ス ク 評 価 の 技 術 ガ イ ダ ン ス 」 の 関 連 箇 所

の見 直 し のた め の 検 討 を 行 っ た。  
 

  一 般 化 学 物質 等 届 出 のデ ー タ 整理  
2021 年 度に 製 造・輸 入事 業 者 から 書 面 に より 届 出 のあ っ た 一 般化 学

物質 3 ,0 21 件、 優 先 評価 化 学 物質 378 件 、監 視 化 学物 質 6 13 件、 第 二

種 特 定 化 学 物 質 ４ 件 の 届 出 書 に 記 載 さ れ た 製 造 ・ 輸 入 ・ 出 荷 数 量 等 の

情 報 に つ いて 、パ ン チ入 力 及び P D F デ ータ 化 を 実施 し た 。また 、一 般

化 学 物 質 等 届 出 書 に 含 ま れ て い た 不 正 確 情 報 の 照 会 手 続 を 行 う た め に

必 要 な 、 事 業 者 ご と に 切 り 分 け た 不 正 確 情 報 リ ス ト の 作 成 を 行 っ た 。

さ ら に 、 構造 ・ 組 成 に係 る 添 付書 類 と 届 出書 の 整 合確 認 を 行 った 。  
 

  化 審 法 の リス ク 評 価 等 に 関 す る 検 討 会 の 開催 及 び 資料 の 作 成 等  
２回 開 催 され た「 化 審法 の リ スク 評 価 等 検討 会」に つ いて 、事 務作 業 、

検 討 会 資 料 作 成 の た め の 調 査 ・ 整 理 、 配 布 資 料 の 作 成 、 We b 会 議 の 運

営、 議 事 録作 成 等 を 行っ た 。  
ま た 、３ 回開 催 さ れ た「 化 審 法の リ ス ク 評価 等 に 用い る 物 理 化学 的性

状 、分 解 性、蓄 積 性 等の レ ビ ュー 会 議」（以 下 、「 物 化 性状 等 レビ ュ ー 会

議」と いう ）につ い て、資 料の 作 成、We b 会 議の 運 営 、議 事 録作 成 等 を

行 っ た 。  
そ の 他 、スク リ ー ニ ング 評 価・リ ス ク 評 価の 合 理 化・加 速 化 につ いて

有 識 者 等 との 検 討 の ため の 資 料作 成 及 び 会議 の 運 営等 を 行 っ た。  

 

  

 
6  監 視 化 学 物 質 は 、 難 分 解 性 か つ 高 濃 縮 性 で あ り 、 人 又 は 高 次 捕 食 動 物 に 対 す る

長 期 毒 性 が 明 ら か で な い も の で 、 化 審 法 の 規 定 に 基 づ き 公 示 さ れ た 物 質  
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1. 事業の背景及び目的  

1 .1 化 審 法 リ ス ク 評 価 の 進捗  

2009 年 に 化 審 法 が 改 正 さ れ 、 既 存 化 学 物 質 を 含 む 一 定 数 量 以 上 の 製

造 ・ 輸 入 数量 が あ る 化学 物 質 につ い て 国 がリ ス ク 評価 を 行 う 仕組 み が導

入 さ れ た 。  
一 般 化 学 物質 等 を 対 象に 、 事 業者 等 か ら 届出 の あ った 製 造 ・ 輸入 ・出

荷 数 量 及 び用 途 分 類 並び に ス クリ ー ニ ン グ評 価 用 の排 出 係 数 から 推 計さ

れ る 全 国 合計 排 出 量 に、 分 解 性を 加 味 し て付 与 し た「 暴 露 ク ラス 」 と、

長 期 毒 性 に係 る 有 害 性情 報 に 基づ い て 付 与し た 「 有害 性 ク ラ ス」 か らス

ク リ ー ニ ング 評 価 を 行い 、 リ スク が 十 分 に低 い と 判断 で き な い化 学 物質

を 優 先 評 価化 学 物 質 に指 定 し た上 で 、 リ スク 評 価 が 実 施 さ れ る。  
2011 年度 よ り 毎年 度 、一 般化 学 物 質に 対 する ス ク リー ニ ン グ 評価 が 行

われ 、2 021 年 ４月 現 在、227 物質 が 優 先 評価 化 学 物質 に 指 定 され て い る。

優 先 評 価 化学 物 質 に 対し て は、リ ス ク評 価（ 一 次）評価 I、評価 I I、評 価

I I I 等 、数 次 のリ ス ク 評価 を 行 うこ と と し てお り 、ヒド ラ ジ ン 、エ チ レン

オ キ シ ド 、ア ク リ ル 酸 及 び N P E の ４ 物 質は 評 価 I I I ま で 進 んで い る （ 図

1 -1）。  
 
 

 
図 1-1  リ スク 評 価 の 進 捗 7  

 
  

 
7  経 済 産 業 省（ 2 0 2 2）「 化 学 物 質 審 査 規 制 法 の 施 行 状 況 と リ ス ク 評 価 の 動 向 に つ い

て 」、 産 業 構 造 審 議 会 製 造 産 業 分 科 会 第 ９ 回 化 学 物 質 政 策 小 委 員 会  令 和 ３ 年 度

度 第 １ 回 化 学 物 質 審 議 会  合 同 会 議  資 料 ２   



 

2 

1.2 リ ス ク 評 価 の 難 易 度 が高い物質  

リ ス ク 評 価は 、 段 階 的に 必 要 な情 報 を 事 業者 等 か ら収 集 し な がら 進め

ら れ る 。 暴露 評 価 に おい て は 、化 審 法 届 出情 報 を 用い る こ と を基 本 とす

る が 、 よ り 精 緻 な リ ス ク 評 価 を 可 能 と す る た め 、 化 管 法 に 基 づ く P RT R
届 出 排 出 量等 の 情 報 、環 境 モ ニタ リ ン グ デー タ 、 その 他 事 業 者か ら 自主

的 に 提 供 され た 情 報 等も 積 極 的に 活 用 さ れ て い る 。こ れ ら の 情報 か ら、

一 定 の 仮 定に 基 づ い て 環 境 中 濃度 、 人 の 摂取 量 、 水生 生 物 等 の暴 露 濃度

等 を 推 計 して 暴 露 評 価を 行 う 。 リ ス ク 評 価の 結 果 は、 化 審 法 上の 「 第二

種 特 定 化 学物 質 の 指 定」 及 び 「優 先 評 価 化学 物 質 の指 定 取 消 し」 等 の必

要 性 を 判 断す る た め に 用 い ら れる 。 こ れ らの 判 断 の 際 に は 、 経年 変 化の

状 況 や 残 留性 の 評 価 等も 含 め て総 合 的 に 評価 さ れ る。  
以 上 の よ うに 、 リ ス ク評 価 の 結果 は 、 規 制行 使 の 判断 材 料 に なる こと

か ら 、 評 価の 不 確 実 性を 低 減 させ る た め 、評 価 対 象物 質 の 排 出源 や 排出

量 等 の 情 報は 、 で き る限 り 正 確か つ 多 い こと が 望 まし く 、 既 存の 情 報の

み で は 評 価が 困 難 な ケー ス が ある 。ま た 、一般・優 先評 価 化 学物 質 に は、

構 造 ・ 組 成が 複 雑 で 評価 単 位 の設 定 や 有 害性 試 験 の被 験 物 質 の選 定 が難

し い 物 質 （ U V C B 物 質） や 、 排出 源 や 環 境モ ニ タ リン グ 等 の より 詳 細な

情 報 が な いと 必 要 な 規制 措 置 の判 断 が 困 難な 物 質 等 が 多 く 残 され て い る。 
 
1.3 本事 業 の 目 的  

こ の た め 、本 事 業 で は、 そ の よう な リ ス ク評 価 の 難易 度 が 高 い物 質の

ス ク リ ー ニン グ 評 価・リ ス ク評 価 を 進め る こ と を 目的 と し、以下 の 調 査・

検 討 等 を 実施 し た 。  
 

① ス ク リ ーニ ン グ 評 価・ リ ス ク評 価 の 合 理化 ・ 加 速化 の た め の調 査 ・検

討 等 （ ２ 章）  
・リ ス ク 評価 結 果 を 行政 ・ 読 者が 正 し く 理解 す る ため の 解 説 「リ ス ク評

価 書 O u t l in e と P o in t」へ の 事 例追 記 に よ る拡 充  
・ス ク リ ーニ ン グ 評 価 、 リ ス ク評 価 対 象 物質 の 暴 露評 価 精 緻 化の た めの

環 境 排 出 実態 の 調 査  
・諸 外 国 にお け る 化 学物 質 規 制動 向 の 調 査  
・ U V C B 物 質の 評 価 単位 、 次 年度 届 出 様 式の 検 討 及び 評 価 単 位設 定 ガイ

ド ラ イ ン 作成 に 向 け た準 備  
・変 異 原 性 、 発 が ん 性の 評 価 手法 に 関 す る検 討 及 び 「 化 審 法 にお け る優

先 評 価 化 学物 質 に 関 する リ ス ク評 価 の 技 術ガ イ ダ ンス 」 の 関 連箇 所の

見直 し の ため の 検 討  
 
②一 般 化 学物 質 等 届 出デ ー タ のパ ン チ 入 力及 び P D F デー タ 化、不 正 確情

報 リ ス ト の作 成 等 を 行 っ た （ ３ 章 ）。  
 

③① の 内 容等 を 議 題 とし た 「 化審 法 の リ スク 評 価 等検 討 会」（以 下 、「 検

討 会 」とい う ）の 開 催、運 営、資 料・議 事録 作 成 等を 行 っ た（ ４ 章）。   
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④「 化 審 法の リ ス ク 評価 等 に 用い る 物 理 化学 的 性 状、 分 解 性 、蓄 積 性等

の レ ビ ュ ー会 議 」（ 以下 、「レ ビ ュ ー会 議」 あ る いは 「 物 化 性状 レ ビ ュ

ー 会 議 」 とい う ） の 開催 及 び 事務 補 助 業 務等 を 行 った （ ５ 章 ）。   
 
⑤「 検 討 会」 又 は 審 議会 等 で 議論 さ れ る 内容 に つ いて 、 関 係 機関 や 有識

者 と の 意 見交 換 を 行 う「 リス ク 評 価実 務 者会 議」を 開 催し た（６ 章）。  
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2. スクリーニング評価・リスク評価の合理化・加速化のための

調査・検討等  

2 .1 暴露 評 価 手 法 ・ リ ス ク評価書の作成プロセスに関する検討  

2 .1 .1 は じ めに  

2020 年 度化 学 物 質 安全 対 策（ 化審 法 に おけ る リ スク 評 価 の 加速 化 等に

関 す る 調 査） 事 業 の 「化 審 法 のリ ス ク 評 価等 検 討 会」（ 以下 、「検 討 会」

と い う ）（ 非 公 開 ）にお い て 取り ま と め られ た「 リ スク 評 価 書 O u t l i ne と

P o in t」を 基 に、あ る 物質 の リ スク 評 価 を 通じ て 、専門 家 等 と の 議 論 を踏

まえ 、特に 暴 露評 価 につ い て、よ り具 体 的な 評 価 手法 を 検 討 し、「 リ ス ク

評価 書 O u t l ine と P o i n t」 を拡 充 し た 。  
 

2.1 .2 「 リ スク 評 価 書 Out l ine と Po in t」の拡充  

（ １ ） 構 成の 見 直 し 及び 再 構 成  
過 年 度 事 業に お い て 取り ま と め ら れ た 内 容 に つ い て 、項 目 、記載 順 序、

構 成 等 を 整理 し た 。 整理 の 結 果、 項 目 は それ ぞ れ の節 に お い て下 記 の内

容 及 び 順 序と し た 。また 、「② 記 載 事項 」と紐 づ く 形で 、具 体の 記 載 事例

を 整 理 し た 。全 体 構 成に つ い ては 、下 記 ①～ ④ が 記載 さ れ た「 本 編 」と 、

「 ② 記 載 事項 」 に 紐 づく 具 体 の記 載 事 例 「事 例 集 」 に 分 割 し 、構 成 する

こ と と し た。  
 

＜ 各 節 に おけ る 本 編 の記 載 項 目＞  
① 項 目 の 位置 付 け  
② 記 載 事 項  
③ 記 載 の ポイ ン ト  
④ 過 去 の 専門 家 会 議 等に お け る 論 点  

 
 
（ ２ ） 本 編及 び 事 例 集の 関 係  

本 編 に お い て は 、「 化 審 法 に お け る 優 先 評 価 化 学 物 質 に 関 す る リ ス ク

評 価 の 技 術ガ イ ダ ン ス」 に あ る評 価 手 法 を、 過 去 に作 成 さ れ たリ ス ク評

価 書 の 形 式を 参 考 と し、 項 目 ごと に 「 項 目の 位 置 付け 」「記 載事 項 」「 記

載 の ポ イ ント 」等 を 簡潔 に 整 理 し た 。そ の例 示 と して 、「記 載事 項 」と 紐

づ く 形 で 事例 集 へ の 記載 を 行 うこ と と し た。 事 例 集に お け る 記載 内 容は

「 記 載 の ポイ ン ト 」 等 の 内 容 を で き る だ け満 た す よう 記 載 し た。  
 

（ ３ ） 本 編及 び 事 例 集へ の 追 記  
１ ） 改 訂 履歴  

将 来 的 に 記載 さ れ る 事例 が 増 えて い く こ とを 想 定 し 、 改 訂 履 歴 を 本編

の 冒 頭 に 記載 す る こ とと し た 。今 年 度 に おい て 記 載が 追 加 さ れた 内 容は

下 記 に 示 すと お り で ある 。  
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＜ 改 訂 履 歴＞  
2022 年 ３月：レ イ ア ウト 修 正 、2 021 年 ９ 月議 了 の 過酸 化 水 素 のリ スク

評価 書 及 び 2 02 2 年 １月 議 了 のト ル エ ン のリ ス ク 評価

書の 一 部 内容 を 事 例 に追 記 。  
【 特 記 事 項】  

・ 過 酸 化 水素 に 特 化 した 排 出 係数 を 設 定 した 事 例 の記 載 （ 過 酸化 水

素）【 例 ３ -４ （２ ）、例 ３ -５（ ２ ）、 例 13 -７ 、例 16 -１（ ２ ）】  
・ P RT R 情 報 に よ る 環 境 中 の 排 出 先 比 率 が 算 出 で き な い 場 合 に お け

る環 境 媒 体間 の 分 配 比率 【 例 ６ -１ （ ２）】（ 過 酸化 水 素 ）  
・ 水 質 モ ニ タ リ ン グ に て 排 出 源 の 特 定 が で き な か っ た 場 合 の 記 載

【例 ８ -１（ ２ ）】（ 過酸 化 水 素）  
・有害 性 評 価（ 人健 康影 響）の キ ース タ ディ 選 定（ ト ルエ ン ）【例 1 0 -

１】  
・ 有 害 性 情報 の ま と め（ ト ル エン ： 人 健 康影 響 ）【 例 10 -２ 】  
・暴 露 評 価手 法 の 例 （過 酸 化 水素 ）【例 12 -１ （ ２）】  

 
２ ） 暴 露 評価 手 法 に 関す る 事 例追 加 （ 過 酸化 水 素 ）  

暴 露 評 価 手 法 に 関 す る 事 例 と し て は 、「 優 先 評 価 化 学 物 質 の リ ス ク 評

価 （ 一 次 ）  生 態 影 響 に 係 る 評 価 Ⅱ  リ ス ク 評 価 書 簡 易 版  過 酸 化 水 素 」

（ 20 21 年７ 月 、厚 生 労働 省・経 済 産業 省・環 境省 ）を 参 考 と した 。追 加

項 目 及 び 内容 は 、 表 2 . 1 . 2 -1 に 示 すと おり で あ る。  
 
＜ 追 記 項 目（ 暴 露 評 価手 法 に 関す る 事 例 追加 ） ＞  
・例 ３ -４（ ２ ）  物質 に 特 化し た 排 出 係数 の 設 定（ 過 酸 化 水素 ）  
・例 ３ -５（ ２ ）  物質 に 特 化し た 排 出 係数 の 使 用例 ： 暴 露 関連 情 報 （過

酸化 水 素 ）  
・例 ６ -１（ ２ ）  P RT R 情 報 に よ る 環 境 中 の 排 出 先 比 率 が 算 出 で き な い

場合 に お ける 環 境 媒 体間 の 分 配比 率 （ 過 酸化 水 素 ）  
・例 ８ -１（ ２ ）  反 応 性 が 高 く 分 解 し や す い 性 状 を 有 す る 物 質 の 場 合

（過 酸 化 水素 ）  
・例 12 -１ （ ２ ）  暴露 評 価 手法 の 例 （ 過酸 化 水 素）  
・例 13 -７  リス ク 推 計結 果 ： 物 質に 特 化 した 排 出 係 数の 使 用 例  
・例 16 -１ （ ２ ）  物質 に 特 化し た 排 出 係数 を 設 定し た 場 合 （ⅵ ） 暴 露シ

ナリ オ  
 

表 2 . 1 . 2 - 1 追 記 事項 及び 記 載 内容 （ 過 酸 化水 素 ）  

例 ３ -４  物 質 に 特 化 し た 排 出 係 数 の 設 定 （ 過 酸 化 水 素 ）  
（ ２ ）  ・ 水 域 へ の 排 出 係 数 に つ い て 、 各 用 途 に お け る 使 用 時 の 分 解 率 等 を

調 査 し 、そ の 調 査 結 果 を 踏 ま え て 排 出 係 数 の 精 査 を 行 っ た 上 、過 酸

化 水 素 に 特 化 し て 係 数 を 設 定 し た 。  
※ 過 酸 化 水 素 の 排 出 源 ご と の 暴 露 シ ナ リ オ の 評 価 に つ い て は 、

2 0 1 6 年 度 ６ 月 1 7 日 の 審 議 に お い て 、 化 審 法 届 出 情 報 （ 2 0 1 3 年

度 ） を 用 い て 、 デ フ ォ ル ト の 排 出 係 数 を 用 い て 評 価 を 行 っ た 結

果 、仮 想 的 排 出 源 の 数 6 7 8 か 所 中 9 0 か 所 で リ ス ク 懸 念 あ り と 推

定 さ れ た が 、 適 用 し た 排 出 係 数 は 使 用 に よ る 分 解 は 考 慮 し て い
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な い た め 、 排 出 量 を 過 大 評 価 し て い る 可 能 性 が あ る こ と か ら 、

精 査 を 行 う こ と と さ れ た た め 。  
・ 排 出 係 数 の 精 査 は 、 全 用 途 を 対 象 に 過 酸 化 水 素 の 化 審 法 届 出 を 行

っ て い る 製 造・輸 入 業 者 に 出 荷 先 の 調 合・使 用 段 階 で 反 応 消 滅 や 排

水 処 理 を 行 っ て い る か を 確 認 す る こ と で 行 っ た 。確 認 の 結 果 、す べ

て の 用 途 に つ い て 反 応 消 滅 し て お り 、か つ 、排 水 処 理 さ れ て い る こ

と が 確 認 さ れ た 。  
※ デ フ ォ ル ト の 排 出 係 数 は 過 酸 化 水 素 の よ う に 反 応 性 が 高 く 分 解

さ れ や す い 性 状 を 考 慮 し て い な い た め 。  
※ ヒ ア リ ン グ を 行 っ た 用 途 は 、# 0 1 - a（ 中 間 物 _合 成 原 料 、重 合 原 料 、

前 駆 重 合 体 ）、 # 1 2 - b（ 水 系 洗 浄 剤 1《 工 業 用 途 》 _無 機 ア ル カ リ 、

有 機 ア ル カ リ 、無 機 酸 、有 機 酸 、漂 白 剤 ）、# 1 9 - c（ 殺 生 物 剤 2 [工
程 内 使 用 で 成 形 品 に 含 ま れ な い も の ] _殺 菌 剤 、消 毒 剤 、防 腐 剤 、

抗 菌 剤 ）、 # 2 5 - n（ 合 成 繊 維 、 繊 維 処 理 剤 [不 織 布 処 理 を 含 む ] _漂
白 剤 、 抜 染 剤 ）、 # 3 4 - g（ 表 面 処 理 剤 _エ ッ チ ン グ 処 理 薬 剤 、 ス パ

ッ タ リ ン グ 処 理 薬 剤 、 ブ ラ ス ト 処 理 薬 剤 ） で あ る 。 特 に リ ス ク

懸 念 が 大 き い 用 途 を 中 心 に 、 過 酸 化 水 素 の 使 用 ・ 排 出 実 態 の 詳

細 に つ い て 事 業 者 に ヒ ア リ ン グ を 行 っ た 。  
※ 過 酸 化 水 素 は 、 過 酸 化 水 素 の 分 解 に よ り 生 じ る O H ラ ジ カ ル と

い っ た 酸 素 の 酸 化 力 を 利 用 し た 殺 菌 や 漂 白 な ど で 使 わ れ て い る

こ と か ら 、 多 く は 分 解 し 反 応 消 滅 す る こ と が 確 認 さ れ た 。 さ ら

に 、 過 酸 化 水 素 は 、 還 元 処 理 や 活 性 汚 泥 処 理 な ど の 排 水 処 理 等

が 行 わ れ て い る こ と が 確 認 さ れ た 。 排 水 処 理 は ど の 使 用 段 階 の

排 水 も 一 括 集 約 し 処 理 さ れ て い る た め 、 反 応 途 中 の 段 階 の 排 水

に つ い て も 直 接 、 公 共 用 水 域 に は 出 な い こ と が 確 認 さ れ た 。 ま

た 、 過 酸 化 水 素 は 活 性 汚 泥 処 理 に 影 響 を 与 え る た め 、 十 分 に 分

解 や 処 理 が さ れ て い る と 考 え ら れ た 。  
・ 反 応 消 滅 や 排 水 処 理 の 状 況 か ら 、 過 酸 化 水 素 が 公 共 用 水 域 に 排 出

さ れ る と は 考 え に く い こ と か ら 、排 出 係 数 の 下 限 値 で あ る「 1 . 0 × 1 0 -

5」 を 用 い る こ と に し た 。 ま た 、 水 系 の 非 点 源 シ ナ リ オ で あ る # 1 3 -
c：水 系 洗 浄 剤 ２《 家 庭 用・業 務 用 の 用 途 》_無 機 ア ル カ リ 、有 機 ア

ル カ リ 、無 機 酸 、有 機 酸 、漂 白 剤 や # 1 3 - z：水 系 洗 浄 剤 ２《 家 庭 用・

業 務 用 の 用 途 》_そ の 他 の 用 途 に つ い て は 、W. G u h l  D ü s s e l d o r f ら の

論 文 に 、 洗 濯 過 程 で 過 酸 化 水 素 濃 度 が 4 0 ℃で 6 4 . 8 %減 少 す る と い

う 記 載 か ら 、 # 1 3 - c 及 び # 1 3 - z の 家 庭 用 ・ 業 務 用 使 用 段 階 の 排 出 係

数 は デ フ ォ ル ト で 設 定 さ れ た 「 1 」 で は な く 、 6 4 . 8 % 減 少 さ せ た

「 0 . 3 5 2」 を 用 い る こ と に し た 。  
・ 製 造 段 階 の 排 出 係 数 は デ フ ォ ル ト の 0 . 0 0 0 1 を 適 用 し た 。  
・ 大 気 へ の 排 出 係 数 に つ い て は 環 境 中 分 配 比 率 よ り 評 価 結 果 へ の 影

響 が 限 り な く 小 さ い こ と か ら 、 デ フ ォ ル ト の 排 出 係 数 を そ の ま ま

適 用 し た 。  
 

表  過 酸 化 水 素 に 特 化 し て 設 定 し た 水 域 排 出 係 数  

用 途 番 号 -詳 細

用 途 番 号  

ラ イ フ サ イ ク ル ス テ ー ジ  

調 合 段 階 1  工 業 的 使 用 段

階  
家 庭 用 ・ 業 務 用

使 用 段 階  
0 1 - a  -  0 . 0 0 0 0 1  -  
1 0 - d , 1 2 - b , 1 2 -
c , 1 6 - h , 1 9 - c , 2 5 -
n , 2 6 - h , 2 6 - j , 3 4 -
b , 3 4 - c , 3 4 - g , 3 9 -
b , 4 0 - a , 4 0 - d , 4 1 -
z , 4 6 - a  

0 . 0 0 0 0 1  0 . 0 0 0 0 1  -  

1 3 - c , 1 3 - z  0 . 0 0 0 0 1  -  0 . 3 5 2  
2 0 - d  0 . 0 0 0 0 1  -  0 . 1（ デ フ ォ ル
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ト ）  
9 9 - a  -  -  -  

 

例 ３ -５  物 質 に 特 化 し た 排 出 係 数 の 使 用 例 ： 暴 露 関 連 情 報 （ 過 酸 化 水 素 ）  
（ ２ ）  ･表 は 、化 審 法 届 出 情 報 に 基 づ き 出 荷 数 量 と 推 計 排 出 量 を 算 出 し た も

の で あ る 。水 域 へ の 推 計 排 出 量 に つ い て 、過 酸 化 水 素 に 特 化 し て 設

定 し た 排 出 係 数 （ ３ -４ （ ２ ） 参 照 ） を 用 い て 計 算 し た 。  
 

表  化 審 法 届 出 情 報 に 基 づ く 評 価 I I に 用 い る 出 荷 数 量 と  
推 計 排 出 量 （ 過 酸 化 水 素 ）  

用 途 番 号 -
詳 細 用 途  

番 号  
用 途 分 類  詳 細 用 途  

分 類  

2 0 1 7 年 度  

出 荷 数 量  
（ ト ン ／

年 ）  

推 計 排 出 量 ※  
（ ト ン ／ 年 ）  

※ （ ） は 、 う ち 水

域 へ の 排 出 量  
 製 造  -  -  2 0 ( 1 3 )  

0 1 - a  中 間 物  
合 成 原 料 、重
合 原 料 、前 駆
重 合 体  

2 4 , 7 4 9  1 3 ( 0 . 2 5 )  

1 0 - d  
化 学 プ ロ

セ ス 調 節
剤  

重 合 調 節（ 停
止 ）剤 、重 合
禁 止 剤 、安 定

剤  

1 0 , 5 4 3  1 1 ( 0 . 2 1 )  

1 2 - b  
水 系 洗 浄
剤 1《 工 業
用 途 》  

無 機 ア ル カ

リ 、有 機 ア ル
カ リ 、 無 機
酸 、 有 機 酸 、

漂 白 剤  

2 4 , 1 6 3  3 1 ( 0 . 4 8 )  

1 2 - c  
水 系 洗 浄
剤 1《 工 業

用 途 》  

ビ ル ダ ー（ キ
レ ー ト 剤 、再

付 着 防 止 剤
等 ）、添 加（ 補
助 ）剤（ 消 泡

剤 等 ）  

4 2 2  0 . 5 4 ( 0 . 0 0 8 )  

1 3 - c  

水 系 洗 浄
剤 2《 家 庭

用・業 務 用
の 用 途 》  

無 機 ア ル カ

リ 、有 機 ア ル
カ リ 、 無 機
酸 、 有 機 酸 、

漂 白 剤  

5 , 8 2 6  2 , 0 5 2 ( 2 , 0 5 0 )  

1 3 - z  

水 系 洗 浄
剤 2《 家 庭

用・業 務 用
の 用 途 》  

そ の 他  7  2 . 5 ( 2 . 5 )  

1 6 - h  

印 刷 イ ン

キ 、複 写 用
薬 剤（ ト ナ
ー 等 ）  

電 荷 制 御 剤 、
流 動 性 付 与
剤 、研 磨 性 付

与 剤 、滑 り 性
付 与 剤  

7 8  0 . 2 7 ( 0 . 0 0 2 )  

1 9 - c  

殺 生 物 剤 2  
[ 工 程 内 使
用 で 成 形
品 に 含 ま

れ な い も
の ]  

殺 菌 剤 、消 毒

剤 、 防 腐 剤 、
抗 菌 剤  

2 , 4 7 2  2 6 ( 0 . 0 5 )  

2 0 - d  

殺 生 物 剤 3
《 家 庭 用 ・
業 務 用 の

用 途 》  

殺 菌 剤 、消 毒
剤 、 防 腐 剤 、
防 か び 剤 、抗

菌 剤 、除 菌 剤  

3 , 0 5 8  3 0 8 ( 3 0 6 )  

2 5 - n  

合 成 繊 維 、
繊 維 処 理

剤  
[ 不 織 布 処
理 を 含 む ]  

漂 白 剤 、抜 染
剤  1 , 2 3 1  3 . 7 ( 0 . 0 2 )  
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2 6 - h  紙・パ ル プ

薬 品  
蒸 解 薬 液 、

p H 調 節 剤  1  0 . 0 0 1 ( 0 . 0 0 0 0 2 )  

2 6 - j  紙・パ ル プ

薬 品  
漂 白 剤 、漂 白

浴 安 定 剤  4 3 , 5 9 3  4 9 ( 0 . 8 7 )  

3 4 - b  表 面 処 理
剤  

め っ き 浴 添
加 剤（ 光 沢 付

与 剤 、煙 霧 防
止 剤 、無 電 解
め っ き の 還

元 剤 等 ）  

2 2  0 . 4 6 ( 0 . 0 0 0 4 )  

3 4 - c  表 面 処 理

剤  
化 成 処 理 薬

剤  4  0 . 0 8 ( 0 . 0 0 0 0 8 )  

3 4 - g  表 面 処 理
剤  

エ ッ チ ン グ
処 理 薬 剤 、ス

パ ッ タ リ ン
グ 処 理 薬 剤 、
ブ ラ ス ト 処

理 薬 剤  

2 , 7 9 4  3 1 ( 0 . 0 6 )  

3 9 - b  

電 池 材 料
（ 一 次 電

池 、二 次 電
池 ）  

電 極 材 料（ 活

物 質 、 集 電
体 、 導 電 剤 、
バ イ ン ダ ー

等 ）、 減 極 剤  

4 9 8  0 . 5 6 ( 0 . 0 1 )  

4 0 - a  水 処 理 剤  

腐 食 防 止 剤 、
防 錆 剤 、防 食

剤 、防 ス ケ ー
ル 剤 、防 藻 剤  

1 6 4  0 . 2 ( 0 . 0 0 3 )  

4 0 - d  水 処 理 剤  
酸 化 剤 、還 元
剤 、 p H 調 節
剤  

2 , 6 5 6  3 ( 0 . 0 5 )  

4 1 - z  乾 燥 剤 、吸
着 剤  そ の 他  3 5  0 . 2 1 ( 0 . 0 0 0 7 )  

4 6 - a  

分 離・精 製
プ ロ セ ス
剤 《 鉱 業 、

金 属 製 造
で の 用 途 》 

浮 選 剤（ 捕 収

剤 、 起 ほ う
剤 、条 件 剤 ）、
金 属 浸 出 剤  

1 , 3 0 4  1 4 ( 0 . 0 3 )  

9 9 - a  輸 出 用  輸 出 用  5 , 8 4 3  0 ( 0 )  
計  2 6 0 , 3 9 9  2 , 5 6 6  ( 2 , 3 7 4 )  

※ 水 域 へ の 推 計 排 出 量 は 、 過 酸 化 水 素 に 特 化 し て 設 定 し た 排 出 係 数

を 用 い て 計 算 し た 。 設 定 し た 水 域 へ の 排 出 係 数 の 検 討 内 容 に つ い

て は 、 ７ -４ 章 に 示 す 。 な お 、 大 気 へ の 推 計 排 出 量 は 、 デ フ ォ ル

ト の 排 出 係 数 を 用 い て 計 算 し た 。  
例 ６ -１  
（ ２ ）  

P RT R 情 報 に よ る 環 境 中 の 排 出 先 比 率 が 算 出 で き な い 場 合 に お け る

環 境 媒 体 間 の 分 配 比 率 （ 過 酸 化 水 素 ）  
 ・ P RT R 情 報 に よ る 環 境 中 の 排 出 先 比 率 が 算 出 で き な い 場 合 は 、様 々

な 排 出 源（ 家 庭 等 ）の 排 出 量 も 含 め た 化 審 法 推 計 排 出 量 か ら 、多 媒

体 モ デ ル （ M N S E M３ - N I T E） を 用 い て 環 境 中 の 分 配 傾 向 を 推 計 し

た 。  
表  環 境 中 の 排 出 先 比 率 と  

M N S E M３ - N I T E で 計 算 さ れ た 環 境 中 分 配 比 率  

    化 審 法  
推 計 排 出 量  

排 出 先  
比 率  

大 気  7 %  
水 域  9 3 %  
土 壌  0 %  

環 境 中  
分 配 比 率  

大 気  < 1 %  
土 壌  < 1 %  
水 域  > 9 9 %  
底 質  < 1 %  
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例 ８ -１  反 応 性 が 高 く 分 解 し や す い 性 状 を 有 す る 物 質 の 場 合 （ 過 酸 化 水 素 ）  
（ ２ ）  ・ 水 質 モ ニ タ リ ン グ の 結 果 か ら は 、 太 陽 光 や 河 川 の 水 質 が 過 酸 化 水

素 濃 度 の 影 響 因 子 で あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。具 体 的 に は 、河 川 水 中

の 過 酸 化 水 素 濃 度 が 溶 存 有 機 炭 素 量 と 日 射 量 と の 積 と 正 の 相 関 関

係 に あ る こ と か ら 、溶 存 有 機 物（ 腐 植 物 質 や 蛍 光 増 白 剤 な ど ）の 光

化 学 的 反 応 に よ る 過 酸 化 水 素 生 成 の 寄 与 が 大 き い と 考 え ら れ た 。  
・ 表 流 水 中 で の 過 酸 化 水 素 は 複 雑 な プ ロ セ ス で 生 成 及 び 分 解 さ れ る

と 考 え ら れ る こ と を 踏 ま え て 、 表 流 水 中 の 過 酸 化 水 素 の 濃 度 変 動

を 予 測 す る モ デ ル を 構 築 し 、人 為 的 な 影 響 を 評 価 す る た め 、人 為 起

源 の 有 機 物 の 点 源 排 出 と 都 市 域 か ら の 排 出 を 半 減 さ せ た シ ナ リ

オ 、過 酸 化 水 素 の 直 接 排 出 を ゼ ロ に し た シ ナ リ オ な ど を 設 定 し 、河

川 水 中 過 酸 化 水 素 濃 度 を 予 測 し た と こ ろ 、 過 酸 化 水 素 の 直 接 排 出

の 影 響 は 限 定 的 で あ る こ と が 示 さ れ た 。な お 、推 進 費 研 究 で は 、ポ

イ ン ト ソ ー ス か ら の 排 出 実 態 把 握 が 困 難 で あ っ た こ と か ら 、 工 業

的 使 用 に 係 る 事 業 所 か ら の 排 出 量 は 考 慮 さ れ て い な い 。  
例 1 2 -１  暴 露 評 価 手 法 の 例 （ 過 酸 化 水 素 ）  
（ ２ ）  ・過 酸 化 水 素 は 、化 審 法 届 出 情 報 に お い て 、家 庭 用・業 務 用 で の 使 用

段 階 の ラ イ フ サ イ ク ル ス テ ー ジ に お け る 使 用 が 想 定 さ れ る 用 途

（ 水 系 洗 浄 剤 2《 家 庭 用・業 務 用 の 用 途 》等 ）の 届 出 が あ る 。ま た 、

化 管 法 対 象 物 質 で は な い た め 、 P RT R 届 出 情 報 等 の デ ー タ は な い 。 
・ 過 酸 化 水 素 は 太 陽 光 照 射 を 受 け た 分 解 ・ 生 成 反 応 が 起 こ る こ と が

知 ら れ て お り 、 水 質 モ ニ タ リ ン グ の 多 く の 地 点 で は 自 然 環 境 中 で

の 溶 存 有 機 物 か ら の 光 化 学 的 生 成 割 合 が 大 き い と 考 え ら れ 、 か つ

化 審 法 由 来 の 発 生 源 に よ る 過 酸 化 水 素 の 定 量 的 寄 与 分 を 把 握 す る

こ と が 困 難 で あ る 。以 上 の こ と か ら 、環 境 モ ニ タ リ ン グ デ ー タ か ら

化 審 法 由 来 の 発 生 源 に よ る P N E C を 超 過 す る 地 点 を 把 握 す る こ と

は 困 難 と 考 え 、 環 境 モ ニ タ リ ン グ デ ー タ に よ る 評 価 は 行 わ な い 。  
・ 様 々 な 排 出 源 の 影 響 を 含 め た 暴 露 シ ナ リ オ に つ い て は 、 現 在 用 い

て い る 推 計 モ デ ル（ G - C I E M S）で 刻 々 と 変 化 す る 日 射 強 度 を 反 映 し

た 反 応 プ ロ セ ス を 組 み 込 む こ と が で き な い た め 、 本 シ ナ リ オ の 評

価 は 行 わ な い 。  
・排 出 源 ご と の 暴 露 シ ナ リ オ 及 び 水 系 の 非 点 源 シ ナ リ オ に つ い て は 、

化 審 法 届 出 情 報 を 用 い て 、推 計 モ デ ル（ P R A S - N I T E  Ve r. 1 . 1 . 2）に よ

る リ ス ク 推 計 を 行 う 。た だ し 、こ れ ら の シ ナ リ オ に お い て も 太 陽 光

照 射 を 受 け た 分 解 ・ 生 成 反 応 は 考 慮 し て い な い 。  
例 1 3 -７  リ ス ク 推 計 結 果 ： 物 質 に 特 化 し た 排 出 係 数 の 使 用 例  
 ・ 排 出 源 ご と の 暴 露 シ ナ リ オ に よ る 評 価 ： 化 審 法 届 出 情 報 （ 2 0 1 7 年

度 ） を 用 い て 、 排 出 源 ご と の 暴 露 シ ナ リ オ の 推 計 モ デ ル （ P R A S -
N I T E  Ve r . 1 . 1 . 2） に よ り 、 対 象 物 質 に 特 化 し て 設 定 し た 水 域 へ の 排

出 係 数 （ 上 記 参 照 ） で 評 価 を 行 っ た 。  
 

表  化 審 法 届 出 情 報 （ 2 0 1 7 年 度 ） に 基 づ く 対 象 物 質 に 特 化 し て  
設 定 し た 水 域 へ の 排 出 係 数 を 用 い た 生 態 に 係 る リ ス ク 推 計 結 果  

（ 過 酸 化 水 素 ）  

 リ ス ク 懸 念 箇 所 数  
仮 想 的 排 出 源 の

数  
水 生 生 物 に 対 す る リ ス ク

推 計 結 果  
0  6 0 6  

 
・水 系 の 非 点 源 シ ナ リ オ に よ る 評 価：表 は 、化 審 法 届 出 情 報（ 2 0 1 7 年

度 ） を 用 い て 、 水 系 の 非 点 源 シ ナ リ オ の 推 計 モ デ ル （ P R A S - N I T E  
Ve r. 1 . 1 . 2）に よ り 、対 象 物 質 に 特 化 し て 設 定 し た 水 域 へ の 排 出 係 数

（ 上 記 参 照 ） で 評 価 を 行 っ た 結 果 で あ る 。  
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表  化 審 法 届 出 情 報 （ 2 0 1 7 年 度 ） に 基 づ く 対 象 物 質 に 特 化 し て  
設 定 し た 水 域 へ の 排 出 係 数 を 用 い た 生 態 に 係 る リ ス ク 推 計 結 果  

（ 過 酸 化 水 素 ）  

都 道 府 県  下 水 処 理 場  
水 域 へ の  

全 国 排 出 量  
[ト ン / y e a r ]  

河 川 水 中 濃 度  
（ P E C w a t e r）  

[ m g / L ]  

水 生 生 物 _  
P E C / P N E C  

全 国  
経 由 す る  
シ ナ リ オ  

2 , 3 5 8  
1 . 7 0 × 1 0 - 4  0 . 0 1 3  

全 国  
経 由 し な い  
シ ナ リ オ  

1 . 7 6 × 1 0 - 3  0 . 1 4  
 

例 1 6 -１  物 質 に 特 化 し た 排 出 係 数 を 設 定 し た 場 合 （ ⅵ ） 暴 露 シ ナ リ オ  
（ ２ ）  ・ 表 の 赤 字 部 分 に お い て 、 物 質 に 特 化 し た 排 出 係 数 を 設 定 し た 場 合

の 結 果 に つ い て 記 載 が さ れ て い る 。  
・ 物 質 に 特 化 し た 排 出 係 数 を 設 定 し た 場 合 の 評 価 で あ る こ と に つ い

て 、「 排 出 源 ご と の 暴 露 シ ナ リ オ 」及 び「 用 途 等 に 応 じ た 暴 露 シ ナ

リ オ （ 水 系 の 非 点 源 シ ナ リ オ ）」 に 記 載 が さ れ て い る 。  
・ 自 然 環 境 中 で の 生 成 反 応 が 起 こ る こ と に つ い て 評 価 で 困 難 で あ る

こ と や 、 化 審 法 由 来 の 寄 与 分 を 定 量 的 に 把 握 す る こ と が 困 難 で あ

る こ と か ら 、 環 境 モ ニ タ リ ン グ デ ー タ に よ る 評 価 は 行 わ な い と の

記 載 が あ り 、 不 確 実 性 の 解 析 結 果 が 示 さ れ て い る 。  
 
 

表  不 確 実 性 解 析 結 果  
（ 過 酸 化 水 素 の リ ス ク 評 価 書 （ 簡 易 版 ） を 参 考 に 作 成 ）  

項

目  
不 確 実 性 の  

要 因  
調 査 の  
必 要 性  

再 評 価 に  
有 用 な  
情 報  

理 由  

ⅵ )  
暴

露  
シ

ナ

リ

オ  

・ 暴 露 シ ナ

リ オ と 実

態 と の 乖

離 等  
・ 自 然 環 境

中 で の 光

化 学 反 応

等 に よ る

二 次 的 生

成  

  排 出 源 ご と の 暴 露 シ ナ リ オ  

な し  －  

・ 反 応 消 滅 や 排 水 処 理 等 な ど

の 実 態 を 踏 ま え て 精 査 し た

水 域 へ の 排 出 係 数 を 用 い て

い る こ と か ら 、 暴 露 シ ナ リ

オ と 実 態 の 乖 離 は 小 さ い と

考 え ら れ る 。 ま た 、 仮 想 的

排 出 源 か ら の 排 出 に よ る リ

ス ク が 懸 念 さ れ な い の で あ

れ ば 、 実 在 す る 排 出 源 が そ

れ 以 上 の 数 に 広 が っ て い た

と し て も 個 々 の 排 出 源 の 排

出 量 は 仮 想 的 排 出 源 の 排 出

量 よ り 必 ず 小 さ く な る こ と

か ら 、 暴 露 シ ナ リ オ に よ る

排 出 量 推 計 は 安 全 側 で あ る

と 言 え る 。  
  用 途 等 に 応 じ た 暴 露 シ ナ リ オ  
（ 水 系 の 非 点 源 シ ナ リ オ ）  

低  －  

・ 水 系 洗 浄 剤 の 家 庭 用 ・ 業 務

用 使 用 段 階 に お け る 減 少 率

の 調 査 結 果 か ら 精 査 し た 水

域 へ の 排 出 係 数 を 用 い て い

る こ と か ら 、 暴 露 シ ナ リ オ

と 実 態 の 乖 離 は 小 さ い と 考

え ら れ る 。  
  様 々 な 排 出 源 の 影 響 を 含 め た 暴 露 シ ナ リ オ  
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－  －  

・ 過 酸 化 水 素 は 太 陽 光 照 射 を

受 け た 分 解・生 成 反 応 が 起 こ

る が 、様 々 な 排 出 源 の 影 響 を

含 め た 暴 露 シ ナ リ オ に 現 在

用 い て い る 推 計 モ デ ル （ G -
C I E M S）で は 、刻 々 と 変 化 す

る 日 射 強 度 を 反 映 し た 反 応

プ ロ セ ス を 組 み 込 む こ と が

で き な い た め 、本 シ ナ リ オ の

評 価 は 行 わ な い 。  
  環 境 モ ニ タ リ ン グ 情 報  

低  －  

・ 過 酸 化 水 素 は 自 然 環 境 中 で

の 光 化 学 的 生 成 が 考 え ら れ 、

環 境 モ ニ タ リ ン グ の 結 果 に

つ い て 、化 審 法 由 来 の 過 酸 化

水 素 の 寄 与 分 を 定 量 的 に 把

握 す る こ と は 困 難 で あ る 。ま

た 、多 く の 地 点 で は 自 然 環 境

中 で の 溶 存 有 機 物 か ら の 光

化 学 的 生 成 に よ る 過 酸 化 水

素 の 割 合 が 大 き い と 考 え ら

れ る 。よ っ て 、環 境 モ ニ タ リ

ン グ デ ー タ か ら 化 審 法 由 来

の 発 生 源 に よ る P N E C を 超 過

す る 地 点 を 把 握 す る こ と は

困 難 で あ る こ と か ら 、環 境 モ

ニ タ リ ン グ デ ー タ に よ る 評

価 は 行 わ な い 。  
 

 
 
 
３ ） 人 健 康影 響 に 関 する 有 害 性評 価 の 事 例追 加 （ トル エ ン ）  

過 年 度 に おい て 記 載 され た 例 示は 、 生 態 影響 に 係 る評 価 か ら のも ので

あ っ た た め 、人健 康 影響 の 例 につ い て も 記載 を 追 加す る こ と とし た 。「優

先 評 価 化 学物 質 の リ スク 評 価 （一 次 ）  人健 康 影 響に 係 る 評 価 I I  リス ク

評 価 書 簡 易版  トル エ ン 」（ 20 22 年１ 月 、厚生 労 働 省・経 済 産業 省・環 境

省 ）及 び「 優 先評 価 化学 物 質 のリ ス ク 評 価（一 次 ）  人 健 康 影響 に 係 る評

価 I I  有害 性 情 報の 詳細 資 料  ト ル エン 」（ 20 2 1 年 ９ 月、 厚 生労 働 省 ）を

参 考 と し た。 追 加 項 目及 び 内 容は 、 表 2 . 1 .2 -2 に示 す と おり であ る 。  
 
＜ 追 記 事 項（ 人 健 康 影響 に 関 する 有 害 性 評価 の 事 例追 加 ） ＞  
・【 例 1 0 -１】有 害性 評価（人 健 康 影響 ）のキ ー ス タデ ィ 選 定（ト ルエ ン ）  
・【 例 10 -２】 有 害 性 情報 の ま とめ （ 人 健 康影 響 ： トル エ ン ）  
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表 2 . 1 . 2 - 2 追 記 事項 及び 記 載 内容 （ ト ル エン ）  

例 1 0 -１  有 害 性 評 価 （ 人 健 康 影 響 ） の キ ー ス タ デ ィ 選 定 （ ト ル エ ン ）  
 【 補 足 】リ ス ク 評 価 書 に お け る ４ ．有 害 性 評 価 に て 採 用 さ れ た キ ー ス

タ デ ィ 調 査 に 関 し て は「 有 害 性 情 報 の 詳 細 資 料 」の 情 報 を 参 考 と す

る 。  
・変 異 原 性（ 遺 伝 毒 性 ）に つ い て 、明 ら か な 変 異 原 性（ 遺 伝 毒 性 ）は

示 さ れ ず 、発 が ん 影 響 に つ い て も 、信 頼 性 の あ る デ ー タ は 得 ら れ て

い な い 。し た が っ て 、経 口 、吸 入 共 に 非 発 が ん 影 響 に 基 づ き 有 害 性

評 価 値 を 導 出 す る こ と と し た 。  
・ 経 口 経 路 に 関 し て 、 ト ル エ ン の 人 に 対 す る 長 期 経 口 暴 露 及 び 生 殖

発 生 毒 性 の 報 告 は 見 当 た ら な い 。ラ ッ ト で は 、比 較 的 低 用 量 か ら 、

肝 臓 、腎 臓 重 量 の 増 加 が 認 め ら れ 、高 用 量 で は 全 身 状 態 悪 化・死 亡

に 先 立 ち 、衰 弱 、自 発 運 動 減 少 、運 動 失 調 、立 毛 、流 涙 、流 涎 あ る

い は 震 戦 が 見 ら れ 、 中 枢 神 経 系 へ の 影 響 と し て 大 脳 神 経 細 胞 の 壊

死 が 見 ら れ た 。こ れ ら の 変 化 は 、ト ル エ ン に よ る 特 徴 的 な 毒 性 で あ

る と 考 え ら れ た 。マ ウ ス で も 肝 臓 重 量 の 増 加 は 見 ら れ た が 、腎 臓 重

量 の 増 加 及 び 大 脳 神 経 細 胞 の 壊 死 は 認 め ら れ な か っ た 。  
・ ト ル エ ン の 経 口 暴 露 に よ る 有 害 性 評 価 は 、 感 受 性 の 高 い ラ ッ ト の

1 3 週 間 経 口 投 与 試 験 ( N T P 1 9 9 0 )を キ ー ス タ デ ィ に 選 定 し 、エ ン ド ポ

イ ン ト（ ① 肝 臓・腎 臓 重 量 の 増 加 、及 び ② 大 脳 神 経 細 胞 の 壊 死 ）ご

と に 、 有 害 性 評 価 値 を 導 出 し た 。  
①  肝 臓 、腎 臓 の 重 量 増 加 を エ ン ド ポ イ ン ト と し た 場 合 、キ ー ス タ

デ ィ は 、有 意 な 重 量 増 加 が 見 ら れ な い 用 量 3 1 2  m g / k g / d a y（ 週 ５

回 投 与 ） を N O A E L と 設 定 し 、 平 均 １ 日 投 与 量 へ の 換 算 値 2 2 3  
m g / k g / d a y と し た 。 不 確 実 係 数 は 種 差 1 0、 個 体 差 1 0、 試 験 期 間

1 0 の 不 確 実 係 数 ( U F ) 1 , 0 0 0 と し た 。  
②  中 枢 神 経 系 へ の 影 響 （ 1 , 2 5 0  m g / k g / d a y 以 上 群 で 大 脳 神 経 細 胞

の 壊 死 ） を エ ン ド ポ イ ン ト と し た 場 合 、 有 害 性 評 価 値 は 、 本 試

験 （ 週 ５ 回 投 与 ） 結 果 か ら 、 大 脳 神 経 細 胞 壊 死 が 見 ら れ な い 用

量 6 2 5  m g / k g / d a y を N O A E L と 設 定 し た 。不 確 実 係 数 は 、種 差 1 0、
個 体 差 1 0、影 響 の 重 大 性（ 中 枢 神 経 系 へ の 影 響 ） 1 0 の 不 確 実 係

数 1 , 0 0 0 と し た 。  
・ ト ル エ ン の 吸 入 暴 露 に よ る 人 有 害 性 評 価 は 、 人 と は 異 な る 影 響 の

誘 発 が 観 察 さ れ た 動 物 実 験 の デ ー タ で は な く 、 人 へ の 暴 露 に 関 す

る 疫 学 研 究 報 告 を 基 に 、エ ン ド ポ イ ン ト（ 中 枢 神 経 系 へ の 影 響 、及

び 自 然 流 産 率 の 増 加 ）ご と に 、有 害 性 評 価 値 を 導 出 す る こ と を 考 え

た 。た だ し 、N g  e t  a l . ( 1 9 9 2 a )が 報 告 し た 自 然 流 産 率 の 増 加 に 関 し て

は 、ア ン ケ ー ト 調 査 の た め 正 確 性 を 欠 く 可 能 性 が あ る こ と 、内 部 及

び 外 部 対 照 群 の 自 然 流 産 率 が 一 般 の 報 告 よ り 低 か っ た こ と な ど か

ら 、更 な る デ ー タ が 必 要 と 考 え ら れ る こ と ( AT S D R  2 0 1 7 )、ま た 、ト

ル エ ン の 暴 露 量 を 十 分 に 確 認 で き な か っ た こ と か ら 、本 評 価 で は 、

自 然 流 産 の 増 加 は 、ト ル エ ン の 重 大 な 毒 性 影 響 と し て 捉 え る が 、本

報 告 を 有 害 性 評 価 値 の 導 出 に は 用 い な い こ と と し た 。  
・ ト ル エ ン の 中 枢 神 経 系 へ の 影 響 を エ ン ド ポ イ ン ト と し て 有 害 性 評

価 値 を 算 出 す る た め 、 神 経 行 動 学 的 影 響 及 び 視 聴 覚 へ の 影 響 な ど

幅 広 く 検 査 項 目 と し て 取 り 入 れ た ト ル エ ン の 単 体 暴 露 に 関 す る 以

下 の 二 つ の 報 告 を 検 討 し た 結 果 、N O A E L ( 4 5  p p m )が 得 ら れ た S e e b e r
及 び S c h ä p e r  e t  a l . ( 2 0 0 3 - 2 0 0 8 )の 疫 学 研 究 を 有 害 性 評 価 値 導 出 の た

め の キ ー ス タ デ ィ と し て 妥 当 で あ る と 判 断 し た 。  
①  S e e b e r  e t  a l .及 び S c h ä p e r  e t  a l . ( 2 0 0 3 - 2 0 0 8 )は 、 暴 露 群 ( 4 5  p p m )

及 び 対 照 群 ( 9  p p m )に お い て ト ル エ ン に よ る 中 枢 神 経 系 へ の 影 響

（ 聴 覚 、 色 覚 及 び 脳 認 知 機 能 へ の 影 響 ） に 有 意 な 差 は 認 め ら れ

な か っ た こ と か ら N O A E L を 4 5  p p m と 報 告 し た 。  
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②  F o o  e t  a l . ( 1 9 9 0 )は 、 ８ 種 類 の 神 経 行 動 機 能 検 査 の う ち 手 作 業 の

器 用 さ 、視 覚 機 能 、言 語 記 憶 な ど ６ 種 類 の 検 査 で 、暴 露 群 ( 8 8  p p m )
は 対 照 群 ( 1 3  p p m )に 比 し 有 意 に 劣 っ て い た こ と か ら 、 L O A E L を

8 8  p p m と 報 告 し た 。  
・ ト ル エ ン の 吸 入 暴 露 に よ る 有 害 性 評 価 値 は 、 N O A E L ( 4 5  p p m )か ら

連 続 暴 露 量 へ の 換 算 値 1 0 . 7  p p m を 基 点 と し て 個 人 差 1 0、影 響 の 重

大 性（ 中 枢 神 経 系 へ の 影 響 ）1 0 の 不 確 実 係 数 1 0 0 で 除 し た 0 . 1  p p m  
( 0 . 3 8 3  m g / m 3 )と し た 。 こ の 値 は 、 人 体 重 5 0  k g、 呼 吸 量 2 0  m 3 / d a y
と し た と き の １ 日 摂 取 量 は 0 . 1 5 3  m g / k g / d a y に 相 当 す る 値 で あ る 。

な お 、 得 ら れ た ト ル エ ン の 吸 入 暴 露 に よ る 有 害 性 評 価 値 0 . 1  p p m  
( 0 . 3 8 3  m g / m 3 )は 、 N g  e t  a l . ( 1 9 9 2 a )が 報 告 し た 女 性 労 働 者 に お け る

ト ル エ ン 暴 露 量（ 平 均 8 8  p p m、範 囲 5 0～ 1 5 0  p p m）の 1 / 5 0 0～ 1 / 1 , 5 0 0
で あ る た め 、 自 然 流 産 の 発 生 率 増 加 を 防 ぐ た め の 安 全 マ ー ジ ン が

確 保 さ れ て い る と 考 え ら れ る 。  
例 1 0 -２  有 害 性 情 報 の ま と め （ 人 健 康 影 響 ： ト ル エ ン ）  
 ・ 経 口 暴 露 に つ い て は 、 二 つ の エ ン ド ポ イ ン ト か ら 求 め た 評 価 値 の

う ち 、よ り 安 全 性 に 配 慮 し た 0 . 2 2 3  m g / k g / d a y を 本 評 価 に お け る 有

害 性 評 価 値 と し て 採 用 し た 。  
・吸 入 暴 露 に つ い て は 、キ ー ス タ デ ィ か ら 採 用 さ れ た N O A E L ( 4 5  p p m )

を 不 確 実 係 数 1 0 0 で 除 し た 0 . 1  p p m ( 0 . 3 8 3  m g / m 3 )と し た 。 こ の 値

は 、 人 体 重 5 0  k g、 呼 吸 量 2 0  m 3 / d a y と し た と き の １ 日 摂 取 量 は

0 . 1 5 3  m g / k g / d a y に 相 当 す る 値 で あ る 。  
・ 本 物 質 の 経 口 及 び 吸 入 経 路 の 有 害 性 評 価 値 の 根 拠 と し た エ ン ド ポ

イ ン ト は 共 に 、 ト ル エ ン が 全 身 に 吸 収 さ れ る こ と に よ っ て 発 現 す

る 毒 性 で あ る こ と が 考 え ら れ る が 、 各 暴 露 経 路 の 根 拠 デ ー タ が 動

物 実 験 と 人 疫 学 で 異 な り 、 更 に 標 的 臓 器 や 発 生 機 序 も 異 な っ て い

る 。し た が っ て 、両 暴 露 経 路 に お け る リ ス ク 比 を 合 算 す る た め の 毒

性 学 的 根 拠 が 乏 し い こ と か ら 、本 物 質 の リ ス ク 推 計 は 、暴 露 経 路 別

に 行 う こ と が 妥 当 で あ る と 考 え ら れ る 。  
 

表  ト ル エ ン の 有 害 性 評 価 値 の ま と め  

暴 露

経 路  
有 害 性 評 価 値  根 拠 デ ー タ 及 び 導 出 方 法  

経 口  
0 . 2 2 3  

m g / k g / d a y  

ラ ッ ト の 1 3 週 間 経 口 投 与 試 験 ( N T P 1 9 9 0 )  
を キ ー ス タ デ ィ に 選 定 し 、 肝 臓 及 び 腎 臓 重

量 の 増 加 が 見 ら れ な い 用 量 3 1 2  m g / k g / d a y
を N O A E L と 設 定 し 、 平 均 1 日 投 与 量 へ の

換 算 値 2 2 3  m g / k g / d a y を 、 種 差 1 0、 個 体 差

1 0、 試 験 期 間 1 0 の 不 確 実 係 数 ( U F ) 1 , 0 0 0 で

除 し た 0 . 2 2 3  m g / k g / d a y を ト ル エ ン の 経 口

暴 露 に よ る 有 害 性 評 価 値 と し て 算 出 し た 。  

吸 入  

0 . 1  p p m  
( 0 . 3 8 3  m g / m 3 )  
（ 1 日 摂 取 量

0 . 1 5 3  m g / k g / d a y
に 相 当 ）  

職 業 暴 露 の 疫 学 研 究 か ら 、 S e e b e r 及 び

S c h ä p e r  e t  a l . ( 2 0 0 3 - 2 0 0 8 )の 疫 学 研 究 を キ ー

ス タ デ ィ に 選 定 し 、 神 経 学 的 影 響 （ 聴 覚 、

色 覚 及 び 脳 認 知 機 能 な ど ） を 指 標 と し た

N O A E L 4 5  p p m か ら 連 続 暴 露 量 へ の 換 算 値

1 0 . 7  p p m を 、 個 人 差 1 0、 影 響 の 重 大 性 （ 中

枢 神 経 系 へ の 影 響 ）1 0 の 不 確 実 係 数 1 0 0 で

除 し た 0 . 1  p p m  ( 0 . 3 8 3  m g / m 3 )を ト ル エ ン の

吸 入 暴 露 に よ る 有 害 性 評 価 値 と し て 算 出 し

た 。  
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2.2  暴露評 価 の た め の 情 報 収集・分析  

2 .2 .1 は じ めに  

化 審 法 の スク リ ー ニ ング 評 価 ・リ ス ク 評 価 で は 、 化審 法 の 届 出情 報に

基 づ く 環 境へ の 推 計 排出 量 や 化管 法 に 基 づ く P RT R 届出 排 出 量等 の 情報

を 利 用 し てい る 。 こ れら の 情 報の 中 に は 事業 者 の 実際 の 取 扱 い ・ 排 出実

態 を 十 分 には 反 映 し きれ て い ない も の も 含ま れ て いる 。 ス ク リー ニ ング

評 価 ・ リ スク 評 価 の 不確 実 性 を低 減 す る ため に は 、環 境 へ の 排出 量 をよ

り 正 確 に 把握 す る 必 要が あ る 。  
こ の た め 、環 境 排 出 量等 に 不 確実 性 を 有 する と 考 えら れ る 化 学物 質に

つ い て 、 事業 者 や 自 治体 に 対 し、 当 該 化 学物 質 の 取扱 い 実 態 や環 境 への

排 出 実 態 につ い て の 問合 せ を 行 う こ と で 、よ り 正 確な 情 報 を 収集 ・ 整理

す る こ と とし た 。  
ま た 、 調 査対 象 物 質 のリ ス ク 評価 の 不 確 実性 を 低 減す る た め の対 応に

つ い て 提 案を 行 っ た 。  
今 年 度 は 、以 下 の ３ 物質 に つ いて 情 報 収 集、 整 理 を行 っ た 。  
 

  N P E  
・ α － ノ ニル フ ェ ニ ル－ ω － ヒド ロ キ シ ポリ （ オ キシ エ チ レ ン）  
・別 名 ： ポリ （ オ キ シエ チ レ ン） ＝ ノ ニ ルフ ェ ニ ルエ ー テ ル  
・リ ス ク 評価 （ 一 次 ）評 価 I I I（ 優先 評 価化 学 物 質通 し 番 号 86）  

  ジ ク ロ ロ メタ ン  
・ 別 名 ： 塩化 メ チ レ ン  
・ 優 先 評 価化 学 物 質 の指 定 取 消し （ 2 01 7 年 ３月 30 日 ）  
・優 先 評 価化 学 物 質 通し 番 号 7  

  ト ル エ ン  
・リ ス ク 評価 （ 一 次 ）評 価 I I  
・優 先 評 価化 学 物 質 通し 番 号 46  
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2.2 .2  NPE の 排 出 実 態 の 調 査  

2 .2 .2 .1 調 査 概 要  

（ １ ） 調 査の 背 景 及 び目 的  

2020 年 度事 業 の 調 査及 び「検 討 会」の 結果 を 踏 まえ て 、関 係業 界 か ら

は N P E 含 有製 品 の 取り 扱 い 実態 及 び 詳 細用 途 情 報 を 、自 治 体等 か ら は環

境 モ ニ タ リン グ 結 果 にお け る 懸念 地 点 が ある 流 域 の情 報 に つ いて 、 ヒア

リ ン グ 調 査 し た 。  
表 2 .2 .2 .1 -1 に 示 す とお り 、 P RT R 届 出 外排 出 量 の内 訳 デ ー タか ら 、農

薬由 来（約 315 トン ）、洗浄 剤・化 粧 品 等由 来（ 74 .6 トン ）及び す そ 切り

以下 の P RT R 対 象 業 種事 業 者 8由 来（ 75 . 2 ト ン）の N P E 排 出 量が 多 い こ

と が 推 計 され て い る 9。し たが っ て 、農薬 由 来 及び 洗 浄 剤 由来 の N P E 排

出 実 態 に つい て 調 査 を行 う こ とと し た 。  
農 薬 は 、 過年 度 の 調 査結 果 も 踏ま え 、 都 市部 の 公 園・ 緑 地 及 びゴ ルフ

場 に お け る N P E 含 有農 薬 の 使 用 実 態 を 、懸 念 地 点（ N P の モニ タ リ ング

濃 度 が 予 測無 影 響 濃 度（ P N E C）を複 数 回 超過 し た 地点 ）が立 地す る 自 治

体 を 対 象 にし て 、 ヒ アリ ン グ 調査 し た 。  
洗浄 剤 に つい て は 、 経済 産 業 省が 実 施 し た業 界 ヒ アリ ン グ の 結果 か ら、

自 動 車 の エン ジ ン ル ーム や タ イヤ の 洗 浄 剤に 含 有 され て い る 可能 性 が確

認 さ れ た こと か ら 、 自動 車 整 備工 場 の 立 地状 況 及 び主 要 な 自 動車 整 備工

場 を 対 象 とし た 、 N P E 含有 洗 浄剤 の 使 用 実態 を ヒ アリ ン グ 調 査し た 。医

薬 品 添 加 物と し て の N P E の 使用 状 況 につ い て は、公 表 デ ータ を 集 計、整

理 し た 。情 報 収 集し た結 果 は、地 理 情報 シス テ ム（ G IS）を 活用 し て 整理

し、 N P E の 排 出源 の 解析 を 試 みた 。  
 

表 2 . 2 . 2 .1 -1 P RT R 届出 外 排 出量 の 内 訳 （ 20 19 年度 ）  

 

 
8  す そ 切 り 以 下 事 業 者 ： P RT R  の 対 象 業 種 を 営 む 事 業 者 の う ち 、 P RT R  の 届 出 要

件 （ 従 業 員 規 模 等 ） を 満 た さ な い 事 業 者  
9  厚 生 労 働 省 ,  経 済 産 業 省 ,  環 境 省 ( 2 0 2 2 )  令 和 ３ 年 度 第 ９ 回 薬 事 ・ 食 品 衛 生 審 議

会 薬 事 分 科 会 化 学 物 質 安 全 対 策 部 会 化 学 物 質 調 査 会 、 令 和 ３ 年 度 化 学 物 質 審 議
会 第 ４ 回 安 全 対 策 部 会 、 第  2 2 1  回 中 央 環 境 審 議 会 環 境 保 健 部 会 化 学 物 質 審 査
小 委 員 会 ,  資 料 ２ -２ 【 α－ （ ノ ニ ル フ ェ ニ ル ） － ω－ ヒ ド ロ キ シ ポ リ （ オ キ シ
エ チ レ ン ）（ 別 名 ポ リ （ オ キ シ エ チ レ ン ） ＝ ノ ニ ル フ ェ ニ ル エ ー テ ル ）
（ N o . 8 6）】 生 態 影 響 に 係 る リ ス ク 評 価 （ 一 次 ） 評 価 I I I の 進 捗 報 告 ,  
h t t p s : / / w w w. m e t i . g o . j p / s h i n g i k a i / k a g a k u b u s s h i t s u / a n z e n _ t a i s a k u / p d f / 2 0 2 1 _ 0 4 _ 0 2 _
0 2 . p d f  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
対
象
業
種
の
事
業
者



の
す
そ
切
り
以
下

農
薬

殺
虫
剤

接
着
剤

塗
料

漁
網
防
汚
剤

洗
浄
剤
・
化
粧
品
等

防
虫
剤
・
消
臭
剤

汎
用
エ
ン
ジ
ン

た
ば
こ
の
煙

自
動
車

二
輪
車

特
殊
自
動
車

船
舶

鉄
道
車
両

航
空
機

水
道

オ
ゾ
ン
層
破
壊
物
質

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

低
含
有
率
物
質

下
水
処
理
施
設

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設

産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設

移動体 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

家庭 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18.0

非対象業種 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 373.9

対象業種（すそ切り） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 85.7

75.2 314.8 2.5 74.6 10.5 477.6

大
区
分

推計量

合
計
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工 場 排 水 及び 下 水 処 理に お け る動 態 並 び に環 境 中 での 動 態 ・ 残留 可能

性 に つ い ては 、 文 献 調査 に よ り情 報 収 集 、整 理 を 行っ た 。 産 業廃 棄 物と

して の N P 及 び N P E の 移動 に つい て は 、 P RT R デー タ 等の 公表 デ ー タを

解 析 し た 。ま た 、 諸 外国 に お け る N P E 及 び N P E の 変 化物 であ る ノ ニル

フ ェ ノ ー ル （ 以 下 「 N P」 と す る ） の 規 制 内 容 を 情 報 収 集 し 、 整 理 し た 。 
 

（２ ） N P モニ タ リ ング 結 果 と懸 念 地 点 につ い て  

N P は 自 然 的 作 用 に よ り 生 じ る N P の 変 化 物 で あ り 、 親 化 合 物 で あ る

N P E と 共 に 評 価対 象 物質 と な って い る。 N P は、 2 005 年～ 200 9 年 に掛 け

て 実 施 さ れた 地 方 公 共団 体 の 調査 や 要 調 査項 目 存 在状 況 調 査 結果 等 を踏

ま え て 、 全国 的 な 環 境管 理 施 策を 講 じ て 、公 共 用 水域 に お け る濃 度 の低

減 を 図 る こ と が必 要 1 0とさ れ 、 2 01 2 年 ８月 に 水 生 生物 保 全 環境 基 準 の

項 目 と し て追 加 さ れ た（ 表 2 .2 . 2 . 1 - 2） 1 1。環 境 基 準項 目 は、水質 汚 濁 防

止 法 に 基 づき 常 時 監 視（ 環 境 モニ タ リ ン グ） が 実 施さ れ る 。 原則 と して

１ 年 に １ 回、 環 境 中 濃度 が 測 定さ れ 、 環 境基 準 値 の達 成 状 況 の評 価 等が

行 わ れ る 1 2。 N P に つ いて は 2 013 年 度か ら実 施 さ れて い る 。  
一 方 、化 審法 の リ ス ク評 価 に おい て は 、N P が二 次 消費 者 に 影響 を 及ぼ

さ な い 濃 度と し て メ ダカ 拡 張 １世 代 繁 殖 試験（ ME O G RT） デ ータ か ら算

出 し た  0 . 0 030 7  mg / L 以 下 を 魚 類 の 慢 性 毒 性 候 補 値 と し 、 次 に 小 さ な 値

で あ る 一 次消 費 者（ 甲殻 類 ）慢 性 毒性 候 補値  0 . 00 39  mg /L も 併せ て 用 い、

室 内 試 験 から 野 外 へ の U F「 10」で除 し た 二 つ の P N E C、0 .0 00 3 0  m g / L （ 0 .3 0  
μg /L 以 下 、以降 、P N E C (a )）及び 0 .0 003 9  m g /L（ 0 .3 9  μ g /L、以 降 、P N E C (b )）
を も っ て 総合 的 に リ スク 評 価 を行 う こ と とさ れ て いる 1 3。20 13～ 20 19 年

度の N P の環 境 モ ニ タリ ン グ で得 ら れ た 実測 濃 度 が、P N E C を超 過 し た地

点（ 懸 念 地点 ）数を 年度 ご と に集 計 し た もの を 表 2 . 2 . 2 . 1 -3 に、モ ニ タリ

ン グ 期 間 中（ 7 年 間 ）の の べ超 過 回 数で 集計 し た もの を 表 2 . 2 .2 .1 -4 に示

す。  
P N E C (a ) (b )それ ぞ れ に対 し て 、20 13～ 2 0 19 年 度 で １ 回 だ け モニ タ リン

グ濃 度 /P N E C≧ 1 と なっ た 地 点は 3 ,9 84 地点 中 (5 4 ) ( 54 )地 点 であ り 、 ２ 回

以 上 P E C / P N E C≧ 1 と な っ た地 点 は (3 3 ) ( 17 )地点 で あ っ た 。 ( 33 ) ( 17 )地 点

中 、 (１ ) (０ )地 点 は 海 域 、 (32 ) (1 7 )地 点 は 河 川 の モ ニ タ リン グ 地 点 で あっ

 
1 0  環 境 省 ( 2 0 11 )中 央 環 境 審 議 会 水 環 境 部 会  水 生 生 物 保 全 環 境 基 準 専 門 委 員 会

（ 第 ３ 回 ） 資 料 7  ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル の 検 出 状 況 及 び 位 置 付 け に つ い て ,  
h t t p s : / / w w w. e n v. g o . j p / c o u n c i l / 0 9 w a t e r / y 0 9 4 - 1 0 / m a t 0 7 . p d f  

1 1  環 境 省 ( 2 0 1 2 )水 生 生 物 の 保 全 に 係 る 水 質 環 境 基 準 の 項 目 追 加 等 に 係 る 環 境 省 告
示 に つ い て （ お 知 ら せ ） ,  h t t p s : / / w w w. e n v. g o . j p / p r e s s / p r e s s . p h p ? s e r i a l = 1 5 5 9 2  

1 2  環 境 省 ( 2 0 0 1 )環 境 基 本 法 に 基 づ く 環 境 基 準 の 水 域 類 型 の 指 定 及 び 水 質 汚 濁 防 止
法 に 基 づ く 常 時 監 視 等 の 処 理 基 準 に つ い て ,  
h t t p s : / / w w w. e n v. g o . j p / h o u r e i / 0 5 / 0 0 0 0 5 6 . h t m l  

1 3  厚 生 労 働 省 ,  経 済 産 業 省 ,  環 境 省 ( 2 0 2 2 )令 和 ３ 年 度 第 ９ 回 薬 事 ・ 食 品 衛 生 審 議
会 薬 事 分 科 会 化 学 物 質 安 全 対 策 部 会 化 学 物 質 調 査 会 、 令 和 ３ 年 度 化 学 物 質 審 議
会 第 ４ 回 安 全 対 策 部 会 、 第 2 2 1 回 中 央 環 境 審 議 会 環 境 保 健 部 会 化 学 物 質 審 査 小
委 員 会 ,  資 料 2 - 2  優 先 評 価 化 学 物 質 「 α - (ノ ニ ル フ ェ ニ ル ) - ω -ヒ ド ロ キ シ ポ リ
（ オ キ シ エ チ レ ン ）（ 別 名 ポ リ （ オ キ シ エ チ レ ン ） ＝ ノ ニ ル フ ェ ニ ル エ ー テ
ル ）」（ N P E） の 生 態 影 響 に 係 る リ ス ク 評 価 （ 一 次 ） 評 価 I I I の 進 捗 報 告 ,  
h t t p s : / / w w w. m e t i . g o . j p / p o l i c y / c h e m i c a l _ m a n a g e m e n t / k a s i n h o u / f i l e s / i n f o r m a t i o n / r a
/ 2 2 0 11 8 _ N o . 8 6 _ 0 1 _ p r o g r e s s _ r e p o r t . p d f  
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た。  
2013～ 201 9 年 度 で P E C /P N E C≧ 1 と な っ た回 数 が ７ 回 の 地 点 は (３ ) (２ )

地 点 、 ６ 回 の地 点 は (３ ) (２ )地 点 、 ５ 回 の 地 点 は (３ ) (３ )地 点 、 ４ 回 の地

点は (４ ) (１ )地点 、３回 の 地 点は (３ ) (３ )地 点 、２回 の 地 点は (17 ) (６ )地 点

で あ っ た 。  
表 2 . 2 . 2 .1 -5 に 、モ ニ タリ ン グ 濃度 を P N E C で除 し た値（ モ ニ タリ ン グ

濃度 / P N E C 比 ）が １ ～２ 、２ ～ ４及 び ４ 以上 の 地 点数 を 、表 2 .2 .2 .1 -6 に

複数 回 P N E C を 超 過 した 地 点 （複 数 回 懸 念地 点 ） のモ ニ タ リ ング 濃 度と

モ ニ タ リ ング 濃 度 /P N E C 比を 示す 。モ ニ タリ ン グ 濃度 / P N E C 比が ４ 以 上

と な る 地 点数 は 、20 13 年 に (２ ) (２ )地 点 、2018 年 に (１ ) (０ )地点 、20 19 年

に (１ ) (０ )地 点で あ った 。 201 3 年 の２ 地点 及 び 20 19 年 の １地 点 は Q 5、
2018 年 の１ 地 点は F 6 で あっ た 。  

複 数 回 懸 念 地 点 で 流 量 が 測 定 さ れ て い る (17 ) (９ )地 点 の う ち ( 14 ) (７ )地
点 の 河 川 に お い て 低 水 流 量 が 1  m 3 / s（ 全 国 一 級 水 系 の 流 量 デ ー タ の 約

50% i le 値 ）以 下 で あ った（ 図 2 . 2 . 2 .1 - 1）。ま た 、河 川 流 量の 中央 値 と N P
濃 度 の 中 央値 の 関 係 を見 る と 、多 く の 河 川で は 、 下流 に 向 か い河 川 流量

が 増 え る に 従 っ て 、 N P 濃 度 が 希 釈 効 果 に よ り 低 下 す る 傾 向 が 見 ら れ る

が 、 F 6 及 び N 7 で は 流 量 が 増 え る に 従 い N P 濃 度 も 増 加 し て い た （ 図

2 .2 .2 .1 -2）。 こ れら の河 川 で は中 流 、 下 流域 に N P の 発生 源 があ る こ とを

示 唆 し て いる 。  
複 数 回 懸 念地 点 の う ち ( 14 ) (７ )地 点に つ いて は 、上 流 域 に山 間部 が な く、

生 活 系 、 農業 系 の 用 排水 が 水 源と な っ て いる 河 川 であ っ た 。 複数 回 懸念

地 点 の う ち ( 19 ) (９ )地点 に つ いて は 傾 斜 角度 ≦ 1 度（ 勾 配 ≦ 1 . 7%）で あり 、

中 流 か ら 下流 部 の 一 般的 な 河 床勾 配（ 0 .1 %～ 1%）に 該当 し て いた 1 4。複

数 回 懸 念 地点（海 域 を除 く ）周 辺 の土 地 利用 は 、( 17 ) (10 )地 点に お い て建

物 用 地 が 多く を 占 め る地 域 、(10 ) (５ )地 点 にお い て 建物 用 地 と 農地 が 混在

す る 地 域 、 (２ ) (１ )地 点 に お い て山 林 と 農 地 が 多 い 地域 、 (３ ) (１ )地 点 に

お い て 山 林が 多 く を 占め る 地 域で あ っ た 。  
2013～ 2019 年 度 の 懸念 地 点 数は 緩 や か に減 少 し てお り 、７ 年間 で ５回

以 上 懸 念 地点 と な っ た ９ 地 点 は ５ 地 域 に 集約 さ れ てい る 。 対 象河 川 は流

量 が 小 さ い又 は 水 門 等で 制 御 され 滞 留 す る時 間 帯 があ る 河 川 が多 い 。ま

た 、 モ ニ タリ ン グ 懸 念地 点 の うち ６ 地 点 は生 活 環 境の 保 全 に 関す る 環境

基 準 の 水 生生 物 に 係 る水 域 類 型が 指 定 さ れて お ら ず 、３ 地 点 は「生 物 B」

に 指 定 さ れて い る 。  
 

 
  

 
1 4  国 土 技 術 政 策 総 合 研 究 所 ,  河 川 用 語 集 ,  河 床 勾 配 ,  

h t t p : / / w w w. n i l i m . g o . j p / l a b / r c g / n e w h p / y o u g o / w o r d s / 0 0 6 / h t m l / 0 0 6 _ m a i n . h t m l  
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表 2 . 2 . 2 .1 -2 N P の 環境 基 準  

水 域  類 型  水 生 生 物 の 生 息 状 況 の 適 応 性  基 準 値  
河 川
及 び
湖 沼  

生 物 A  イ ワ ナ 、サ ケ マ ス 等 比 較 的 低 温 域 を 好 む 水 生 生
物 及 び こ れ ら の 餌 生 物 が 生 息 す る 水 域  

0 . 0 0 1  m g / L  
以 下  

生 物 特 A  生 物 Ａ の 水 域 の う ち 、生 物 Ａ の 欄 に 掲 げ る 水 生
生 物 の 産 卵 場 ( 繁 殖 場 ) 又 は 幼 稚 仔 の 生 育 場 と
し て 特 に 保 全 が 必 要 な 水 域  

0 . 0 0 0 6  m g / L  
以 下  

生 物 B  コ イ 、フ ナ 等 比 較 的 高 温 域 を 好 む 水 生 生 物 及 び
こ れ ら の 餌 生 物 が 生 息 す る 水 域  

0 . 0 0 2  m g / L  
以 下  

生 物 特 B  コ イ 、フ ナ 等 比 較 的 高 温 域 を 好 む 水 生 生 物 及 び
こ れ ら の 餌 生 物 が 生 息 す る 水 域  

0 . 0 0 2  m g / L  
以 下  

海 域  生 物 A  水 生 生 物 の 生 息 す る 水 域  0 . 0 0 1  m g / L 以 下  
生 物 特 A  生 物 Ａ の 水 域 の う ち 、 水 生 生 物 の 産 卵 場 (繁 殖

場 )又 は 幼 稚 仔 の 生 育 場 と し て 特 に 保 全 が 必 要
な 水 域  

0 . 0 0 0 7  m g / L  
以 下  

 
 
 

表 2 . 2 . 2 .1 -3 N P 濃 度が P N E C を超 過 し た地 点 数 （年 度 別 ）  

調 査 年 度  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  

P N E C ( a )超 過 地 点 数  3 4  2 4 *  3 4  2 3  1 5  1 9  1 8  
P N E C ( b )超 過 地 点 数  2 4  1 6  2 7  1 8  11  1 5  9  

P N E C ( a ) :  0 . 3 0  μ g / L 以 下 、 P N E C ( b ) :  0 . 3 9  μ g / L  
* :  化 学 物 質 環 境 実 態 調 査 （ 黒 本 調 査 ） の 結 果 （ 2 地 点 ） を 含 む  
 
 
 

表 2 . 2 . 2 .1 -4 N P 濃 度が P N E C を超 過 し た 地 点 数 （ の べ 回 数 別 ）  

超 過 回 数  １ 回  ２ 回  ３ 回  ４ 回  ５ 回  ６ 回  ７ 回  

P N E C ( a )超 過 地 点 数  5 4 *  1 7  3  4  3  3  3  
P N E C ( b )超 過 地 点 数  5 4  6  3  1  3  2  2  

P N E C ( a ) :  0 . 3 0  μ g / L 以 下 、 P N E C ( b ) :  0 . 3 9  μ g / L  
* :  化 学 物 質 環 境 実 態 調 査 （ 黒 本 調 査 ） の 結 果 （ 2 地 点 ） を 含 む  
 
 
 
表 2 . 2 . 2 .1 -5  N P 濃 度が P N E C を超 過 し た地 点 の モニ タ リ ン グ濃 度

/P N E C 比  

 

モ ニ タ
リ ン グ
濃 度
/ P N E C  

2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  

a  b  a  b  a  b  a  b  a  b  a  b  a  b  

4 以 上  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  
2～ 4  5  2  7  2  1 4  2  6  2  3  1  8  4  3  2  
1～ 2  2 7  2 0  1 7  1 4  2 0  2 5  1 7  1 6  1 2  1 0  1 0  11  1 4  7  

P N E C
超 過 地
点 数  

3 4  2 4  2 4  1 6  3 4  2 7  2 3  1 8  1 5  11  1 9  1 5  1 8  9  
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表 2 . 2 . 2 .1 -6 N P 濃 度が 環 境 モニ タ リ ン グで P N E C 値を 複 数 回超 過 し た地 点  

 
P N E C ( a ) :  0 . 3 0  µ g / L 以 下 （ M E O G RT 試 験 デ ー タ を 採 用 し た 場 合 ）、 P N E C ( b ) :  0 . 3 9  µ g / L（ 甲 殻 類 の 慢 性 毒 性
試 験 デ ー タ を 採 用 し た 場 合 ）  

a b a b a b a b a b a b a b a b

F F6 F6-1 2 0.00062 2.1 1.6 2 0.00080 2.7 2.0 2 0.000465 1.6 1.2 2 0.00068 2.3 1.7 2 0.00068 2.3 1.7 2 0.0012 4.1 3.1 0.00063 2.1 1.6 7 7

Q Q5 Q5-2 1 0.0019 6.3 4.9 1 0.00047 1.6 1.2 1 0.00063 2.1 1.6 1 0.00045 1.5 1.2 1 0.00052 1.7 1.3 1 0.00060 2.0 1.5 0.00085 2.8 2.2 7 7

G G3 G3-1 12 0.00039 1.3 1.0 12 0.000647 2.2 1.7 12 0.000557 1.9 1.4 12 0.00060 2.0 1.5 12 0.00056 1.9 1.4 12 0.00036 1.2  0.00033 1.1  7 5

N N7 N7-1 1 0.00019   8 0.000629 2.1 1.6 12 0.000694 2.3 1.8 12 0.00077 2.6 2.0 12 0.00072 2.4 1.9 12 0.00078 2.6 2.0 0.00055 1.8 1.4 6 6

Q Q5 Q5-1 1 0.0019 6.3 4.9 1 0.00061 2.0 1.6 1 0.00061 2.0 1.6 1 0.00021   1 0.00087 2.9 2.2 1 0.00090 3.0 2.3 0.0014 4.7 3.6 6 6

Q Q4 Q4-1 1 0.00075 2.5 1.9 1 0.00051 1.7 1.3 1 0.00050 1.7 1.3 1 0.00020   1 0.00056 1.9 1.4 1 0.00065 2.2 1.7 0.00033 1.1  6 5

Q Q7 Q7-1 1 0.0010 3.3 2.6 1 0.00057 1.9 1.5 1 0.00071 2.4 1.8 1 0.00008   1 0.00025   1 0.00064 2.1 1.6 0.00066 2.2 1.7 5 5

J J1 J1-1 2 0.00045 1.5 1.2 2 0.000215   2 0.00080 2.7 2.0 2 0.00045 1.5 1.2 2 0.00037 1.2  2 0.00078 2.6 2.0 0.00017   5 4

Q Q1 Q1-1 12 0.00040 1.3 1.0 12 0.00030 1.0  12 0.000418 1.4 1.1 12 0.00041 1.4 1.0 4 0.00038 1.3  4 0.00011   0.00016   5 3

D D4 D4-1 6 0.00041 1.4 1.0 6 0.000452 1.5 1.2 6 0.000113   6 0.00029   6 0.00020   6 0.00046 1.5 1.2 0.00033 1.1  4 3

P P1 P1-1 1 0.0010 3.3 2.6 1 0.00032 1.1  1 0.00088 2.9 2.3 1 0.00053 1.8 1.4 1 0.00013   1 < 0.00006   < 0.00006   4 3

D D3 D3-1 6 0.00035 1.2  6 0.000283   6 0.000333 1.1  6 0.00044 1.5 1.1 6 0.00036 1.2  6 0.00025   0.00021   4 1

Q Q6 Q6-1 1 0.00032 1.1  1 0.00092 3.1 2.4 1 0.00038 1.3  1 0.00032 1.1  1 0.00021   1 0.00026   0.00024   4 1

G G1 G1-2 12 0.00045 1.5 1.1 8 0.000379 1.3  9 0.000281   10 0.00033 1.1  12 0.00028   12 0.00018   0.00014   3 1

H H1 H1-1 1 0.00020   1 < 0.00006   1 < 0.00006   1 0.00045 1.5 1.2 1 0.00031 1.0  1 0.00033 1.1  0.00027   3 1

Q Q2 Q2-1 1 0.00045 1.5 1.2 1 0.00034 1.1  1 0.00020   1 0.00033 1.1  1 0.00017   1 0.00018   0.00014   3 1

C C3 C3-1 1 < 0.00006   1 < 0.00006   1 0.00047 1.6 1.2 1 0.00070 2.3 1.8 1 0.00011   1 0.00006   0.00029   2 2

C C5 C5-1 1 < 0.00006   1 < 0.00006   1 0.00044 1.5 1.1 1 0.00097 3.2 2.5 1 0.00014   1 < 0.00006   0.00027   2 2

N N4 N4-1 4 0.00058 1.9 1.5 2 0.00070 2.3 1.8 1 < 0.00006   1 0.00007   1 0.00014   1 0.00025   0.00013   2 2

N N8 N8-1 4 0.00052 1.7 1.3 8 0.000211   12 0.000118   12 < 0.00006   12 < 0.00006   12 0.00051 1.7 1.3 0.00025   2 2

Q Q3 Q3-1 1 0.00025   1 0.00046 1.5 1.2 1 0.00043 1.4 1.1 1 0.00021   1 < 0.00006   1 0.00008   0.00021   2 2

W W1 W1-1 1 < 0.00006   1 < 0.00006   1 < 0.00006   1 < 0.00006   1 0.00053 1.8 1.4 1 0.00044 1.5 1.1 < 0.00006   2 2

B B1 B1-1 4 0.000088   4 0.000138   4 0.00032 1.1  4 0.00046 1.5 1.2 4 0.00018   4 0.00020   0.00006   2 1

C C1 C1-1 1 < 0.00006   1 < 0.00006   1 0.00053 1.8 1.4 1 0.00011   1 0.00024   1 < 0.00006   0.00038 1.3  2 1

C C2 C2-1 1 < 0.00006   1 < 0.00006   1 0.00016   1 0.00049 1.6 1.3 1 0.00013   1 0.0001   0.0003 1.0  2 1

C C7 C7-1 1 < 0.00006   1 < 0.00006   1 0.00062 2.1 1.6 1 0.00028   1 0.00018   1 < 0.00006   0.00031 1.0  2 1

N N1 N1-1 12 0.00022   12 0.000117   12 0.000338 1.1  12 0.000091   12 0.00043 1.4 1.1 12 0.00030   0.00022   2 1

N N11 N11-1 4 0.00047 1.6 1.2 2 0.000305 1.0  1 0.00007   1 0.00014   1 0.00021   1 0.00027   0.00011   2 1

Q Q2 Q2-2 1 0.00016   1 < 0.00006   1 0.00037 1.2  1 0.00017   1 < 0.00006   1 < 0.00006   0.00046 1.5 1.2 2 1

R R1 R1-1 1 0.00035 1.2  1 0.00006   1 < 0.00006   1 < 0.00006   1 0.00042 1.4 1.1 1 0.00008   < 0.00006   2 1

R R3 R3-1 1 0.00033 1.1  1 0.00009   1 < 0.00006   1 < 0.00006   1 0.00046 1.5 1.2 1 0.00017   < 0.00006   2 1

R R4 R4-1 1 0.00030 1.0  1 0.00008   1 < 0.00006   1 < 0.00006   1 0.00039 1.3 1.0 1 0.00026   < 0.00006   2 1

N N5 N5-1 4 0.00030 1.0  2 0.00037 1.2  1 0.00009   1 0.00006   1 0.00008   1 0.00013   0.00013   2 0

PEC/PNEC PEC/PNEC PEC/PNEC 検
体
数

年間平均値

都道
府県名

水域名 地点名

2014 2015 20162013
検
体
数

年間平均値
検
体
数

NP濃度(mg/L)

年間平均値
検
体
数

年間平均値
検
体
数

年間平均値
PEC/PNEC

合計
PNEC

超過回数

PEC/PNEC

2017 2018 2019

PEC/PNEC 検
体
数

年間平均値
PEC/PNEC 検

体
数

年間平均値
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図 2 . 2 . 2 .1 -1 一 級水 系の 低 水 流量 分 布 と 懸念 地 点 の低 水 流 量  

 
 
 

 
図 2 . 2 . 2 .1 -2 複 数回 懸念 地 点 の河 川 流 量 と N P 濃 度の 関 係  
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2.2 .2 .2  農 薬 由 来の NPE 排 出実態の調査  

（１ ） N P E を 含有 す る農 薬  

化 審 法 に おい て は 、 ほか の 法 律と の 重 複 規制 を 避 ける た め 、 農薬 取締

法 に お い て規 制 さ れ てい る「 農薬 」は適 用除 外 で ある が 、 N P E が農 薬 等

に 使 わ れ てい る こ と が知 ら れ てい る こ と から 、 農 薬も 排 出 実 態調 査 の対

象 と し た 。  
農 薬 取 締 法で は 、「 農薬 」と は「 農 作物（樹 木 及 び農 林 産 物 を含 む 。以

下「 農 作 物 等」と い う。）を害 す る 菌、線虫 、だ に 、昆 虫 、ねず み そ の他

の 動 植 物 又は ウ イ ル ス（以 下「 病 害虫 」と総 称 す る。）の防 除に 用 い られ

る 殺 菌 剤 、殺 虫 剤 そ の他 の 薬 剤（ そ の 薬 剤を 原 料 又は 材 料 と して 使 用し

た 資 材 で 当該 防 除 に 用い ら れ るも の の う ち政 令 で 定め る も の を含 む 。）及

び 農 作 物 等の 生 理 機 能の 増 進 又は 抑 制 に 用い ら れ る植 物 成 長 調整 剤 、発

芽 抑 制 剤 その 他 の 薬 剤を い う。」 と され てい る 1 5。そ の 他 の 薬剤 は 、 除

草 剤 、 殺 そ剤 、 誘 引 剤、 補 助 剤等 に 分 類 され 、 補 助剤 と し て 展着 剤 があ

る。  
展 着 剤 は 、使 用 目 的 から 一 般 展着 剤 、 機 能性 展 着 剤、 固 着 剤 、飛 散防

止 剤 の ４ つに 分 類 さ れる 。 一 般展 着 剤 は 散布 ム ラ をな く す 観 点か ら 散布

液 の 表 面 張力 を 下 げ るこ と に より 拡 展 性 を改 善 し 、ぬ れ に く い作 物 や病

害 虫 等 へ の付 着 性 を 改善 す る 。機 能 性 展 着剤 は ア ジュ バ ン ド と呼 ば れ、

一 般 展 着 剤よ り も 1 , 000～ 3 ,000 倍 高 濃度 で添 加 さ れる 。ぬ れ 性や 付 着 性

を 改 善 す ると 共 に 、 難防 除 場 面に お い て 農薬 の 効 果を 積 極 的 に引 き 出す

（ 葉 面 吸 収や 生 物 活 性の 改 善 ）薬 剤 で あ る。 固 着 剤は 、 農 薬 の初 期 付着

量 を １ 割 以上 高 め る こと で 殺 菌剤 等 の 耐 雨性 を 高 めて 残 効 性 を延 ば すこ

と が で き る。 飛 散 防 止剤 は 、 空中 散 布 に おけ る 飛 散防 止 を 目 的と す る薬

剤 で あ る が 、現在 、国内 で 登 録さ れ て い るも の は ない 1 6。N P E を含 有 す

る 展 着 剤 は 、13 種 類 が登 録 さ れて お り 、一般 展 着 剤又 は ア ジ ュバ ン ドと

し て 用 い られ て い る 。 N P E は 1 0%～ 3 6%の濃 度 で 含有 さ れ て いる 1 7。  
農 薬 製 剤 には 、展 着 剤が 配 合 され て い る もの も あ る 。乳 剤 に は 10 %未

満 の 乳 化 剤 が 含 ま れ て お り 、 水 和 剤 に は 5 %前 後 の 湿 潤 剤 及 び 分 散 剤 が

含 ま れ て いる 。こ れ らの 乳 化 剤、分 散 剤 等と し て 、 N P E が 含 有さ れ てい

る 農 薬 製 剤も あ る 。 表 2 . 2 . 2 .2 -1 に N P E 含有 農 薬 を示 す 。  
 

表 2 . 2 . 2 .2 -1 N P E 含 有農 薬  

用 途  農 薬 製 剤 名  有 効 成 分  N P E 濃
度 （ %） 

展 着 剤  ダ イ コ ー ト  -  3 0  
ベ タ リ ン - A  -  1 4  
サ ン ケ イ ベ タ リ ン - A  -  1 4  
展 着 剤 ア グ ラ ー  -  2 0  
ア ド ミ ッ ク ス  -  3 6  
グ ラ ミ ン S  -  1 5  

 
1 5  農 林 水 産 省 ,  農 薬 の 基 礎 知 識  詳 細 ,  「 １ .農 薬 と は 」 .  

h t t p s : / / w w w. m a f f . g o . j p / j / n o u y a k u / n _ t i s i k i / t i s i k i . h t m l  
1 6  川 島 和 夫 ( 2 0 1 9 )展 着 剤 の 基 礎 と 応 用 ,  養 賢 堂 ,  2 9 - 3 0 .  
1 7  日 本 植 物 防 疫 協 会 ( 2 0 2 0 )農 薬 要 覧  
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ネ オ エ ス テ リ ン  -  2 0  
ア ル ソ ー プ 3 0  -  3 0  
グ ラ ミ ン  -  1 0  
ク ミ ア イ ク ミ テ ン  -  2 0  
理 研 ス プ レ イ ザ ー  -  2 0  
シ ン ダ イ ン  -  1 0  
ダ イ ン  -  2 0  

殺 虫 剤  コ ロ マ イ ト 乳 剤  ミ ル ベ メ ク チ ン  1 . 8  
サ イ ハ ロ ン 乳 剤  シ ハ ロ ト リ ン  2 . 0  
ス カ ウ ト フ ロ ア ブ ル  ト ラ ロ メ ト リ ン  2 . 0  
ス プ ラ サ イ ド 水 和 剤  D M T P  2 . 0  
フ ォ ー ス 粒 剤  テ フ ル ト リ ン  5 . 5  
デ ィ プ テ レ ッ ク ス 乳 剤  D E P  5 . 5  

殺 菌 剤  オ ー ソ サ イ ド 水 和 剤 8 0  キ ャ プ タ ン  1 . 0  
カ ス ミ ン ボ ル ド ー  カ ス ガ マ イ シ ン 、 銅  1 . 5  
ジ オ ゼ ッ ト 水 和 剤  ポ リ オ キ シ ン  3 . 0  
ス タ ー ナ 水 和 剤  オ キ ソ リ ニ ッ ク 酸  ≤ 3 . 0  
フ ェ ス テ ィ バ ル C 水 和 剤  ジ メ ト モ ル フ 、 銅  1 . 5  
ブ ラ シ ン 水 和 剤  フ ェ リ ム ゾ ン 、 フ サ ラ イ ド  ≤ 3 . 5  
ブ ラ シ ン バ リ ダ フ ロ ア ブ ル  バ リ ダ マ イ シ ン 、 フ ェ リ ム

ゾ ン 、 フ サ ラ イ ド  ≤ 1 . 5  
ブ ラ シ ン バ リ ダ ゾ ル  バ リ ダ マ イ シ ン 、 フ ェ リ ム

ゾ ン 、 フ サ ラ イ ド  ≤ 1 . 5  
ホ ク ガ ー ド 乳 剤  テ ト ラ コ ナ ゾ ー ル  4 . 1  
サ ル バ ト ー レ M E  テ ト ラ コ ナ ゾ ー ル  2 . 2  
ポ リ オ キ シ ン A L 水 溶 剤 「 科 研 」  ポ リ オ キ シ ン  5 . 0  
ポ リ オ キ シ ン A L 水 和 剤  ポ リ オ キ シ ン  0 - 2  
ポ リ オ キ シ ン A L 乳 剤  ポ リ オ キ シ ン  0 - 2  
マ テ リ ー ナ 水 和 剤  オ キ ソ リ ニ ッ ク 酸 、 ス ト レ

プ ト マ イ シ ン  1 . 5  
モ ン カ ッ ト ラ ブ サ イ ド 2 0 フ ロ ア
ブ ル  

フ サ ラ イ ド 、 フ ル ト ラ ニ ル  1 . 4  

ラ ブ サ イ ド モ ン セ レ ン フ ロ ア ブ ル  フ サ ラ イ ド 、 ペ ン シ ク ロ ン  1 . 0  
ド ウ グ リ ン 水 和 剤  8 -ヒ ド ロ キ シ キ ノ リ ン 銅  2 . 3  

殺 虫  
殺 菌 剤  

ブ ラ シ ン ト レ バ リ ダ 水 和 剤  エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス 、 バ
リ ダ マ イ シ ン 、 フ ェ リ ム ゾ
ン 、 フ サ ラ イ ド  

≤ 3 . 5  

ブ ラ シ ン ト レ ボ ン 水 和 剤  エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス 、 フ
ェ リ ム ゾ ン 、 フ サ ラ イ ド  ≤ 3 . 5  

除 草 剤  ク レ マ ー ト 乳 剤  ブ タ ミ ホ ス  1 . 6  
シ マ ジ ン  C AT  ～ 1  
シ ン グ 乳 剤  ピ リ ブ チ カ ル ブ 、 プ レ チ ラ

ク ロ ー ル  11 . 7  
ナ ブ 乳 剤  セ ト キ シ ジ ム  1 . 3 - 3 . 6  

植 物 成 長
調 整 剤  

ス ミ セ ブ ン P 液 剤  ウ ニ コ ナ ゾ ー ル P  ≤ 1 . 0  
フ ィ ガ ロ ン 乳 剤  エ チ ク ロ ゼ ー ト  9 . 5  

 
 

（ ２ ） 公 園・ 緑 地 に おけ る N P E 含 有 農 薬の 使 用 実態  

2020 年 度に 、懸念 地 点の 個 別 流域 調 査 に おい て 、G 3 及 び F 6 流域 に つ

い て は 、公園・緑 地 にお け る N P E 含 有 農薬 の 使 用実 態 が 調 査さ れ た 。F 6
流 域 で 、河川 沿 い の 桜並 木 に 散布 す る 殺 虫剤 と して N P E 含 有農 薬 が 使用

さ れ て い るこ と が 確 認さ れ た 。一 方 、 G 3 流 域 の 都 市 部 に立 地す る 公 園、

緑 地 に お いて は 、 N P E 含有 農 薬が 使 用 さ れて い な かっ た 。  
今 年 度 は 、 ほ か の 懸 念地 点 流 域 と し て 、 Q 1、 Q 4、 Q 5、 Q 7 流 域に 立地

す る 公 園 、緑 地 に お ける N P E 含有 農 薬 の使 用 実 態を 調 査 し た。表 2 .2 .2 . 2 -
2 に N P E 含 有 農薬 の 使用 状 況 を示 す 。  

Q 1、Q 4、Q 5、Q 7 流 域で は 4 つの 公 園 に おい て N P E 含 有 農 薬の 使 用が

確 認 さ れ た。 1 年間 で農 薬 散 布に よ り 排 出さ れ た N P E は q1 公園 で 3  g、
q2 公 園で 33  g、 q3 公園 で 4 0 .3  g、 q4 公 園で 10  g で あっ た 。 F 6 流 域 では



 

23 

1 年 間 で 88  g が 排 出 され て い た た め 、そ の 1 /2 9～ 1 /2 程度 の 量で あ っ た。  
q1 公 園 以 外は Q 1、 Q 4、 Q 5、 Q 7 流域 外 に立 地 し てい た 。 q 1 公 園で 使

用 さ れ た 農薬 は 、 過 去に 販 売 され た も の に N P E が 含 ま れて いた も の の、

調 査 時 点 では 含 有 さ れて い な かっ た こ と から 、N P E の排 出 は なか っ た可

能 性 が 高 い。ま た、仮に N P E が含 有 さ れた 製 品 を 使 用 し て おり 、全量 が

Q 5 流域 に 流 達し た 場合 で あ って も 、 1 年間 に 3  g で あ り、 非常 に 寄 与は

小 さ い と 考え ら れ た 。  
q3 公 園は 国 土 交通 省の 国 土 数値 情 報 の Q 1 流域 界 の外 側 であ っ た が、

Q 1 流 域 の 近 傍に 立 地し て い たた め 、農 薬散 布 の 影響 を 受 け る可 能 性 、つ

ま り q 3 公 園 か ら Q 1 流 域 へ 雨水 経 由 で N P E が 流 達す る 可 能 性を 確 認 し

た。 国 土 地理 院 の 地 理院 地 図 から Q 1 流 域の 環 境 モニ タ リ ン グ地 点 を始

点 、q3 公 園を 終 点 と した 直 線 上の 標 高 を 調べ た と ころ 、 q3 公 園は Q 1 流

域 よ り も 地盤 高 が 低 いた め 、 降雨 が あ っ ても 、 N P E が q3 公 園か ら 環境

モ ニ タ リ ング 地 点 に 流達 す る 可能 性 は な いと 考 え られ た 。  
 

表 2 . 2 . 2 .2 -2 Q 1、 Q 4、 Q 5、 Q 7 流域 の 公 園・ 緑 地 にお け る 農 薬の 使 用 状

況（ 20 19 年 ）  

公 園 ・ 緑 地  農 薬 名  使 用 量  使 用 時
期  

N P E 含 有 量 及 び 排
出 量  

q 1 公 園  ア ク テ リ ッ ク 乳 剤  
（ ピ リ ミ ホ ス メ チ ル ）  

1 5 0  m L  4～ 9 月  N P E 非 含 有 *  
・ 2 % = 2 0 g / L  
・ 0 . 1 5 L× 2 0 g / L = 3 g  

q 2 公 園  コ ロ マ イ ト 乳 剤  
（ ミ ル ベ メ ク チ ン ）  

1 , 0 0 0  m L  6、 7 月  N P E 含 有 （ 1 . 8 %）  
・ 1 . 8 % = 1 8 g / L  
・ 1 L× 1 8 g / L = 1 8 g  

オ ー ソ サ イ ド 水 和 剤
8 0（ キ ャ プ タ ン ）  

1 , 5 0 0  g  8、 9 月  N P E 含 有 （ 1 . 0 %）  
・ 1 % = 1 0 g / k g  
・1 . 5 k g× 1 0 g / k g = 1 5 g  

q 3 公 園  サ ル バ ト ー レ M E（ テ
ト ラ コ ナ ゾ ー ル ）  

3 3 0  m L  6 月  N P E 含 有 （ 2 . 2 %）  
・ 2 . 2 % = 2 2 g / L  
・0 . 3 3 L× 2 2 g / L = 7 . 3 g  

コ ロ マ イ ト 乳 剤  
（ ミ ル ベ メ ク チ ン ）  

5 0 0  m L
×2 回  

6、 9 月  N P E 含 有 （ 1 . 8 %）  
・ 1 . 8 % = 1 8 g / L  
・ 1 L× 1 8 g / L = 1 8 g  

オ ー ソ サ イ ド 水 和 剤
8 0（ キ ャ プ タ ン ）  

1 , 0 0 0 ～
1 , 5 0 0  g  

7、 9 月  N P E 含 有 （ 1 . 0 %）  
・ 1 % = 1 0 g / k g  
・1 . 5 k g× 1 0 g / k g = 1 5 g  

q 4 公 園  オ ー ソ サ イ ド 水 和 剤
8 0（ キ ャ プ タ ン ）  

1 , 0 0 0  m L
×4 回  

5、 8、 1 0
月  

N P E 含 有 （ 1 . 0 %）  
・ 1 % = 1 0 g / L  
・ 1 L× 1 0 g / L = 1 0 g  

* :過 去 に N P E が 2 %含 有 さ れ て い た 1 8が 、2 0 2 0 年 時 点 で は N P E が 含 有 さ れ て い な い こ と
が 確 認 さ れ た 。 ま た 、 2 0 2 0 年 1 月 に ア ク テ リ ッ ク 乳 剤 は 登 録 失 効 と な っ て い る が 、 直
ち に 使 用 禁 止 と な る わ け で は な く 1 9、 有 効 期 限 内 で あ れ ば 使 用 さ れ る 可 能 性 が あ る 。  

  

 
1 8  経 済 産 業 省 ( 2 0 0 2 )  平 成 1 4 年 度 届 出 外 排 出 量 の 推 計 方 法 等 に 係 る 資 料 ,  

h t t p s : / / w w w. m e t i . g o . j p / p o l i c y / c h e m i c a l _ m a n a g e m e n t / l a w / p r t r / h 1 4 k o h y o / h o s o k u -
n o y a k u 1 . p d f  

1 9  農 林 水 産 省 ,  無 登 録 農 薬 と 失 効 農 薬 の 関 係 ,  
h t t p s : / / w w w. m a f f . g o . j p / j / n o u y a k u / n _ p o i n t / m u _ s i k k o _ k a n k e i . h t m l  
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（３ ） ゴ ルフ 場 に お ける N P E 含有 農 薬 の使 用 実 態  

N P E 含有 農 薬 の使 用 が想 定 さ れる 場 所 と して 、公園・緑 地 以 外に は ゴ

ル フ 場 が 挙げ ら れ る 。 過 年 度 に懸 念 地 点 上流 部 に 立地 す る ゴ ルフ 場 と、

各 ゴ ル フ 場の 使 用 計 画農 薬 に つい て 情 報 収集 を 行 った と こ ろ 、各 ゴ ルフ

場で N P E 含有 農 薬 が使 用 さ れて い る 可 能性 が 確 認さ れ た 。そこ で 、流域

内 に ゴ ル フ場 が 、懸 念地 点 の 中で 最 大 の 3 か 所 立地 し て い る J1 流 域を 対

象 に 、ゴ ル フ場 での N P E 含有 農 薬 の使 用 実態 を 調 査し た 。2 01 3 年 ～ 20 20
年に J1 流 域の 3 か 所の ゴ ル フ場 に お け る N P E 含 有 農 薬の 使 用 状 況 を 表

2 .2 .2 .2 -3 に 示 す 。8 年間 で 流 域内 の ゴ ル フ場 3 か 所に 散 布 さ れた N P E 含

有 農 薬 に 由来 す る N P E は 合計 し ても 1 4 . 87  g であ り、（ ２ ）で 調 査 を 行 っ

た 都 市 部 の公 園 ・ 緑 地で 散 布 され る 農 薬 由来 の N P E よ りも 少な か っ た。 
 

 
表 2 . 2 . 2 .2 -3 J1 流域 ゴル フ 場 にお け る N P E 含 有農 薬 の使 用 状況  

ゴ ル フ 場  散 布 日  農 薬 名  N P E  
含 有 率  
( % )  

希 釈  
倍 率  
( m L / g )  

散 布 量
( m L / m 2 )  

散 布 面
積 ( m 2 )  

N P E  
排 出
量 ( g )  

j 1 ゴ ル フ 場  2 0 1 8 / 8 / 11  オ ー ソ
サ イ ド
水 和 剤
8 0  

1 . 0  2 5 0  2 . 0 0  1 0 , 0 0 0  0 . 8 0  

j 2 ゴ ル フ 場  2 0 1 7 / 4 / 2 6  ド ウ グ
リ ン 水
和 剤  

2 . 3  2 5 0  2 . 0 0  1 2 , 0 0 0  2 . 2 1  
2 0 1 7 / 9 / 5  5 0 0  0 . 8 0  0 . 4 4  
2 0 1 8 / 3 / 3 0  2 5 0  1 . 6 0  1 . 7 7  
2 0 1 9 / 4 / 4  5 0 0  0 . 8 0  0 . 4 4  

j 3 ゴ ル フ 場  2 0 1 3 / 4 / 5  デ ィ プ
テ レ ッ
ク ス 乳
剤  

5 . 5  1 , 0 0 0  0 . 5 0  4 , 8 0 0  0 . 1 3  
2 0 1 3 / 7 / 1 5  0 . 1 3  
2 0 1 3 / 9 / 2 7  8 0 0  0 . 2 5  1 , 5 0 0  0 . 0 3  

2 0 1 7 / 9 / 2  ド ウ グ
リ ン 水
和 剤  

2 . 3  2 0 0  2 . 5 0  1 2 , 0 0 0  3 . 4 5  
2 0 1 7 / 9 / 2 3  3 . 4 5  
2 0 1 8 / 3 / 2 8  2 5 0  2 . 0 0  11 , 0 0 0  2 . 0 2  

合 計  -  -  -  1 0 4 , 1 0 0  1 4 . 8 7  
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2.2 .2 .3  自 動 車 整 備 工 場の NPE 排出実態の調査  

（１ ） 調 査対 象 流 域 の選 定  

懸 念 地 点 のあ る 流 域 のう ち 、 特に 自 動 車 整備 工 場 が多 い と 想 定さ れ た

F 6 流 域を 対 象 とし た。 F 6 流 域 は 、 人 口当 た り の乗 用 車 保 有台 数 が 最も

多い 地 域 に立 地 し て いる 。  
 
（２ ） 調 査対 象 と し た F 6 流 域 の 自動 車 整備 工 場  

一 般 社 団 法人 日 本 自 動車 整 備 振興 会 連 合 会 の Web サイ ト よ り 、国 土交

通 省 関 東 陸運 局 の 認 証工 場 を 調査 し た。F 6 流 域 の下 流 部に は、自 動車 整

備 工 場 が 4 3 件 立 地 して い た 。 こ の う ち 、自 動 車 整備 専 業 の 事業 者 が 24
件 、自 動 車 販売 店（ ディ ー ラ ー ）が 14 件 、自 動 車 用品 販 売 店 及 び ガ ソリ

ン ス タ ン ド （ 兼 業 事 業者 ） が 5 件で あ っ た 。 事 業 者数 と し て は専 業 事業

者 が 多 い もの の 、全 国の 統 計 情 報（図 2 . 2 .2 .3 -1 2 0）から は デ ィー ラ ー の

整 備 売 上 高の 方 が 高 い（ 利 用 客が 多 い ） こと 、 全 国的 な 傾 向 をみ る ため

に は 、 デ ィー ラ ー や 自動 車 用 品販 売 店 に おけ る 洗 浄剤 の 使 用 状況 を 調査

す る 方 が 有効 で あ る と考 え ら れた こ と か ら、 デ ィ ーラ ー 及 び 自動 車 用品

販 売 店 を 対象 に 自 動 車整 備 用 洗浄 剤 等 の 使用 状 況 をヒ ア リ ン グ調 査 し た。 

 
図 2 . 2 . 2 .3 -1 業 態別 整備 売 上 高の 推 移  

 
2 0  一 般 社 団 法 人 日 本 自 動 車 整 備 振 興 会 連 合 会 ( 2 0 2 2 )  令 和 ３ 年 度  自 動 車 特 定 整 備

業 実 態 調 査 結 果 の 概 要 に つ い て ,  
h t t p s : / / w w w. j a s p a . o r . j p / P o r t a l s / 0 / r e s o u r c e s / j a s p a h p / m e m b e r / d a t a / p d f / R 0 3 j i t t a i t y o u
s a . p d f  
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（ ３ ） 自 動車 整 備 工 場に お ける N P E 含 有洗 浄 剤 等の 使 用 状 況  

デ ィ ー ラ ー 7 事業 者 、自 動 車 用品 販 売 店 1 事業 者 を 対象 に 、 自 動 車 用

品 の 業 界 団体 に お い て 取 り 扱 い を 確 認 で きた N P E 含有 製 品 6 種 類、及び

N P E が 含 有 さ れて い るこ と を 事業 者 が 確 認で き た 製品 に つ い て、ヒ アリ

ン グ 調 査 した 。 調 査 結果 を 表 2 . 2 . 2 . 3 -1 に示 す 。  
調 査 対 象 製 品 で N P E が 含 有 さ れ た も の を 使 用 し て い る こ と は 確 認 で

き な か っ たが 、デ ィ ーラ ー f2 で過 去 に 衣 類洗 浄 用 の洗 浄 剤 と して N P E 含

有 製 品 を 使用 し て い たこ と 、ディ ー ラ ー f 7 で 鉄粉 除 去剤 と し て N P E 含 有

農 薬 を 稀 に使 用 す る が、 廃 油 とし て 処 理 され る こ とが 明 ら か とな っ た。  
水 系 に 排 出さ れ る 用 途で N P E 洗浄 剤 が 、過去 に 使 用さ れ て い たこ とが

明 ら か と なっ た が 、現在 、水 系に 排 出 さ れる 用 途で N P E 含 有製 品 が 使用

さ れ る と いう こ と は 確認 で き なか っ た 。 しか し 、 専業 の 自 動 車整 備 工場

や 、他 の 地域 の ディ ーラ ー 及 び兼 業 の 自 動車 整 備 工場 に お い て、 N P E 含

有 製 品 が 使用 さ れ て い る 可 能 性は 否 定 で きな い 。 また 、 排 水 処理 方 法も

油 水 分 離 が用 い ら れ る場 合 が 多い と 考 え られ 、N P E 含有 製 品 が使 用 され

た 場 合 、 ほと ん ど 処 理さ れ ず に、 場 合 に よっ て は N P へ と 分 解さ れ て河

川 へ と 排 出さ れ る こ とも 考 え られ る 。  
F 6 流 域 に は 、後 述す るよ う に N P E 及 び N P の P RT R 届 出事 業 者は 存 在

せ ず 、大 規模 な 点 源 排出 は な いと 考 え ら れる 。ま た、P RT R 届 出の 対 象外

と な る す そ切 り 以 下 の事 業 者 を対 象 と し た 、大 規 模な N P E 排 出実 態 の調

査 を 行 う こと は 効 率 的で は な い た め 、 例 えば 、 す そ切 り 以 下 の事 業 者 が

N P E 排 出 を し てい る と仮 定 し た場 合 に、どの 程 度 の河 川 水 中 濃度 と な る

の か シ ミ ュレ ー シ ョ ンを 行 い 、排 出 源 と なる 可 能 性が あ る の か検 証 する

方法 が 考 えら れ る 。  
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表 2 . 2 . 2 .3 -1 自 動車 整備 工 場 にお け る N P E 含 有洗 浄 剤等 の 使用 状 況  

事 業 者  パ ー ラ イ ト 洗
剤  
※ 研 磨 剤（ パ ー ラ
イ ト ）入 り 洗 浄 剤  

エ ン ジ ン ル ー ム
洗 浄 剤  

デ ィ ク リ ー ザ
ー  
※ 水 溶 性 脱 脂
洗 浄 剤  

タ イ ヤ 洗
浄 剤  

サ ビ 転 換 剤  
※ 赤 錆 を 黒

錆 に 換 え 錆
の 進 行 を 止
め る 薬 剤  

鉄 紛 取 り
ス ポ ン ジ  

そ の 他  
※ 左 記 以 外 の

N P E 含 有 製 品  

デ ィ ー ラ ー f 1  該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  
デ ィ ー ラ ー f 2  該 当 な し  ・ 3 0 0 m L  

・ 毎 日  
・ 排 水 処 理  
 （ 油 水 分 離 ）  

該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  ・過 去 に 使 用  
・ 排 水 処 理  
（ 油 水 分 離 ） 

デ ィ ー ラ ー f 3  非 回 答  
デ ィ ー ラ ー f 4  非 回 答  
デ ィ ー ラ ー f 5  該 当 な し  ・ 1 0 m L  

・ 1 回 /月  
・ 排 水 処 理  
 （ 油 水 分 離 ）  

該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  

デ ィ ー ラ ー f 6  非 回 答  
デ ィ ー ラ ー f 7  ・ 3 0 m L /日  

・ 毎 日  
・汚 水 と し て 処

理  

該 当 な し  ・ 2 5 0 m L /日  
・ 毎 日  
・ 廃 油 と し て

処 理  

該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  ・ 1 L /年  
・ 稀 に 使 用  
・廃 油 と し て

処 理  
自 動 車 用 品 販 売 f 8  該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  該 当 な し  
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2.2 .2 .4 NPE 含有 医 薬 品 製 品  

P RT R 届 出 外 排出 量 のう ち 、「洗 浄 剤・化粧 品 等 」に 該当 す るも の と し

て 、農 薬・肥 料・飼 料工 業 、家 庭用 洗 浄 剤 、業 務 用 洗浄 剤 の 他に 、香 粧・

医 薬 品 工 業か ら の 排 出が あ る 。医 薬 品 医 療機 器 等 法の 対 象 で ある た め化

審 法 の 適 用除 外 で あ るが 、 化 粧品 、 医 薬 品中 に 製 品に 成 分 と して 添 加さ

れ る も の が該 当 す る 。な お 、N P E の香 粧・医薬 品 工 業へ の 全 国 出荷 量 は、

2016 年 度が 13  ト ン /年、 201 7 年 度 が 11  ト ン /年 、 2 018 年 度 が 13  ト ン /
年、 20 19 年 度 に 12  トン /年 、 2 020 年度 に 5  ト ン /年 2 1で あっ た。  

P RT R に お ける 201 9 年度 の 医 薬品 製 造 業 の届 出 情 報（ 表 2 .2 . 2 .4 -1）に

よ る と 、４ 事 業所 か ら合 計 4 ,44 4  kg の 排 出・移動 量（下 水 道： 4 , 282  kg、
廃 棄 物 ： 15 7  k g） で あ っ た が 、下 水 へ の 届 出 事 業 者へ の ヒ ア リ ン グ の結

果 、 工 場 内で の 排 水 処理 に よ って 除 去 さ れ、 製 品 中に は ほ と んど 残 存し

て い な い こと が 確 認 され た 。  
 

表 2 . 2 . 2 .4 -1 医 薬品 製造 業 事 業者 の P RT R 排出 量 （ 20 19 年 度 ）  

事 業 者  公 共 用 水 域

へ の 排 出 量

（ k g /年 ）  

下 水 道 へ

の 移 動 量  
（ k g /年 ）  

廃 棄 物 と し

て の 移 動 量

（ k g /年 ）  
医 薬 品 製 造 業 1  0  4 . 8  9 2  
医 薬 品 製 造 業 2  0  7 7  6 5  
医 薬 品 製 造 業 3  0  4 . 8  0  
医 薬 品 製 造 業 4  0  4 , 2 0 0  0  

 
 

一 方 で 、 N P E は 医 薬 品添 加 物 とし て 登 録 され て お り、安 定化 剤、安 定

剤 、 界 面 活性 剤 、 可 溶化 剤 、 可溶 剤 、 懸 濁化 剤 、 懸濁 剤 、 湿 潤剤 、 乳化

剤 、 分 散 剤、 溶 解 補 助剤 と し て用 い ら れ る。 一 般 外用 剤 に 用 いら れ る場

合 の 最 大 使用 量 は 1 00  mg /g とさ れ て い る 2 2。20 21 年４ 月 現 在の N P E が

含 ま れ る 医療 用・一 般用 医 薬品 2 3を 調 査 した と こ ろ、172 製 品に N P E が

含 有 さ れ てお り 、 そ のう ち 、 48 製 品 は 外皮 用 薬 （ 鎮 痛 ・ 鎮 痒・ 収 れ ん・

消 炎 薬 、み ず むし・たむ し 用 薬）、12 製 品は 殺 菌 消毒 剤（ 外 用薬 ）で あ っ

た。  
 
 
 
  

 
2 1  経 済 産 業 省 ,  届 出 外 排 出 量 の 推 計 方 法 等 に 関 わ る 資 料 ,  I .推 計 方 法 の 詳 細 ,  7 .洗

浄 剤 ・ 化 粧 品 に 係 る 排 出 量 ,  
h t t p s : / / w w w. m e t i . g o . j p / p o l i c y / c h e m i c a l _ m a n a g e m e n t / l a w / p r t r / 6 . h t m l  

2 2  日 本 医 薬 品 添 加 剤 協 会 ( 2 0 2 1 )医 薬 品 添 加 物 辞 典  
2 3  一 般 財 団 法 人 日 本 医 薬 情 報 セ ン タ ー ( 2 0 2 1 ) J A P I C「 医 療 用 ・ 一 般 用 医 薬 品 集 」

2 0 2 1 年 0 4 月 版 イ ン ス ト ー ル 版  
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2.2 .2 .5  工 場 排 水 及 び 下 水 処理における動態の文献調査  

（ １ ） 工 場排 水 処 理 にお け る N P E 及 び N P の動 態  

関 係 団 体 等へ の ヒ ア リン グ に よる と 、 中 規模 以 上 の事 業 所 で あれ ば排

水 処 理 設 備を 備 え て おり 、排水 処 理 設備 がな い 小 規模 事 業 所 にお い て も、

水 質 汚 濁 防止 法 、 下 水道 法 等 や自 治 体 の 基準 に 従 って 、 排 水 を調 整 して

か ら 下 水 等に 排 出 す るか 、産業 廃 棄 物処 理事 業 者 に処 分 を 委 託し て い る。

一 般 的 な 工場 排 水 の 処理 方 法 と関 係 団 体 等へ の ヒ アリ ン グ 結 果及 び それ

ら の 排 水 処 理 方 法 の N P 及 び N P E の 処理 能力 を 整 理し た 結 果 を 表 2 .2 .2 .5 -
1 に 示 す 。産 廃 業 者 によ り 焼 却処 理 さ れ てい れ ば N P E は 残 らな い と 考え

ら れ る が 、排 水 処 理 方法 に よ って は 排 水 中に N P E 又は N P が 残留 し てい

る 可 能 性 があ る 。  
ベ ト ナ ム の繊 維 工 場 にお け る 調査 で は 、 凝集 及 び 活性 汚 泥 プ ロセ スに

お い て 水 理学 的 滞 留 時間 H RT（ H yd ra u l i c  R e t en t io n  Tim e）が 長く 、 有 機

物 負 荷 （ C O D /MLV S S） 2 4が 低 く、 汚 泥 滞 留 時 間 S RT（ S lud ge  R e ten t i o n  
Ti me）が 長い 等 の 条 件が 整 う こと に よ り N P E 及び N P の 除 去が 促 進 され

る と の 報 告 2 5が ある （ 図 2 .2 . 2 . 5 - 1）。 工 場 F１ で は硝 化 （ア ンモ ニ ア が

亜 硝 酸 、 硝酸 へ と 微 生物 の 作 用に よ り 酸 化） が 促 進さ れ る 条 件で あ った

が 、 工 場 F２で は 完 全な 硝 化 促進 の 条 件 とは な っ てい な か っ た。  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 . 2 . 2 .5 -1 繊 維工 場に お ける N P 及び N P E の除 去 率 と処 理 条件  
 
活 性 汚 泥 法に お け る S RT に つ いて 、 N P の 除 去率 と の 関係 を調 査 し た

報 告 が あ る 。実 験 室 内の 装 置で S RT を ３ 、 10 及び 20 日と し た場 合 、N P
の 除 去 率（ 生分 解 率 ）は それ ぞ れ 、9 6 .8 %、98 .6 %及 び 9 9 .4 %とな り 、S RT
の 増 加 は 、 N P の 除 去率 向 上 につ な が る 2 6。  

 
2 4  M LV S S :  M i x e d  L i q u o r  Vo l a t i l e  S o l i d。 活 性 汚 泥 処 理 の 生 物 反 応 槽 中 の 汚 泥 量 の

う ち 、 高 温 （ 6 0 0 ℃） で 熱 し た 際 の 減 少 量 （ 強 熱 減 量 ）。 活 性 汚 泥 中 の 微 生 物 量
に 近 い 値 を 示 す 指 標 。  

2 5  H o ,  H . ,  a n d  Wa t a n a b e ,  T.  ( 2 0 1 7 ) .  D i s t r i b u t i o n  a n d  R e m o v a l  o f  N o n y l p h e n o l  
E t h o x y l a t e s  a n d  N o n y l p h e n o l  f r o m  Te x t i l e  Wa s t e w a t e r — A C o m p a r i s o n  o f  a  C o t t o n  
a n d  a  S y n t h e t i c  F i b e r  F a c t o r y  i n  Vi e t n a m .  Wa t e r ,  9 ( 6 ) ,  3 8 6 .  

2 6  S t a s i n a k i s ,  A .  S . ,  K o r d o u t i s ,  C .  I . ,  Ts i o u m a ,  V.  C . ,  G a t i d o u ,  G . ,  a n d  T h o m a i d i s ,  
N .  S .  ( 2 0 1 0 ) .  R e m o v a l  o f  s e l e c t e d  e n d o c r i n e  d i s r u p t e r s  i n  a c t i v a t e d  s l u d g e  
s y s t e m s :  e f f e c t  o f  s l u d g e  r e t e n t i o n  t i m e  o n  t h e i r  s o r p t i o n  a n d  b i o d e g r a d a t i o n .  
B i o r e s o u r c e  t e c h n o l o g y,  1 0 1 ( 7 ) ,  2 0 9 0 - 2 0 9 5 .  

H RT: 2 0 . 8  h  
C O D / M LV S S : 0 . 1  
S RT: 6 0 . 8  h  

H RT: 1 6 . 2  h  
C O D / M LV S S : 0 . 2  
S RT: 6 6 . 3  h  

N P E ( E O 2～ 1 5 )  
が 9 4 %減 少  
青 ： 未 処 理 排 水  
橙 ： 処 理 水  

N P E ( E O 3～ 7 )が 1 9 %減 少  
N P,  N P E ( E O 1 )が 6 6 %増 加  
青 ： 未 処 理 排 水  
橙 ： 処 理 水  

工 場 F１  工 場 F２  
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以 上 よ り、適 切 な条 件の 活 性 汚泥 法 に よ る処 理 が 行わ れ て い れば 、N P
及び N P E は除 去 さ れて い る と考 え ら れ る。そ の 一方 で 、ク リー ニ ン グ工

場 に お い て 、 活 性汚 泥 処理 で N P E の カ ル ボン 酸 誘 導 体 (N P E C )が生 成 し

た と い う 報告 が あ る（ 図 2 .2 .2 .5 -2）。ま た、排 水 中に は N P も含 ま れ てお

り 、 活 性 汚泥 処 理 の 最終 沈 殿 池で 嫌 気 的 な条 件 と なり 生 成 し たと 考 えら

れ て い る 2 7。  
 

 

図 2 . 2 . 2 .5 -2 ク リー ニン グ 工 場排 水 中 の N P、 N P E 及び N P E C  

 

 

N P の除 去 は、既 存 の 処理 工 程 に紫 外 線 処 理、オ ゾ ン処 理 な ど を追 加す

る こ と で 向上 さ せ る こと が で きる と の 報 告が あ る 2 8。し か し 、処理 コ ス

ト が 非 常 に大 き い こ とが 実 証 され て お り 2 9、よ り 長 い S RT の 確保 や 硝

化 ・ 脱 窒 プロ セ ス の 適用 等 、 既存 の 活 性 汚泥 処 理 を最 適 化 す るこ と が有

効 3 0であ ると 考 え ら れる 。  
以 上 を 踏 まえ る と 、 工場 等 の 排水 処 理 に おい て は 、油 水 分 離 や中 和凝

集 処 理 の みで は な く 、適 切 な 条件 の 活 性 汚泥 処 理 、紫 外 線 処 理及 び オゾ

ン 処 理 等 を行 う こ と によ り 、排 水中 の N P E、N P E C 又は N P の 残存 可 能 性

を 下 げ る こと が で き ると 考 え られ る 。  
 

 

 
2 7  茂 木 守 ,  野 尻 喜 好 ,  細 野 繁 雄 ,  田 中 康 之 ,  &  河 村 清 史 .  ( 2 0 0 9 ) .  鴨 川 流 域 に お け

る ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル 化 合 物 の 排 出 実 態 の 評 価 .  環 境 化 学 ,  1 9 ( 2 ) ,  1 9 7 - 2 0 6 .  
2 8  F e l i s ,  E . ,  &  M i k s c h ,  K .  ( 2 0 1 5 ) .  N o n y l p h e n o l s  d e g r a d a t i o n  i n  t h e  U V,  U V / H 2 O 2 ,  O 3  

a n d  U V / O 3  p r o c e s s e s – c o m p a r i s o n  o f  t h e  m e t h o d s  a n d  k i n e t i c  s t u d y.  Wa t e r  S c i e n c e  
a n d  Te c h n o l o g y,  7 1 ( 3 ) ,  4 4 6 - 4 5 3 .  

2 9  J o n e s ,  O .  A . ,  G r e e n ,  P.  G . ,  Vo u l v o u l i s ,  N . ,  &  L e s t e r ,  J .  N .  ( 2 0 0 7 ) .  Q u e s t i o n i n g  t h e  
e x c e s s i v e  u s e  o f  a d v a n c e d  t r e a t m e n t  t o  r e m o v e  o r g a n i c  m i c r o p o l l u t a n t s  f r o m  
w a s t e w a t e r .  E n v i r o n m e n t a l  s c i e n c e  &  t e c h n o l o g y,  4 1 ( 1 4 ) ,  5 0 8 5 - 5 0 8 9 .  

3 0  S o a r e s ,  A . ,  G u i e y s s e ,  B . ,  J e f f e r s o n ,  B . ,  C a r t m e l l ,  E . ,  &  L e s t e r ,  J .  N .  ( 2 0 0 8 ) .  
N o n y l p h e n o l  i n  t h e  e n v i r o n m e n t :  a  c r i t i c a l  r e v i e w  o n  o c c u r r e n c e ,  f a t e ,  t o x i c i t y  
a n d  t r e a t m e n t  i n  w a s t e w a t e r s .  E n v i r o n m e n t  i n t e r n a t i o n a l ,  3 4 ( 7 ) ,  1 0 3 3 - 1 0 4 9 .  
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表 2 . 2 . 2 .5 -1 業 種別 の排 水 処 理方 法 及 び 処理 能 力  

 

分 類  産 業 中 分 類  小 分 類  特 定 施 設 の 例  一 般 的 な 処 理 方 法  業 界 ヒ ア リ ン グ 内 容  処 理 能 力  

N P E 製 造  化 学 工 業  界 面 活 性 剤 製 造 業  
製 造 工 程 中 に 排 出 さ れ る 不 要 ガ ス 中 の 有 害 ガ
ス 、 粉 じ ん 等 を 、 水 等 を 使 用 し て 除 去 す る 施
設  

活 性 汚 泥 処 理  活 性 汚 泥 処 理  
産 廃 処 理  

・ 条 件 に よ る  
・ N P E C 残 留 の 可 能

性 あ り  

業 務 用 洗 浄 剤  

機 械 器 具 小 売 業  自 動 車 小 売 業  自 動 式 車 両 洗 浄 施 設  油 水 分 離 処 理  油 水 分 離 槽  低 （ N P、 N P E 残 留 ）  

自 動 車 整 備 業  自 動 車 一 般 整 備 業  自 動 式 車 両 洗 浄 施 設  油 水 分 離 処 理  油 水 分 離 槽  低 （ N P、 N P E 残 留 ）  

そ の 他 の 小 売 業  ガ ソ リ ン ス タ ン ド  自 動 式 車 両 洗 浄 施 設  油 水 分 離 処 理  油 水 分 離 槽  低 （ N P、 N P E 残 留 ）  

鉄 道 業  普 通 鉄 道 業  自 動 式 車 両 洗 浄 施 設  油 水 分 離 処 理  ウ ェ ス で 拭 き 取 り 廃 棄  低 （ N P、 N P E 残 留 ）  

水 運 業  外 航 貨 物 海 運 業  海 洋 汚 染 防 止 法 第 3 条 第 9 号 に 規 定 す る 廃 油
処 理 施 設  

油 水 分 離 処 理  
廃 棄 物 焼 却  産 廃 処 理 （ 焼 却 又 は 混 合 調 整 ）  低 （ N P、 N P E 残 留 ）  

金 属 工 作 油 剤  鉄 鋼 業  製 鋼 ・ 製 鋼 圧 延 業  

コ ー ク ス 炉 ガ ス か ら ベ ン ゾ ー ル 類 を 捕 集 す る
工 程 に お い て 水 と コ ー ク ス を 直 接 接 触 さ せ 冷
却 洗 浄 す る 施 設 、 高 炉 か ら 発 生 す る 高 炉 ガ ス
中 の ダ ス ト を 分 離 除 去 す る た め の 施 設 及 び 非
燃 焼 式 転 炉 か ら 発 生 す る 転 炉 ガ ス 中 の ダ ス ト
を 分 離 除 去 す る た め の 施 設  

凝 集 加 圧 浮 上 処 理  硫 酸 バ ン ド で 中 和 処 理  N P、 N P E 残 留 の 可 能
性 あ り  

工 業 用 洗 浄 剤  

金 属 製 品 製 造 業  電 気 め っ き 業  

電 気 化 学 的 に 金 属 の め っ き を 行 う 施 設 の 総 体
(前 処 理 又 は 後 処 理 工 程 に お け る 洗 浄 、 脱
脂 、 酸 洗 、 中 和 又 は 水 洗 の た め の 施 設 及 び め
っ き 工 程 中 の め っ き 浴 回 収 、 濃 縮 、 ろ 過 、 酸
洗 又 は 水 洗 フ ォ ッ グ ス プ レ ー を 含 む 。 )施 設
を 含 む 。 )  

中 和 凝 集 沈 殿 処 理  

・ 中 和 剤 、 凝 集 剤 、 活 性 汚 泥 （ ※ 除
去 率 9 7％ 以 上 ） を 使 う 等 の 排 水 処
理  

・ 中 和 凝 集 処 理  
・ 活 性 炭 ・ 砂 ろ 過  
・ 産 廃 処 理 （ 焼 却 ）  

N P、 N P E 残 留 の 可 能
性 あ り  

輸 送 用 機 械 器 具
製 造 業  

自 動 車 部 分 品 ・ 附
属 品 製 造 業  

金 属 製 品 及 び プ ラ ス チ ッ ク 製 品 の 酸 又 は ア ル
カ リ に よ る 洗 浄 施 設 (陽 極 酸 化 処 理 施 設 、 酸
又 は ア ル カ リ を 使 用 す る 化 成 被 膜 施 設 、 エ ッ
チ ン グ 施 設 、 ガ ラ ス 製 品 の 弗 酸 に よ る 洗 浄 施
設 、 フ ェ ノ ー ル 類 に よ る 塗 料 は く 離 施 設 及 び
ド ラ ム 缶 の ア ル カ リ 洗 浄 施 設 )  

ア ル カ リ 凝 集 沈 殿  
凝 集 加 圧 浮 上  
生 物 学 的 脱 窒 脱 リ ン  
活 性 炭 吸 着  

・ 活 性 汚 泥  
・ ウ ェ ス に よ る 拭 き 取 り 廃 棄  
・ 焼 却 炉 で 噴 霧 処 理  
・ 凝 集 沈 殿  
・ 活 性 炭 吸 着  
・ 汚 泥 は 産 廃 処 理  

・ N P、 N P E 残 留 の 可
能 性 あ り  

・ 生 物 処 理 で 濃 度 低
減 の 可 能 性 あ り  

電 子 部 品 ・ デ バ
イ ス ・ 電 子 回 路
製 造 業  

そ の 他 の 電 子 部
品 ・ デ バ イ ス ・ 電
子 回 路 製 造 業  

金 属 製 品 及 び プ ラ ス チ ッ ク 製 品 の 酸 又 は ア ル
カ リ に よ る 洗 浄 施 設 (陽 極 酸 化 処 理 施 設 、 酸
又 は ア ル カ リ を 使 用 す る 化 成 被 膜 施 設 、 エ ッ
チ ン グ 施 設 、 ガ ラ ス 製 品 の 弗 酸 に よ る 洗 浄 施
設 、 フ ェ ノ ー ル 類 に よ る 塗 料 は く 離 施 設 及 び
ド ラ ム 缶 の ア ル カ リ 洗 浄 施 設 )  

凝 集 沈 殿 、 中 和 、 硝 化 ・
脱 窒 、 接 触 酸 化 処 理  
＜ ク ロ ー ズ ド ＞  
紫 外 線 酸 化 、 活 性 炭 吸
着 、 イ オ ン 交 換 、 R O 処
理 、 限 外 ろ 過 、 ア ン モ ニ
ア 分 解 、 蒸 発 分 離  

・ 凝 集 沈 殿 、 蒸 発 濃 縮 、 膜 分 離 、 活
性 炭 処 理 、 中 和 処 理 に よ る 排 水 処
理  

・ 凝 集 沈 殿 の 汚 泥 、 濃 縮 処 理 後 の 廃
液 、 メ ッ キ 及 び 脱 脂 工 程 後 の 廃 液
は 産 廃 処 理 （ セ メ ン ト 原 料 、 焼
却 ）  

・ N P、 N P E 残 留 の 可
能 性 あ り  

・ 生 物 処 理 で 濃 度 低
減 の 可 能 性 あ り  

繊 維 工 業  フ ェ ル ト ・ 不 織 布
製 造 業   -   -  

・ ク ロ ー ズ ド （ 排 水 の 循 環 再 利 用 ）  
・ 凝 集 沈 殿 → 活 性 汚 泥 処 理  
・ 凝 集 沈 殿 → 終 末 ピ ッ ト で 希 釈 → 処

理 池 → 放 流 （ → 沈 殿 物 は 脱 水 後 フ
レ コ ン に 入 れ 産 業 廃 棄 物 ）  

・ 油 水 分 離 処 理  
・ 活 性 汚 泥 処 理  
・ 産 廃 処 理  

・ N P、 N P E 残 留 の 可
能 性 あ り  

・ 生 物 処 理 で 濃 度 低
減 の 可 能 性 あ り  

洗 濯 ・ 理 容 ・ 美
容 ・ 浴 場 業  普 通 洗 濯 業  洗 濯 機 (ド ラ イ ク リ ー ニ ン グ 用 の も の を 含

む 。 )  
凝 集 沈 殿 、 加 圧 浮 上 法 、
生 物 処 理 （ 回 転 円 板 法 ）  

・ 活 性 汚 泥 に よ る 排 水 処 理 （ 大 規
模 ）  

・ p H 調 整 の み （ 中 規 模 ）  
・ 下 水 処 理 （ 小 規 模 ）  

・ N P、 N P E 残 留 の 可
能 性 あ り  

・ 生 物 処 理 で 濃 度 低
減 の 可 能 性 あ り  

長 期 使 用 製 品  

ゴ ム 製 品 製 造 業  自 動 車 タ イ ヤ ・ チ
ュ ー ブ 製 造 業   -   -  焼 却 廃 棄 （ サ ー マ ル リ サ イ ク ル ）  高  

化 学 工 業  塗 料 製 造 業  

フ ェ ノ ー ル 樹 脂 、 ユ リ ア 樹 脂 、 メ ラ ミ ン 樹
脂 、 不 飽 和 ポ リ エ ス テ ル 樹 脂 等 を 製 造 す る た
め の 縮 合 反 応 工 程 に お い て 使 用 す る 石 応 釜 及
び コ ン デ ン サ ー  

油 水 分 離 、 p H 調 整 、 活
性 汚 泥 処 理 、 凝 集 沈 殿 処
理 、 ろ 過 、 活 性 炭 吸 着 処
理  

産 廃 処 理  処 理 方 法 に よ る  

窯 業 ・ 土 石 製 品  
製 造 業  

ガ ラ ス 繊 維 ・ 同 製
品 製 造 業   -  凝 集 沈 殿 処 理  ウ ェ ス に よ る 拭 き 取 り 廃 棄  N P、 N P E 残 留 の 可 能

性 あ り  
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（ ２ ） 下 水処 理 に お ける N P E 及び N P の 動態  

日 本 国 内 には 1 ,0 00 以上 の 稼 働中 の 下 水 処理 場 が あり 、 40%がオ キ シ

デ ー シ ョ ン デ ィ ッ チ 法 、 33%が 標 準 活 性 汚 泥 法 で あ る 。 高 度 処 理 法 を 導

入 し て い る処 理 系 統 は 14 %程 度 で ある 3 1（図 2 .2 .2 .5 -3）。  

 
図 2 . 2 . 2 .5 -3 日 本国 内下 水 処 理場 の 処 理 方式  

 
国 土 交 通 省が 1 99 8～ 20 00 年度 に 掛 け て全 国 47 処 理 場で 行っ た 、 内分

泌 か く 乱 化学 物 質 の 下水 処 理 場内 に お け る動 態 調査 3 2に よ る と 、N P E 及

び N P の 除去 率 は 90 %以 上 であ っ た （ 表 2 .2 .2 .5 -2）。  
 

表 2 . 2 . 2 .5 -2 下 水処 理工 程 に おけ る N P 及び N P E の挙 動 *  

 流 入 下 水  初 沈 流 入 水  初 沈 流 出 水  処 理 水 * *  デ ー タ 数  

N P  1 0 0  8 2  5 0  -  5 5  

N P E ( E O 1～ 4 )  1 0 0  9 0  5 9  3  4 7  

N P E ( E O ≥ 5 )  1 0 0  8 2  4 2  1  4 7  

* :  流 入 下 水 の 濃 度 を 1 0 0 と し た 場 合 の 各 工 程 水 の 濃 度（ 中 央 値 ）。E O は エ チ レ ン
オ キ シ ド（ - O - C H 2 - C H 2 -）の こ と で あ り 、E O 5 と は 、エ チ レ ン オ キ シ ド の 付 加 モ
ル 数 が ５ の N P E を 表 す 。 流 入 下 水 の 中 央 値 は N P が 4 . 4  μ g / L、 N P E ( E O 1～ 4 )が
2 8  μ g / L、 N P E ( E O ≥ 5 )が 8 1  μ g / L、 N P E C は ( 0 . 8 )～ 4 4  μ g / L。 処 理 水 中 の 中 央 値 は
N P が ( 0 . 2 )  μ g / L、N P E ( E O 1～ 4 )が 0 . 7  μ g / L、N P E ( E O ≥ 5 )が ( 0 . 4 )  μ g / L、N P E C は ( 0 . 7 )
～ 3 . 1  μ g / L。 括 弧 内 の 濃 度 は 検 出 下 限 以 上 、 定 量 下 限 値 未 満 。  

- :  中 央 値 が 定 量 下 限 値 未 満 （ 0 . 3  μ g / L）  
* * :  終 沈 流 出 水 又 は 放 流 水  

 
3 1  公 益 社 団 法 人 日 本 下 水 道 協 会 （ 2 0 1 7） 平 成 2 7 年 度 版 下 水 道 統 計  
3 2  国 土 交 通 省 （ 2 0 0 1） 平 成 1 2 年 度 下 水 道 に お け る 内 分 泌 か く 乱 化 学 物 質 （ 環 境

ホ ル モ ン ） に 関 す る 調 査 報 告 【 概 要 】 ,  
h t t p s : / / w w w. m l i t . g o . j p / c r d / c i t y / s e w e r a g e / i n f o / n a i b u n / n a i b u n g a i y o . p d f  

オキシデーションディッチ法

標準活性汚泥法

回分式活性汚泥法

長時間エアレーション法

好気性ろ床法

酸素活性汚泥法

接触酸化法

ステップエアレーション法

ステップ流入式多段硝化脱窒法

嫌気無酸素好気法

高度処理オキシデーションディッチ法

嫌気好気活性汚泥法

循環式硝化脱窒法

硝化内生脱窒法

循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法

その他処理方法

嫌気好気ろ床法

土壌被覆型礫間接触法

回転生物接触法

高速散水ろ床法

高 度 処 理 法  

高 度 処 理 法  
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下 水 処 理 場 の 反 応 タ ン ク の 運 転 条 件 と 内 分 泌 か く 乱 化 学 物 質 の 低 減

効 果 に つ いて は 、反 応タ ン クの H RT が 長い 方 が 、高 い減 少 率で 安 定 す

る 傾 向 が 見 ら れ て お り 、 窒 素 除 去 を 行 う 高 度 処 理 の よ う に 生 物 反 応 槽

で 長 い 滞 留時 間 を 確 保す る こ とで 、N P の 低減 効 果 があ る こ と が示 唆 さ

れ て い る （ 図 2 .2 .2 .5 -4） 3 2。  

 
図 2 . 2 . 2 .5 -4 反 応槽 の滞 留 時 間と N P 減 少率 の 関 係  

 
他 方 、処理 過 程 の条 件に よ っ ては 、 N P E が好 気 分 解を 受 け て 生成 さ れ

る 中 間 体 が処 理 場 か らの 放 流 水に 含 ま れ てお り 、 それ ら が 前 駆体 と なっ

て N P が 生成 さ れ る 可能 性 が ある 。活 性 汚泥 処 理 では 基 本 的 には N P E が

分 解 し て E O 鎖 の短 い N P 化 合物 が 生 成 する が 、好気 的 な 条 件で は N P E C
が 生 成 さ れる 。 N P E C は N P E よ り 親水 性 が強 く 、 固液 分 離 に よる 除 去 が

有 効 で は なく 処 理 水 中に 流 出 する （ 図 2 . 2 .2 .5 -5） 3 3。  
 

 
 

図 2 . 2 . 2 .5 -5 下 水処 理工 程 に おけ る N P、 N P E、 N P E C の 挙 動  

 
3 3  東 ら ( 2 0 0 2 )  水 環 境 中 に お け る ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル 化 合 物 の 動 態 ,  第 1 0 回 衛 生 工

学 シ ン ポ ジ ウ ム  

【 N P、 N P E の 挙 動 】  
【 N P E C の 挙 動 】  

二 次 処 理 水 中 に  
残 存 する場 合 が多 い  

滞 留 時 間 が長 いほど  
NP 減 少 率 が安 定 して高 い値  
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計 画 処 理 水 量 25 0 ,0 00  m 3 /日 の 下 水 処 理 場 で 標 準 活 性 汚 泥 法 に よ る 運

転 を 行 っ てい る 系 列 にお い て 、溶 存 態 の N P、 N P E、 N P E C の詳 細 な 動態

が 調 査 さ れて い る。生物 反 応 槽（ AT）で 濃度 が 大 きく 変 動 し 、 N P、 N P E
は 初 沈 流 入水 、 初 沈 流出 水 に 比べ て 1 /1 0～ 1 / 10 0 程 度 に 濃 度が 減 少 し、

N P E C は２ 倍 以 上に 濃度 が 増 加し た 。 N P E は生 物 反応 槽 内 で 急激 な 分 解

を受 け （図 2 .2 .2 .5 -6）、 N P E の ま ま E O 鎖が 短 鎖 化す る 場 合 と、 N P E C に

形 態 を 変 え て E O 鎖 が 短 鎖 化 す る 場 合 が あ る と 考 え ら れ て お り （ 図

2 .2 .2 .5 -7）、 N P E か ら N P E C へ の形 態 変 化は 、 E O 付 加 モ ル 数５ 以 下 で進

行 し て い る可 能 性 が ある 3 4。  

 
図 2 . 2 . 2 .5 -6 下 水処 理工 程 に おけ る N P E 及び N P E C の 動 態  

 

 
図 2 . 2 . 2 .5 -7 N P E の 生物 学 的 分解 経 路 3 5  

 
3 4  鈴 木 ら ( 2 0 0 8 )水 環 境 に お け る 水 質 リ ス ク 評 価 に 関 す る 研 究 ,土 木 研 究 所 報 告  
3 5  産 業 技 術 総 合 研 究 所 ( 2 0 0 4 )詳 細 リ ス ク 評 価 書  ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル  

【 N P E の 動 態 】  【 N P E C の 動 態 】  

N P E の E O 短 鎖 化  
（ E O ≤ 5⇒ E O 1～ 4）  
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生 活 系 排 水 の 流 入 割 合 が 高 い 下 水 処 理 場 と 事 業 場 排 水 の 流 入 割 合 が

高 い 下 水 処理 場 の ２ か所 （ い ずれ も 嫌 気 好気 活 性 汚泥 法 ） に おけ る 調査

に お い て は 、 N P E は 嫌気 分 解 後ま で に 7 5%以上 、最 終 的に 約 99 %除 去 さ

れ て 、 好 気処 理 で E O 付加 モ ル数 の 小 さ い側 に 移 行し た N P E や、 N P 及

び E O 付 加 モル 数 の 小さ い N P E C は 下水 処理 過 程 で活 性 汚 泥 に吸 着 し 、

N P は 90～ 95 %除去 され た （ 図 2 . 2 .2 .5 -8） 3 6。  
 

 
図  2 . 2 . 2 .5 - 8 N P E、 N P E C 及 び N P の 下水 処 理 工程 で の 動 態  

 
 

下 水 処 理 場の 一 次 処 理水 と 二 次処 理 水 の N P 濃 度を 比 較 し た報 告 でも

同 様 に 、N P の 疎 水 性 が比 較 的 高い た め に 粒子 に 吸 着し や す く 、第二 沈殿

池 （ 最 終 沈殿 池 ） で 活性 汚 泥 に吸 着 し 沈 降す る た め、 二 次 処 理過 程 （標

準 的 な 下 水処 理 ） に おい て 除 去率 が 9 3 . 3 土 6 .7 % (n = 1 0 )と 効率 よ く 除去

され た （表 2 . 2 .2 .5 -3） 3 7。  
 

 
 

 
3 6  丸 山 ら ( 2 0 0 1 )群 馬 県 の 下 水 処 理 場 と 河 川 に お け る 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 及 び そ の

分 解 生 成 物 の 挙 動 に つ い て ,  水 環 境 学 会 誌 ,  2 4 ( 11 ) ,  7 7 8 - 7 8 4  
3 7  磯 部 ら ( 1 9 9 9 ) G C - M S を 用 い た ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル の 分 析 と 東 京 周 辺 の 水 環 境 中

に お け る 分 布  

【 溶 存 態 】  【 溶 存 態 ＋ 懸 濁 態 】  

汚 泥 吸 着  
汚 泥 吸 着  

汚 泥 吸 着  

汚 泥 吸 着  
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表 2 . 2 . 2 .5 -3 下 水処 理場 に お ける N P 除 去率  

下 水 処

理 場  
試 料 採 取 日  N P 濃 度 （ μ g / L）  N P 除 去 率  

( % )  
一 次 処 理 水  二 次 処 理 水  

A  1 9 9 7 / 2 / 6  2 . 4 9  0 . 5 3  7 8 . 9  
1 9 9 7 / 8 / 6  2 . 0 4  0 . 3 3  8 3 . 6  

B  1 9 9 7 / 2 / 6  1 7 . 2  1 . 2 4  9 2 . 8  
1 9 9 7 / 8 / 6  1 6 . 4  0 . 4 1  9 7 . 5  

C  1 9 9 7 / 8 / 2 8  2 . 5 8  0 . 1 5  9 4 . 2  
1 9 9 7 / 1 2 / 3  6 . 1 0  0 . 0 8  9 8 . 6  

D  1 9 9 7 / 8 / 2 8  3 . 9 9  0 . 11  9 7 . 2  
1 9 9 7 / 1 2 / 3  5 . 5 4  0 . 2 9  9 4 . 8  

E  1 9 9 7 / 8 / 2 8  2 1 . 2  0 . 4 9  9 7 . 7  
1 9 9 7 / 1 2 / 3  1 8 . 2  0 . 3 9  9 7 . 8  

平 均  9 3 . 3 ± 6 . 7  
 

ス イ ス の 13 か 所の 下水 処 理 場に お け る N P、 N P E 及 び N P E C の 動 態調

査 3 8では 、三 次 処理（高 度 処理 ）は、N P 及び N P E（ E O１ 、 E O２）の 濃

度 低 下 に 効 果 が あ る が 、 N P E C（ E O１ 、 E O２ ） の濃 度 に は 影 響 しな か っ

た こ と と 、活 性 汚 泥 中及 び 消 化処 理 汚 泥 中で 高 濃 度に 蓄 積 さ れる こ とが

報 告 さ れ てい る （ 図 2 . 2 . 2 .5 -9）。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 . 2 . 2 .5 -9 ス イス の下 水 処 理場 に お け る N P、 N P E、 N P E C の動 態  

 
3 8  G i g e r ,  W. ,  A h e l ,  M . ,  K o c h ,  M . ,  L a u b s c h e r ,  H .  U . ,  S c h a f f n e r ,  C . ,  a n d  S c h n e i d e r ,  J .  

( 1 9 8 7 ) .  B e h a v i o u r  o f  a l k y l p h e n o l  p o l y e t h o x y l a t e  s u r f a c t a n t s  a n d  o f  
n i t r i l o t r i a c e t a t e  i n  s e w a g e  t r e a t m e n t .  Wa t e r  S c i e n c e  a n d  Te c h n o l o g y,  1 9 ( 3 - 4 ) ,  4 4 9 -
4 6 0 .  
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2.2 .2 .6  産 業 廃 棄 物 と し ての NP 及び NPE の移動  

（１ ） 産 業廃 棄 物 の 種類  

廃 棄 物 と は 、 ご み 、 燃 え 殻 、 汚 泥 、 そ の 他 の 汚 物 又 は 不 要 物 で あ り 、

固 形 状 又 は液 状 （ 気 体を 除 く ）の も の で ある 。 放 射性 物 質 又 はこ れ に汚

染 さ れ た もの は 廃 棄 物か ら 除 かれ る 。 ま た、 浚 渫 土、 漁 網 に かか っ た水

産 動 植 物 等、 土 砂 は 廃棄 物 処 理法 の 対 象 外と さ れ てい る 。  
事 業 活 動 に 伴 っ て 生 じた 廃 棄 物が 産 業 廃 棄物 で あ り、 法 令 で 定め られ

た 20 種類 の 廃 棄物（ 表 2 . 2 . 2 . 6 - 1）があ る 。産業 廃 棄 物の う ち 、爆発 性 、

毒 性 、 感 染性 等 の 恐 れが あ る もの は 特 別 管理 産 業 廃棄 物 と し て定 め られ

てい る 3 9。  
 

表 2 . 2 . 2 .6 -1 産 業廃 棄物 の 種 類  

N o .  種 類  具 体 例  
１  燃 え 殻  石 炭 が ら 、灰 か す 、廃 棄 物 焼 却 灰 、炉 清 掃 掃 出 物 、コ ー ク ス

灰 、重 油 燃 焼 灰 、焼 却 灰 、す す 、廃 カ ー ボ ン 類 、廃 活 性 炭 等  
２  汚 泥  ・ 有 機 性 汚 泥  

製 紙 ス ラ ッ ジ 、下 水 汚 泥 、ビ ル ピ ッ ト 汚 泥 (し 尿 の 混 入 し て い
る 物 を 除 く )、洗 毛 汚 泥 、消 化 汚 泥 (余 剰 汚 泥 )、糊 か す 、う る
し か す  
・ 無 機 性 汚 泥  
浄 水 場 沈 で ん 汚 泥 、中 和 沈 で ん 汚 泥 、凝 集 沈 で ん 汚 泥 、め っ
き 汚 泥 、砕 石 ス ラ ッ ジ 、ベ ン ト ナ イ ト 泥 、キ ラ 、カ ー バ イ ト
か す 、 石 炭 か す 、 ソ ー ダ 灰 か す 、 ボ ン デ か す 、 塩 水 マ ッ ド 、
廃 ソ ル ト 、不 良 セ メ ン ト 、不 養 生 セ メ ン ト 、廃 触 媒 、タ ル ク
か す 、柚 薬 か す 、け い 藻 土 か す 、活 性 炭 か す 、各 種 ス カ ム (油
性 ス カ ム を 除 く )、廃 脱 硫 剤 、ニ カ ワ か す 、脱 硫 い お う 、ガ ラ
ス・タ イ ル 研 磨 か す 、バ フ く ず 、廃 サ ン ド ブ ラ ス ト (塗 料 か す
を 含 む 物 に 限 る )、ス ケ ー ル 、ス ラ イ ム 残 さ 、排 煙 脱 硫 石 こ う 、
赤 泥 、 転 写 紙 か す 、 建 設 汚 泥 等  

３  廃 油  潤 滑 油 系 廃 油 (ス ピ ン ド ル 油 、冷 凍 機 油 、ダ イ ナ モ 油 、焼 入 油 、
タ ー ビ ン 油 、マ シ ン 油 、エ ン ジ ン 油 、グ リ ー ス 油 )、切 削 油 系
廃 油 (水 溶 性 、 不 水 溶 性 )、 洗 浄 油 系 廃 油 、 絶 縁 油 系 廃 油 、 圧
延 油 系 廃 油 、作 動 油 系 廃 油 、そ の 他 の 鉱 物 油 系 廃 油 (灯 油 、軽
油 、重 油 等 )、動 植 物 油 系 廃 油 (魚 油 、  鯨 油 、な た ね 油 、や し
油 、ひ ま し 油 、大 豆 油 、豚 脂 、牛 脂 等 )、廃 溶 剤 類 (シ ン ナ ー 、
ベ ン ゼ ン 、ト ル エ ン 、ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、テ ト ラ ク ロ ロ エ
チ レ ン 、 ア ル コ ー ル 等 )、 廃 可 塑 剤 類 (脂 肪 酸 エ ス テ ル 、 リ ン
酸 エ ス テ ル 、フ タ ル 酸 エ ス テ ル 等 )、消 泡 用 油 剤 、ビ ル ジ 、タ
ン カ ー 洗 浄 廃 水 、タ ー ル ピ ッ チ 類 (タ ー ル ピ ッ チ 、ア ス フ ァ ル
ト 、ワ ッ ク ス 、ろ う 、パ ラ フ ィ ン 等 )、廃 ワ ニ ス 、ク レ オ ソ ー
ト 廃 液 、印 刷 イ ン キ か す 、硫 酸 ピ ッ チ (廃 油 と 廃 酸 の 混 合 物 )、
廃 P C B、廃 白 土 、タ ン ク ス ラ ッ ジ 、油 性 ス カ ム ・ 洗 車 ス ラ ッ
ジ (廃 油 と 汚 泥 の 混 合 物 )  

４  廃 酸  無 機 廃 酸 (硫 酸 、塩 酸 、硝 酸 、フ ッ 酸 、ス ル フ ァ ミ ン 酸 、ホ ウ
酸 等 )、 有 機 廃 酸 (ギ 酸 、 酢 酸 、 シ ュ ウ 酸 、 酒 石 酸 、 ク エ ン 酸
等 )、ア ル コ ー ル 発 酵 廃 液 、ア ミ ノ 酸 発 酵 廃 液 、エ ッ チ ン グ 廃
液 、染 色 廃 液 (漂 白 浸 せ き 工 程 、染 色 工 程 )、ク ロ メ ー ト 廃 液 、
写 真 漂 白 廃 液 、 炭 酸 飲 料 水 、 ビ ー ル 等  

５  廃 ア ル カ リ  洗 び ん 用 廃 ア ル カ リ 、石 炭 廃 液 、廃 灰 汁 、ア ル カ リ 性 め っ き
廃 液 、金 属 石 け ん 廃 液 、廃 ソ ー ダ 液 、ド ロ マ イ ト 廃 液 、ア ン
モ ニ ア 廃 液 、染 色 廃 液 (製 錬 工 程 、シ ル ケ ッ ト 加 工 )、黒 液 (チ
ッ プ 蒸 解 廃 液 )、脱 脂 廃 液 (金 属 表 面 処 理 )、写 真 現 像 廃 液 、か

 
3 9  東 京 都 環 境 局 ,  産 業 廃 棄 物 の 具 体 例 ,  

h t t p s : / / w w w. k a n k y o . m e t r o . t o k y o . l g . j p / r e s o u r c e / i n d u s t r i a l _ w a s t e / a b o u t _ i n d u s t r i a l / a
b o u t _ 0 2 . h t m l  
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性 ソ ー ダ 廃 液 、硫 化 ソ ー ダ 廃 液 、け い 酸 ソ ー ダ 廃 液 、か 性 カ
リ 廃 液 等  

６  廃 プ ラ ス チ
ッ ク 類  

廃 ポ リ ウ レ タ ン 、 廃 ス チ ロ ー ル (発 泡 ス チ ロ ー ル を 含 む )、 廃
ベ ー ク ラ イ ト (プ リ ン ト 基 盤 等 )、 廃 農 業 用 フ ィ ル ム 、 各 種 合
成 樹 脂 系 包 装 材 料 の く ず 、合 成 紙 く ず 、廃 写 真 フ ィ ル ム 、廃
合 成 皮 革 、廃 合 成 建 材 (タ イ ル 、断 熱 材 、合 成 木 材 、防 音 材 等 )、
合 成 繊 維 く ず (ナ イ ロ ン 、ポ リ エ ス テ ル 、ア ク リ ル 等 で 混 紡 も
含 む )、廃 ポ リ 容 器 類 、電 線 の 被 覆 く ず 、廃 タ イ ヤ 、ラ イ ニ ン
グ く ず 、廃 ポ リ マ ー 、塗 料 か す 、接 着 剤 か す 、合 成 ゴ ム く ず
等  

７  紙 く ず *  １ ）建 設 業 に 係 る も の (工 作 物 の 新 築 、改 築 又 は 除 去 に 伴 っ て
生 じ た も の に 限 る )  

２ ）パ ル プ 、紙 又 は 紙 加 工 品 製 造 業 、新 聞 業 (新 聞 巻 取 紙 を 使
用 し て 印 刷 発 行 )に 係 る も の  

３ ） 出 版 業 (印 刷 出 版 を 行 う 者 に 限 る )に 係 る も の  
４ ） 製 本 業 及 び 印 刷 物 加 工 業 に 係 る も の  
５ ） P C B が 塗 布 さ れ 、 又 は 染 み こ ん だ も の  

８  木 く ず *  １ ）建 設 業 に 係 る も の (工 作 物 の 新 築 、改 築 又 は 除 去 に 伴 っ て
生 じ た も の に 限 る )  

２ ） 木 材 又 は 木 製 品 製 造 業 (家 具 の 製 造 業 を 含 む )に 係 る も の  
３ ） パ ル プ 製 造 業  
４ ） 輸 入 木 材 の 卸 売 業 及 び 物 品 賃 貸 業 に 係 る も の  
５ ） 貨 物 の 流 通 の た め に 使 用 し た パ レ ッ ト (パ レ ッ ト へ の 貨

物 の 積 付 け の た め に 使 用 し た こ ん 包 用 の 木 材 を 含 む )に 係
る も の (注 :木 製 パ レ ッ ト は 、 排 出 事 業 者 の 業 種 限 定 な し )  

６ ） P C B が 染 み こ ん だ も の  
９  繊 維 く ず *  １ ）建 設 業 に 係 る も の (工 作 物 の 新 築 、改 築 又 は 除 去 に 伴 っ て

生 じ た も の に 限 る )  
２ ） 繊 維 工 業 (衣 服 そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 を 除 く )に 係 る 天

然 繊 維 く ず  (合 成 繊 維 は 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 )  
３ ） P C B が 染 み こ ん だ も の  

1 0  動 植 物 性 残
さ *  

食 料 品 製 造 業 、医 薬 品 製 造 業 又 は 香 料 製 造 業 に お い て 原 料 と
し て 使 用 し た 動 物 又 は 植 物 に 係 る 固 形 状 の 不 要 物 (魚 市 場 、
飲 食 店 等 か ら 排 出 さ れ る 動 植 物 性 残 さ 又 は 厨 芥 類 は 事 業 活
動 に 伴 っ て 生 じ た 一 般 廃 棄 物 )  

11  動 物 系 固 形
不 要 物 *  

と 蓄 場 に お い て と さ つ し 、又 は 解 体 し た 獣 蓄 及 び 食 鳥 処 理 場
に お い て 食 鳥 処 理 し た 食 鳥 に 係 る 固 形 状 の 不 要 物  

1 2  ゴ ム く ず  切 断 く ず 、裁 断 く ず 、ゴ ム く ず 、ゴ ム 引 布 く ず 、エ ボ ナ イ ト
く ず (廃 タ イ ヤ は 合 成 ゴ ム の た め 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 )  

1 3  金 属 く ず  鉄 く ず 、 空 か ん 、 古 鉄 ・ ス ク ラ ッ プ 、 ブ リ キ 、 と た ん く ず 、
箔 く ず 、 鉛 管 く ず 、 銅 線 く ず 、 鉄 粉 、 バ リ 、 切 断 く ず 、 切 削
く ず 、 研 磨 く ず 、 ダ ラ イ 粉 、 半 田 か す 、 溶 接 か す 等  

1 4  ガ ラ ス く ず 、
コ ン ク リ ー
ト く ず（ 工 作
物 の 新 築 、改
築 又 は 除 去
に 伴 っ て 生
じ た も の を
除 く ）及 び 陶
磁 器 く ず  

・ ガ ラ ス く ず  
廃 空 き ビ ン 類 、板 ガ ラ ス く ず 、ア ン プ ル ロ ス 、破 損 ガ ラ ス 、
ガ ラ ス 繊 維 く ず 、 カ レ ッ ト く ず 、 ガ ラ ス 粉  

・ コ ン ク リ ー ト く ず  
製 造 工 程 等 で 生 じ る コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク く ず 、イ ン タ ー
ロ ッ キ ン グ く ず 、 石 こ う ボ ー ド く ず  

・ 陶 磁 器 く ず  
土 器 く ず 、陶 器 く ず 、せ っ 器 く ず 、磁 器 く ず 、レ ン ガ く ず 、
耐 熱 レ ン ガ く ず 、 石 こ う 型 、 タ イ ル く ず 等  

1 5  鉱 さ い  高 炉 、 平 炉 、 転 炉 、 電 気 炉 か ら の 残 さ い (ス ラ グ )、 キ ュ ー ボ
ラ 溶 鉱 炉 の ノ ロ 、ド ロ ス ・ カ ラ ミ ・ ス パ イ ス 、ボ タ 、不 良 鉱
石 、粉 炭 か す 、鉱 じ ん 、鋳 物 廃 砂 、サ ン ド ブ ラ ス ト 廃 砂 (塗 料
か す 等 を 含 む も の を 除 く )  

1 6  が れ き 類  コ ン ク リ ー ト 破 片 、レ ン ガ 破 片 、ブ ロ ッ ク 破 片 、石 類 、瓦 破
片 、 そ の 他 こ れ に 類 す る 各 種 廃 材 等  

1 7  動 物 の ふ ん
尿 *  

畜 産 農 業 に 該 当 す る 事 業 活 動 に 伴 っ て 生 ず る 動 物 の ふ ん 尿  

1 8  動 物 の 死 体 *  畜 産 農 業 に 該 当 す る 事 業 活 動 に 伴 っ て 生 ず る 動 物 の 死 体  
1 9  ば い じ ん  電 気 集 じ ん 機 捕 集 ダ ス ト 、バ グ フ ィ ル タ ー 捕 集 ダ ス ト 、サ イ

ク ロ ン 捕 集 ダ ス ト 等  
2 0  上 記 の 廃 棄

物 を 処 分 す
上 記 １ ～ 1 9  の 産 業 廃 棄 物 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の
で 、 上 記 １ ～ 1 9  に 該 当 し な い も の （ 汚 泥 の コ ン ク リ ー ト 固
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る た め に 処
理 し た も の  

化 物 等 ）  

* :業 種 が 限 定 さ れ る も の  

 
 
（２ ） 産 業廃 棄 物 の 中間 処 理 の 種 類  

産 業 廃 棄 物の 中 間 処 理 は 、「 分 別」、「 保 管」、「 収 集」、「 運搬 」、「 処 分 」

に 区 分 さ れ、「 処分 」は 「 中 間処 理 」 と 「最 終 処 分」 に 区 分 され て い る。

中 間 処 理 は、 資 源 回 収、 廃 棄 物の 減 量 化 のた め に 行わ れ る 。 主な 中 間処

理 の 種 類 を 表 2 .2 .2 .6 -2 に示 す 。  
 

表 2 . 2 . 2 .6 -2 産 業廃 棄物 中 間 処理 の 種 類 4 0 ,  4 1  

中 間 処 理 種 類  概 要  
焼 却  燃 焼 に よ っ て 廃 棄 物 中 の 有 機 物 を 分 解 す る 。 固 定 式 火 格 子

炉 、機 械 式 ス ト ー カ 炉 、ロ ー タ リ ー キ ル ン 、流 動 床 炉 等 の 焼
却 炉 が あ る 。  

破 砕  焼 却 や 最 終 処 分 を 容 易 に す る た め に 切 断 機 、 回 転 式 破 砕 機 、
圧 縮 式 破 砕 機 等 を 用 い て 、 産 業 廃 棄 物 の 大 き さ を 小 さ く す
る 。  

圧 縮  廃 棄 物 を 押 し て 1 m 3 程 の 立 方 体 に 固 め る 工 程 で あ る 。破 砕 と
圧 縮 が 一 連 の 流 れ で 行 わ れ る 場 合 も あ る 。縦 型 圧 縮 梱 包 機 又
は 横 型 圧 縮 梱 包 機 が 用 い ら れ る 。  

濃 縮 ・ 脱 水  大 量 の 水 分 を 含 む 汚 泥 を 、単 式 加 圧 脱 水 機 、複 式 加 圧 脱 水 機 、
遠 心 脱 水 機 等 を 用 い て 脱 水 し 、 重 量 ・ 容 量 の 削 減 を 行 う 。  

乾 燥  広 い 敷 地 が 必 要 と な る が 、汚 泥 の 天 日 乾 燥 が 行 わ れ る 場 合 も
あ る 。ま た 、湿 式 選 別 機 の 後 段 で 乾 燥 ド ラ ム 等 を 用 い て 乾 燥
が 行 わ れ る 。  

中 和  廃 酸 や 廃 ア ル カ リ を 中 性 近 く ま で 調 整 す る 処 理 で あ る 。廃 酸
及 び 廃 ア ル カ リ は 最 終 処 分 場 に 埋 め る こ と が で き な い 産 業
廃 棄 物 で あ る た め 、 焼 却 又 は 中 和 が 行 わ れ る 。  

油 水 分 離  廃 液 中 か ら 油 分 を 分 離 、除 去 す る こ と で 、油 分 の 廃 油 と し て
の 処 分 や 再 利 用 を 容 易 に す る 。重 力 分 離 、粗 粒 化 分 離 、加 圧
浮 上 分 離 、 凝 集 沈 殿 分 離 等 が 用 い ら れ る 。  

溶 融  廃 棄 物 を 高 温 で 加 熱 し 、可 燃 物 を 燃 焼 さ せ 、不 燃 物 を ガ ラ ス
状 の 溶 融 ス ラ グ 化 す る 処 理 で あ る 。重 油 や コ ー ク ス 等 を 用 い
る 燃 料 式 溶 融 炉 と 、 電 気 を 用 い る 電 気 溶 融 炉 が あ る 。  

セ メ ン ト 固 化  産 業 廃 棄 物 に 含 ま れ る 有 害 物 質 や 重 金 属 等 を コ ン ク リ ー ト
等 に 封 じ 込 め 、 外 部 へ の 溶 出 を 抑 え る 。 コ ン ク リ ー ト 固 化 、
キ レ ー ト 化 合 物 等 に よ る 薬 剤 固 化 が 用 い ら れ る 。  

堆 肥 化  有 機 性 廃 棄 物 を 微 生 物 の 力 で 分 解 し 、 堆 肥 を 生 産 す る 方 法 。
生 物 反 応 で あ る た め 、 時 間 を か け て 行 わ れ る 。  

発 酵  食 品 廃 棄 物 の 飼 料 化 で は 、発 酵 、乾 燥 処 理 が 行 わ れ る 。発 酵
促 進 剤 （ 微 生 物 資 材 ） を 添 加 し 、 高 温 で 発 酵 、 乾 燥 さ せ る 。 

選 別  産 業 廃 棄 物 は 複 数 種 類 の 廃 棄 物 が 一 体 と な っ て 発 生 す る 場
合 が 多 く 、適 切 な 処 理 や リ サ イ ク ル を 進 め る た め に 、種 類 ご
と に 分 別 、選 別 す る 必 要 が あ る 。水 を 用 い る 湿 式 選 別 機 、半
湿 式 選 別 機 、比 重 や 形 状 の 違 い を 利 用 す る 風 力 選 別 機 、円 筒
形 の ふ る い 機 で あ る ト ロ ン メ ル 、鉄 を 回 収 す る 磁 力 選 別 機 等
が 用 い ら れ る 。  

 
  

 
4 0  公 益 財 団 法 人 産 業 廃 棄 物 処 理 事 業 振 興 財 団 ,  さ ん ぱ い く ん ,  許 可 情 報 等 に よ る

処 理 業 者 検 索 ,  h t t p s : / / w w w 2 . s a n p a i n e t . o r . j p / z y o h o u / i n d e x _ u 3 . p h p  
4 1  尾 上 雅 典  ( 2 0 2 0 )  産 廃 処 理 の 基 本 と 仕 組 み が よ ～ く わ か る 本 [第 3 版 ]  
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（３ ） N P E の 廃棄 物 とし て の 移動 量  

P RT R の届 出 情報 に 基 づ き 、 N P E の産 廃 処理 方 法 につ い て 整 理 し た 。

N P E の 廃 棄 物 への 移 動量 を 業 種別 、廃棄 物種 類 別 、廃 棄 物処 理方 法 別 に

示 し た も の を 図 2 .2 . 2 .6 -1 に示 す 。ま た、N P E の廃 棄 物 への 移 動量 を 業 種

別 、 廃 棄 物種 類 別 に 示し た も のを 表 2 .2 . 2 .6 -3 に示 す 。  
201 9 年度 に お け る N P E の P RT R 届 出 廃 棄物 移 動 量 は 11 5 , 78 5  k g であ

り 、業 種 別割 合 は 電 気機 械 器 具製 造 業 が 54 %、化 学 工業 が 18 %、金 属 製

品製 造 業が 13 %で 、３業 種 で 85 %を占 め てい た 。廃 棄 物の 種 類と し て は

廃油 が 7 3%と 最も 多 く 、廃 ア ル カリ が 11 %、汚 泥が 8%、廃 酸が 6%あっ

た 。 廃 棄 物 の 処理 方 法は 、焼 却・ 溶 融が 36%、油 水 分離 が 2 0 %、中 和 が

14%で あ り 、 廃 油 処 理 が 主 に 焼 却 ・ 溶 融 及 び 油 水 分 離 で 実 施 さ れ る こ と

（表 2 .2 .2 .6 -4）、廃 アル カ リ 処理 が 主 に 中和 及 び 焼却・溶 融 で実 施 さ れる

こと（表 2 .2 .2 .6 -5）、汚 泥 が主 に 焼却・ 溶融 処 理 され る こ と（ 表 2 .2 . 2 . 6 -
6）、廃 酸 が 主に 中 和 処理 さ れ るこ と（ 表 2 .2 .2 .6 -7）を反 映 し てい る と 考

え ら れ た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 . 2 .2 .6 -1 N P E の P RT R 届出 廃 棄 物 移動 量 の 業種 別 、 廃 棄物 種 類 別、

廃 棄 物 処 理方 法 別 の 割合 （ 2019 年 度 ）  

電気機械器具製造業
54%化学工業
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金属製品製造業
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業
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( a )業 種 別  ( b )廃 棄 物 種 類 別  

( c )廃 棄 物 処 理 方 法 別  
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表 2 . 2 . 2 .6 -3 業 種別 ・廃 棄 物 種類 別 の N P E の P RT R 廃 棄物 移 動量 *  

業 種  廃 油  廃 ア ル
カ リ  

汚 泥  廃 酸  廃 プ ラ
ス チ ッ
ク 類  

ガ ラ ス
く ず ・
コ ン ク
リ ー ト
く ず ・
陶 磁 器
く ず  

燃 え
殻  

金 属
く ず  

ば
い
じ
ん  

鉱
さ
い  

そ の
他  

不 明  合 計  

電 気 機 械 器 具 製 造 業  6 2 6 1 0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   6 2 6 1 0  
化 学 工 業  11 4 7 2 . 5   5 3 3 8 . 1   2 3 1 0 . 6   2 1 6 . 2   6 5 0 . 2   5 6 . 0   6 5 . 0   1 3 7 . 6   0 . 0   0 . 0   2 0 0 . 0   1 0 7 . 9   2 0 5 5 4  
金 属 製 品 製 造 業  1 7 5 2 . 2   4 6 7 2 . 0   2 3 3 0 . 0   6 0 0 0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   1 4 7 5 4  
鉄 鋼 業  2 1 0 0 . 0   0 . 0   1 2 0 0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   3 3 0 0  
産 業 廃 棄 物 処 分 業  3 1 0 0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   3 1 0 0  
輸 送 用 機 械 器 具 製 造
業  1 4 5 0 . 0   1 0 0 0 . 0   2 0 0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   2 6 5 0  

繊 維 工 業  1 7 0 . 0   0 . 0   11 7 0 . 0   0 . 0   9 1 5 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   2 2 5 5  
一 般 機 械 器 具 製 造 業  0 . 0   1 5 0 0 . 0   2 5 0 . 0   5 0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   5 0 . 0   0 . 0   1 8 5 0  
洗 濯 業  5 6 6 . 7   5 6 6 . 7   5 6 6 . 7   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   1 7 0 0  
農 薬 製 造 業  1 8 9 . 3   1 5 7 . 6   4 5 9 . 0   1 5 6 . 7   0 . 0   0 . 0   0 . 0   2 7 . 0   1 . 6   0 . 0   1 . 2   0 . 0   9 9 2  
窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造
業  0 . 0   0 . 0   2 6 0 . 0   0 . 0   0 . 0   4 4 1 . 2   0 . 0   0 . 0   0 . 0   1 . 2   0 . 0   0 . 0   7 0 2  

パ ル プ・紙・紙 加 工 品
製 造 業  2 8 5 . 0   0 . 0   1 0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   2 8 5 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   5 8 0  

プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製
造 業  3 0 . 5   3 0 . 0   0 . 0   0 . 0   1 7 4 . 5   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   2 3 5  

石 油 製 品 ・ 石 炭 製 品
製 造 業  11 2 . 7   0 . 0   8 0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   1 9 3  

医 薬 品 製 造 業  6 5 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   9 2 . 0   1 5 7  
出 版・印 刷・同 関 連 産
業  1 5 0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   1 5 0  

家 具 ・ 装 備 品 製 造 業  0 . 0   0 . 0   2 . 5   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   0 . 0   2 . 5  
合 計  8 4 0 5 4  1 3 2 6 4  8 8 3 9  6 4 2 3  1 7 4 0  4 9 7  3 5 0  1 6 5  2  1  2 5 1  1 9 1 . 0   11 5 7 8 5  

* :  2 0 1 9 年 度 P RT R 情 報 に お い て 、一 つ の 事 業 者 か ら 、廃 棄 物 の 種 類 が 複 数 報 告 さ れ て い る 場 合 、廃 棄 物 と し て の 移 動 量 を 廃 棄
物 の 種 数 で 按 分 し て 算 出 し た 。  
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表 2 . 2 . 2 .6 -4 N P E 含 有廃 油 の 処理 方 法 別 割合 （ %） *  

業 種  焼 却・
溶 融  

油 水
分 離  

中 和  最 終
処 分  

脱 水・
乾 燥  

破 砕・
圧 縮  

そ の
他  

不 明  

電 気 機 械 器 具 製 造 業  2 6 . 4  2 2 . 7  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  2 5 . 6  0 . 0  
化 学 工 業  5 . 6  0 . 7  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  7 . 1  0 . 3  
産 業 廃 棄 物 処 分 業  3 . 7  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
鉄 鋼 業  2 . 5  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
金 属 製 品 製 造 業  1 . 2  0 . 9  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
輸 送 用 機 械 器 具 製 造
業  0 . 2  0 . 7  0 . 7  0 . 0  0 . 1  0 . 0  0 . 0  0 . 0  

洗 濯 業  0 . 0  0 . 7  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
パ ル プ・紙・紙 加 工 品
製 造 業  0 . 3  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  

出 版・印 刷・同 関 連 産
業  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 2  0 . 0  

繊 維 工 業  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 2  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
農 薬 製 造 業  0 . 2  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
医 薬 品 製 造 業  0 . 1  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
石 油 製 品 ・ 石 炭 製 品
製 造 業  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 1  0 . 0  

プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製
造 業  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  

合 計  4 0 . 3  2 5 . 6  0 . 7  0 . 2  0 . 1  0 . 0  3 3 . 1  0 . 3  

* :  2 0 1 9 年 度 P RT R 情 報 に お い て 、 1 つ の 事 業 者 か ら 、 廃 棄 物 の 処 理 方 法 が 複 数 報
告 さ れ て い る 場 合 、 廃 棄 物 と し て の 移 動 量 を 廃 棄 物 の 処 理 方 法 の 数 で 按 分 し て
算 出 し た 。 按 分 の 際 、 廃 酸 、 廃 ア ル カ リ は 最 終 処 分 さ れ な い こ と 等 、 現 実 的 な
処 理 方 法 を 踏 ま え た 。  
 
 
 
 

表 2 . 2 . 2 .6 -5 N P E 含 有廃 ア ル カリ の 処 理 方法 別 割 合（ %） *  

業 種  中 和  焼 却 ・
溶 融  

油 水 分
離  

破 砕 ・
圧 縮  

脱 水 ・
乾 燥  

そ の 他  

化 学 工 業  1 9 . 0  2 0 . 9  0 . 0  0 . 6  0 . 1  0 . 0  
金 属 製 品 製 造 業  3 5 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
一 般 機 械 器 具 製 造 業  0 . 0  11 . 2  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業  7 . 5  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
洗 濯 業  0 . 0  0 . 0  4 . 2  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
農 薬 製 造 業  0 . 0  1 . 2  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業  0 . 2  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
合 計  6 1 . 7  3 3 . 4  4 . 2  0 . 6  0 . 1  0 . 0  

* :  2 0 1 9 年 度 P RT R 情 報 に お い て 、 1 つ の 事 業 者 か ら 、 廃 棄 物 の 処 理 方 法 が 複 数 報
告 さ れ て い る 場 合 、 廃 棄 物 と し て の 移 動 量 を 廃 棄 物 の 処 理 方 法 の 数 で 按 分 し て
算 出 し た 。 按 分 の 際 、 廃 酸 、 廃 ア ル カ リ は 最 終 処 分 さ れ な い こ と 等 、 現 実 的 な
処 理 方 法 を 踏 ま え た 。  
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表 2 . 2 . 2 .6 -6 N P E 含 有汚 泥 の 処理 方 法 別 割合 （ %） *  

業 種  焼 却・
溶 融  

脱 水・
乾 燥  

最 終
処 分  

中 和  油 水
分 離  

そ の
他  

不 明  

金 属 製 品 製 造 業  0 . 0  9 . 7  1 . 0  0 . 0  0 . 0  1 6 . 2  0 . 0  
化 学 工 業  2 0 . 3  3 . 0  0 . 7  0 . 0  0 . 0  0 . 3  2 . 5  
鉄 鋼 業  0 . 0  7 . 0  0 . 0  7 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
繊 維 工 業  0 . 6  0 . 0  7 . 8  0 . 0  0 . 0  5 . 2  0 . 0  
洗 濯 業  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  6 . 6  0 . 0  0 . 0  
農 薬 製 造 業  4 . 1  0 . 0  1 . 2  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業  0 . 0  3 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
一 般 機 械 器 具 製 造 業  0 . 0  1 . 2  0 . 0  1 . 2  0 . 0  0 . 6  0 . 0  
輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業  0 . 0  1 . 2  0 . 0  1 . 2  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
石 油 製 品 ・ 石 炭 製 品 製 造 業  0 . 9  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
パ ル プ・紙・紙 加 工 品 製 造 業  0 . 1  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
家 具 ・ 装 備 品 製 造 業  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
総 計  2 6 . 0  2 5 . 1  1 0 . 7  9 . 3  6 . 6  2 2 . 3  2 . 5  

* :  2 0 1 9 年 度 P RT R 情 報 に お い て 、 1 つ の 事 業 者 か ら 、 廃 棄 物 の 処 理 方 法 が 複 数 報
告 さ れ て い る 場 合 、 廃 棄 物 と し て の 移 動 量 を 廃 棄 物 の 処 理 方 法 の 数 で 按 分 し て
算 出 し た 。 按 分 の 際 、 廃 酸 、 廃 ア ル カ リ は 最 終 処 分 さ れ な い こ と 等 、 現 実 的 な
処 理 方 法 を 踏 ま え た 。  
 

 
表 2 . 2 . 2 .6 -7 N P E 含 有廃 酸 の 処理 方 法 別 割合 （ %） *  

業 種  中 和  焼 却 ・ 溶 融  脱 水 ・ 乾 燥  そ の 他  

金 属 製 品 製 造 業  9 3 . 4  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
化 学 工 業  1 . 1  2 . 0  0 . 3  0 . 0  
農 薬 製 造 業  0 . 0  2 . 4  0 . 0  0 . 0  
一 般 機 械 器 具 製 造 業  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 8  
合 計  9 4 . 5  4 . 4  0 . 3  0 . 8  

* :  2 0 1 9 年 度 P RT R 情 報 に お い て 、 1 つ の 事 業 者 か ら 、 廃 棄 物 の 処 理 方 法 が 複 数 報
告 さ れ て い る 場 合 、 廃 棄 物 と し て の 移 動 量 を 廃 棄 物 の 処 理 方 法 の 数 で 按 分 し て
算 出 し た 。 按 分 の 際 、 廃 酸 、 廃 ア ル カ リ は 最 終 処 分 さ れ な い こ と 等 、 現 実 的 な
処 理 方 法 を 踏 ま え た 。  
 

 
N P E 含有 廃 棄 物の う ち、繊 維工 業 か ら排 出さ れ た 廃油（ 表 2 . 2 .2 .6 -4）、

金 属 製 品 製造 業 、 化 学工 業 、 繊維 工 業 、 農薬 製 造 業か ら 排 出 され た 汚泥

（表 2 .2 .2 .6 -6）が 、最終 処 分 場で 埋 立 処 理さ れ た 可能 性 が あ る 。汚 泥及

び 廃 油 は 、安 定 型 産 業廃 棄 物 （廃 プ ラ ス チッ ク 類 、金 属 く ず 、ガ ラ スく

ず 、 が れ き類 等 、 廃 棄物 の 性 質 が 安 定 し て い る も の） で は な いた め 、管

理 型 最 終 処分 場 に 埋 立処 分 さ れた と 考 え られ る 。 管理 型 最 終 処分 場 は、

遮 水 工 が 設け ら れ 、 浸出 水 を 地下 浸 透 さ せず に 、 集排 水 管 で 集約 し 、水

処 理 施 設 で処 理 さ れ る。 一 般 的に は 、 前 処理 （ 塩 類の 除 去）、生 物 処 理、

凝 集 沈 殿 処理 、高 度 処理（ 促進 酸 化処 理 ）が 行 われ て いる 4 2。下 水 処 理

等 と 比 較 して 高 度 な 水処 理 が 行わ れ て お り、 適 切 な処 理 が 行 われ て いれ

ば、 N P E が 流 出す る 可能 性 は 低い と 考 え られ る 。  
  

 
4 2  国 立 環 境 研 究 所 ,  環 境 展 望 台 ,  環 境 技 術 解 説 ,  最 終 処 分 及 び 浸 出 水 処 理 ,  

h t t p s : / / t e n b o u . n i e s . g o . j p / s c i e n c e / d e s c r i p t i o n / d e t a i l . p h p ? i d = 7 6  
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（４ ） N P の廃 棄 物 とし て の 移動 量  

P RT R の 届 出 情報 に 基づ き 、N P の 産 廃 処理 方 法 につ い て 整 理 し た 。N P
の 廃 棄 物 への 移 動 量 を業 種 別 、廃 棄 物 種 類別 、 廃 棄物 処 理 方 法別 に 示し

た も の を 図 2 .2 .2 . 6 - 2 に 示 す。 ま た 、 N P の 廃 棄物 へ の 移動 量を 業 種 別、

廃 棄 物 種 類別 に 示 し たも の を 表 2 . 2 .2 .6 - 8 に 示す 。  
2019 年 度に お ける N P の P RT R 届 出廃 棄 物移 動 量は 33 ,00 2  k g で あり 、

業 種 別 割 合は 化 学 工 業が 90%を 占 めて い た。 廃 棄物 の 種 類と して は 廃 ア

ル カ リ が 6 7%と 最 も多 く 、 廃油 が 2 7 %で あ った 。 廃 棄物 の処 理 方 法は 、

焼却・ 溶 融が 61%、中和 が 3 3%で あり 、廃ア ル カ リ処 理 が 主 に中 和 及 び

焼 却・溶 融 で 実施 さ れる こ と（ 表 2 . 2 . 2 . 6 -9）、廃 油 処 理が 主 に 焼却・溶 融

及 び 油 水 分離 で 実 施 され る こ と（ 表 2 .2 .2 .6 -10）を 反映 し てい ると 考 え ら

れる 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 . 2 . 2 .6 -2 N P の P RT R 届 出 廃 棄物 移 動量 の 業 種別 、廃 棄 物種 類 別 、廃

棄 物 処 理 方法 別 の 割 合 （ 20 19 年 度 ）  
 
 
  

化学工業
90%

船舶製造・修理業、

舶用機関製造業6%
電気機械器具製造業4%

廃アルカリ
67%

廃油
27%

廃プラス

チック類
1%

その他5%

焼却・溶融
61%

中和
33%

油水分離
3%

破砕・圧縮1% その他2%

( a )業 種 別  ( b )廃 棄 物 種 類 別  

( c )廃 棄 物 処 理 方 法 別  
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表 2 . 2 . 2 .6 -8 業 種別 ・廃 棄 物 種類 別 の N P の P RT R 廃 棄物 移 動量 *  

業 種  廃 ア ル
カ リ  

廃 油  廃 プ
ラ ス
チ ッ
ク 類  

金 属 く
ず  

汚 泥  そ の
他  

合 計  

化 学 工 業  2 2 0 1 4  7 4 2 5  6 7 . 6  1 0 9  2 8 . 2  0  2 9 6 4 3 . 8  
船 舶 製 造 ・ 修
理 業 、 舶 用 機
関 製 造 業  

0  5 0 0  0  0  0  1 6 0 0  2 1 0 0  

電 気 機 械 器 具
製 造 業  0  11 0 0  4 6  0  0  0  11 4 6  

プ ラ ス チ ッ ク
製 品 製 造 業  3 . 1  0 . 9 5  1 0 7 . 9 5  0  0  0  11 2  

合 計  2 2 0 1 7 . 1  9 0 2 5 . 9 5  2 2 1 . 5 5  1 0 9  2 8 . 2  1 6 0 0  3 3 0 0 1 . 8  

* :  2 0 1 9 年 度 P RT R 情 報 に お い て 、 1 つ の 事 業 者 か ら 、 廃 棄 物 の 種 類 が 複 数 報 告 さ
れ て い る 場 合 、 廃 棄 物 と し て の 移 動 量 を 廃 棄 物 の 種 数 で 按 分 し て 算 出 し た 。  

 
表 2 . 2 . 2 .6 -9  N P 含 有廃 ア ル カ リ の 処 理 方法 別 割 合（ %） *  

業 種  焼 却 ・ 溶 融  中 和  

プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業  0 . 0 1  0 . 0 0 5  

化 学 工 業  5 0 . 0  5 0 . 0  

合 計  5 0 . 0  5 0 . 0  

* :  2 0 1 9 年 度 P RT R 情 報 に お い て 、 1 つ の 事 業 者 か ら 、 廃 棄 物 の 処 理 方 法 が 複 数 報
告 さ れ て い る 場 合 、 廃 棄 物 と し て の 移 動 量 を 廃 棄 物 の 処 理 方 法 の 数 で 按 分 し て
算 出 し た 。 按 分 の 際 、 廃 酸 、 廃 ア ル カ リ は 最 終 処 分 さ れ な い こ と 等 、 現 実 的 な
処 理 方 法 を 踏 ま え た 。  

 
表 2 . 2 . 2 .6 -1 0  N P 含有 廃 油 の処 理 方 法 別割 合 （ %） *  

業 種  焼 却 ・ 溶 融  中 和  最 終 処 分  そ の 他  

プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業  0 . 0 1  0 . 0  0 . 0  0 . 0  

化 学 工 業  7 8 . 9  0 . 0 1  0 . 2  3 . 1  

船 舶 製 造・修 理 業 、舶 用 機 関 製

造 業  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  5 . 5  

電 気 機 械 器 具 製 造 業  1 2 . 2  0 . 0  0 . 0  0 . 0  

総 計  9 1 . 1  0 . 0 1  0 . 2  8 . 7  

* :  2 0 1 9 年 度 P RT R 情 報 に お い て 、 1 つ の 事 業 者 か ら 、 廃 棄 物 の 処 理 方 法 が 複 数 報
告 さ れ て い る 場 合 、 廃 棄 物 と し て の 移 動 量 を 廃 棄 物 の 処 理 方 法 の 数 で 按 分 し て
算 出 し た 。 按 分 の 際 、 廃 酸 、 廃 ア ル カ リ は 最 終 処 分 さ れ な い こ と 等 、 現 実 的 な
処 理 方 法 を 踏 ま え た 。  

 
 

N P 含 有廃 棄 物の う ち、 化 学 工業 か ら 排 出さ れ た 廃油 （ 表 2 . 2 .2 .6 -1 0）
が 、 最 終 処分 場 で 埋 立処 理 さ れた 可 能 性 があ る 。 廃油 は 、 安 定型 産 業 廃

棄 物 で は ない た め 、 管理 型 最 終処 分 場 に 埋立 処 分 され た と 考 えら れ る。

管 理 型 最 終処 分 場 の 水処 理 施 設で は 、 下 水処 理 等 と比 較 し て 高度 な 水処

理 が 行 わ れて お り 、適切 な 処 理が 行 わ れ てい れ ば 、N P が 流 出 する 可 能性

は低 い と 考 え ら れ る 。   
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2.2 .2 .7 NP 及び NPE の 環 境中での動態・残留可能性  

N P 及 び N P E の 環 境 中で の 動 態、 残 留 可 能性 に つ いて 、 文 献 調査 を

行 い 整 理 した 。  

（ １ ） 環 境中 で の 動 態  

河 川 水 中 での N P E の分 解 に つい て は 、実環 境 中 での 濃 度 測 定結 果（北

海道  創成 川 3 3、多 摩川 3 4）か ら 短期 間 での 生 分 解は 起 こ り にく い こ とが

報 告 さ れ てい る 。 ま た、 流 れ が緩 や か な 地点 で 底 質中 の N P 濃度 が 高く

な る こ と が報 告 さ れ てい る 4 3。 N P は 溶 存態 と 懸 濁態 に 存 在 し、 懸 濁 態

が沈 降 し て底 質 に 移 行 す る た め、 沈 降 量 が流 失 量 を上 回 っ た とき に 堆積

す る と 考 えら れ て い る。 滞 留 時間 を 増 大 させ る 原 因を 持 っ た 河川 、 流速

の 小 さ い 湖沼 や 閉 鎖 性水 域 で も同 様 の 現 象が 起 こ るこ と が 考 えら れ る。  
広 島 県 の 太田 川 河 口 の調 査 で は、 河 口 に 近い 海 域 の底 質 中 N P 濃 度が

高 い こ と が報 告 さ れ てい る 4 4。河 口域 底 質で N P 濃度 が 高 く なっ た 要 因

と し て 、 河口 域 で は 塩分 が 上 昇 し N P の 溶解 度 が 低下 す る こ とに よ り、

急 激 に 粒 子態 と し て 沈降 す る 可能 性 が 示 唆さ れ て いる 。  
 

（ ２ ） 底 質中 に お け る残 留 可 能性  

湖 沼 底 泥 に N P、 N P E 及 び N P E C が蓄 積 され て い るこ と が 報 告さ れ て

い る 3 6。20 02 年 ４月 に手 賀 沼 にお い て、湖沼 の 出 口付 近 で、底質 中 の N P、

N P E 及 び N P E C の 濃 度の 鉛 直 分布 が 調 査 され た 。 この 際 、 年 代測 定 も合

わ せ て 実 施 さ れ 、 い つ頃 流 入 した も の で ある か に つい て も 調 査 さ れ てい

る。  
手 賀 沼 流 入河 川 と 比 べて 、 湖 沼出 口 付 近 の底 泥 中 N P の存 在 比 は 5 倍

に増 加 し、N P E C の 存在 比 は 1 /3～ 1 /4 に 低下 し て いた こ と か ら、N P E C か

ら N P の 生 成 が 示 唆 され て い る。 ま た 、 2005 年 実 施の 鉛 直 方向 の 年 代測

定結 果 か ら、1 0c m 層 が 19 95 年（ 10 年 前）、20 cm 層が 1 989 年（ 16 年前 ）、

30c m 層 が 198 2 年 （ 23 年 前）、 40 c m 層 が 197 5 年 （ 3 0 年前 ）、 8 7c m 層 が

1922 年 （ 83 年前 ） であ る こ とが 推 定 さ れて い る 。 N P 濃 度 は 50c m 層 く

ら い か ら 増え 始 め 、 10c m 層で ピ ー ク に 、 N P E は 20 c m 層 でピ ー ク に 、

N P E C は 10  c m 層 で ピー ク に 達し て い た （ 図 2 .2 . 2 . 7 - 1）。 N P E は 196 0 年

代か ら 199 0 年 代 後 半に 掛 け て排 出 さ れ て蓄 積 し 、 20 02 年 の調 査 時 まで

残 存 し て いた こ と に なる 。  

 
4 3  平 山 雄 一 ,  奥 村 修 平 ,  大 道 正 義 ,  立 本 英 機 .  ( 2 0 0 3 ) .  東 京 近 郊 の 一 都 市 に お け る

ア ル キ ル フ ェ ノ ー ル 類 の 分 布 .  水 環 境 学 会 誌 ,  2 6 ( 11 ) ,  7 8 7 - 7 9 0 .  
4 4  渡 辺 倫 夫 ,  中 島 悦 子 ,  中 谷 暢 丈 ,  山 崎 秀 夫 ,  佐 久 川 弘 .  ( 2 0 0 4 ) .  広 島 湾 に お け る

ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル の 分 布 ・ 動 態 ・ 歴 史 的 変 遷 .  地 球 化 学 ,  3 8 ( 1 ) ,  1 7 - 2 7 .  
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図 2 . 2 . 2 .7 -1 手 賀沼 底質 中 の N P、 N P E 及び N P E C 濃度 の 鉛 直分 布  

 
 
以 上 の こ と か ら 、 河 川 で あ っ て も 、 水 源 を 持 た ず 流 量 が 非 常 に 小 さ

な 河 川 、 水 門 等 で 流 れ を 制 御 し て お り 水 流 が 滞 る 時 間 帯 が あ る 河 川 、

感 潮 域 が あ る 流 速 の 緩 や か な 河 川 等 で は 底 質 が た ま り や す い こ と が 想

定 さ れ る 。 ま た 、 底 質 を 浚 渫 等 に よ り 除 去 す る か 、 豪 雨 等 に よ り 底 質

が 洗 い 流 さ れ る よ う な こ と が な い 限 り 、 嫌 気 的 （ 貧 酸 素 状 態 ） な 条 件

の 底 質 中 で は 速 や か な 生 分 解 は 期 待 で き な い 。 こ の た め 、 過 去 に 河 川

に 排 出 さ れた N P 及 び N P E が 底 質中 に 残存 し て おり 、 河 川 水中 に 溶 出

する こ とで N P 濃 度 が高 く な って い る 可 能性 が 否 定で き な い 。  
国 外 で も 同様 の 懸 念 が な さ れ てい る 。ド イツ の 事 例で は 、N P は懸 濁

物 質 に 吸 着 す る 傾 向 が あ り 、 し ば し ば 堆 積 物 に 含 ま れ て い る た め 、 河

川 底 質 か ら の 再 溶 出 を 含 む 拡 散 源 も 考 慮 し な け れ ば な ら な い こ と 、 過

去に N P が大 量 に 流 入し た 結 果、底 質が N P の蓄 積 場所 と な って い る 可

能 性 が あ る こ と が 報 告さ れ て いる 4 5。カ ナダ 環 境・気 候 変 動 省の 事 例

で は 、 水 質調 査 の み を実 施 し てい た が 、 底質 も 環 境中 の N P / N P E の主

要 な 蓄 積 場 所 で あ る こ と を 示 唆 す る い く つ か の 証 拠 が 存 在 す る た め 、

こ れ ら の 懸 念 を 評 価 す る た め に 、 複 数 年 に わ た っ て 底 質 の 調 査 を 行 う

こ と を 推 奨す る と し てい る 4 6。   

 
4 5  Q u e d n o w,  K . ,  a n d  P ü t t m a n n ,  W.  ( 2 0 0 9 ) .  Te m p o r a l  c o n c e n t r a t i o n  c h a n g e s  o f  D E E T,  

T C E P,  t e r b u t r y n ,  a n d  n o n y l p h e n o l s  i n  f r e s h w a t e r  s t r e a m s  o f  H e s s e ,  G e r m a n y :  
p o s s i b l e  i n f l u e n c e  o f  m a n d a t o r y  r e g u l a t i o n s  a n d  v o l u n t a r y  e n v i r o n m e n t a l  
a g r e e m e n t s .  E n v i r o n m e n t a l  S c i e n c e  a n d  P o l l u t i o n  R e s e a r c h ,  1 6 ( 6 ) ,  6 3 0 - 6 4 0 .  

4 6  L a l o n d e ,  B . ,  a n d  G a r r o n ,  C .  ( 2 0 2 1 ) .  N o n y l p h e n o l ,  o c t y l p h e n o l ,  a n d  n o n y l p h e n o l  
e t h o x y l a t e s  d i s s e m i n a t i o n  i n  t h e  C a n a d i a n  f r e s h w a t e r  e n v i r o n m e n t .  A r c h i v e s  o f  
E n v i r o n m e n t a l  C o n t a m i n a t i o n  a n d  To x i c o l o g y,  8 0 ( 2 ) ,  3 1 9 - 3 3 0 .  
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2.2 .2 .8 PRTR 排 出 量 デ ー タの整理  

（１ ） N P 及び N P E の水 域 排 出量 及 び 排 出事 業 所 数の 推 移  

公 表 さ れ てい る 2 00 1 年 ～ 20 19 年 の P RT R デー タ から 、N P 及 び N P E を

水 域 に 排 出し て い た こと が あ る事 業 者 の 抽出 行 い 、N P の 環 境 モニ タ リン

グ に よ る 懸念 地 点 と の関 係 を 整理 し た 。P RT R デ ー タ は「 P RT R けん さく

ん（ Ve rs i on  2 . 0 . 0 .0）」及 び 各 年度 の 公 表 資料 （ 本 紙、 別 紙 、 他業 種 ） 4 7

を ダ ウ ン ロー ド し て 用い た 。  
各 年 度 の N P の 水 域 排出 量 の 合計 値 、 排 出 事 業 所 数を 、 河 川 への 排出

に つ い て 図 2 .2 . 2 . 8 - 1 に 、 海域 へ の 排出 につ い て 図 2 .2 . 2 . 8 - 2 に 示 す。 N P
は 非 懸 念 地点 の 上 流 部で の み 排出 さ れ て いた 。N P の 水域 へ の 排出 量 及び

事 業 所 数 は 、2 014 年 、2 016 年 に海 域 へ の 排出 量 が各 1 事 業 所 で増 加 した

も の の 、 減少 傾 向 で ある 。  
各 年 度 の N P E の 水 域排 出 量 の合 計 値、排出 事 業 所数 を 、河 川（ 複 数回

懸 念 地 点 ）へ の排 出 につ い て図 2 . 2 .2 .8 - 3 に 、河川（ 単 回 懸 念地 点 ）へ の

排 出 に つ い て 図 2 . 2 . 2 .8 - 4 に 、 河 川 （ 非 懸 念 地 点 ） へ の 排 出 に つ い て 図

2 .2 .2 .8 -5 に 、海 域 （ 非懸 念 地 点） へ の 排 出に つ い て図 2 . 2 . 2 .8 -6 に 示す 。

河 川 へ の 排出 事 業 所 数は 減 少 傾向 、 排 出 量 も 2 01 0 年 度 に 複 数回 懸 念地

点 上 流 部 への 排 出 量 が増 加 し たも の の 減 少傾 向 で ある 。 海 域 への 排 出 事

業 所 数 は 減少 傾 向 で ある 。海域 へ の 排出 量の 最 大 値は 減 少 傾 向で あ る が、

75 % i le 値 、中 央 値 は 増減 を 繰 り返 し て い る。  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
4 7  経 済 産 業 省 ( 2 0 2 1 ) P RT R 制 度 に 基 づ く 届 出 デ ー タ の 公 表 に つ い て ,  

h t t p s : / / w w w. m e t i . g o . j p / p o l i c y / c h e m i c a l _ m a n a g e m e n t / l a w / p r t r / 6 a . h t m l  
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図 2 . 2 . 2 .8 -1  N P の 河川 排 出 量の 合 計 値 及び 排 出 事業 所 数  

黒 四 角 ： N P 排 出 量 中 央 値 、 エ ラ ー バ ー ： 上 端 が 最 大 値 、 下 端 が 最 小 値 、 青 丸 ：
河 川 排 出 事 業 所 数  
 
 

 
図 2 . 2 . 2 .8 -2  N P の 海域 排 出 量の 合 計 値 及び 排 出 事業 所 数  

黒 四 角 ： N P 排 出 量 中 央 値 、 エ ラ ー バ ー ： 上 端 が 最 大 値 、 下 端 が 最 小 値 、 青 丸 ：
河 川 排 出 事 業 所 数   
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図 2 . 2 . 2 .8 -3  N P E の複 数 回 懸念 地 点 （ 河川 ） へ の 排 出 量 の 合計 値 及 び

排 出 事 業 所数  
青 四 角 ： N P E 排 出 量 の 7 5 % i l e 値 （ 上 端 ）、 中 央 値 （ 中 央 ）、 2 5 % i l e 値 （ 下 端 ）、 エ
ラ ー バ ー ： 上 端 が 最 大 値 、 下 端 が 最 小 値 、 青 丸 ： 複 数 回 懸 念 地 点 （ 河 川 ） の 上 流
部 に 排 出 し て い た 事 業 所 数 。 2 0 0 1～ 2 0 1 0 年 度 の 排 出 量 は 、 図 左 端 の 縦 軸 、 2 0 11
～ 2 0 1 9 年 度 の 排 出 量 は 、 図 中 央 の 縦 軸 を 参 照 。  
 
 
 

 

図 2 . 2 . 2 .8 -4  N P E の単 回 懸 念地 点 （ 河 川） へ の 排出 量 の 合 計値 及 び 排

出 事 業 所 数  
青 四 角 ： N P E 排 出 量 の 7 5 % i l e 値 （ 上 端 ）、 中 央 値 （ 中 央 ）、 2 5 % i l e 値 （ 下 端 ）、 エ
ラ ー バ ー ： 上 端 が 最 大 値 、 下 端 が 最 小 値 、 青 丸 ： 単 回 懸 念 地 点 （ 河 川 ） の 上 流 部
に 排 出 し て い た 事 業 所 数 。 2 0 0 1～ 2 0 0 6 年 度 の 排 出 量 は 、 図 左 端 の 縦 軸 、 2 0 0 7～
2 0 1 9 年 度 の 排 出 量 は 、 図 中 央 の 縦 軸 を 参 照 。  
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図 2 . 2 . 2 .8 -5  N P E の非 懸 念 地点 （ 河 川 ）へ の 排 出量 の 合 計 値及 び 排 出

事 業 所 数  
青 四 角 ： N P E 排 出 量 の 7 5 % i l e 値 （ 上 端 ）、 中 央 値 （ 中 央 ）、 2 5 % i l e 値 （ 下 端 ）、 エ
ラ ー バ ー ： 上 端 が 最 大 値 、 下 端 が 最 小 値 、 青 丸 ： 複 数 回 懸 念 地 点 （ 河 川 ） の 上 流
部 に 排 出 し て い た 事 業 所 数 。 2 0 0 1～ 2 0 0 8 年 度 の 排 出 量 は 、 図 左 端 の 縦 軸 、 2 0 0 9
～ 2 0 1 9 年 度 の 排 出 量 は 、 図 中 央 の 縦 軸 を 参 照 。  
 
 
 

 
図 2 . 2 . 2 .8 -6  N P E の非 懸 念 地点 （ 海 域 ）へ の 排 出量 の 合 計 値及 び 排 出

事 業 所 数  
青 四 角 ： N P E 排 出 量 の 7 5 % i l e 値 （ 上 端 ）、 中 央 値 （ 中 央 ）、 2 5 % i l e 値 （ 下 端 ）、 エ
ラ ー バ ー ： 上 端 が 最 大 値 、 下 端 が 最 小 値 、 青 丸 ： 複 数 回 懸 念 地 点 （ 河 川 ） の 上 流
部 に 排 出 し て い た 事 業 所 数 。 2 0 0 1～ 2 0 0 7 年 度 の 排 出 量 は 、 図 左 端 の 縦 軸 、 2 0 0 8
～ 2 0 1 9 年 度 の 排 出 量 は 、 図 中 央 の 縦 軸 を 参 照 。  
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（２）複 数回 懸 念 地 点と PRTR 水域排出事業者の関係  

2013 年 ～ 20 19 年度 の環 境 モ ニタ リ ン グ で P N E C ( a )を 超 過し た地 点（表

2 .2 .2 .1 -6） の上 流 に 立地 し て いた 1 3 事 業者 を 表 2 . 2 . 2 . 8 -1 に示 す 。  
D 3、 N 1、 N 7、 N 8、 Q 3、 Q 5 流 域に N P E が水 域 排 出さ れ て い た 。 Q 5 流

域の 3 事 業者 は 20 0 1～ 2 003 年 度、 Q 3 流域 の 1 事業 者は 2 003 年 度 、 N 7
流域 の 2 事 業 者は 2 001～ 2 005 年度 の 排 出で あ り 、環 境 モ ニ タリ ン グ デ

ータ が ある 201 3 年 度以 降 に は排 出 さ れ てい な か った 。D 3 流域 で は 20 14
年 度 ま で 、 N 1 流 域 で は 2 01 7 年度 ま で 、 N 8 流 域 で は 20 1 9 年度 ま で 水域

への 排 出 が あ っ た 。  
N 7、 Q 5 流 域 で は 環 境モ ニ タ リン グ に よ る N P 濃 度が 2 019 年ま で 高 い

ま ま 推 移 して お り、 N P E の排 出 量 の推 移 とは 直 接 的な 関 係 は みら れ な か

っ た が 、排出 さ れた N P E が底 質 に 蓄積 さ れて い る 場合 に は 、環境 モ ニ タ

リ ン グ 結 果に 影 響 す る可 能 性 があ る 。  
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表 2 . 2 . 2 .8 -1 複 数回 懸念 地 点 上流 に 立 地 する 200 1～ 201 9 年 度に 水 域 排出 が あ っ た P RT R 事 業者  

事 業 者  業 種  排 出 先  
水 域 名  

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
地 点  

年 度 別 N P E 排 出 量 （ k g /年 ）  N P E
総 排
出 量
( k g )  

2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 11  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  

事 業 者 1  化 学 工 業  D 3  D 3 - 1  -  -  -  -  -  0 . 1  0 . 1  0 . 1  0 . 1  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  0 . 4  
事 業 者 2  化 学 工 業  D 3  D 3 - 1  4 7  0  1 3  6  1 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7 6  
事 業 者 3  窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業  D 3  D 3 - 1  9 4  7 7  7 9  7 6  7 6  4 6  -  3 9  2 6  2 8  1 8  1 6  1 4  8 . 9  -  -  -  -  -  5 9 7 . 9  
事 業 者 4  繊 維 工 業  D 3  D 3 - 1  1 5 0 0  -  2 2 0  2 3  2 5  1 7  1 6 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 9 4 5  
事 業 者 5  輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業  N 1  N 1 - 1  -  -  -  -  1 6 0  3 3 0  3 3 0  2 5 0  1 9 0  1 7 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  11 0  1 2 0  9 1  9 8  -  -  3 6 7 9  
事 業 者 6  化 学 工 業  N 7  N 7 - 1  8 7  3 5  2 9  1 0  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 6 9  
事 業 者 7  化 学 工 業  N 7  N 7 - 1  6 7  6  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7 4  
事 業 者 8  金 属 製 品 製 造 業  N 8  N 8 - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 0  11  1 0  1 3  11  1 0  9  1 0  11  11  1 0 6  
事 業 者 9  化 学 工 業  N 8  N 8 - 1  0 . 7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 . 7  
事 業 者 1 0  輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業  Q 3  Q 3 - 1  -  -  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
事 業 者 11  繊 維 工 業  Q 5  Q 5 - 2  -  -  5 3  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5 3  
事 業 者 1 2  化 学 工 業  Q 5  Q 5 - 2  2 2  0  2 8 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -  -  -  3 0 2  
事 業 者 1 3  繊 維 工 業  Q 5  Q 5 - 2  1 7 0 0  1 3 0 0  1 5 0 0  0  0  0  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4 5 0 0  
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2.2 .2 .9 懸 念 地 点 を 含 む 流 域の NPE 発生源解析  

P N E C 値（ a）の 場 合 に、 20 13～ 20 19 年 度で ５ 回 以上 P E C / P N E C≧ 1 と

なっ た ９ 地点 ５ 地 域 （ P N E C 値 （ b） の場 合に は ３ ～７ 回 P E C /P N E C≧ 1）
に つ い て 、排 出 源 を 把握 す る ため に 、下 水道 の 普 及状 況 、P RT R 届出 事業

所 、水 質 汚 濁 防止 法 の特 定 事 業場 4 8、下 水処 理 場 、廃 棄物 処 理施 設 の 立

地 状 況 を 調査 し た 。 また 、 排 水量 が 小 さ く、 水 質 汚濁 防 止 法 の特 定 施設

を 持 た な いも の の 、業種 別 使 用実 態 の 調 査か ら N P E 含 有 製 品が 使 用 され

て い る 可 能性 が あ る 、自 動 車 整 備 工 場 の 立 地 状 況 を調 査 し た 。さ ら に、

N P E が 含 有 さ れて い る農 薬 が あ る こ と か ら、各 地 域の 公 園、緑地 、ゴ ル

フ 場 に お ける 農 薬 の 使用 状 況 を調 査 し た 。  
 

（１ ） F 6 流 域  

① 流 域 の 特徴  

F 6 流 域 は山 間 部 を 水源 と し 、中 流域 で 放水 路 と 本川 に 分 流 して 別 の 河

川 に 合 流 する 流 路 延 長 1 2 .1  k m の一 級 河 川で あ る 。 上 流 は 森 林 、 水 田が

多 く 、 下 流は 建 物 用 地が 多 い 。  
最 下 流 に ある モ ニ タ リン グ 地 点に お い て 、 20 13～ 2 019 年 度 の N P 濃度

が７ 年 連 続 で P N E C（ a）及 び（ b）を 超 過し た 。モ ニ タ リン グ懸 念 地 点の

流量 は 0 .04 1～ 1 . 9  m 3 / s で あり 、夏 季 に増 加す る 傾 向が あ る 。なお 、モ ニ

タ リ ン グ 懸念 地 点 は 生活 環 境 の保 全 に 関 する 環 境 基準 の 水 生 生物 に 係る

水 域 類 型 指定 は さ れ てい な い 。  

② P RT R 届出 事 業 者 ・水 濁 法 特定 事 業 場 ・自 動 車 整備 工 場 か ら の N P E 排

出 可 能 性  

F 6 流域 に 水 質汚 濁 防止 法 の 特定 事 業 場 は 3 2 か所 （ 自 動式 車両 洗 浄 施

設 11、 洗 濯 業 ７ 、 旅 館業 ４ ） 立地 し て い たが 、 N P 及び N P E を取 り 扱 う

P RT R 届 出 事 業 所 は 立 地 し て い な か っ た 。 経 済 産 業 省 が 実 施 し た 業 界 団

体 へ の ヒ アリ ン グ 結 果か ら 、自動 式 車 両 洗浄 施 設 では N P E 含有 洗 浄 剤は

使 用 さ れ てい な い が 、洗濯 業 では 一 部 の ラン ド リ ー用 合 成 洗 剤に N P E 含

有 洗 浄 剤 が使 用 さ れ てい る 。 また 、 販 売 先地 域 に 含ま れ て お り、 流 域の

洗 濯 業 施 設か ら N P E が排 出 され て い る 可能 性 は 否定 で き な い。  
F 6 流域 に 自 動車 整 備工 場 は 43 か 所立 地し て お り、 規 模 の 大き な 5 事

業 者 に N P E を 含 有 す る 製 品 の 使 用 状 況 に つ い て ヒ ア リ ン グ 調 査 を 行 っ

た 結 果 （ 2 .2 .2 .3 参 照 ）か ら 、 1 事 業者 で ごく 稀 に 使用 さ れ る 鉄粉 除 去 剤

（ 1  L /年）が ある こ と、1 事 業者 で 過去 に衣 類 用 洗浄 剤 と し て使 用 さ れて

い た こ と がわ か っ た 。し か し 、鉄 粉 除 去 剤は 廃 油 とし て 回 収 され る こと

か ら 、 水 域へ 排 出 さ れる 可 能 性は 低 い と 考え ら れ た。  

 
4 8  水 質 汚 濁 防 止 法 （ 水 濁 法 ） は 、 1 9 7 0 年 に 、 公 共 用 水 域 及 び 地 下 水 の 水 質 汚 濁

の 防 止 を 図 り 、 国 民 の 健 康 保 護 と 生 活 環 境 の 保 全 等 を 目 的 と し て 制 定 さ れ た 法
律 。 7 4 業 種 に つ い て 政 令 で 定 め ら れ た 特 定 施 設 を 有 す る 事 業 場 を 特 定 事 業 場
と い い 、 水 濁 法 で は 特 定 事 業 場 か ら 排 出 さ れ る 水 に つ い て 、 排 水 基 準 以 下 の 濃
度 で 排 水 す る こ と を 義 務 付 け て い る 。  
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③ 下 水 処 理場 ・ 廃 棄 物処 理 施 設  

懸 念 地 点 上流 部 に 処 理水 を 排 出し て い る 下水 処 理 場は 1 か 所 立地 して

いた 。 F 6 流域 の 下 水道 は 分 流一 部 合 流 式 4 9であ り 、 雨天 時 に下 水 処 理

場 の 処 理 能力 を 超 え る汚 水 及 び雨 水 は 、 懸念 地 点 上流 部 の 1 か所 か ら 排

出 さ れ る 。 流 域 に は N P 及び N P E を 取 り扱 う P RT R 届 出事 業者 が 立 地し

て い な い が、 P RT R です そ 切 り以 下 の 小 規模 事 業 者が 下 水 道 に N P、 N P E
を 排 出 し てい る 場 合 、 N P、 N P E の 発 生 源と な る 可能 性 が あ る。  

廃 棄 物 処 理施 設 は 、中間 処 理 事業 場 が 1 か所 立 地 して い た が 、切断（廃

プ ラ ス チ ック 類 、 ゴ ムく ず 、 金属 く ず 、 ガラ ス く ず・ コ ン ク リー ト くず

及 び 陶 磁 器く ず ）、圧縮（ 金属 く ず）の みを 行 っ てお り 、N P、N P E の 排 出

源 と な る 可能 性 は 低 いと 考 え られ る 。  

④ N P E 含 有 農 薬の 使 用  

N P E 含有 農 薬 の使 用 につ い て は、202 0 年 度の 調 査 にお い て 、河川 沿 い

の 街 路 樹 の殺 虫 剤 と して 2 回 /年の 頻 度 で使 用 さ れて い た 。この う ち 、デ

ィ プ テ レ ック ス 乳 剤 に N P E が 含 ま れて おり 、 N P E の 排 出 量 とし て は 88  
g /年 であ っ た 。 排 出 量と し て は他 地 域 の P RT R 推 計 排出 量 と比 較 し て少

な い（ 2 . 2 . 2 .5 参 照）もの の 、河 川水 中 濃 度に ど の 程度 寄 与 し てい る か 検

証 す る 必 要が あ る と 考え ら れ る。  
 

（ ２ ） G 3 流 域  

① 流 域 の 特徴  

G 3 流域 は 上 流部 が 暗渠 と な って お り、下流 部 で 放水 路 と 本 川に 分 流 し

て別 の 河 川 に 合 流 す る流 路 延長 4 . 3  km の一 級 河 川で あ る。暗渠 か ら 地上

に 出 た 直 後に あ る モ ニタ リ ン グ地 点 に お いて 、20 13～ 2 019 年 度の モ ニタ

リ ン グ 濃 度が 7 年 連 続で P N E C（ a）及 び（ b）を 超 過し た。モ ニタ リ ン グ

懸 念 地 点 の流 量 は 0 . 01～ 0 . 8  m 3 / s で あり 、秋 季 に 増加 す る 傾 向が あ る 。

モ ニ タ リ ング 懸 念 地 点は 、 生 活環 境 の 保 全に 関 す る環 境 基 準 の水 生 生物

に 係 る 水 域類 型 指 定 はさ れ て いな い 。  

② P RT R 届 出 事業 者 ・水 濁 法 特定 事 業 場 ・自 動 車 整備 工 場 か らの N P E 排

出 可 能 性  

2020 年 度に 実 施 し た調 査 に より 、 G 3 流域 に は 水質 汚 濁 防 止法 の 特定

事業 場 が 12 か 所（ 自動 式 車 両洗 浄 施 設 ３ 、旅 館 業 ３ 、洗 濯 業 ２ ）立 地 し

てい る こ とが 確 認 さ れて い る 。 経 済 産 業 省が 実 施 した 業 界 団 体へ の ヒア

リ ン グ 結 果か ら 、自 動式 車 両 洗浄 施 設 で は N P E 含 有洗 浄 剤 は使 用 さ れて

い な い が 、洗 濯 業 で は一 部 の ラン ド リ ー 用合 成 洗 剤に N P E 含有 洗 浄 剤が

使 用 さ れ てい る 。 ま た、 販 売 先地 域 に 含 まれ て お り、 流 域 の 洗濯 業 施設

 
4 9  分 流 式 ： 汚 水 と 雨 水 を 別 々 の 管 渠 系 統 で 排 除 す る 方 式 、 合 流 式 ： 汚 水 と 雨 水

を 同 一 の 管 渠 系 統 で 排 除 す る 方 式 （ 国 土 交 通 省 ,  下 水 道 施 設 の 構 成 と 下 水 の 排
除 方 式 ,  h t t p s : / / w w w. m l i t . g o . j p / c r d / s e w e r a g e / s h i k u m i / k o u s e i - h a i j o . h t m l）  
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から N P E が排 出 さ れて い る 可能 性 は 否 定で き な い。  
G 3 流域 に P RT R 届 出事 業 所 は 立 地 し て いな か っ た。自 動車 整備 工 場 は

17 か 所 が 立 地 し て いた 。  

③ 下 水 処 理場 ・ 廃 棄 物処 理 施 設  

G 3 流域 に は 下水 処 理場 及 び 廃棄 物 処 理 施設 は 立 地し て い な かっ た 。  

④ N P E 含 有 農 薬の 使 用  

2020 年 度の 調 査 に より 、公園 、緑地 、街路 樹 に 農薬 は 使 用 され て いな

い こ と 、流域 内 の 競 馬場 で 使 用さ れ て い る農 薬 に N P E が 含 有さ れ て いな

い こ と が 確認 さ れ て いる 。  
 
（３ ） J1 流域  

① 流 域 の 特徴  

J1 流 域 は 湧水 を 水 源 とし 、 別 の河 川 に 流 入す る 流 路延 長 11 .1  km の一

級 河 川 で あ る 。 最 下 流 に 立 地 す る モ ニ タ リ ン グ 懸 念 地 点 の 流 量 は -1 . 1～
2 .9  m 3 / s で あり 、 春 季に 増 加 する 傾 向 が ある 。 ま た、 モ ニ タ リン グ 懸念

地 点 は 、生 活 環 境の 保全 に 関 する 環 境 基 準の 水 生 生物 に 係 る 水域 類 型「 生

物 B」 に 指定 さ れ て いる 。  

② P RT R 届 出 事業 者 ・水 濁 法 特定 事 業 場 ・自 動 車 整備 工 場 か らの N P E 排

出 可 能 性  

J1 流 域に 水 質 汚濁 防止 法 の 特定 事 業 場 は 4 4 か 所 （ 畜産 農 業関 連 施 設

13、 自 動 式車 両 洗 浄 施設 ９ 、 洗濯 業 ７ 他 ）立 地 し てい た 。 経 済産 業 省が

実 施 し た 業 界 団 体 へ の ヒ ア リ ン グ 結 果 か ら 、 自 動 式 車 両 洗 浄 施 設 で は

N P E 含 有 洗 浄 剤は 使 用さ れ て いな い が、洗濯 業 で は一 部 の ラ ンド リ ー 用

合成 洗 剤に N P E 含 有洗 浄 剤 が使 用 さ れ てい る 。また 、販 売 先地 域 に 含ま

れ て お り 、流 域 の 洗 濯業 施 設 から N P E が排 出 さ れて い る 可 能性 は 否 定で

き な い 。  
J1 流 域 に P RT R 届 出 事業 所 は 立地 し て い なか っ た。 自 動 車整 備工 場 は

34 か 所 立地 し て い た。  

③ 下 水 処 理場 ・ 廃 棄 物処 理 施 設  

J1 流 域 に は 、 下 水 処 理 場 及 び 廃 棄 物 処 理 施 設 は 立 地 し て い な か っ た。

J1 流 域 の 下水 道 は 、流域 下 水 道で あ る 。沿岸 部 の 下水 処 理 場 で処 理 さ れ、

海域 に 排 水さ れ て い る。 一 部 、合 流 式 の 地域 が あ るが 、 い ず れも 流 域外

の沿 岸 地 域で あ り 、 雨天 時 越 流水 は 海 域 に排 水 さ れて い る 。  

④ N P E 含 有 農 薬の 使 用  

J1 流 域 に つ い て は 、 流 域 内 で ゴ ル フ 場 に 散 布 さ れ る 農 薬 に 由 来 す る

N P E の 流入 が 考 えら れた こ と から 、 ゴ ル フ場 に お ける 20 13～ 20 20 年 度

の N P E 含有 農 薬 の 使用 実 績 を調 査 し た （ 2 .2 . 2 . 2（ ３ ） 参照 ）。 ３ か所 の

ゴ ル フ 場 で 、N P E 含 有が 確 認 され て い る ３ 種 類 の 農薬 が 使 用 され て いた
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が、N P E の含 有 量、希釈 倍 率、散 布量 、散布 面 積 から 計 算 さ れ た 201 3～
2020 年 度の N P E の 総排 出 量は 14 .9  g で あっ た 5 0。  
 
（４ ） N 7 流 域  

① 流 域 の 特徴  

N 7 流域 は 、自 己水 源 を持 た な い農 業 用 排 水路 兼 用 の河 川 で 、海域 に 流

入 す る 流 路延 長 4 1  k m の 二 級河 川 で ある 。 下 流 部 に立 地 す る モニ タ リ ン

グ懸 念 地 点の 流 量 は 2 .0～ 7 8 . 8  m 3 / s であ り、春 季に 増 加 する 傾向 が あ る。

N 7 流域 で は 支川 か ら本 川 へ の流 入 が 排 水機 場（表 2 . 2 . 2 .9 - 7）によ っ て制

御 さ れ て いる 。また 、最 下 流に 水 閘 門が あり 、 ( a )高潮 、津波 の時 に 海 水

の 河 川 へ の流 入 を 防 ぐ 、(b )洪 水 時 に河 川 の水 を 海 に流 し 洪 水 を防 ぐ 、( c )
干 潮 時 に 河川 の 水 位 を下 げ る 、 ( d )船 が 通 行で き る よう に す る 、と い う 役

割 を 担 っ てい る 。 こ のた め 、 支川 か ら 本 川、 本 川 最下 流 か ら 海域 へ の水

流は 、 間 欠的 と な っ てい る 。 また 、 中 流 部 の 水 位 と水 閘 門 内 側の 水 位差

は 水 閘 門 の開 放 時 に 20  cm 程度 差 が ある も の の、 そ れ 以 外の 時 は 数  c m
であ り 、 水流 が 滞 り やす い 環 境で あ る と 考え ら れ る。  

モ ニ タ リ ング 懸 念 地 点は 、 生 活環 境 の 保 全に 関 す る環 境 基 準 の水 生生

物 に 係 る 水域 類 型 「 生物 B」 に指 定 さ れ てい る 。  

② P RT R 届 出 事業 者 ・水 濁 法 特定 事 業 場 ・自 動 車 整備 工 場 か らの N P E 排

出 可 能 性  

N 7 流 域は 、 下 水道 の普 及 率 が低 い 地 域 （ 20 16 年 度で 54 .9 %）で あ り、

水 質 汚 濁 防止 法 の 特 定事 業 場 は 64 か 所 （自 動 式 車両 洗 浄 施 設 21、 し尿

処 理 施 設 ９ 、 洗 濯 業 ４ 、 酸 又 はア ル カ リ によ る 表 面処 理 施 設 ・電 気 メッ

キ施 設 ５）立 地し て いた 。また 、過 去に N P E を水 域 に 排出 し てい た P RT R
届 出 事 業 所が ２ か 所 立地 し て おり 、 そ れ ぞれ 、 200 1～ 20 03 年で 74  kg 及

び 20 01～ 20 05 年で 169  kg の 排 出 があ っ た。自 動 車整 備 工 場 は 53 か所 立

地 し て い た。  

③ 下 水 処 理場 ・ 廃 棄 物処 理 施 設  

N 7 流域 に は、懸 念 地 点上 流 部 に処 理 水 を 排出 す る 下水 処 理 場 が １ か所

立 地 し て いた 。N 7 流 域の 公 共 下水 道 は 合 流一 部 分 流式 で あ り 、雨 天時 に

下 水 処 理 場の 処 理 能 力を 超 え る汚 水 及 び 雨水 は 、 懸念 地 点 上 流部 に 排出

さ れ て い る 。 2020 年 度の 下 水 処理 場 へ の 流入 量 、処 理 水 量、簡易 処 理 放

流 量 、 雨 水 放 流 量 を 月 単 位 で み る と 、 最 大 で 28 %の 下 水 （ 汚 水 ＋ 雨 水 ）

が 簡 易 処 理（ 沈砂 池 、最 初 沈殿 池、消 毒 ）、 27 .4 %の下 水 が未 処理（ 沈砂

池 ）で N 7 流 域に 排 水さ れ て いた 。ま た 、 N 7 流域 下 流 部は 流域 下 水 道の

区 域 内 に ある が 、 2 0 19 年 度 末の 下 水 道 への 接 続 割合 は 2 1 . 1 %であ っ た。

生 活 系 排 水の 大 部 分 は浄 化 槽 で処 理 さ れ 、支 川 又 は排 水 機 場 を通 し て、

N 7 に 排 水 さ れて い る。  

 
5 0  N P E 排 出 量 （ g） =  （ N P E 含 有 量 （ g / m L） /希 釈 倍 率 ） ×散 布 量 （ m L / m 2） ×散

布 面 積 （ m 2）  
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N 7 流域 に 、廃 棄 物処 理施 設 は ３ か 所 立 地 して い た。廃 プ ラス チッ ク 類、

金 属 く ず 、ガ ラ ス く ず、 コ ン クリ ー ト く ず、 陶 磁 器く ず 、 紙 くず 、 木く

ず、繊 維く ず の 破砕 、切 断 、選 別 、成 型 が行 わ れ てお り 、N P 及び N P E の

排 出 源 と なる 可 能 性 は低 い と 考え ら れ る 。  
 
（５ ） Q 1・ Q 4・ Q 5・ Q 7 流 域  

① 流 域 の 特徴  

Q 5 流域 は 、別 の河 川 から の 導 水が 水 源 と なっ て お り 、都市 部 を流 れ て

Q 4 流域 に 流入 す る 流路 延長 17 .4  km の 一級 河 川 であ る 。 Q 7 は中 流 域で

Q 5 と 分岐 し 、 Q 4 流 域に 流 入 する 。 Q 5 流域 に は 、 Q 7 と分 岐後 に 、 二つ

の支 川 が 合流 す る 。 下流 部 は 感潮 域 で あ り、 モ ニ タリ ン グ 懸 念地 点 の流

量 は 測 定 され て い な い。 モ ニ タリ ン グ 懸 念地 点 よ りも 上 流 の 中流 域 の流

量は 0 .0 67～ 2 .8  m 3 / s であ り 、夏 季 に増 加 する 傾 向 があ る 。モ ニタ リ ン グ

懸念 地 点 は生 活 環 境 の保 全 に 関す る 環 境 基準 の 水 生生 物 に 係 る水 域 類型

指 定 は さ れて い な い 。  
Q 1 流 域 は 、別の 二 つ の河 川 を 結ぶ 流 路 延 長 2 .7  k m の 一 級 河川 であ る 。

感 潮 河 川 であ り 、20 00 年 に 設置 さ れ た 水門 に よ り 水 位 を 一 定の 範 囲 内で

制 御 し て いる 。 満 潮 の前 後 １ 時間 か ら 1 00 分 間 未満 で 上 流 側 の 水 門 を開

け て 導 水 を行 う と 、 溶存 酸 素 （ D O） 濃 度 5  m g /L 以上 の 水 を導 入 で きる

こと 、 春 から 秋 は D O の消 費 速度 が 大 き いた め 、 水門 開 閉 に よる 導 水の

効 果 は 限 られ る こ と 、下 流水 門 は 内外 水 位差 が 0 .15  m 以上 ある と き に開

門 す る こ とで 塩 水 を 排水 で き るこ と 等 が 実験 的 に 確認 さ れ て いる 。 流量

は 測 定 さ れて い な い 。 モ ニ タ リン グ 懸 念 地点 は 生 活環 境 の 保 全に 関 する

環 境 基 準 の水 生 生 物 に係 る 水 域類 型 「 生 物 B」 に 指定 さ れ て いる 。  
Q 4 流域 は 、治 水 を 目的 と し て開 削 さ れ た運 河 で 、流 路 延長 11 .6  km の

一 級 河 川 であ る 。 水 源は 別 の 河川 か ら 取 水さ れ た 農業 用 水 で 、 二 つ の支

川を 通 り 、本 川 に 合 流す る 。 下流 部 は 感 潮域 で あ り、 モ ニ タ リン グ 懸念

地 点 の 流 量は 測 定 さ れて い な い。 モ ニ タ リン グ 懸 念地 点 よ り も上 流 の 中

流 域 の 流 量は 0～ 30 . 3  m 3 / s で あり 、夏 季 に増 加 す る傾 向 が あ る 。 モ ニタ

リ ン グ 懸 念 地 点 は 生 活環 境 の 保全 に 関 す る環 境 基 準の 水 生 生 物に 係 る水

域 類 型 指 定は さ れ て いな い 。  

② P RT R 届 出 事業 者 ・水 濁 法 特定 事 業 場 ・自 動 車 整備 工 場 か らの N P E 排

出 可 能 性  

モ ニ タ リ ング 懸 念 地 点が あ る Q 1・ Q 4・ Q 5・ Q 7 流 域 の下 流 部 は 、下水

道 の 普 及 率が 非 常 に 高く（ 99 .9 %）、水 質 汚濁 防 止 法の 特 定 事 業場 は 立地

し て い な かっ た 。Q 5・Q 7 流 域上 流 部 は 下水 道 普 及率 が 9 2 .9 %、接続 率 が

89 . 9%、 Q 4 流 域 上流 ・中 流 部 は下 水 道 普 及率 が 99 .9 %で あ り 、水 濁 法 の

特 定 事 業 場 が 2 21 か 所立 地 し てい た 。ま た、過 去に N P E を 水 域に 排 出し

てい た P RT R 届 出事 業所 が Q 5 流 域 上流 部 に 3 か所 立 地し て おり 、 そ れ

ぞれ 、 2003 年 に 53  kg、 20 01、 20 02 年 に合 計 3 02  kg 及び 2 001～ 2 003 年

で合 計 4 ,50 0  kg の 排 出が あ っ た （ 表 2 .2 . 2 .9 -1 4）。 Q 1・ Q 4・ Q 5・ Q 7 流域

に自 動 車 整備 工 場 は 377 か 所立 地 し て いた 。  
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③ 下 水 処 理場 ・ 廃 棄 物処 理 施 設  

Q 1・ Q 4・ Q 5・ Q 7 流 域の 下 水 道は 合 流 一 部分 流 式 であ り 、 雨 天時 に下

水 処 理 場 の処 理 能 力 を超 え る 汚水 及 び 雨 水は 、 懸 念地 点 上 流 部に 排 出さ

れて い る 。下 水 処 理 場 は 、 ５ か所 が 流 域 内に 立 地 して い る 。 ３ か 所 の下

水 処 理 場 では 、 高 度 処理 水 を 水量 の 少 な い 河 川 に 浄化 用 水 と して 導 水し

て い た 。雨 天 時 には 抽水 所 や ポン プ 場 か ら雨 水 及 び汚 水 が 排 出 さ れ る 他、

一 部 が 簡 易処 理 の み で排 出 さ れて い た 。  
Q 1 流域 は 合 流式 下 水道 の 地 域で あ り、下水 処 理 場で 受 け 入 れで き な い

量 の 雨 水 及び 汚 水 は 、雨 水 吐 口か ら 河 川 に 排 水 さ れて い る 。 モニ タ リン

グ 懸 念 地 点 の 上 流 部 には 27 か 所の 雨 水 吐口 が 存 在し て い た が、 20 15 年

に 地 下 雨 水貯 留 施 設 が整 備 さ れ、 現 在 は 13 か所 と な って いる 。  
Q 1・ Q 4・ Q 5・ Q 7 流 域に 、廃 棄物 処 理 施 設は 、中 間処 理 事 業 場が 28 か

所 立 地 し てい た 。 こ のう ち 2 1 事 業 場 で は 、 廃 プ ラス チ ッ ク 類、 金 属く

ず 、 ガ ラ スく ず 、 紙 くず 、 木 くず 、 繊 維 くず の 破 砕、 切 断 、 選別 、 成型

が 行 わ れ てお り 、 N P 及 び N P E の 排 出 源と な る 可能 性 は 低 いと 考 え られ

る。 一 方 で、 汚 泥 、 廃油 、 廃 酸、 廃 ア ル カリ の 中 間処 理 施 設 が ７ か 所あ

り、 N P 及 び N P E 含 有産 業 廃 棄物 を 受 け 入れ て い た場 合 で 、 排水 が 発生

す る 場 合 には 、 N P 及び N P E の 発 生源 とな る 可 能性 は 否 定 でき な い 。な

お、 ２ か 所は 、 水 濁 法の 特 定 事業 場 で も あり 、 排 水処 理 方 法 は不 明 であ

る が 、 排 水が 河 川 に 排出 さ れ てい る 。  

④ N P E 含 有 農 薬の 使 用  

Q 1・ Q 4・ Q 5・ Q 7 流 域の ４ か 所の 公 園 に おい て N P E が 含 有 され て いる

可 能 性 の ある 農 薬 の 使用 が 確 認さ れ た が 、 流 域 内 に、 降 雨 時 に排 水 が流

入 す る 可 能性 が あ る 公園 は １ か所 で あ っ た。ま た 、現 在 は N P E が含 まれ

て い な い 農薬 が 使 用 され て お り、農 薬 由 来の N P E が、モ ニ タ リン グ 地点

の N P 濃 度に 寄 与 し てい る 可 能性 は 非 常 に低 い と 考え ら れ る（ 2 . 2 .2 .2（２）

参 照 ）。  

⑤ 河 川 底 質浚 渫 の 実 施状 況  

過 去 に 排 出さ れ た N P 又 は N P E が 底 質 中 に蓄 積 さ れて 現 在 も 水中 に溶

出 し て い る可 能 性 が 否定 で き ない こ と か ら、 河 川 の水 質 改 善 の目 的 で実

施 さ れ て いる 河 川 底 質の 浚 渫 と、 環 境 モ ニタ リ ン グの 結 果 の 関係 を 調査

した 。  
Q 5 流 域 で は 2 01 3 年 10 月 ～ 20 19 年 ２ 月 に、 Q 5- 2 地 点 の 0 .5～ 2  k m 上

流 部 の 範 囲で 合 計 8 , 200  m 3 の 底質 が 浚渫 され 、 2 020 年 11 月 ～ 20 21 年１

月に 、 Q 5 -1 地 点 ～ 1 50  m 上 流部 の 範 囲で 合計 2 ,5 00  m 3 の 底質 が浚 渫 さ れ

てい た 。 Q 7 流 域で は 2 020 年 11 月 ～ 2 0 21 年３ 月 に、 Q 7- 1 地点 ～ 0 .3  k m
上 流 部 の 範囲 で 2 65  m 3 の底 質 が 浚渫 さ れて い た 。  

N P 濃 度 は Q 5 -2 地 点 で ７ 回 連 続、 Q 5- 1 地点 で は 201 6 年を 除く ６ 回 、

Q 7-1 地 点で は 2 016 年及 び 2 017 年 を 除 く ５ 回 、 P N E C 値（ a）及 び （ b）
の 両 方 の 場合 に お い て P E C /P N E C≧ 1 と なっ て お り、 底 質 の 浚渫 に よる

N P 濃 度 の 低下 傾 向 はみ ら れ ない 。  
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Q 1 流域 で は 、 20 15 年 8 月 ～ 2 019 年 11 月に 、 0 .9～ 3 .5  km 上流 部 の 範

囲 で 合 計 16 ,8 00  m 3 の底 質 が 浚渫 さ れ て い た 。 Q 1 -1 地 点で は、 P N E C 値

（ a）の 場 合は 20 18 年以 降 、P N E C 値（ b）の場 合 は 20 17 年以 降、P E C /P N E C
≧ 1 と な っ てい な い 。  

Q 5 流 域 で 実 施 され た調 査 に よる と 底 質 の深 さ は 8 0  c m 以 下の 地 点 が

多い 。 浚 渫 量 を 浚 渫 面積 で 除 して 、 浚 渫 によ り 除 去し た 底 質 の深 さ を算

出 す る と 、 ６ か 所 中 ５ か 所 で は 5 8  c m～ 99  c m と なり 大 部 分 の底 質 が除

去 さ れ て いた と 推 測 され る 。 一方 で 、 底 質の 堆 積 ・浸 食 状 況 を調 査 した

結果 に よ ると 、 Q 5 流域 で は １ か 月 で 数 c m～ 10  cm 程 度 、底 質 が 堆積 す

るこ と か ら、 浚 渫 が 実施 さ れ てい る 地 点 では 、 N P や N P E が 排出 さ れて

い た 当 時 の古 い 底 質 は残 っ て いな い 可 能 性が 考 え られ る 。  
Q 5 流域 と Q 1 流 域 で は、雨 天時 越 流 水対 策の 実 施 状況 が 異 な るこ と か

ら 、底 質 の除 去 よ り も雨 水 と とも に 流 入 する 汚 水 を減 ら す 方 が 、N P 濃度

の 低 減 に 効果 が あ る 可能 性 が 示唆 さ れ る 。  
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2.2 .2 .10 NP 及 び NPE の 規制について  

（ １ ） 欧 州に お け る 規制  

１） 欧 州 の法 体 系 5 1 , 5 2  

E U（ 欧 州 連 合）の 法 律は 、一 次 法（ 条 約 と一 般 的 な法 律 原 則 ）、二 次法

（ 条 約 に 基づ く 法 律 ）、 補 足法 に 分 けら れる 。  
・ 一 次 法（ 条 約）： E U の設 立条 約 や 改正 条約 に 当 たる 基 本 条 約。 日 本で

言 え ば 憲 法に 相 当 す る。  
・二 次 法：一 次法（ 条約 ）を根 拠 に 制定 され 、E U 域 内 で直 接・間 接的 に

企 業 や 個 人を 規 制 す る法 令 。規 則（ R eg u la t i on）、指 令（ D i re c t iv e）、決

定（ D e c i s i on）、 勧告 （ R ec om m end a t ion）、意 見（ O pi n io n） の 5 種 類 が

ある 。  
 

規則 （ R egu l a t ion）：  
規則 が 適 用さ れ る 者（私 人 、加 盟 国、E U 機関 ）は 完全 に 遵守 しな

け れ ば な らな い 。 規 則は 、 発 効と 同 時 に E U 域 内 の国 、 企 業等 を 直

接規 制 し、E U 加 盟 各 国の 国 内 法よ り も 優 先し て 適 用さ れ る。R E A C H
規 則 は こ れに 該 当 す る。  

指令 （ D i re c t i ve）：  
E U 加盟 国間 で の 規 制内 容 の 統一（ 調 整 ）を目 的 と する 法 令 で 、達

成 す べ き 結果 に 関 し て拘 束 力 を持 つ が 、 形式 や 方 法の 選 択 は 各国 当

局 に 委 ね られ て お り 、国 内 法 への 置 き 換 えが 必 要 とな る 。 W E E E 指

令や R oH S 指 令な ど 。  
決 定 （ D e c i s i on）：  

E U 加盟 国内 の 特 定 の国 、企業 、個人 な どに 限 定 して 宛 て ら れる 法

令 。（ 法 令 を遵 守 す る必 要 が ある の は 、その 特 定 され た 国 や 企業 な ど

のみ ） R oH S 指 令 の 適用 除 外 追加 の 決 定 など 。  
勧 告 （ R eco m me nda t i on）：  

E U 加 盟 国 や 企 業 な ど に 行 為 や 行 動 を 期 待 す る こ と を 欧 州 委 員 会

が 表 明 す るも の 。法 的拘 束 力 、強 制 力は ない も の の、事 実上 、E U 加

盟 国 内 で の法 令 制 定 ・改 正 な どを 促 す も のと さ れ てい る 。  
意見 （ O p i n ion）：  

特定 の テ ーマ に つ い て欧 州 委 員会 が 意 思 を表 明 す るも の で 、 法的

拘 束 力 、 強制 力 は な い。  
  
２） R E A C H 規則  

①  R E A C H 規 則 の概 要  

R E A C H 規 則 [R E G U L AT IO N  (E C )  N o  1 9 07 /20 06  O F  T H E  E U R O P E A N 

 
5 1  R o H S・ R E A C H 他  製 品 環 境 法 規 制 の 概 要 と 動 向 ,  

h t t p s : / / e u d i r e c t i v e . n e t / e u h o u r e i / h o u r e i t a i k e i . h t m l  
5 2  E U ,  F a c t  S h e e t s  o n  t h e  E u r o p e a n  U n i o n ,  

h t t p s : / / w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u / f a c t s h e e t s / e n / s h e e t / 6 / s o u r c e s - a n d - s c o p e - o f -
e u r o p e a n - u n i o n - l a w  
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PA R L IA ME N T A N D  O F  T H E  C O U N C I L o f  18  D e ce mb er  200 6  c o nce rn i ng  th e  
R eg i s t r a t i o n ,  E v a l ua t io n ,  A u th o r i s a t i on  and  R es t r i c t i on  o f  C he mi ca l s  
(R E A C H ) ]は欧 州 の 化学 物 質 管理 に 関 す る規 則 法 で、2 006 年 に公 布 さ れ、

2007 年６ 月 に 施行 さ れた 。日本 の 化 審法 や米 国 の T S C A（ To x i c  S u bs t anc e s  
C o n t r o l  A c t： 有 害物 質規 制 法 ） に 類 似 し た E U の法 律 で ある 。  

R E A C H 規則 の目 的 は「 人 の 健康 と 環 境 の保 護 」、「化 学 物 質 を含 む 製品

の E U 域 内市 場 の 自 由な 移 動 を確 保 に よ る E U 化 学産 業 の 競 争力 の 維持

向 上 」 で あり 、 既 存 や新 規 に かか わ ら ず 化学 物 質 のほ と ん ど すべ て を対

象 と し て いる 。 し か しな が ら 、医 薬 品 や 化粧 品 、 食品 添 加 物 など 、 既存

の 法 律 で 規制 を 受 け てい る 物 質は 適 応 さ れな い 。  
R E A C H 規則 は主 に「登 録」、「 評価 」、「 認可 」、「制 限」、「 情 報伝 達 」の

仕 組 み か ら成 り 立 っ てお り 、 事業 者 は 新 規化 学 物 質、 既 存 化 学物 質 につ

い て 欧 州 化学 品 庁（ E C H A）に「 登録 」する こ と で 、 E U 域 内に 上 市・使

用 が 可 能 にな る 。「 登録 」さ れた 物 質 に つ い て は 、 E C H A 並 びに E U 加 盟

国 に よ っ て「評 価 」され 、「評 価 」の結 果を 踏 ま え「認 可」、「 制限 」な ど

の 対 象 物 質 に 指 定 さ れ る こ と が あ る 。 E U 域 内 で 一 つ の 化 学 物 質 を １ 年

間に １ ト ン以 上 製 造 又は 輸 入 して い る 製 造者 ・ 輸 入者 は 、 そ の対 象 化学

物 質 そ の もの に つ い て「 登 録 」す る 義 務 があ る 。 また 、 登 録 義務 の 対象

と な ら な い年 間 １ ト ン未 満 の 場合 で も、危険 有 害 性物 質 や 難 分解 性 物 質、

認 可 対 象 候補 物 質 も しく は こ れを 一 定 量 含ん で い る混 合 物 に つい て は、

事 業 者 は 安全 デ ー タ シー ト （ S D S :  S a f e ty  D a ta  S h ee t） を 作成 し川 下 企 業

へ の 提 供 や成 形 品 中 の含 有 に つい て「 情 報伝 達 」を 行う 義 務 、「 認 可 」の

取 得 義 務 、使 用 の 「 制限 」、分 類 ・ 表示 の届 出 義 務が あ る 。  
 
②  登 録  

E U を含 む欧 州 経 済 領域 （ E E A :  E U 加 盟 の 27 か国 と ア イス ラン ド 、 ノ

ル ウ ェ ー 、リ ヒ テ ン シュ タ イ ン） の 域 内 では 、 登 録さ れ て い ない 物 質が

使 用 さ れ てい る 製 品 は販 売 で きな い 。 化 学物 質 の 登録 を 行 う に 当 た り 、

事 業 者 は R E A C H 規 則で 規 定 さ れ て い る 技術 一 式 文書（ t e chn i ca l  d os s i e r）
を E C H A に提 出 しな けれ ば な らな い 。提 出す る 書 類は 登 録 量 によ っ て 異

な り 、年 間 １ ト ン 以 上で あ れ ば技 術 一 式 文書 、10 トン 以 上 で あれ ば 化学

物 質 安 全 性報 告 書（ C S R :  C he m ic a l  S a f e ty  R epo r t）を 併 せ て提 出す る こ と

が 求 め ら れる 。  
提 出 す る 技術 一 式 文 書の 内 容 は、 以 下 の もの で あ る。  
１ .登 録申 請 者 （製 造者 又 は 輸入 者 ） の 情報  
２ .物 質の 識 別 、物 質の 特 定 （物 質 の 名 称、 C A S 番 号な ど ）  
３ .物 質の 製 造 及び 用途 に 関 する 情 報  
４ .物 質の 分 類 及び 表示  
５ .物 質の 安 全 な使 用に 関 す る指 針  
６ .情 報の 調 査 要約 書（ 附 属 書 Ⅶ～ X I から 得 ら れる 結 論 ）  
７ .ロ バス ト 調 査要 約書 （ 附 属 書 V I I～ X I を 適 用 した 評 価 結果 の 概 要） 
８ .ど の 情 報 が 適 切 な 経 験 を 有 す る 評 価 者 に よ っ て レ ビ ュ ー さ れ た か

に つ い て の表 示  
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９ .試 験に 関 す る提 案  
10 .ば く露 情 報 （ １ トン ~ 10 トン の 物 質 の場 合 ）  
11 .イン タ ー ネッ ト 上で の 情 報公 開 を 拒 否す る 項 目と そ の 理 由（ 企 業秘

密等 ）  
 
③  評 価  

登 録 時 に E C H A に提 出さ れ た 文書 は 、「法 令適 合 性 の評 価 」、「 試験 提 案

の 審 査 」、「物 質 評 価 」を 受 け る。 法 令 適 合性 の 評 価 で は 、 提 出さ れ た一

式 文 書 に つい て 、 要 求基 準 に 適合 し て い るこ と 、 標準 的 情 報 の適 合 性と

正 当 な 根 拠が ト ン 数 帯ご と の 一般 的 規 定 に適 合 し てい る こ と 、化 学 物質

安 全 性 評 価（ C S A :  C he mi ca l  S a f e t y  A ss e s sm en t）や C S R が 定 めら れ た要

件 に 適 合 し、リ スク 管理 措 置 の検 討 が 十 分で あ る こと が 審 査 され る 。 物

質 評 価 で は、 物 質 の 使用 ・ 用 途を 考 え た 場合 、 人 の健 康 や 環 境へ の 重大

な リ ス ク を生 じ る 可 能性 を 確 認す る 。  
 
④  認 可  

 認 可 は 人や 環 境 に 対し て 有 害性 が 懸 念 され る 物 質の 製 造 ・ 使用 の リス

ク 管 理 、 その 製 造 ・ 使用 の 可 否を 決 定 す る仕 組 み であ る 。 認 可物 質 は、

物 質 ご と に設 定 さ れ た日 没 日（ sun s e t  da t e）以 降 は 認可 を 受け ない と 、E U
域 内 で 物 質そ の も の や物 質 を 含ん だ 混 合 物の 上 市 ・使 用 、 成 形品 へ の物

質 の 組 み 込み が で き なく な る 。そ の た め 、事 業 者 が認 可 物 質 を製 造 ・使

用 、又 は 上 市す る 場 合 、特 定 さ れた 用 途 ごと に E C H A の 許可 を得 る 必 要

が あ り 、 年間 １ ト ン 未満 で あ って も 認 可 の取 得 義 務が あ る 。  
認 可 に 必 要な 情 報 は R E A C H 規則 第 V I I 編 第 62 条「 認 可の 申請 」に記

載 さ れ て おり  、用 途情 報 の 他、「 代替 物質 の リ スク 又 は 代 替の 技 術 的・

経 済 的 な 実現 可 能 性 を考 慮 し た代 替 物 質 につ い て の検 討 」、「 代替 物 質が

利 用 可 能 であ る こ と を示 す 場 合に は 、 申 請者 に よ る取 組 の 予 定表 を 含む

代 替 計 画 」の情 報 も 必要 と な る 。ま た 、R E A C H 規則第 V II 編 第 60 条「 認

可 の 付 与 」に 、 認 可 の際 に 特 定さ れ る 内 容が 記 載 され て い る 5 3。  
( a )認 可 が 付 与さ れ る 者  
( b )物質 の 識 別  
( c )認 可 が 付 与さ れ る 用途  
( d )認可 が 付 与さ れ る 条件  
( e )期 限 付 の 見直 し 期 間  
( f )監 視（ モ ニ タリ ン グ） の 取 り 決 め  

認 可 対 象 とな る 物 質 は R E A C H 規 則附 属 書 X IV（ 認可 対 象物 質リ ス ト ）

に 収 載 さ れて い る 。 認可 対 象 物質 の 特 性 は、 R E A C H 規 則 第 5 7 条「 附属

書  X IV に 含ま れ る 物質 」に記 載 さ れて おり 、発が ん 性、生 殖細 胞 変 異原

性 、 生 殖 毒性 、 性 機 能・ 生 殖 能力 へ の 悪 影響 、 又 は発 育 へ の 悪影 響 を示

す 物 質 、 難分 解 性 、 生物 蓄 積 性、 毒 性 を 有す る 物 質が 該 当 す る。  

 
5 3  h t t p : / / c h e m i c a l - n e t . e n v. g o . j p / p d f _ r e a c h / R E A C H _ f i n a l _ j 9 . p d f  
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⑤  制 限  

 制 限 は 人の 健 康 や 環境 に と って 受 け 入 れら れ な いリ ス ク が ある 物 質に

つ い て 、E U 全 域で 使用 に 対 する 制 限 条 件を 設 け るこ と 、又 は使 用 禁 止の

処 置 を と るこ と で あ る。 制 限 には 特 定 製 品へ の 使 用の 禁 止 、 消費 者 の使

用 禁 止 、 完全 な 禁 止 など の 程 度が あ る 。 完全 な 禁 止を 除 い て は、 制 限さ

れ て い る 用途 で の 使 用が 禁 止 で、 制 限 対 象に 定 め られ た 条 件 以外 の 用途

で 使 用 す るこ と は 可 能で あ る。該 当 する 物質 は R E A C H 規 則 附属 書 X V I I
（ 制 限 対 象物 質 リ ス ト ）にリ ス トア ッ プ され る 。制 限対 象 物 質は 、製 造・

輸 入 数 量 によ ら ず 、 年間 １ ト ン未 満 で あ って も 制 限の 対 象 と なる 。  
 
⑥  情 報提 供  

 物 質 そ のも の 又 は 混合 物 で、C L P 規 則（ E U にお け る 化学 品の 分 類、表

示 と 包 装 に関 す る 規 制）の 危険 有 害 性の 分類 基 準 に該 当 す る 物質 や 、P B T
物質（ 難 分解 性 /生 体 蓄積 性 /毒 性を 示 す 物質 ）又は vP vB 物 質（ 極 め て難

分 解 性 で 高い 生 体 蓄 積性 を 示 す物 質 ）、 C L 物 質（ 認 可 対象 候 補物 質 ） に

該 当 す る など 危 険 有 害性 が あ る場 合 、 又 はこ れ ら に該 当 し な くて も 危険

有 害 性 物 質や E U 域 内の 作 業 ばく 露 限 界 値が あ る 物質 を 一 定 量含 ん でい

る 場 合 は 、そ れ を 提 供す る 事 業者 は 数 量 に関 係 な く R E A C H 規則 に 規定

され た S D S を作 成 し 、川下（ 最 終 製品 製 造 ）企業 へ 提 供す る 必要 が あ る。  
  
３ ） R E A C H にお け る N P 及び N P E の 規 制  

①  製 造・ 使 用 の制 限に 至 る 経緯  

N P は、19 93 年 に 既 存物 質 リ スト に 収 載（ (E E C )  N o  7 93 /9 3）され 、1995
年 に リ ス ク評 価 を 優 先的 に 行 う物 質 リ ス トに 収 載 （ (E C )  N o  2 268 /9 5） さ

れた 。 199 9 年 まで に既 存 物 質規 制 の 枠 組み で リ スク 評 価 が 行わ れ 5 4  、
リ ス ク 評 価の 結 果 と して 以 下 に示 す 多 く の用 途 に つい て 「 リ スク を 制 限

す る 必 要 があ る ； 既 に適 用 さ れて い る リ スク 低 減 策を 考 慮 す る」 と 評価

さ れ た 。  
-  N P の製 造  
-  フ ェノ ー ル ／ホ ル ムア ル デ ヒド 樹 脂 の 製造  
-  エ ポキ シ 樹 脂の 製 造   
-  そ の他 の プ ラス チ ック 安 定 剤の 製 造   
-  フ ェノ ー ル オキ シ ムの 製 造   
-  N P E の 製造   
-  N P E の 調合 、 及び   
-  す べて の 用 途に お ける N P E の使 用（ すな わ ち、農 業、化 学工 業 に よ

 
5 4  E u r o p e a n  U n i o n  R i s k  A s s e s s m e n t  R e p o r t  4 - N O N Y L P H E N O L ( B R A N C H E D )  A N D  

N O N Y L P H E N O L h t t p s : / / e c h a . e u r o p a . e u / d o c u m e n t s / 1 0 1 6 2 / 4 3 0 8 0 e 2 3 - 3 6 4 6 - 4 d d f -
8 3 6 b - a 2 4 8 b d 4 2 2 5 c 6  
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る 自 給 自 足 、土 木 工 学 、電 気 工 学 、工 業 及び 施 設 の清 掃 、皮 革加 工 、

金 属 抽 出 及 び 加 工 、 鉱 物 燃 料 及 び 石 油 工 業 、 塗 料 の 製 造 及 び 使 用 、

写 真 工 業 、ポ リ マ ー 工業 、 パ ルプ 、 紙 及 び板 紙 工 業、 繊 維 工 業）  

200 1 年 に リ スク 評 価結 果 を 受け て リ ス ク低 減 対 策 を E U レ ベル で 採 用

す る よ う に勧 告（ 20 01 /83 8 /E C）が出 さ れ 、この 勧 告 の中 で 後述 の ③ で述

べ る 現 在 規制 さ れ て いる ９ つ の用 途 の う ち i～ i x に 当た る 用 途に つ いて

は 上 市 、使 用 を 禁止 すべ き と 記載 さ れ、農薬 の 共 配合 剤 用 途 につ い て も、

「 国 家 機 関が 認 可 決 定を 下 す 際に 、 特 に 地域 レ ベ ルで 重 大 な 環境 影 響が

既に 発 生 して い る 場 合に は 、 リス ク ア セ スメ ン ト の結 果 を 十 分に 考 慮す

べ き で あ る。 N P 及 び N P E の 代 替 品の 開発 と 使 用、 及 び 消 費者 の 行 動を

修 正 す る こと を 目 的 とし た そ の他 の 措 置 の採 用 を 奨励 す べ き であ る 」と

言及 さ れた 5 5。勧 告 を受 け て 、 20 03 年 に N P 及 び N P E に つい て 、 ９ つ

の 用 途 で の販 売 ・ 使 用 の 制 限 に関 す る 指 令 （ 2 003 / 53 /E C） が 出 さ れ 5 6、

2006 年 の R E A C H 規則 制 定 （ (E C ) 190 7 /2 006） 時 の 附 属 書 X V II 項目 46  
（ e n t r y  46  o f  A nn ex  X V II） に、 N P 及び N P E につ い て 同じ ９ つの 用 途 が

制 限 物 質 リス ト に 記 載さ れ た 5 7（図 2 .2 .2 .10 -1）。  
  
②  E n t r y  46 対 象 物 質  

以 下 の 物 質群 が 制 限 物質 の 対 象と な っ て いる 。  
( a )  N ony l phe no l： C 6 H 4 (O H )C 9 H 1 9  
(b )  N ony l phe no l  e th o xy la t e s： (C 2 H 4 O ) n C 1 5 H 2 4 O  

 
③  制 限の 条 件  

以 下 の 目 的の た め に 、0 .1 重 量 %以 上 の 濃 度の 物 質 又は 混 合 物 とし て市

場 に 出 し たり 、 使 用 した り し ては な ら な い。  
 i .  以下 の 場合 を 除 く 産業 用 及 び施 設 用 の クリ ー ニ ング  

-洗 浄 液 がリ サ イ ク ル又 は 焼 却さ れ る 、制御 さ れ た閉 鎖 型 ド ライ ク

リー ニ ン グシ ス テ ム  
-洗 浄 液 がリ サ イ ク ル又 は 焼 却さ れ る 、特殊 な 処 理を 行 う ク リー ニ

ング シ ス テム  
 i i .  家 庭 用 のク リ ー ニン グ  
 i i i .  以 下 の 場合 を 除 く繊 維 製 品及 び 皮 革 の加 工  

-排 水 に 放出 さ れ な い加 工  
-生 物 学 的排 水 処 理 の前 に 、有 機 物 を完 全に 除 去 する た め、処理 水

が前 処 理 され る 特 殊 な排 水 処 理シ ス テ ム （羊 皮 の 脱脂 処 理 ）  
 i v.  農 業 用乳 頭 浸 漬 剤 ( t e a t  d ip s )の乳 化 剤  

 
5 5  E U  ( 2 0 0 1 )  C O M M I S S I O N  R E G U L AT I O N _ 2 0 0 1 / 8 3 8 / E C ,  h t t p s : / / e u r -

l e x . e u r o p a . e u / l e g a l -
c o n t e n t / E N / T X T / P D F / ? u r i = C E L E X : 3 2 0 0 1 H 0 8 3 8 & q i d = 1 6 3 2 9 9 7 0 6 0 2 2 2 & f r o m = E N  

5 6  E U  ( 2 0 0 3 )  D I R E C T I V E _ 2 0 0 3 / 5 3 / E C ,  h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l -
c o n t e n t / E N / T X T / P D F / ? u r i = C E L E X : 3 2 0 0 3 L 0 0 5 3 & f r o m = E N  

5 7  E U  ( 2 0 0 6 )  R E G U L AT I O N  ( E C )  N o  1 9 0 7 / 2 0 0 6 ,  h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l -
c o n t e n t / E N / T X T / P D F / ? u r i = C E L E X : 3 2 0 0 6 R 1 9 0 7 & q i d = 1 6 3 2 9 9 0 6 7 3 1 2 6 & f r o m = E N  
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 v.  以 下 の場 合 を 除 く金 属 加 工  
-洗 浄 液 がリ サ イ ク ル又 は 焼 却さ れ る 、制御 さ れ た閉 鎖 型 シ ステ ム

を使 用 す る場 合  
 v i .  パ ルプ ・ 紙 の製 造  
 v i i .  化 粧品  
 v i i i .  以下 を 除 くそ の他 の パ ーソ ナ ル ケ ア製 品  

-殺 精 子 剤  
 i x .  農 薬剤 及 び 殺生 物剤 の 共 配合 剤   

 
④  R E A C H 規 則の N P 及び N P E に関 連 す る改 正  

2009 年 に 、農 薬 及 び 殺 生 物 剤 の共 配 合 剤 とし て の 用途 の 制 限 につ い て、

既 存 の 国 内認 可 の 有 効性 に 影 響を 与 え て はな ら な いこ と を 明 確化 す る記

載（「た だ し、2003 年７ 月 17 日 以 前に 国の 認 可 を受 け た、N P E を共 配 合

剤 と し て 含む 農 薬 又 は殺 生 物 剤は 、 そ の 有効 期 限 まで こ の 規 制の 影 響を

受 け な い。」）が 追 加 され た 5 8。2 016 年 に は 、水 洗 い され る こ とが 想 定 さ

れ る 繊 維 製品 に 、 N P E が 0 . 01%以 上 含ま れて い る もの を 市 場 に出 し て は

な ら な い とい う 記 載 が追 加 さ れた 5 9。 こ の販 売 ・ 使用 制 限 は 2021 年 ２

月 か ら 開 始さ れ て い る。  
2017 年 には 、 U V C B 物質 、 ポリ マ ー 、 同族 体 を 含む N P E が、 附 属書

X IV（ 認 可 対象 物 質 リス ト ）に 追 加さ れ た 。N P E は 、「 分解 によ り 環 境に

深 刻 な 影 響を 与 え る 可能 性 が ある と い う 科学 的 証 拠が あ る 内 分泌 か く乱

作 用 を 有 する 物 質 」 とい う 根 拠に 基 づ き 、認 可 対 象物 質 リ ス トに 追 加さ

れ て い る。こ の 規則 では 、R E A C H 規 則 第 58 条「 附属 書 X I V への 物質 の

掲 載 」 に 基づ き 、 日 没日 （ 認 可が 与 え ら れな い 限 り、 物 質 の 上市 と 使用

が 禁 止 さ れる 日 付 ）が 20 21 年 １ 月 に 、日没 日 以 降も 特 定 の 用途 で 物 質の

使 用 又 は 上市 を 継 続 する こ と を希 望 す る 場合 に そ の申 請 が 受 理さ れ なけ

れば な ら ない 期 日 が 2 019 年 ７月 に 指 定さ れ て おり 、 既 に N P E に対 す る

規 制 は 開 始さ れ て い る。  
R egu l a t i on  (E C )  N o  1907 / 200 6 の 附 属書 X V II 項目 46 に は 、 N P の C A S

番号 や E C 番号 が 含 まれ て い な か っ た 。 2009 年 の 改正 時 に 、こ の 項 目を

明 確 に し 、事 業 者 や 行政 機 関 が正 し く 適 用で き る よう に す る こと を 意図

して C A S 番号 と E C 番号 が 追 加さ れ た 。しか し 、この 追 加 に より 、N P の

す べ て の 異性 体 が 項 目 4 6 で カバ ー さ れ るわ け で はな い と い う意 図 しな

い 影 響 が 生じ た 。規 制採 用 時 の立 法 者 の 意図 を 反 映さ せ る た め 、20 20 年

に、 C A S 番 号及 び E C 番号 の 記載 が 削 除 さ れ た  （ 図 2 .2 . 2 . 10 -1）。  

 
5 8  E U  ( 2 0 0 9 )  C O M M I S S I O N  R E G U L AT I O N  N o  5 5 2 / 2 0 0 9 ,  h t t p s : / / e u r -

l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v. d o ? u r i = O J : L : 2 0 0 9 : 1 6 4 : 0 0 0 7 : 0 0 3 1 : E N : P D F  
5 9  E U  ( 2 0 1 6 )  C O M M I S S I O N  R E G U L AT I O N  ( E U ) /  2 0 1 6 / 2 6 ,  h t t p s : / / e u r -

l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / E N / T X T / P D F / ? u r i = C E L E X : 3 2 0 1 6 R 0 0 2 6 & f r o m = E N  
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図 2 . 2 . 2 .1 0 - 1 欧 州 にお け る N P 及 び N P E 規制 の 経緯  
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（ ２ ） 米 国に お け る 規制  

米 国 で は T S C A に お いて 新 規 化学 物 質 の 規制 及 び 既存 化 学 物 質の リス

ク 評 価 が 行わ れ て い る。  

１ ） 新 規 化学 物 質 の 審査  

米 国 環 境 保 護 庁 （ U S  E PA） は 、 T S C A 第 ５条 に 基 づき 、 新 規 化学 物 質

の 審 査 を 行っ て い る 6 0（図 2 . 2 . 2 .1 0 -2）。新 規 化 学物 質 又は 重要 な 新 規 用

途 が 、 コ スト 又 は ほ かの 非 リ スク 要 因 を 考慮 す る こと な く 、 健康 又 は 環

境 に 損 害 を与 え る 不 合理 な リ スク （ 使 用 条件 下 で の潜 在 的 暴 露 群 又 は高

感 受 性 群 に対 す る 不 合理 な リ スク を 含 む ）を示 さ ない と E PA が判 断 した

場合 、 E PA は T S C A 第５ 条 （ a）（ ３）（ C）に 基 づい て そ の判 断を 提 出 者

に 通 知 し 、 T S C A 第 ５ 条 （ g） に 基 づ き 連 邦 官 報 に そ の 結 果 を 公 示 す る。

一 方 で 、以下 の 場 合 には 、T S C A 第 ５条（ a）（ ３）（ A）に基 づい て 、不合

理 な リ ス クが あ る と 判断 し 、不 合 理な リ スク に 対 処す る た め に ５（ f）に

基 づ く 更 なる 適 切 な 措置 を 講 じ る 。  

  合 理 的 な 評 価 を 可 能 に す る 十 分 な 情 報 が あ る と 結 論 付 け て い る 。

すな わ ち 、デー タ（ 例：化 学 物 質 、類 似 物質 、予 測 モデ ル 、構造 ア

ラー ト 又 はほ か の 適 切な 情 報 源か ら の デ ータ ）は、許容 で き る程 度

の不 確 実 性 で 、物 質 及び ／ 又 はそ の 代 謝 物 、成分 、分 解 生成 物の 有

害性 と そ の暴 露 の 可 能性 を 特 徴付 け る た めに 十 分 であ る 。  

  特 定 の 又 は す べ て の 使 用 条 件 下 で 健 康 又 は 環 境 リ ス ク が 、 リ ス ク

ベン チ マ ーク を 上 回 って い る 。  

  リ ス ク 関 連要 因 -エ ン ド ポ イ ント の 重 大 性 （ 例 ： 発達 影 響 と 経 皮 刺

激性 ）、効 果の 可 逆 性、あ るい は 暴 露関 連の 考 慮 事項 -に よ り、 E PA 
は 一 部 又 は す べ て の 使 用 条 件 下 で リ ス ク が 不 合 理 で あ る と 判 断 し

てい る 。  

  合 理 的 に 予 測 可 能 な 使 用 条 件 が 特 定 さ れ て い る 場 合 、 E PA は 不 合

理 な リ ス ク を も た ら す 合 理 的 に 予 測 可 能 な 使 用 条 件 の 発 生 前 の 審

査と 規 制 を義 務 付 け る 重 要 新 規使 用 規 則（ S N U R）を提 案 又 は確 定

して い な い。  

 
ま た 、 一 つ 以 上 の 使 用 条 件 の 下 で 合 理 的 な 評 価 を 行 う た め の 情  報 が

不 十 分 で ある と 判 断 され た 場 合 、E PA は 、第５ 条（ e）に 基 づ き 、情 報 が

得 ら れ る まで 、 不 合 理な リ ス クか ら 保 護 する た め に必 要 な 、 化学 物 質の

製 造 ・ 加 工・ 流 通 ・ 廃棄 の 制 限を 行 う 。 当該 指 令 では 、 追 加 試験 を 要求

す る こ と がで き る 。  
 

 
6 0  U S  E PA ( 2 0 1 9 )  T S C A N e w  C h e m i c a l  D e t e r m i n a t i o n s ,  A Wo r k i n g  A p p r o a c h  f o r  

M a k i n g  D e t e r m i n a t i o n s  u n d e r  T S C A S e c t i o n  5 ,  
h t t p s : / / d o w n l o a d s . r e g u l a t i o n s . g o v / E PA - H Q - O P P T- 2 0 1 9 - 0 6 8 4 - 0 0 0 2 / c o n t e n t . p d f  



  

69 

 
図 2 . 2 . 2 .1 0 - 2 米 国 にお け る 新規 化 学 物 質の 審 査 及び 規 制  

 
 

２） 重 要 新規 使 用 規 則  

T S C A 第 ５条 （ a） S N U R は、 化 学物 質 及び 混 合 物が 、 懸 念 を生 じ させ

る 可 能 性 のあ る 新 た な方 法 で 使用 さ れ る 前に 、 E PA への 通 知 を義 務 付け

る規 制 で ある 。第 ５ 条 ( a )に 基 づ き 、 E PA は 、化 学 物 質の 用 途 を「重 要 な

新 規 用 途」と 判 断す るこ と が でき る 。E PA は、T S C A 第 ５ 条 ( a ) (２ )に記 載

さ れ て い る 以 下 の も のを 含 む すべ て の 関 連要 因 を 考慮 し た 上 で、 規 則に

よ り こ の 判断 を 下 さ なけ れ ば なら な い 。  

  予想 さ れ る化 学 物 質 の製 造 及 び加 工 量  

  用 途 に よ り 人 又 は 環 境 へ の 化 学 物 質 の 暴 露 の 種 類 あ る い は 形 態 が

変化 す る 程度  

新規提出 修正後提出

EPA は、新情報を受け
取った後、以前に特定し
た使用条件および情報充
足性分析に何らかの影響
を与 えているかどうか
を検討しなければならな

い。

Q1：使用条件について
- 意図された、既知の、合理的に予見される使用条
件とは何ですか？

Q2：情報の充足性
- 化学物質について合理的な評価を行うために十分
な情報があるか？

Q3：SNURの検討事項
- SNURは、合理的に予見される使用条件に関連

する情報不足やリスク懸念に対応できるか？

情報不足 十分な情報

可能性判断

5(a)(3)(B)(i)
情報不足

5(a)(3)(B)(ii)(I)
情報不足＋

不合理なリスク
の可能性

5(a)(3)(B)(ii)(II)
環境への大量排出/
著しい暴露がある
（可能性がある）

5(a)(3)(A)
不合理なリス
クの可能性が

ある

5(a)(3)(C)
不合理なリス
クの可能性が

ない

5(e)指令

制限
及び/又は
試験要求

5(f)
指令・規則

制限

5(g)
決定を裏付け
る所見の公示
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  用 途 に よ り 人 又 は 環 境 へ の 化 学 物 質 の 暴 露 の 程 度 及 び 期 間 が 増 加

する 程 度  

  化学 物 質 の製 造 、加 工 、流通 、廃 棄 に関 する 合 理 的に 予 測 さ れる 方

法と 手 段  

E PA が化 学 物 質の 用 途を 重 要 な新 規 用 途 と判 断 し た場 合 、 T S C A 第５

条（ a）に 基 づき 、当 該用 途 の 化学 物 質 を 製造（ 輸 入を 含 む）又は 加 工 す

る 90 日以 上 前 に、重 要 新 規 用途 届 出 書（ S N U N）を E PA に 提出 す る こと

が義 務 付 け ら れ る。 S N U N の通 知に よ り 、 E PA は 使 用条 件 の 下で E PA が

関 連 す る と特 定 し た 潜在 的 な 暴露 対 象 や 感受 性 の 高い 亜 集 団 に対 す るリ

スク 等 、 重要 新 規 使 用に 関 連 し得 る リ ス クを 評 価 し、 法 令 に 基づ い て規

制の 判 断 が行 わ れ る 6 1。  
 
３ ） 既 存 化学 物 質 の リス ク 評 価  

E PA は、T S C A 第 ６ 条に 基 づ いて 、既存 化学 物 質 のリ ス ク 評 価を 行 い 、

当 該 化 学 物質 が 人 の 健康 又 は 環境 に 対 し て不 当 な リス ク を も たら す と結

論 付 け た 場合 、 化 学 物質 が 不 合理 な リ ス クを 示 さ なく な る よ う、 必 要な

範 囲 で 以 下の 一 つ 以 上の 措 置 を求 め る 規 制を E PA が 行 う 6 2（図 2 .2 . 2 . 10 -
3）。  

  商業 ベ ー スで の 製 造 、加 工 、 流通 を 禁 止 又は 制 限 する 。  

  特定 の 用 途 又 は 一 定 濃度 以 上 での 使 用 を 禁止 あ る いは 制 限 す る。  

  使用 、商業 的 流 通、廃棄 に 関 して 最 低 限 の警 告 と 指示 を 要 求 する 。  

  記録 又 は 試験 を 要 求 する 。  

  商業 的 使 用の 方 法 又 は 手 段 を 禁止 あ る い は 規 制 す る。  

  廃棄 の 方 法 又 は 手 段 を禁 止 あ るい は 規 制 する 。  

  製 造 業 者 又 は 加 工 業 者 に 対 し 、 販 売 業 者 に 不 合 理 な リ ス ク に つ い

て 通 知 し 、 必 要 で あ れ ば 製 品 の 交 換 あ る い は 買 戻 し を 行 う よ う 指

示す る 。  

 

 
6 1  U S  E PA ,  R e v i e w i n g  N e w  C h e m i c a l s  u n d e r  t h e  To x i c  S u b s t a n c e s  C o n t r o l  A c t  

( T S C A ) ,  A c t i o n s  u n d e r  T S C A S e c t i o n  5 ,  h t t p s : / / w w w. e p a . g o v / r e v i e w i n g - n e w -
c h e m i c a l s - u n d e r - t o x i c - s u b s t a n c e s - c o n t r o l - a c t - t s c a / a c t i o n s - u n d e r - t s c a - s e c t i o n -
5 # S N U R  

6 2  U S  E PA ,  R e g u l a t i o n  o f  C h e m i c a l s  u n d e r  S e c t i o n  6 ( a )  o f  t h e  To x i c  S u b s t a n c e s  
C o n t r o l  A c t ,  h t t p s : / / w w w. e p a . g o v / a s s e s s i n g - a n d - m a n a g i n g - c h e m i c a l s - u n d e r -
t s c a / r e g u l a t i o n - c h e m i c a l s - u n d e r - s e c t i o n - 6 a - t o x i c - s u b s t a n c e s  
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図 2 . 2 . 2 .1 0 - 3 米 国 にお け る 既存 化 学 物 質リ ス ク 評価 の 流 れ 6 3  

 
 

リ ス ク 評 価で は 、 ま ずス ク リ ーニ ン グ 審 査に よ る 優先 度 判 定 が行 われ

る。 20 12 年 、 E PA は、 子 供 の健 康 に 悪 影響 を 及 ぼす 可 能 性 があ る 物 質 、

P B T 物 質 、発 が ん性 物質 で あ る可 能 性 が 高い 又 は 既知 で あ る 物質 、消 費

者 製 品 に 使用 さ れ て いる 物 質 、バ イ オ モ ニタ リ ン グ プ ロ グ ラ ム で 検 出さ

れた 物 質 等 の 特 定 の 情報 源 と 特定 の 要 因 を用 い て 、審 査 対 象 の最 初 の候

補 化 学 物 質群 を 特 定 した 。こ の 段 階で 、「 作業 計 画 プロ セ ス の 意図 に 合致

し な い 」、「 T S C A の 対象 で は ない 」、「 す で に T S C A の 措 置の 対象 と な っ

てい る 」、「そ の 他 の 化学 的 特 性（ 複 雑 な プロ セ ス スト リ ー ム 、商 業 的に

生 産 さ れ てい な い 生 物製 品 、天 然 由来 な ど）」に 該当 す る 化 学物 質 が 除外

さ れ た 。 次に 、 こ れ らの 化 学 物質 を ス ク リー ニ ン グし 、 高 、 中、 低 、情

報 収 集 の ４ つ の カ テ ゴリ ー に 分類 し て い る 。  
第 二 段 階 にお い て 、 追加 の 暴 露 及 び 有 害 性情 報 源 から の 情 報 が 使 用さ

れた 。 ハ イス コ ア と なっ た 83 物 質 を特 定し 、 こ れら を 2 01 2 年 の作 業 計

画 の 焦 点 とし た 。2 0 14 年 に は、2011 年 の 有害 物 質 排出 イ ン ベ ント リ ー及

び 20 12 年 の 化 学物 質デ ー タ 報告 （ C D R）を 通 じて E PA に 提出 さ れ た最

新 の 業 界 デー タ を 用 いて 、同 じ スコ ア リ ング 方 法 で再 選 定 し 、2 014 年更

新版 の 作 業計 画 に は 90 物質 が 掲 載さ れた 6 4。  
2020 年 に 、T S C A 第 ６条（ b）（ ２）（ A）に従 い 、作 業計 画 の 最初 の 1 0

種 類 の 化 学物 質 群 に つい て リ スク 評 価 が 終了 し た 。現在 、23 物質 に つい

て 、リ ス ク 評 価の 範 囲文 書（ s c op e  do cu me n t）が 作 成さ れ た 段 階で あ る 6 5。 
 

 
6 3  U S  E PA ( 2 0 1 7 )  改 正 T S C A の 最 新 動 向 ： 米 国 E PA の 実 施 状 況 ,  化 学 物 質 国 際 対

応 ネ ッ ト ワ ー ク  米 国 に お け る 化 学 物 質 管 理 政 策 最 新 動 向 セ ミ ナ ー ,  日 本 語 版
講 演 資 料 ,  h t t p : / / c h e m i c a l - n e t . e n v. g o . j p / p d f / 2 0 1 7 111 3 _ S e m i n a r _ j p n . p d f  

6 4  U S  E PA ( 2 0 1 8 )  A Wo r k i n g  A p p r o a c h  f o r  I d e n t i f y i n g  P o t e n t i a l  C a n d i d a t e  
C h e m i c a l s  f o r  P r i o r i t i z a t i o n ,  h t t p s : / / w w w. e p a . g o v / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / 2 0 1 8 -
0 9 / d o c u m e n t s / p r e p r i o r i t i z a t i o n _ w h i t e _ p a p e r _ 9 2 7 2 0 1 8 . p d f  

6 5  U S  E PA ,  C h e m i c a l s  U n d e r g o i n g  R i s k  E v a l u a t i o n  u n d e r  T S C A ,  
h t t p s : / / w w w. e p a . g o v / a s s e s s i n g - a n d - m a n a g i n g - c h e m i c a l s - u n d e r - t s c a / c h e m i c a l s -
u n d e r g o i n g - r i s k - e v a l u a t i o n - u n d e r - t s c a  
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３ ） 米 国 にお け る N P 及び N P E の規 制  

米国 で は、N P /N P E は、工 業プ ロ セ スや 消費 者 向 けの 洗 濯 用 洗剤 、個人

の衛 生 用 途 、自 動 車 、ラテ ッ ク ス塗 料 、芝生 用 製 品 等 に 使 用 され て い る 。

E PA は 、 N P 及 び N P E に つ いて 、 水生 生 物に 対 す る毒 性 が 強 く、 環 境 へ

の排 出 に つな が る 可 能性 の あ る産 業 用 及 び 消 費 者 用の 多 様 な 用途 が ある

こ と を 踏 まえ 、 S N U R を提 案 して いる 6 6。 S N U R の 内容 は 、 商業 的 に 使

用 さ れ て いな い ４ 種 類 の N P 及 び 11 種 類 の N P E（ 表 2 .2 .2 .10 - 1、表 2 .2 .2 .10 -
2） の 重要 な 新 規使 用を 開 始 又は 再 開 す る少 な く と も 9 0 日 前に 、 E PA に

申請 す る こと を 製 造 者に 義 務 付け る も の であ る 。これ に より E PA は、意

図 さ れ た 使用 を 評 価 し、 正 当 な理 由 が あ る場 合 に は、 活 動 が 行わ れ る前

に禁 止 又 は制 限 す る ため の 措 置を 講 じ る こと が で きる 。  
 

表 2 . 2 . 2 .1 0 - 1 あ ら ゆる 用 途 が重 要 新 規 用途 と なる N P 及び N P E  

化 学 物 質 名  ケ ミ カ ル  ア ブ ス ト ラ ク ト  
イ ン デ ッ ク ス 名  

C A S  R N  N P /
N P E  

4 - n o n y l p h e n o l  P h e n o l ,  4 - n o n y l -  1 0 4 - 4 0 - 5  N P  
2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - ( 4 -
n o n y l p h e n o x y ) e t h o x y ] e t h o x
y ] e t h o x y ] e t h a n o l  

E t h a n o l ,   
2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - ( 4 - n o n y l p h e n o x y )  
e t h o x y ] e t h o x y ] e t h o x y ] -  

7 3 11 - 2 7 - 5  N P E  

α ( N o n y l p h e n y l ) - ω - h y d r o x y  
- p o l y ( o x y - 1 , 2 - e t h a n e d i y l )  

P o l y ( o x y - 1 , 2 - e t h a n e d i y l ) ,  
α ( n o n y l p h e n y l ) - ω - h y d r o x y -  

9 0 1 6 - 4 5 - 9  N P E  

2 - [ 2 - ( 4 - n o n y l p h e n o x y )  
e t h o x y ] e t h a n o l  

E t h a n o l ,   
2 - [ 2 - ( 4 - n o n y l p h e n o x y ) e t h o x y ] -  

2 0 4 2 7 - 8 4 - 3  N P E  

N o n y l p h e n o l  P h e n o l ,  n o n y l -  2 5 1 5 4 - 5 2 - 3  N P  
α - ( 4 - N o n y l p h e n y l ) - ω -
h y d r o x y - p o l y ( o x y - 1 , 2 -
e t h a n e d i y l )  

P o l y ( o x y - 1 , 2 - e t h a n e d i y l ) ,  α - ( 4 -
n o n y l p h e n y l ) - ω - h y d r o x y -  

2 6 0 2 7 - 3 8 - 3  N P E  

2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 -
( N o n y l p h e n o x y ) e t h o x y ] e t h o
x y ] e t h o x y ] e t h o x y ] e t h o x y ] e t
h o x y ] e t h o x y ] e t h o x y ] e t h a n o l  

3 , 6 , 9 , 1 2 , 1 5 , 1 8 , 2 1 , 2 4 -
O c t a o x a h e x a c o s a n - 1 - o l ,  
2 6 - ( n o n y l p h e n o x y ) -  

2 6 5 7 1 - 11 - 9  N P E  

2 - [ 2 - ( N o n y l p h e n o x y )  
e t h o x y ] e t h a n o l  

E t h a n o l ,  
 2 - [ 2 - ( n o n y l p h e n o x y ) e t h o x y ] -  

2 7 1 7 6 - 9 3 - 8  N P E  

2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 -
( n o n y l p h e n o x y ) e t h o x y ] e t h o
x y ] e t h o x y ] e t h o x y ] e t h o x y ] e t
h o x y ] e t h o x y ] e t h a n o l  

3 , 6 , 9 , 1 2 , 1 5 , 1 8 , 2 1 -
H e p t a o x a t r i c o s a n - 1 - o l ,   
2 3 - ( n o n y l p h e n o x y ) -  

2 7 1 7 7 - 0 5 - 5  N P E  

2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 - [ 2 -
[ 2 - ( n o n y l p h e n o x y )  
e t h o x y ] e t h o x y ] e t h o x y ] e t h o x
y ] e t h o x y ] e t h o x y ] e t h o x y ] e t h
o x y ] e t h o x y ] e t h a n o l  

3 , 6 , 9 , 1 2 , 1 5 , 1 8 , 2 1 , 2 4 , 2 7 -
N o n a o x a n o n a c o s a n - 1 - o l ,   
2 9 - ( n o n y l p h e n o x y ) -  

2 7 1 7 7 - 0 8 - 8  N P E  

2 - ( N o n y l p h e n o x y ) e t h a n o l  E t h a n o l ,  2 - ( n o n y l p h e n o x y ) -  2 7 9 8 6 - 3 6 - 3  N P E  
α - ( i s o n o n y l p h e n y l ) - ω -
h y d r o x y - p o l y ( o x y - 1 , 2 -
e t h a n e d i y l )  

P o l y ( o x y - 1 , 2 - e t h a n e d i y l ) ,   
α - ( i s o n o n y l p h e n y l ) - ω - h y d r o x y -  

3 7 2 0 5 - 8 7 - 1  N P E  

α - ( 2 - N o n y l p h e n y l ) - ω -
h y d r o x y - p o l y ( o x y - 1 , 2 -
e t h a n e d i y l ) ,  

P o l y ( o x y - 1 , 2 - e t h a n e d i y l ) ,   
α - ( 2 - n o n y l p h e n y l ) - ω - h y d r o x y -  

5 1 9 3 8 - 2 5 - 1  N P E  

 

 
6 6  U S  E PA ( 2 0 1 4 )  S i g n i f i c a n t  N e w  U s e  R u l e s :  C e r t a i n  N o n y l p h e n o l s  a n d  

N o n y l p h e n o l  E t h o x y l a t e s ,  h t t p s : / / w w w. r e g u l a t i o n s . g o v / d o c u m e n t / E PA - H Q - O P P T-
2 0 0 7 - 0 4 9 0 - 0 2 11  
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表 2 . 2 . 2 .1 0 - 2 中 間 体 又 は エ ポキ シ 硬 化 触媒 以 外 の用 途 が 重 要な 新 規 用
途 と な る N P s  

化 学 物 質 名  ケ ミ カ ル  ア ブ ス ト ラ ク ト  
イ ン デ ッ ク ス 名  

C A S  R N  N P /
N P E  

4 - n o n y l p h e n o l ,  b r a n c h e d  P h e n o l ,  4 - n o n y l - ,  b r a n c h e d  8 4 8 5 2 - 1 5 - 3  N P  
2 - n o n y l p h e n o l ,  b r a n c h e d  P h e n o l ,  2 - n o n y l - ,  b r a n c h e d  9 1 6 7 2 - 4 1 - 2  N P  

 
米 国 で は 、 よ り 安 全 な製 品 の ラベ ル 付 け プロ グ ラ ムの 一 環 と して 、数

百 種 類 の 界面 活 性 剤 の 評 価 が 行わ れ て い る 。環 境配 慮 設 計（ D es ig n  fo r  t h e  
E n v i r o n me n t） プ ロ グラ ム で は、 20 0 種 類近 く の N P /N P E 以 外の 安 全 な界

面 活 性 剤 を 安 全 化 学 成分 リ ス ト（ S C IL） に掲 載 し てい る 6 7。  
また 、 2018 年 に 緊急 計画・地 域 住民 の 知 る権 利 法（ E P C R A）第 313 条

及び 汚 染 防止 法（ P PA）第 660 7 条 に 基づ く報 告 対 象と な る 有 害化 学 物 質

の リ ス ト に 、N P E を 追加 し た 6 8。N P E の 製造 者 及 び使 用 者 は 、米国 内 で

の 排 出 量 を毎 年 E PA に報 告 す る必 要 が あ る 。こ の 義務 は 、13 種類 の N P E
に 適 用 さ れる 。 N P E の年 間 排 出量 は 、知 る権 利 法 に基 づ き 公 開さ れ る こ

と に な っ てい る 6 9。  
 
 
（ ３ ） オ スパ ー ル 条 約に よ る 規制  

オ ス パ ー ル（ O S PA R）条約 は オス ロ /パ リ 条約 と も 呼ば れ 、オ スロ 条約

と パ リ 条 約 が 原 型 と な っ た こ と か ら 、 こ の よ う な 名 称 と な っ て い る 。

O S PA R は、19 72 年 のオ ス ロ 条約（ ダ ン ピン グ 禁 止条 約 ）に 始ま り 、197 4
年 の パ リ 条約 で 陸 上 の海 洋 汚 染源 と 海 洋 産業 に ま で対 象 を 拡 大し た 。こ

の二 つ の 条約 は 、19 92 年 に オス パ ー ル 条約 と し て 統 一 、更 新、拡 張さ れ

た。1 998 年 には 、生 物多 様 性 と生 態 系 に 関す る 新 しい 附 属 書 が採 択 さ れ、

海 洋 に 悪 影響 を 及 ぼ す可 能 性 のあ る 人 間 活動 に よ る汚 染 で は ない も のも

対 象 と な った 。現在 、ベ ル ギ ー、デ ンマ ーク 、フ ィン ラ ンド 、フ ラ ン ス、

ド イ ツ 、 アイ ス ラ ン ド、 ア イ ルラ ン ド 、 ルク セ ン ブル グ 、 オ ラン ダ 、ノ

ル ウ ェ ー 、ポ ル ト ガ ル、 ス ペ イン 、 ス ウ ェー デ ン 、ス イ ス 、 イギ リ スの

15 か 国 が加 盟 し て い る 7 0。  
O S PA R にお い て有 害物 質 と は、難 分解 性、生 物蓄 積 性、毒 性を 有 す る

物質 （ P B T 物 質）、 又は P B T 物 質 と 同 等 の 懸 念 を与 え る 物 質と 定 義 され

てい る 。 2002 年 、O S PA R は「懸 念 可 能 性化 学 物 質リ ス ト（ L S P C）」を制

定し 、「優 先 取 組化 学物 質 リ スト （ L C PA）」 を改 訂 し た（ 図 2 . 2 . 2 .1 0 -4）

 
6 7  U S  E PA ,  A s s e s s i n g  a n d  M a n a g i n g  C h e m i c a l s  u n d e r  T S C A ,  F a c t  S h e e t :  

N o n y l p h e n o l s  a n d  N o n y l p h e n o l  E t h o x y l a t e s ,  h t t p s : / / w w w. e p a . g o v / a s s e s s i n g - a n d -
m a n a g i n g - c h e m i c a l s - u n d e r - t s c a / f a c t - s h e e t - n o n y l p h e n o l s - a n d - n o n y l p h e n o l -
e t h o x y l a t e s  

6 8  U . S .  G o v e r n m e n t  I n f o r m a t i o n  ( 2 0 1 8 )  F e d e r a l  R e g i s t e r  /  Vo l .  8 3 ,  N o .  1 1 3  /  
Tu e s d a y,  J u n e  1 2 ,  2 0 1 8  /  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s ,  
h t t p s : / / w w w. g o v i n f o . g o v / c o n t e n t / p k g / F R - 2 0 1 8 - 0 6 - 1 2 / p d f / 2 0 1 8 - 1 2 6 2 8 . p d f  

6 9  C h e m i c a l  &  E n g i n e e r i n g  N e w s ,  R e p o r t i n g  r e q u i r e d  f o r  U . S .  r e l e a s e s  o f  1 3  
n o n y l p h e n o l  e t h o x y l a t e s ,  h t t p s : / / c e n . a c s . o r g / p o l i c y / c h e m i c a l R e g u l a t i o n / R e p o r t i n g -
r e q u i r e d - U S - r e l e a s e s - 1 3 / 9 6 / w e b / 2 0 1 8 / 0 6  

7 0  O S PA R  c o m m i s s i o n ,  A b o u t  O S PA R ,  h t t p s : / / w w w. o s p a r. o r g / a b o u t  
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7 1。戦 略の 下 で 対処 す る必 要 の ある 有 害 物 質を 選 定 し 、O S PA R の活 動 に

お い て 優 先的 に 取 り 組む べ き 物質 を 特 定 する こ と を目 的 と し てい る 。選

定 と 優 先 順位 付 け は 、 P B T 特 性 に 関す る O S PA R の カッ ト オフ 値 を 用い

て 、 物 質 の本 質 的 な 特性 に 関 する 情 報 に 基づ い て 行わ れ た 7 2。 N P 及 び

N P E は L S P C の S ec t io n  A に 収載 さ れ て いる 。 O S PA R では 、有 害 な 合 成

化 学 物 質 はゼ ロ に 近 い濃 度 を 達成 す る こ とを 究 極 の目 的 と し てい る 。 目

的 を 達 成 する た め の 戦略 を 策 定し 、 海 洋 環境 に 到 達す る 可 能 性の あ る有

害 物 質 の 排出 等 の 停 止に 向 け てあ ら ゆ る 努力 を 行 うと し て い る 7 3。  
欧 州 共 同 体に お け る 化学 物 質 分野 の 発 展 、特 に 水 枠組 み 指 令 のウ ォッ

チ リ ス ト や 、化学 物 質の 登 録・評 価・認 可に 関 す る規 制（ R E A C H）、ス ト

ッ ク ホ ル ム議 定 書（ 国連 ）、国際 海 事 機 関を 含 む その 他 の 国 際協 定 を 考慮

して 、O S PA R は 二 つ のリ ス ト（ L C PA と L S P C）を フ ィ ルタ リ ング し て 合

理 化 す る ため の 全 面 的な 見 直 しを 行 っ て い る 。 リ スト は 大 幅 に改 訂 され

る 見 通 し であ り 、 2 0 21～ 20 22 年 に 公 表 され る 予 定と な っ て いる 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 . 2 . 2 .1 0 - 4 O S PA R によ る 化学 物 質 リ スト の 作 成フ ロ ー  

* :  D Y N A M E C  ( D y n a m i c  S e l e c t i o n  a n d  P r i o r i t i s a t i o n  M e c h a n i s m  f o r  
H a z a r d o u s  S u b s t a n c e s )   

 
7 1  O S PA R  c o m m i s s i o n ,  C h e m i c a l s  o v e r v i e w,  h t t p s : / / w w w. o s p a r . o r g / w o r k -

a r e a s / h a s e c / h a z a r d o u s - s u b s t a n c e s / o v e r v i e w  
7 2  O S PA R  c o m m i s s i o n  ( 2 0 0 2 )  D y n a m i c  S e l e c t i o n  a n d  P r i o r i t i s a t i o n  M e c h a n i s m  f o r  

H a z a r d o u s  S u b s t a n c e s  ( D Y N A M E C ) ,  h t t p s : / / w w w. o s p a r. o r g / d o c u m e n t s ? v = 6 9 4 2  
7 3  O S PA R  c o m m i s s i o n ,  S u b s t a n c e s  o f  p o s s i b l e  c o n c e r n ,  h t t p s : / / w w w. o s p a r. o r g / w o r k -

a r e a s / h a s e c / h a z a r d o u s - s u b s t a n c e s / p o s s i b l e - c o n c e r n  

工業化学物質

OSPARによる初期選定
約400物質を懸念可能性物質暫定リストに収載

DYNAMEC*

優先取組化学物質リスト
(LCPA)

Type A: 背景文書が作成されている、
又は作成中の開放系で使用
される化学物質

Type B: 閉鎖系システム中の中間体
Type C: 近年、製造又は使用されて

いない物質

懸念可能性化学物質リスト
(LSPC)

LSPCスクリーニング
Section A: 注意喚起・情報収集を行う

化学物質
Section B: ECのイニシアティブや他の

国際的なフォーラムで適切
に対処されている物質

Section C: 近年、製造又は使用されて
いない、あるいは閉鎖系
システムのみで使用される
物質

Section D: 有害化学物質ではない可能
性がある物質

選択解除物質リスト
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（ ４ ） ロ ッテ ル ダ ム 条約 に よ る規 制 に 向 けた 動 向  

ロ ッ テ ル ダム 条 約 は 、正 式名 称 を、「 国 際 貿易 の 対 象と な る 特 定の 有害

な 化 学 物 質及 び 駆 除 剤に つ い ての 事 前 の かつ 情 報 に基 づ く 同 意の 手 続に

関 す る ロ ッテ ル ダ ム 条約 」と いい 、事 前 通報・同 意 手 続（ P r i o r  In fo r me d  
C ons en t）の 頭 文 字 をと り 、 P IC 条 約 と 呼ば れ る。条 約 事務 局は 、条約 の

附属 書 I I I に掲 載 さ れた 化 学 物質 に 関 す る輸 入 国 側の 輸 入 条 件（ 許 可又

は 条 件 付 許可 、 輸 入 不可 ） を すべ て の 締 約国 に 回 付し 、 こ れ に基 づ き輸

出 国 は 輸 入国 の 当 該 化学 物 質 の輸 入 意 思 を確 認 し た上 で 輸 出 を行 う 。ま

た 、 各 締 約国 が 独 自 に禁 止 又 は厳 し く 制 限し た 化 学物 質 を 輸 出す る 際に

は 、 事 前 に輸 入 国 へ 当該 化 学 物質 の 有 害 性情 報 等 を通 報 す る 7 4。  
P IC 条 約 の第 ５ 条 に 「禁 止 又 は厳 し く 制 限さ れ た 化学 物 質 に 関す る手

続 」 が 、 附属 書 I に 「第 ５ 条 の規 定 に よ る届 出 の ため の 情 報 要件 」 が、

附属 書 I I に「 禁 止 又は 厳 し く制 限 さ れ た化 学 物 質を 附 属 書 I I I に 記載 す

る た め の 基準 」が 、附属 書 I I I に「事 前 通報・同 意 手続 の 対 象と な る 化学

物 質 の リ スト 」 が 記 載さ れ て いる 。 P IC 条約 で は 、少 な く と も二 つ の事

前 情 報 提 供同 意 地 域 から の 届 出が 、条 約 の附 属 書 I I に定 め ら れた 基 準を

満 た す と 結論 付 け た 場合 、 以 下が 実 施 さ れる 7 5。  

  当 該 化 学 物 質 を 事 前 情 報 提 供 同 意 手 続 の 対 象 と し 、 そ れ に 応 じ て

条約 の 附 属書 I I I に 記載 す る こと を 締 約 国会 議 に 勧告 す る  

  当 該 化 学 物 質 に 関 す る 決 定 ガ イ ダ ン ス 文 書 の 草 案 作 成 の た め の 作

業計 画 に 合意 す る  

2019 年 に開 催 さ れ た第 15 回 化 学 物質 検討 委 員 会（ P IC C R C 15）にお い

て 、 附 属 書 I の 要 件 を満 た す N P 及び N P E の 通 知が 、 南ア フリ カ 、 E U、

ス イ ス か ら提 出 さ れ たこ と を 受け て 、附 属書 I I に 定 めら れ た 基準 を 満た

し て い る か検 討 さ れ た。結 果 とし て 、南 アフ リ カ の通 知 が 附 属書 I I の基

準 を 満 た して お ら ず 、一 つ の 事前 情 報 提 供同 意 地 域（ 欧 州 、 スイ ス ）か

ら の 通 知 のみ が 附 属 書 I I の基 準 を 満た して い る こと に な り 、附 属 書 I I I
へ の 追 加 に向 け た 措 置を 取 ら ない こ と が 同意 さ れ てい る 7 6。  
 

 
7 4  経 済 産 業 省 ,  P I C 条 約 ,  

h t t p s : / / w w w. m e t i . g o . j p / p o l i c y / c h e m i c a l _ m a n a g e m e n t / i n t / p i c . h t m l  
7 5  U n i t e d  N a t i o n s ,  U N E P,  FA O  ( 2 0 1 9 )  R o t t e r d a m  C o n v e n t i o n  o n  t h e  P r i o r  I n f o r m e d  

C o n s e n t  P r o c e d u r e  f o r  C e r t a i n  H a z a r d o u s  C h e m i c a l s  a n d  P e s t i c i d e s  i n  
I n t e r n a t i o n a l  T r a d e ,  C h e m i c a l  R e v i e w  C o m m i t t e e ,  F i f t e e n t h  m e e t i n g  R o m e ,  8 – 1 0  
O c t o b e r  2 0 1 9 ,  I t e m  5  ( c )  ( i i i )  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  a g e n d a ,  Te c h n i c a l  w o r k :  r e v i e w  o f  
n o t i f i c a t i o n s  o f  f i n a l  r e g u l a t o r y  a c t i o n :  n o n y l p h e n o l s  a n d  n o n y l p h e n o l  
e t h o x y l a t e s ,  
h t t p : / / w w w. p i c . i n t / T h e C o n v e n t i o n / C h e m i c a l R e v i e w C o m m i t t e e / M e e t i n g s / C R C 1 5 / O v
e r v i e w / t a b i d / 8 0 3 4 / l a n g u a g e / e n - U S / D e f a u l t . a s p x  

7 6  U n i t e d  N a t i o n s ,  U N E P,  FA O  ( 2 0 1 9 )  R o t t e r d a m  C o n v e n t i o n  o n  t h e  P r i o r  I n f o r m e d  
C o n s e n t  P r o c e d u r e  f o r  C e r t a i n  H a z a r d o u s  C h e m i c a l s  a n d  P e s t i c i d e s  i n  
I n t e r n a t i o n a l  T r a d e ,  C h e m i c a l  R e v i e w  C o m m i t t e e ,  F i f t e e n t h  m e e t i n g  R o m e ,  8 – 1 0  
O c t o b e r  2 0 1 9 ,  R e p o r t  o f  t h e  C h e m i c a l  R e v i e w  C o m m i t t e e  o n  t h e  w o r k  o f  i t s  
f i f t e e n t h  m e e t i n g ,  
h t t p : / / w w w. p i c . i n t / T h e C o n v e n t i o n / C h e m i c a l R e v i e w C o m m i t t e e / M e e t i n g s / C R C 1 5 / O v
e r v i e w / t a b i d / 8 0 3 4 / l a n g u a g e / e n - U S / D e f a u l t . a s p x  
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2.2 .3 ジ ク ロロ メ タ ン 及 び トルエンの排出実態の調査  

2 .2 .3 .1 ジ ク ロ ロ メ タ ン の排出実態の調査  

ジ ク ロ ロ メタ ン は、2011 年に 優 先 評価 化 学物 質 に 指定 さ れ（ 優先 評 価

化 学 物 質 通し 番 号 #７）、 2 017 年 １月 3 1 日 の ３ 省 （ 厚生 労 働省 、 経 済産

業 省 、環 境 省）合 同 審議 会 に おい て 人 健 康影 響 に 係る リ ス ク 評価（ 一 次）

評価 I I が 行 われ た 結 果 、現在 得 られ る 情 報・知見 の 範囲 で は 、現 状の 取

扱 い 及 び 排出 の 状 況 が継 続 し ても 、 広 範 な地 域 で の環 境 の 汚 染に よ り人

の 健 康 に 係る 被 害 を 生ず る 恐 れ が あ る と は認 め ら れな い と 考 えら れ るこ

と か ら 、 2 017 年 ３ 月 30 日 に 優先 評 価 化学 物 質 の指 定 の 取 消し が 行 われ

た 。そ の 際 、今後 の 対応 と し て、「 P RT R 排出 量 を 注視 し て い く 」など と

さ れ た 。  
202 0 年 11 月 1 3 日 ～ 1 2 月 11 日 の３ 省 合同 審 議 会（ 書 面 審 議） に お い

て 、通 常の 方 法 でジ クロ ロ メ タン の ス ク リー ニ ン グ評 価 を 行 った と こ ろ、

優 先 度 判 定が「 高」とな っ た こと か ら、リス ク 評 価（ 一 次）評価 I I の 際

に 示 さ れ た今 後 の 対 応に 基 づ いて 詳 細 な 暴露 評 価 を実 施 し た 。2014 年度

以降 の P RT R 届 出 情 報を 用 い たリ ス ク 推 計の 結 果 、リ ス ク 懸 念地 点 が増

加 傾 向 に ある こ と が 確認 さ れ たこ と か ら 、こ の 原 因と な っ た 事業 所 に対

し て 、 排 出抑 制 等 の 自主 的 取 組を 促 す こ とと さ れ た。 ま た 、 排出 量 が増

加 傾 向 に あり 、 今 後 懸念 地 点 算出 に 大 き く か か わ るこ と に な ると 考 えら

れ る 事 業 所に も 同 じ く排 出 抑 制等 の 自 主 的取 組 を 促す こ と と なっ た 。そ

こ で 、 い ずれ の 条 件 にも 該 当 する １ つ の 事業 所 に 対し て 、 現 状の 排 出実

態 の 調 査 を実 施 し た 。調 査 は 、事 前 に 当 該事 業 所 の担 当 者 に 電話 で ヒア

リ ン グ 内 容の 概 要 に つい て 説 明し た 後 、 電子 メ ー ルに て ア ン ケー ト 調査

票 を 送 付 して 実 施 し た。  
 
2 .2 .3 .2 ト ル エ ン の排 出 実 態の調査  

ト ル エ ン（ 優 先評 価 物質 通 し 番号 # 4 6）は、人健 康 に 関す る 有害 性 評 価

に 関 し て 201 0 年 に 実施 さ れ たス ク リ ー ニン グ 評 価に お い て 、人 健 康影

響 の 有 害 性ク ラ ス 「 ２ 」、  暴 露ク ラ ス 「 １ 」 と 評 価さ れ た こ とか ら 、優

先度「 高」と 判 定さ れ、 2011 年 ４月 １ 日 に優 先 評 価化 学 物 質 に指 定 さ れ

た。そ の 後、20 18 年 ３月 22 日 に 実 施さ れた リ ス ク評 価（ 一 次）評 価 I  の
優 先 順 位 付け の 結 果 を踏 ま え 、詳 細 な リ スク 評 価 とし て リ ス ク評 価 （一

次 ） 評 価 I I を実 施 す るこ と と なっ た 。  
そ れ に 先 立ち 、20 21 年９ 月 に 実施 さ れ る 人健 康 影 響に 関 す る 有害 性評

価 書 の 審 議 に お い て 、 事 務 局 案 と し て 吸 入 毒 性 の 有 害 性 評 価 値 0 .08  
mg / m 3 を 提 示す る に 当 たり 、 P R A S -N IT E で リ ス ク 推計 を 行 っ たと こ ろ、

201 7 年 度 の P RT R 届 出量 に 基 づき ３ つ の 事業 所 が リス ク 懸 念 とな る こと

が 判 明 し た。 そ こ で 、有 害 性 評価 書 の 審 議後 の 円 滑な リ ス ク 評価 書 の審

議 の た め、当 該 事業 所に 対 し て現 状 の 排 出実 態 に つい て 調 査 を実 施 し た。

調 査 は 、 事前 に 当 該 事業 所 の 担当 者 に 電 話で ヒ ア リン グ 内 容 の概 要 につ

い て 説 明 した 後 、電 子メ ー ル 又は FA X にて ア ン ケー ト 調 査 票を 送 付 して

実 施 し た 。  
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2 .2 .3 .3 リ ス ク 評 価 の 不 確 実性の低減に向けた提案  

（１ ） 化 学物 質 の 推 計排 出 量 及び 環 境 排 出量 に お ける 不 確 実 性  

化 審 法 の スク リ ー ニ ング 評 価 ・リ ス ク 評 価で は 、 化審 法 の 届 出情 報 に

基 づ く 環 境へ の 推 計 排出 量 や 化管 法 に 基 づ く P RT R 届出 排 出 量等 の 情報

を 利 用 し てい る 。  

化 審 法 に おけ る 推 計 排出 量 は 、製 造 ・ 輸 入数 量 あ るい は 出 荷 数量 に関

す る 情 報 を基 本 と し て、 用 途 情報 及 び そ れに 基 づ くラ イ フ サ イク ル ステ

ー ジ （ 製 造、 調 合 、 工業 的 使 用、 家 庭 用 ・業 務 用 での 使 用 ） に基 づ き設

定 さ れ た 排出 係 数 を 適用 し 、 大気 及 び 水 域へ の 排 出量 を 算 出 して い る。

また 、P RT R 情報 が ある 場 合 には 、仮 想 的排 出 源 ごと の 推 計 排出 量 よ り実

態 を 反 映 して い る と して 、 事 業者 か ら 届 け 出 ら れ た排 出 量 を 適用 す るこ

と が 多 い 。  
排 出 量 推 計に お け る 不確 実 性 とし て は 、 ① 製 造 ・ 輸入 数 量 等 の 届 出情

報の 正 確 性 、 ② 適 用 した 排 出 係数 の 適 合 性、 ③ 用 途 及 び 使 用 量 に 関 する

情 報 量 な どが 想 定 さ れる （ 表 2 . 2 . 3 . 3 - 1）。  
一方 、 化 管法 に お け る環 境 排 出量 は 、 化 管 法 に 基 づき 事 業 者 から 届出

さ れ た 特 定化 学 物 質 の排 出 量 を基 本 と し て、 水 域 ・大 気 ・ 土 壌へ の 排出

量 を 算 出 して い る 。 届出 さ れ た排 出 量 は 、 ① 物 質 収支 、 ② 実 測、 ③ 排出

係数 、 ④ 物性 値 を 用 いて 算 出 され る 。  
また 、 す そ切 り 以 下 事業 者 を 含む 届 出 対 象外 業 種 から の 排 出 量は 、事

業 者 に 対 する ア ン ケ ート 調 査 に基 づ き 用 途に 応 じ た 2 3 種 の 推計 対 象を

設 定 し 算 出し て い る が、 届 出 外業 種 か ら の排 出 量 推計 方 法 は 確定 し てお

ら ず 、 そ の時 点 で 得 られ た 一 定の 信 頼 性 が期 待 さ れる 情 報 の 範囲 内 で推

計 さ れ て おり 、 推 計 方法 に 不 確実 性 が あ るこ と が 許容 さ れ て いる 。  
P RT R 情 報 に は 、 農 薬 や 医 薬 品 な ど の 化 審 法 の 対 象 外 の 排 出 量 も 含 ま

れ て お り 、届 出 対 象 業種 か ら の排 出 量 に つい て は 、用 途 別 の 算出 で はな

い た め 、 特定 の 化 学 物質 に 関 する 総 排 出 量と し て 届出 さ れ る 。  
環 境 排 出 量 の 算 出 に お け る 不 確 実 性 と し て は 、 ① 届 出 情 報 の 正 確 性

（ 実 測 あ るい は、物 質収 支 ）、②化 審 法 対象 外 か らの 排 出 量 、③ 発 生源 に

関 す る 情 報 、 ④ 事 業 者か ら の アン ケ ー ト の 情 報 量 など が 想 定 され る （ 表

2 .2 .3 .3 -1）。  
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表 2 . 2 . 3 . 3 - 1 推 計 排 出量 及 び 環境 排 出 量 につ い て 想定 さ れ る 不確 実性

要因  

排 出 量 の 情 報 源  不 確 実 性 要 因  

（ 推 計 排 出 量 ）  
化 審 法 届 出 製 造 ・ 出 荷 数 量   

・ 届 出 情 報  
・ 排 出 係 数 の 適 合 性  
・ 用 途 及 び 使 用 量 情 報  

（ 環 境 排 出 量 ）  
化 管 法 届 出 排 出 量   

・ 届 出 情 報  
・ 化 審 法 対 象 外 か ら の 排 出 量  
・ 発 生 源 情 報  
・ 事 業 者 ア ン ケ ー ト 情 報  

 

 

（ ２ ） リ スク 評 価 の 不確 実 性 の低 減 に 向 けた 提 案  

化 審 法 に 基づ く 推 計 排出 量 及 び化 管 法 に 基づ く 環 境排 出 量 は 、い ずれ

も 暴 露 評 価に 必 須 で あり 、 リ スク 評 価 の 結果 に 影 響す る 情 報 であ る 。こ

の た め 、 リ ス ク評 価 の 過程 に お い て提 供 さ れた 情 報 に 懸念 （ P R A S - N IT E
で P E C /P N E C＞ 1 と なる 等 ）が 示唆 さ れ た場 合 に は、（ １ ） に基 づ き 、懸

念 さ れ た 事 項 に つ い て 、 P RT R 情 報 適 用 の 有 無 に よ り 不 確 実 性 の 要 因 を

各 々 抽 出 し、 提 供 さ れた 情 報 に起 因 す る 場合 は 、 届出 事 業 者 を対 象 とし

て 、 化 学 物質 の 取 扱 い 実 態 や 環境 へ の 排 出実 態 の 聞き 取 り 、 届出 情 報の

再 確 認 （ 用途 、 算 出 方法 な ど ）を 行 い 、 より 正 確 な情 報 を 収 集・ 整 理す

る必 要 が ある 。  
化 審 法 で は、 用 途 に 応じ て 排 出係 数 が 水 溶解 度 と 蒸気 圧 か ら 設定 さ れ、

そ れ に 基 づき 推 定 排 出量 が 算 定さ れ て い るが 、化管 法 に おけ る排 出 量 は、

事 業 者 に よる 物 性 情 報の 収 集 が難 し い こ とか ら 、 材料 の 入 荷 量と 製 品へ

の 使 用 量 の差 、 す な わち 物 質 収支 に 基 づ く届 出 が 多い と 推 測 され 、 用途

の よ う な 使用 過 程 は 反映 さ れ てい な い と 考え ら れ る。  
今 回 実 施 した 化 管 法 に関 す る 調査 で は 、 調査 し た すべ て の 事 業者 が物

質 収 支 に 基づ き 排 出 量の 算 出 をし て お り 、 実 測 値 に基 づ く 排 出量 の 算出

を 計 画 し てい る 事 業 者 は 少 な かっ た 。 物 質収 支 に 基づ く 方 法 は、 簡 便で

あ る が 精 度が や や 低 いと さ れ てお り 、 よ り精 緻 な 排出 量 を 得 るた め 、実

測 に 基 づ く算 出 が 求 め ら れ て いる 。  
一 方 、 事 業者 側 は 、 排出 量 を 精緻 化 す る 重要 性 を 理解 で き て いな い場

合 や 、 排 出削 減 に 向 けた 自 主 的取 組 に 限 界を 感 じ 、 取 組 を 諦 める 場 合が

多 々 あ る と思 わ れ る 。  
し た が っ て、 実 際 の 取扱 い ・ 排出 実 態 を 十分 に 反 映さ せ た P RT R 届出

排 出 量 等 の情 報 を 得 るた め に は、 事 業 者 に向 け た 種々 の サ ポ ート が 必要

で あ る と 考え る 。  
具 体 的 に は、 ① 教 育 的サ ポ ー ト、 ② 技 術 的サ ポ ー ト、 ③ 財 政 的サ ポー

トか ら な る 外 部 か ら のサ ポ ー トと 、 届 出 情報 に 基 づく 継 続 的 監視 や 、排

出 量 予 測 から 特 定 さ れた 事 業 所 へ の ヒ ア リン グ に よる 注 意 喚 起 が 考 えら

れる 。  
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外 部 か ら のサ ポ ー ト は、 排 出 削減 に 向 け た企 業 努 力を 支 援 す るこ とに

つ な が る と考 え る 。 例え ば 、 現状 に お い て使 用 し てい る 簡 便 な方 法 （物

質 収 支 な ど） か ら よ り精 緻 な 方法 に 転 換 する こ と は、 事 業 所 側に と って

様 々 な 事 情に よ り 、 容易 で は ない 。  
そ の 実 現 のた め 、 セ ミナ ー 等 を通 じ た 情 報発 信 に よる 実 測 デ ータ の 取

得の 重 要 性に 関 す る 啓蒙 活 動 や、 事 業 形 態や 規 模 に合 わ せ た 排出 削 減の

た め の 個 別の コ ン サ ルテ ィ ン グ、 導 入 済 みの 他 社 の事 例 の 公 表な ど の教

育 的 サ ポ ート 、 排 出 量の 実 測 に向 け た 具 体的 な 手 法の 提 案 な どの 技 術的

サ ポ ー ト や、 技 術 導 入に 向 け て必 要 な 費 用の 補 助 など の 財 政 的サ ポ ート

が 必 要 と され て い る 。  
また 、P RT R 届出 排 出量 に 基 づく 継 続 的 排出 実 態 の監 視 や、その 後 の 排

出 量 予 測 から 特 定 さ れた 高 懸 念リ ス ク の 事業 所 へ のヒ ア リ ン グは 、 事業

者 側 が 問 題意 識 を 持 ち、 排 出 削減 に つ い て考 え る 良い 機 会 と なっ て いる

と 考 え る 。  
現 状 に お いて 、 す で に多 く の サポ ー ト が 実施 さ れ てい る が 、 事業 者意

識 の 向 上 まで に は 至 って い な いと 思 わ れ る。 国 内 の多 く の 企 業は 中 小企

業 で あ り 、個 々 の 単 位で 自 主 的に 情 報 を 収集 し 、 排出 量 を よ り精 緻 に求

め る 方 法 を検 討 す る こと は 実 質的 に 厳 し い現 状 に ある 。 ま た 、行 政 側が

個 々 の 事 業所 ま で 排 出実 態 を 把握 し 指 導 する こ と は不 可 能 で ある 。 この

た め 個 々 に代 わ り 、 類似 し た 業種 の 事 業 者か ら な る業 界 団 体 への 行 政か

ら の 働 き 掛け も 、 同 業種 内 に 排出 削 減 の 動き を 浸 透さ せ る 上 で重 要 な活

動 に な る と考 え る 。  
こ れ ら 様 々な 活 動 が 有機 的 に 絡む こ と に より 、 事 業者 側 の 意 識が 変わ

り 、 排 出 削減 に 向 け た動 き や 、よ り 精 緻 な排 出 量 を算 出 す る 動き が 広が

っ て い く こと が 期 待 され る 。 化学 物 質 の 適切 な 管 理が も た ら す安 全 安心

な 社 会 の 実現 の た め にも 、 た ゆま ぬ 努 力 が望 ま れ る。  
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2.3 UVCB 物 質 の 構 造 ・ 組 成等に関する評価単位等の検討  

2 .3 .1 は じ めに  

U V C B 物質の 評 価 単 位を 設 定 する こ と な どを 目 的 に 、20 18 年 に化 審法

施 行 規 則 が改 正 さ れ 、2019 年 度 の 一 般 化 学物 質 及 び優 先 評 価 化学 物 質の

製 造 数 量 等の 届 出 か ら、 必 要 に応 じ て 届 出対 象 物 質に 関 し て の構 造 ・組

成 に つ い て参 考 と な る事 項 を 記載 し た 書 類（ 以 下 、添 付 書 類 とい う ）を

添 付 す る こと と な っ た。  
本 年 度 は 、ま ず 、 本 年度 の 添 付書 類 の 対 象と な っ た一 般 化 学 物質 2 物

質（ 官 報 整 理 番号 5 - 3641：ア ル キ ル（Ｃ ＝ １ ～ ２ ５ ）グル コ シド 、官 報

整理 番 号 5 -63 37：ア ルキ ル（Ｃ ＝ ８ ～１ ８）－ Ｄ－ グ ル コピ ラノ シ ド 及

び ア ル キ ル（ Ｃ ＝ ８ ～１ ８ ） －モ ノ （ ジ 、ト リ 又 はテ ト ラ ） －Ｄ － グル

コ ピ ラ ノ シル － Ｄ － グル コ ピ ラノ シ ド の 混合 物 ） と優 先 評 価 化学 物 質 １

物 質（ 優 先 通し 番号 222：（ ア ン ヒド ロ（ 又は ジ ア ンヒ ド ロ ）グル シ ト ー

ル と ド デ カ ン 酸 の モ ノ エ ス テ ル ） と α － ヒ ド ロ － ω － ヒ ド ロ キ シ ポ リ

（ オ キ シ エチ レ ン ） のモ ノ （ 又は ポ リ ） エー テ ル ）に つ い て 、事 業 者か

ら の 提 出 内容 を 一 覧 表に 取 り まと め 、 出 荷数 量 や 用途 情 報 を 基 に 水 域へ

の 排 出 量 を算 出 し た 。  
また 、202 0 年 度 の添 付書 類 対 象と な っ て いた 一 般 化学 物 質 １ 物質（ 官

報整 理 番号 7 - 14 1：脂肪 酸（ Ｃ ８～ ２ ４ ）とポ リ オ キシ ア ル キレ ン ア ルキ

ル（ 又 は ア ルケ ニ ル ）（ Ｃ １～ ２ ４ ）エ ーテ ル と のエ ス テ ル ）につ い て評

価 単 位 の 検討 を 行 う と 共 に 、優 先 評 価化 学物 質 3 物 質（ 優 先 通し 番 号 17 8：
飽 和 脂 肪 酸（Ｃ ＝ ８ ～１ ８ 、直 鎖型 ）の カリ ウ ム 塩又 は 不 飽 和脂 肪 酸（ Ｃ

＝ １ ８ 、直 鎖 型 ）の カリ ウ ム 塩 、優先 通 し番 号 1 84：ア ルキ ル（ Ｃ＝ １ ２

～ １ ６ ）（ ベン ジ ル）（ジ メ チル ）アン モ ニウ ム の 塩、優 先通 し番 号 1 89： 

α  － アル キ ル（ Ｃ ＝１ ２ ～ １５ ）－ ω －ヒ ド ロ キシ ポ リ（ オキ シ エ チレ

ン ）（ 数平 均 分 子量 が１ ，０ ０ ０未 満 の もの に 限 る。））に つ いて 、被 験 物

質 の 検 討 等を 行 う た めの 組 成 情報 整 理 を 行っ た 。  
さ ら に 、2 022 年 度の 添付 書 類 対象 の 一 般 化学 物 質 ２ 物 質（ 官 報整 理 番

号 2 -18 4：Ｎ，Ｎ，Ｎ，Ｎ －テ ト ラア ル キル（ 又は ア ルケ ニ ル，ア ルキ ル

又 は ア ル ケニ ル の １ 個以 上 は Ｃ＝ ８ ～ ２ ４で 他 は Ｃ＝ １ ～ ５ ）第 ４ 級ア

ン モ ニ ウ ム塩 、官報 整理 番 号 9 -19 71：脂 肪族 ア ル キル（ 少な く １ 個 は ８

～ ２ ４ ， 他は Ｃ １ ～ ５） 第 ４ 級ア ン モ ニ ウム 塩 （ Ｃ＝ ８ ～ １ ８） － モノ

（ ジ 、 ト リ又 は テ ト ラ） － Ｄ －グ ル コ ピ ラノ シ ル －Ｄ － グ ル コピ ラ ノシ

ド の 混 合 物） と 優 先 評価 化 学 物質 2 物 質 （優 先 通 し番 号 1 71：ア ル カ ノ

ー ル（ Ｃ＝ １ ０ ～１ ６）（Ｃ ＝ １１ ～ １ ４ のい ず れ かを 含 む も のに 限 る 。）、

優 先 通 し 番号 2 23：α－（ ア ル キ ル（ Ｃ ＝１ ０ ～ １６ ））－  ω  －（ ス ル

ホ オ キ シ ）ポ リ ［（ オキ シ エ チレ ン ）（ 又は オ キ シエ チ レ ン ／オ キ シ （メ

チ ル エ チ レン ））］ の オニ ウ ム 塩又 は ナ ト リウ ム 塩 （繰 り 返 し 単位 の 繰り

返 し 数 の 平均 が １ ～ ４の も の に限 る 。）） の計 ４ 物 質に つ い て 、様 式 作成

の 提 案 を 行っ た 。  
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2.3 .2 2021 年 度 添 付 書 類 対象物質の評価単位検討  

本 年 度 の 構造 ・ 組 成 添付 書 類 届出 の 対 象 とな っ て いた 一 般 化 学物 質２

物 質（ 官 報 整 理 番 号 5 -3 64 1：ア ル キ ル（ Ｃ ＝ １ ～ ２５ ）グ ル コシ ド 、官

報整 理 番号 5 - 63 37：アル キ ル（ Ｃ ＝ ８～ １８ ）－Ｄ － グ ルコ ピラ ノ シ ド

及 び ア ル キル （ Ｃ ＝ ８～ １ ８ ）－ モ ノ （ ジ、 ト リ 又は テ ト ラ ）－ Ｄ －グ

ル コ ピ ラ ノシ ル － Ｄ －グ ル コ ピラ ノ シ ド の混 合 物 ）と 優 先 評 価化 学 物質

１ 物 質（ 優 先通 し 番 号 22 2：（ア ン ヒ ドロ（ 又は ジ ア ンヒ ド ロ ）グル シ ト

ー ル と ド デカ ン 酸 の モノ エ ス テル ） と α －ヒ ド ロ －ω － ヒ ド ロキ シ ポリ

（ オ キ シ エチ レ ン ） のモ ノ （ 又は ポ リ ） エー テ ル ）に つ い て 、事 業 者よ

り 提 出 の あっ た 添 付 書類 を 物 質ご と に 取 りま と め 、整 理 し た 。  
3 . 4 . 1 で後 述 する よ うに 、添付 書 類 と届 出書 の 記 載内 容 に 齟 齬が な い こ

と を 確 認 した 後 、 用 途及 び 出 荷数 量 を 元 に「 化 審 法に お け る 優先 評 価化

学 物 質 に 関す る リ ス ク評 価 の 技術 ガ イ ダ ンス 」 7 7に 従 って 、水域 へ の 排

出 量 の 算 出を 行 っ た 。  
ま た 、 対 象の 優 先 評 価化 学 物 質（ 優 先 通 し番 号 22 2） の 物 化 性状 （表

2 .3 .2 -1）及 び 有 害性 情報（表 2 . 3 .2 - 2）の 収集・整理 を 行 った 。既 存 情報

が 得 ら れ なか っ た 場 合は 、 C A S 登 録番 号（ C A S  R N ®）より E P I  S u i t e 7 8を

用 い て 推 計値 を 求 め た。 水 域 への 排 出 量 の算 出 に 当た っ て は 、複 数 の物

化 性 状 値 が得 ら れ た 場合 に は 、最 も 高 い 値を 採 用 して 算 出 を 行っ た 。ま

た 、 実 測 値 及 び 推 計 値の 両 者 の値 が 得 ら れ た 場 合 には 、 実 測 値を 優 先し

て 採 用 し た。 さ ら に 、物 化 性 状値 が 得 ら れな か っ た物 質 に つ いて は 、経

済 産 業 省 及 び N IT E 担当 者 と 相談 し な が ら ほ か の 物質 の 値 を 採用 し 、排

出 量 を 推 計し た 。  
 
※ 物 化 性 状情 報 の 出 典一 覧 ：  
・  E P I  S u i t e  K O WW IN  v 1 .6 8  
・  E P I  S u i t e  WS K O WW I N  v1 .43  
・  E C H A R eg i s t e r e d  su b s t an ce s  
・  P ubC h em  (H S D B )  
・  J -C he ck  

 
※ 有 害 性 情報 の 出 典 一覧 ：  
・  E P I  S u i t e  E C O S A R  v 1 .11  
・  E C H A R eg i s t e r e d  su b s t an ce s  
・  令和 ２ 年 度「 リ ス ク 評価 （ 一 次） 評 価 I に用 い た 生態 影 響 デ ータ」

7 9  
 

7 7  化 審 法 に お け る 優 先 評 価 化 学 物 質 に 関 す る リ ス ク 評 価 の 技 術 ガ イ ダ ン ス
h t t p s : / / w w w. m e t i . g o . j p / p o l i c y / c h e m i c a l _ m a n a g e m e n t / k a s i n h o u / i n f o r m a t i o n / r a _ 1 4 0
6 _ t e c h _ g u i d a n c e . h t m l  

7 8  U S  E PA が 提 供 し て い る 物 理 化 学 的 性 質 及 び 環 境 動 態 の Wi n d o w s 用 予 測 プ ロ グ
ラ ム ,  h t t p s : / / w w w. e p a . g o v / t s c a - s c r e e n i n g - t o o l s / e p i - s u i t e t m - e s t i m a t i o n - p r o g r a m -
i n t e r f a c e  

7 9  令 和 ２ 年 度 リ ス ク 評 価 （ 一 次 ） 評 価 Ⅰ に 用 い た 生 態 影 響 デ ー タ  
h t t p s : / / w w w. m e t i . g o . j p / p o l i c y / c h e m i c a l _ m a n a g e m e n t / k a s i n h o u / f i l e s / i n f o r m a t i o n / r a
/ r a 1 _ 2 1 0 3 3 0 _ 3 2 . p d f  
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表 2 . 3 . 2 - 1 202 0 年 度届 出 対 象添 付 書 類 に記 載 の 物質 に 関 す る物 化 性 状（ 優 先 通 し番 号 2 22）  

 

logP Wat sol MP BP pKa 半減期 分解性
mg/L ℃ ℃

1
脂肪酸（Ｃ８～２４）とポリオキシアルキレンソルビタン
（又はソルビトール又はソルバイド）エーテルとのエステル

- -

2 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル- -

3
ソルビタンのドデカン酸モノエステルのポリ（オキシエチレ
ン）誘導体

9005-64-5
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OC
CO)OCCO)OCCO

1.23 - 3.86
-2.027

< 0.2
110
-64 - 22

> 300
13.84 ,
13.89

4
ソルビタン＝ドデカノアートのポリ（オキシエチレン）誘導
体

9062-73-1 -

5 （ヤシ油脂肪酸とソルビタンのエステル）のエトキシ化物 68154-33-6 - 2.632 1.501

6 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル9005-65-6
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(
C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO

0.704
1.9E-02
0.01999

7 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル9005-66-7
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OC
CO)OCCO)OCCO

-0.063 0.1365

8 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル9005-67-8
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C1C(C(CO1)OCCO)O
CCO)O

3.938
0.919

300
0.01269

39.6 90.4 0

9 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル9005-70-3
COC(=O)C1=C(C=CS1)S(=O)(=O)NCC2=CC3=
C(C=C2)OCO3

20.338 2.72E-19 難分解性

10 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル9005-71-4 - 20.983 6.94E-20

11 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル54392-28-8 -
12 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル61723-83-9 -
13 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル66794-58-9 -
14 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル- -

No. 物質名称 CAS RN SMILES
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表 2 . 3 . 2 - 2  2 020 年 度 届出 対 象 添付 書 類 に 記載 の 物 質に 関 す る 有害 性 情 報（ 優 先 通 し番 号 2 22）  

 

藻類 甲殻類 魚類
藻類

 72h EC50
[mg/L]

藻類
 96h EC50

[mg/L]

ミジンコ急性毒
性 48h EC50

[mg/L]

ミジンコ急性毒
性 48h LC50

[mg/L]

ミジンコ慢性毒
性 NOEC
[mg/L]

ミジンコ繁殖試
験 21d NOEC

[mg/L]

魚類急性毒性
EC50

[mg/L]

魚類急性毒性
24h LC50
[mg/L]

魚類急性毒性
96h LC50
[mg/L]

魚類慢性毒性
14d NOEC

[mg/L]

1
脂肪酸（Ｃ８～２４）とポリオキシアルキレンソルビタン（又はソル
ビトール又はソルバイド）エーテルとのエステル

- -

2 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル - -

3
ソルビタンのドデカン酸モノエステルのポリ（オキシエチレン）誘導
体

9005-64-5
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OC
CO)OCCO)OCCO

78056.250 * 96899.742 * 10 42 30286.455 *

4 ソルビタン＝ドデカノアートのポリ（オキシエチレン）誘導体 9062-73-1 -

5 （ヤシ油脂肪酸とソルビタンのエステル）のエトキシ化物 68154-33-6 - 24.248 * 62.968 * 32.410 *

6 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル 9005-65-6
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(
C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO

1038.121 * 1986.537 * 831.844 *

7 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル 9005-66-7
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OC
CO)OCCO)OCCO

3485.336 * 5906.229 * 2278.142 *

8 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル 9005-67-8
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C1C(C(CO1)OCCO)O
CCO)O

150  735.701 * 19 1456.606 * 0.55 260 624.144 * 5

9 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル 9005-70-3
COC(=O)C1=C(C=CS1)S(=O)(=O)NCC2=CC3=
C(C=C2)OCO3

2.09E-011 * 8.97E-010 * 3.08E-009 *

10 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル 9005-71-4 - 7.44E-012 * 3.54E-010 * 1.3E-009 *

11 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル 54392-28-8 -
12 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル 61723-83-9 -
13 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル 66794-58-9 -
14 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エスエル - -

No. 物質名称 CAS RN SMILES
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2.3 .3 2020 年 度 添 付 書 類 対象物質の評価単位検討と被験物質検討等

の た め の 資料 取 り ま とめ  

2020 年 度に 事 業 者 より 提 出 のあ っ た 一 般化 学 物 質 １ 物 質（ 官報 整 理 番

号 7 -14 1：脂 肪酸（ Ｃ８ ～ ２ ４）と ポ リ オキ シ ア ルキ レ ン ア ルキ ル（ 又は

ア ル ケ ニ ル）（ Ｃ １ ～２ ４ ）エ ー テル と のエ ス テ ル）につ い て評 価 単 位の

検 討 を 行 った 。  
ま た 、 優 先評 価 化 学 物質 3 物 質 （ 優先 通 し番 号 1 78： 飽和 脂 肪酸 （ Ｃ

＝ ８ ～ １ ８、 直 鎖 型 ）の カ リ ウム 塩 又 は 不飽 和 脂 肪酸 （ Ｃ ＝ １８ 、 直鎖

型 ）の カ リ ウ ム塩 、優先 通 し 番号 1 84：アル キ ル（ Ｃ ＝１ ２ ～１ ６ ）（ ベ

ン ジ ル ）（ ジ メ チル ）アン モ ニ ウム の 塩 、優先 通 し 番号 1 89：α－ ア ル キ

ル（ Ｃ ＝ １ ２～ １ ５ ）－ ω － ヒ ドロ キ シ ポリ（ オ キ シエ チ レ ン）（ 数平 均

分 子 量 が １， ０ ０ ０ 未満 の も のに 限 る。））に つ い て、 被 験 物 質の 検 討等

を 行 う た めの 組 成 情 報整 理 を 行っ た 。  
 
官 報 整 理 番号 7 - 141  
名 称：脂 肪 酸（ Ｃ ８ ～ ２ ４ ）と ポリ オ キ シア ル キ レン ア ル キ ル（又 はア

ルケ ニ ル）（ Ｃ １ ～ ２４ ） エ ーテ ル と の エス テ ル ）  
構 造 式 ：  

 
 

優先 通 し 番号 1 78  
名 称 ： 飽 和脂 肪 酸 （ Ｃ ＝ ８ ～ １８ 、 直 鎖 型） の カ リウ ム 塩 又 は不 飽和

脂肪 酸 （ Ｃ ＝ １ ８ 、 直鎖 型 ） のカ リ ウ ム 塩  
構 造 式 ： R -N -［ (C m H 2 m O ) n -H］ 2  

R＝ア ル キ ル基（ Ｃ ＝ ６～ ２ ８ ）又は ア ル ケニ ル 基（ Ｃ ＝ ６ ～ ２８ ）  
 
 
優先 通 し 番号 1 84  
名称 ： ア ルキ ル （ Ｃ ＝１ ２ ～ １６ ）（ベ ンジ ル ）（ ジ メ チル ）ア ン モ ニ

ウム の 塩  
構 造 式 ：  

 

 

R1＝7～23  R2＝1～24  n＝1～100 

  

n＝11～15  

※塩酸塩の場合  
  



 

85 

優 先 通 し 番号 1 89  
名称 ：  α － ア ルキ ル（ Ｃ ＝ １２ ～ １ ５ ）－ ω  － ヒ ド ロキ シポ リ （ オ

キシ エ チ レン ）（数 平均 分 子 量が １ ， ０ ００ 未 満 のも の に 限 る。）  
 
構 造 式 ：  

 
 

 
2 .3 .4 2022 年 度 添 付 書 類 様式の提案  

次 年 度 の 添 付 書 類 対 象 の 一 般 化 学 物 質 ２ 物 質 （ 官 報 整 理 番 号 2 - 184：
Ｎ ， Ｎ ， Ｎ， Ｎ － テ トラ ア ル キル （ 又 は アル ケ ニ ル， ア ル キ ル又 は アル

ケ ニ ル の １ 個 以 上 は Ｃ＝ ８ ～ ２４ で 他 は Ｃ＝ １ ～ ５） 第 ４ 級 アン モ ニウ

ム塩 、官報 整 理 番号 9 -1 97 1：脂 肪族 ア ル キル（ 少な く １ 個は Ｃ８ ～ ２ ４，

他は Ｃ １ ～５ ） 第 ４ 級ア ン モ ニウ ム 塩 （ Ｃ＝ ８ ～ １８ ） － モ ノ（ ジ 、ト

リ 又 は テ トラ ） － Ｄ －グ ル コ ピラ ノ シ ル － Ｄ － グ ルコ ピ ラ ノ シド の 混合

物 ）及 び 優 先評 価 化 学物 質 2 物質（ 優 先 通し 番 号 17 1：ア ル カノ ー ル（ Ｃ

＝ １ ０ ～ １６ ）（ Ｃ ＝１ １ ～ １４ の い ず れか を 含 むも の に 限 る。）、優 先通

し番 号 2 23：α －（ アル キ ル（ Ｃ＝ １ ０ ～１ ６ ））－ ω －（ ス ルホ オ キ シ）

ポ リ ［（オ キ シ エチ レン ）（又 は オ キシ エチ レ ン ／オ キ シ （ メチ ル エ チレ

ン ））］ の オニ ウ ム 塩 又は ナ ト リウ ム 塩 （ 繰り 返 し 単位 の 繰 り 返し 数 の平

均 が １ ～ ４の も の に 限る 。）） の計 4 物 質 につ い て 、様 式 作 成 の提 案 を行

った 。（表 2 .3 .4 -1～ 表 2 . 3 . 4 - 4）  
 

 
 

  

R1＝12～15  
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表 2 . 3 . 4 - 1 202 2 年 度届 出 対 象 物 質 の 添 付書 類 様 式の 提 案 （ 官報 整 理 番号 2 - 184）  

 
 
  

添付書類　様式　（一般化学物質　MITI No. 2-184)

ADDITIONAL INFORMATION FORM (General Chemical Substance MITI No. 2-184)

官報整理番号 2-184
Class reference No. in Gazette list (MITI No.) 2-184

１．届出書情報
1. Notification Identification

※１　届出書(2. (1) ④)に記載した物質名称を記載
*1 The substance name in the notification form(2. (1) ④)

２．構造・組成等の情報
2. Information on chemical structure and composition （塩の対イオンの例としてCl-）

日本語又は英語のいずれかで記載してください。日本語と英語を併記する必要はありません。
Fill in either Japanese or English. 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

置換位
Substitution

position

炭素数
Carbon
number

置換位
Substitution

position

炭素数
Carbon
number

置換位
Substitution

position

炭素数
Carbon
number

置換位
Substitution

position

炭素数
Carbon
number

※　電子・光ディスクによる届出の場合は、PDF化せずExcelファイルのまま添付してください。

※　書面届出の場合は、本様式を横向きで印刷してください。

連絡担当者　

所属： 氏名：

電話番号： メールアドレス：

構造・組成等についての情報

The Chemical Structure and Composition

(1)～(5)の項目の
記載が困難な場
合、構造が分かる

内容を記載
If items (1) - (5) is

not applicable,
please describe

based on the actual
state of the
structure.

(5)

用途
番号

出荷数量

（ｔ）

製造数量

（ｔ）

Ｎ，Ｎ，Ｎ，Ｎ－テトラアルキル（又はアルケニル，アルキル又はアルケニルの１個以上はＣ＝８～２４で他はＣ＝１～５）第４級アンモニウム塩

N, N, N, N-Tetraalkyl (or alkenyl, and at least one of the alkyl or alkenyl groups is C8-24, others are C1-5) quaternary ammonium salt

届出者の氏名又は名称

法人番号

物質名称
※１

CAS登録番号（CAS RN）

当該一般化学物質の対イオン
について

Counterion or counterpart

名称
Name of the
counterion or
counterpart

官報整理番
号

MITI No.

(5)

直鎖・分岐鎖
Normal or
branched

主鎖の炭素
数

Carbon
number of the

main chain
(C＝８～24）

分岐の場合側鎖の置換位と
炭素数

Substitution position and
number of carbon of the side

chain when branched.

R
1
: アルキル/アルケニル構造について(C＝８～24、C＝１～５)

アルキル又は
アルケニルの

区別
Differentiation

of alkyl or
alkenyl

輸入数量

（ｔ） アルケニル基
の場合

二重結合の位
置

Double bond
position of the

chain when
alkenyl

(1)～(5)の項目の記
載が困難な場合、
構造が分かる内容

を記載
If items (1) - (5) is

not applicable,
please describe

based on the actual
state of the
structure.

R
4
: アルキル/アルケニル構造について(C＝８～24、C＝１～５)

(5) (1)～(5)の項目の
記載が困難な場
合、構造が分かる

内容を記載
If items (1) - (5) is

not applicable,
please describe

based on the actual
state of the
structure.

アルキル又は
アルケニルの

区別
Differentiation

of alkyl or
alkenyl

アルケニル基
の場合

二重結合の
位置

Double bond
position of
the chain

when alkenyl

直鎖・分岐鎖
Normal or
branched

主鎖の炭素
数

Carbon
number of the

main chain
(C＝１～５）

分岐の場合側鎖の置換位と
炭素数

Substitution position and
number of carbon of the side

chain when branched.

R
3
: アルキル/アルケニル構造について(C＝８～24、C＝１～５)R

2
: アルキル/アルケニル構造について(C＝８～24、C＝１～５)

アルキル又は
アルケニルの

区別
Differentiation

of alkyl or
alkenyl

アルケニル基
の場合

二重結合の
位置

Double bond
position of
the chain

when alkenyl

直鎖・分岐鎖
Normal or
branched

主鎖の炭素
数

Carbon
number of the

main chain
(C＝１～５）

分岐の場合側鎖の置換位と
炭素数

Substitution position and
number of carbon of the side

chain when branched.

(5) (1)～(5)の項目の
記載が困難な場
合、構造が分かる

内容を記載
If items (1) - (5) is

not applicable,
please describe

based on the actual
state of the
structure.

アルキル又は
アルケニルの

区別
Differentiation

of alkyl or
alkenyl

アルケニル基
の場合

二重結合の
位置

Double bond
position of
the chain

when alkenyl

直鎖・分岐鎖
Normal or
branched

主鎖の炭素
数

Carbon
number of the

main chain
(C＝１～５）

分岐の場合側鎖の置換位と
炭素数

Substitution position and
number of carbon of the side

chain when branched.
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表 2 . 3 . 4 - 2 202 2 年 度届 出 対 象物 質 の 添 付書 類 様 式の 提 案 （ 官報 整 理 番号 9 - 197 1）  

 
  

添付書類　様式　（一般化学物質　MITI No. 9-1971)

ADDITIONAL INFORMATION FORM (General Chemical Substance MITI No. 9-1971)

官報整理番号 9-1971
Class reference No. in Gazette list (MITI No.) 9-1971

１．届出書情報
1. Notification Identification

※１　届出書(2. (1) ④)に記載した物質名称を記載
*1 The substance name in the notification form(2. (1) ④)

２．構造・組成等の情報
2. Information on chemical structure and composition （塩の対イオンの例としてCl-）

日本語又は英語のいずれかで記載してください。日本語と英語を併記する必要はありません。
Fill in either Japanese or English. 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

置換位
Substitution

position

炭素数
Carbon
number

置換位
Substitution

position

炭素数
Carbon
number

置換位
Substitution

position

炭素数
Carbon
number

置換位
Substitution

position

炭素数
Carbon
number

※　電子・光ディスクによる届出の場合は、PDF化せずExcelファイルのまま添付してください。

※　書面届出の場合は、本様式を横向きで印刷してください。

連絡担当者　

所属： 氏名：

電話番号： メールアドレス：

(3)

(1)、(2)及び(3)の項
目の記載が困難な
場合、構造が分か

る内容を記載
If items (1), (2),
and/or (3) is not
applicable, please
describe based on
the actual state of

the structure.

直鎖・分岐鎖
Normal or
branched

主鎖の炭素
数

Carbon
number of the

main chain
(C＝８～24、
C＝１～５）

分岐の場合側鎖の置換位と
炭素数

Substitution position and
number of carbon of the side

chain when branched.

R
2
: 脂肪族アルキル構造について(C＝８～24、C＝１～５）

主鎖の炭素
数

Carbon
number of the

main chain
(C＝８～24、
C＝１～５）

分岐の場合側鎖の置換位と
炭素数

Substitution position and
number of carbon of the side

chain when branched.

CAS登録番号（CAS RN）

当該一般化学物質の対イオンについて
Counterion or counterpart

名称
Name of the counterion or

counterpart

官報整理番
号

MITI No.

(3)

直鎖・分岐鎖
Normal or
branched

主鎖の炭素
数

Carbon
number of the

main chain
(C＝８～24、
C＝１～５）

分岐の場合側鎖の置換位と
炭素数

Substitution position and
number of carbon of the side

chain when branched.

輸入数量

（ｔ）

R
1
: 脂肪族アルキル構造について(C＝８～24、C＝１～５）

(1)、(2)及び(3)の
項目の記載が困
難な場合、構造が
分かる内容を記

載
If items (1), (2),
and/or (3) is not
applicable, please
describe based on
the actual state of

the structure.

構造・組成等についての情報

The Chemical Structure and Composition

(1)、(2)及び(3)の
項目の記載が困
難な場合、構造が
分かる内容を記載
If items (1), (2),
and/or (3) is not
applicable, please
describe based on
the actual state of

the structure.

R
3
: 脂肪族アルキル構造について(C＝８～24、C＝１～５）

(3)

(1)、(2)及び(3)の
項目の記載が困
難な場合、構造が
分かる内容を記載
If items (1), (2),
and/or (3) is not
applicable, please
describe based on
the actual state of

the structure.

直鎖・分岐鎖
Normal or
branched

主鎖の炭素
数

Carbon
number of the

main chain
(C＝８～24、
C＝１～５）

分岐の場合側鎖の置換位と
炭素数

Substitution position and
number of carbon of the side

chain when branched.

R
4
: 脂肪族アルキル構造について(C＝８～24、C＝１～５）

(3)

用途
番号

出荷数量

（ｔ）

製造数量

（ｔ）

直鎖・分岐鎖
Normal or
branched

脂肪族アルキル（少なく１個はＣ８～２４，他はＣ１～５）第４級アンモニウム塩

Aliphatic alkyl (at least one of the alkyl groups is C8-24, others are C1-5) quaternary ammonium salt

届出者の氏名又は名称

法人番号

物質名称
※１
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表 2 . 3 . 4 - 3 202 2 年 度届 出 対 象物 質 の 添 付書 類 様 式の 提 案 （ 優先 通 し 番号 1 71）  

 

 

  

添付書類　様式　（優先評価化学物質 No.171)
ADDITIONAL INFORMATION FORM (Priority Assessment Chemical Substance No.171)

優先評価化学物質通し番号１７１
Registration No.171 of Priority Assessment Chemical Substances 

１．届出書情報
1. Notification Identification

※１　届出書(2. (1) ⑤)に記載した物質名称を記載
*1 The substance name in the notification form(2. (1) ⑤)

２．構造・組成等の情報
2. Information on chemical structure and composition

日本語又は英語のいずれかで記載してください。日本語と英語を併記する必要はありません。
Fill in either Japanese or English. 

OH基について
OH group

(1) (2) (4)

置換位
Substitution

position

炭素数
Carbon number

分岐
Branched

(No/iso/sec/tert)

置換位
Substitution

position

炭素数
Carbon number

分岐
Branched

(No/iso/sec/tert)

※　電子・光ディスクによる届出の場合は、PDF化せずExcelファイルのまま添付してください。

※　書面届出の場合は、本様式を横向きで印刷してください。

連絡担当者　

所属： 氏名：

電話番号： メールアドレス：

分岐鎖の場合、側鎖の置換位と炭素数及び分岐有無(1)
Substitution position, carbon number, and presence or absence

of branch of the side chain (1).

届出者の氏名又は名称

法人番号

CAS登録番号（CAS RN）

用途
番号

詳細用
途番号

出荷数量

（ｔ）

製造数量

（ｔ）

輸入数量

（ｔ）

物質名称
※１

The Chemical Structure and Composition

構造・組成等についての情報

置換位
Substitution

position

分岐鎖の場合、側鎖の置換位と炭素数及び分岐有無(2)
Substitution position, carbon number, and presence or absence

of branch of the side chain (2).

(3)

アルキル（C＝10～１６）構造について
Alkyl structure (C=10～16)

(1)、(2)、(3)及び(4)の項目の
記載が困難な場合、構造が

分かる内容を記載
If items (1), (2),(3) and/or

(4) is not applicable, please
describe based on the actual

state of the structure.

主鎖＋分岐鎖の
合計炭素数

Total number of
carbons of main
and side chain.

直鎖・分岐鎖
Normal or
branched

主鎖の炭素数
Carbon number of

the main chain

アルカノール（Ｃ＝１０～１６）（Ｃ＝１１～１４のいずれかを含むものに限る。）
Alkanol(C=10-16) (only the substances that contain any of C=11-14 components)

２ーブチルー２ーエチルヘキサンー１ーオール２，６－ジメチル－４－（２－メチルプロピル）ヘプタン－４－オール

（別名： ４-イソブチル-２，６－ジメチルヘプタン－４－オール）
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表 2 . 3 . 4 - 4 202 2 年 度届 出 対 象物 質 の 添 付書 類 様 式の 提 案 （ 優先 通 し 番号 2 23）  

 

添付書類　様式　（優先評価化学物質 No.223)
ADDITIONAL INFORMATION FORM (Priority Assessment Chemical Substance No.223)

優先評価化学物質通し番号２２3
Registration No.223 of Priority Assessment Chemical Substances 

１．届出書情報
1. Notification Identification

※１　届出書(2. (1) ⑤)に記載した物質名称を記載
*1 The substance name in the notification form(2. (1) ⑤)

２．構造・組成等の情報
2. Information on chemical structure and composition

日本語又は英語のいずれかで記載してください。日本語と英語を併記する必要はありません。
Fill in either Japanese or English. 

(1) (2) (4)

有無
Yes/No

平均付加モル数
Average number
of moles added

繰り返し数
Repeating
number

有無
Yes/No

平均付加モル数
Average number of

moles added

繰り返し数
Repeating
number

置換位
Substitution position

炭素数
Carbon number

※２　各成分の含有率の合計が100％になるように記載
*2 The sum of weight % of each component should be 100%.

※　電子・光ディスクによる届出の場合は、PDF化せずExcelファイルのまま添付してください。

※　書面届出の場合は、本様式を横向きで印刷してください。

連絡担当者　

所属： 氏名：

電話番号： メールアドレス：

主鎖＋分岐鎖の合計
炭素数

Total number of
carbons of main and

side chain.

製造数量

（ｔ）

輸入数量

（ｔ）

主鎖の炭素数
Carbon number

of the main
chain (C=10～１

６）

分岐の場合側鎖の置換位と炭素数
Substitution position and number of carbon of

the side chain when branched.
直鎖・分岐鎖

Normal or
branched

アルキル（C＝10～１６）構造について　(R)
Alkyl structure (C=10～16)　®

(1)及び(2)の項目の記
載が困難な場合、構造
が分かる内容を記載
If items (1) and/or (2)

is not applicable,
please describe based
on the actual state of

the structure.

当該一般化学物質の対イオン（オ
ニウム塩又はナトリウム塩）について
Counterion or counterpart (onium

or sodium salt)

名称
Name of the

counterion or
counterpart

官報整理番号
MITI No.

オキシエチレン構造の有無と繰り返し数
Oxyethelene structure (repeating number)

n=1～４

(1) (2)

オキシ（メチルエチレン）構造の有無と繰り返し数
Oxy(methylethylene) structure (repeating number)

n=1～４

ポリオキシエチレン／オキシ（メチルエチレン）構造について
The structure of polyoxyethylene and poly(methylethylene)

物質名称
※１

CAS登録番号（CAS RN）

用途
番号

詳細用
途番号

出荷数量

（ｔ）

構造・組成等についての情報

The Chemical Structure and Composition

届出者の氏名又は名称

法人番号

意図する数平均
分子量

Target number-
average

molecular weight

各成分の重量割合
※２

Weight % of  each component
*2

(1)、(2)及び(3)の項目の
記載が困難な場合、構造

が分かる内容を記載
If items (1), (2), and/or
(3) is not applicable,

please describe based on
the actual state of the

structure.

α－（アルキル（Ｃ＝１０～１６））－ω－（スルホオキシ）ポリ［（オキシエチレン）（又はオキシエチレン／オキシ（メチルエチレン））］のオニウム塩又はナトリウム塩（繰り
返し単位の繰り返し数の平均が１～４のものに限る。）
Onium salt or sodium salts of alpha-(alkyl(C=10-16))-omega-(sulfoxy)poly[(oxyethylene)(or oxyethylene/oxy(methylethylene))] (It is limited that the average of
repeating number of the repeating unit is 1-4.)

(3)

1. α－（アルキル（Ｃ＝１０～１６））－ω－（スルホオキシ）ポリオキシエチレンのナトリウム塩の例：

1. An example of sodium salt of alpha-(alkyl(C=10-16))-omega-(sulfoxy)polyoxyethylene:

2. α－（アルキル（Ｃ＝１０～１６））－ω－（スルホオキシ）ポリオキシ（メチルエチレン）のナトリウム塩の例：

2. An example of sodium salt of alpha-(alkyl(C=10-16))-omega-(sulfoxy)polyoxy（methylethylene):

※ 対イオン（オニウム塩）と官報公示番号の例： アンモニア（１－３９１）、モノエタノールアミン（２－３０１）、トリエタノールアミン（２－３０８）等。

※ Examples of counterions or counterparts (onium salt) and MITI No.: ammonia (1-391), monoethanolamine (2-301), triethanolamine (2-308), etc.
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2.3 .5 「 評 価 単 位 設 定 に 関 するガイ ドライン（仮称）」 のための情報

整 理  

将 来 の「 評 価 単位 設 定に 関 す るガ イ ド ラ イン（ 仮 称 ）」作 成 に 備え 、20 20
～ 20 21 年 度 事 業 に お い て 行 わ れ た ポ リ オ キ シ ア ル キ レ ン 及 び 脂 肪 酸 を

含 む 一 般 化学 物 質 の 評価 単 位 設定 に 関 す る検 討 を 踏ま え 、 取 扱い 実 態に

基 づ く 一 般化 学 物 質 のス ク リ ーニ ン グ 評 価単 位 検 討の 考 え 方 を整 理 し た。 

 

2.3 .5 .1 こ れ ま で の 検 討 物 質  

①  官報 整 理 番号 7 - 60：Ｎ ，Ｎ － ジポ リ オ キ シア ル キ レン － Ｎ － アル キ

ル（ 又 は アル ケ ニ ル ）（ Ｃ ６～ ２ ８ ）ア ミン  
構 造 式 ：  

R -N -［ (C m H 2 m O ) n -H］ 2  
R＝６ ～ ２ ８   m＝１ ～ ４   n＝ １ ～ １０ ０  

②  官報 整 理 番号 7 - 97：ポリ オ キ シア ル キ レ ン（ Ｃ２ ～ ４，８） モ ノ

アル キ ル（ 又 は アル ケニ ル ）（ Ｃ １～ ２ ４）エ ーテ ル（ n＝ １～ １ ５

０）  
構 造 式 ：  

R - (O C m H 2 m ) n -O H  
R＝１ ～ ２ ４   m＝２ ～ ４ 、 ８   n＝ １～ １ ５ ０  

③  官報 整 理 番号 7 - 141：脂 肪 酸（ Ｃ ８～ ２ ４）と ポリ オ キ シア ルキ レ

ン ア ル キ ル （ 又 は ア ル ケ ニ ル）（ Ｃ １ ～ ２ ４ ） エ ー テ ル と の エ ス テ

ル  
構 造 式 ：  

   
R 1＝ 7～ 23  R 2＝ 1～ 24   n＝ 1～ 1 00  

 

 

2.3 .5 .2 評 価 単 位 の 設 定 の 考え方  

以 下 に 、 評価 単 位 の 設定 に つ いて 、 考 え 方を 示 す 。  
 
①  対イ オ ン （又 は 対 と なる 酸 ） の別  

対イ オ ン （ 又 は 対 と なる 酸 ） は「 化 学 物 質の 審 査 及び 製 造 等 の規

制 に 関 す る法 律 の 運 用に つ い て 8 0」の「 ３－ ２ 優 先 評 価 化 学 物質 又

は 一 般 化 学物 質 の 製 造数 量 等 の届 出 に 関 する 取 扱 い」 に お い て「 優

先 評 価 化 学物 質 又 は 一般 化 学 物質 の 法 第 ９条 又 は 第８ 条 に 定 める 製

造 数 量 等 の届 出 に 関 する 取 扱 いは 、 化 合 物ご と に １ 区 分 と す るこ と

 
8 0  化 学 物 質 の 審 査 及 び 製 造 等 の 規 制 に 関 す る 法 律 の 運 用 に つ い て

h t t p s : / / w w w. m e t i . g o . j p / p o l i c y / c h e m i c a l _ m a n a g e m e n t / k a s i n h o u / f i l e s / a b o u t / l a w s / l a w
s _ h 3 0 1 2 0 3 5 1 _ 0 . p d f  
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を 原 則 と し」 と 規 定 され て い るこ と 、 ま た、 対 イ オン の 特 性 も別 途

検 討 が 必 要と な る こ とか ら 、 現時 点 で は 塩と 塩 以 外の 評 価 単 位は 別

と す る と 共に 、 対 イ オン （ 又 は対 と な る 酸） が 異 なる 塩 は 評 価単 位

を 別 に し 、対 イ オ ン の官 報 整 理番 号 別 に 評価 す る 。  
なお 、 今 後評 価 を 進 める に 当 たり 、 対 イ オン （ 又 は対 と な る 酸）

が 異 な る それ ぞ れ の 塩や そ れ らと 塩 以 外 を合 わ せ て評 価 す る こと が

適 当 と 判 断さ れ る 場 合は 評 価 単位 を 見 直 すこ と と する 。  
 

【 届 出 情 報か ら の 判 断方 法 】  
C A S 名称 及 び物 質 名 称か ら 判 断す る 。  

 
②  単一 物 質 と混 合 物 の 別  

単一 物 質 と混 合 物 は 「化 学 物 質の 審 査 及 び製 造 等 の規 制 に 関 する

法 律 の 運 用に つ い て 」の 「 ３ ．２ 優 先 評 価化 学 物 質又 は 一 般 化学 物

質 の 製 造 数量 等 の 届 出に 関 す る取 扱 い 」 にお い て 「優 先 評 価 化学 物

質 又 は 一 般化 学 物 質 の法 第 ９ 条又 は 第 ８ 条に 定 め る製 造 数 量 等の 届

出 に 関 す る取 扱 い は 、化 合 物 ごと に １ 区 分と す る こと を 原 則 とし 、

内 容 が 不 詳な も の 又 は分 離 等 でき な い も のに つ い ては 製 法 、 性状 、

混 合 状 態 等に 基 づ い て区 分 す る。」と 規 定さ れ て いる 。さら に、有 害

性 情 報 は 単一 物 質 に 紐づ い て いる 可 能 性 があ る こ とを 踏 ま え 、ス ク

リ ー ニ ン グ評 価 の 加 速化 の 観 点か ら 、 単 一物 質 と 混合 物 の 評 価単 位

は 別 と す る。  
 

【 届 出 情 報か ら の 判 断方 法 】  
C A S 名称 及 び物 質 名 称か ら 判 断す る 。  

 
③  ポリ オ キ シア ル キ レ ンの 繰 り 返し 数 (n )の 別  

化 審 法 で は 低 分 子 化 合 物 と 高 分 子 化 合 物 で は 必 要 な 試 験 等 や 運 用

が 異 な る。そ のた め 、数 平 均分 子量 1 , 00 0 未 満（ ＝低 分 子 化 合 物 ）と

数 平 均 分 子量 1 ,0 00 以上 （ ＝ 高分 子 化 合 物） に 評 価単 位 を 分 ける 。  
数平 均 分 子 量 1 , 00 0 以上 の 高 分子 化 合 物 につ い て は別 途 評 価 方法

等 を 今 後 検討 す る こ とと す る 。  
 

【 届 出 情 報か ら の 判 断方 法 】  
高分 子 化 合物 の フ ラ グや C A S 名称 及 び 物質 名 称 から 判 断 す る。  

 
④  ポリ オ キ シア ル キ レ ンの 炭 素 鎖長 の 別  

ポリ オ キ シア ル キ レ ンの 炭 素 鎖長 は 、 原 料の エ チ レン オ キ シ ド、

プ ロ ピ レ ンオ キ シ ド 等の 組 み 合わ せ の 別 によ る た め、 原 料 別 に評 価

単 位 を 分 ける 。  
 
【 届 出 情 報か ら の 判 断方 法 】  

C A S 名称 及 び物 質 名 称か ら 判 断す る 。  
例：【 エチ レ ン オキ シド 】 e tho xy la t ed、 P o ly (ox y -1 , 2 -e th an ed iy l )  
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【 プ ロ ピ レ ン オ キ シ ド 】 p r opo xy la t e d 、 P o ly [ox y (m e thy l -1 , 2 -
e t ha ned i y l ) ]  
【 エ チ レ ン オ キ シ ド と プ ロ ピ レ ン オ キ シ ド の 組 み 合 わ せ 】

e t hox y la t ed  p rop oxy l a t ed  
 
⑤  ア ル キ ル （ 又 は ア ル ケ ニ ル）【 あ る い は モ ノ ア ル キ ル （ 又 は ア ル ケ

ニル ）】の 直 鎖 ・分 枝の 別  
アル キ ル 鎖は 直 鎖 構 造よ り 分 枝構 造 の 方 が分 解 し にく い こ と が既

知 で あ る ため 、 直 鎖 と分 枝 で 評価 単 位 を 分け る 。 直鎖 と 分 枝 の混 合

物 の 場 合 は、 分 解 し にく い 分 枝構 造 に 区 分す る 。  
 

【 届 出 情 報か ら の 判 断方 法 】  
C A S 名称 及 び物 質 名 称か ら 判 断す る 。  
例：【 直鎖 】 d od ecy l   

【分 枝 】 C 1 2 - 14 - t e r t - a l ky l、 2 -e t hy lh exy l、 i s od ecy l  
【判 断 不 可】 A l coh o l s ,  C 10 -1 6    
※物 質名 称 に 直鎖 型 か分 枝 型 か 記 載 し て もら う 必 要 が あ る 。  

 
⑥  ア ル キ ル （ 又 は ア ル ケ ニ ル）【 あ る い は モ ノ ア ル キ ル （ 又 は ア ル ケ

ニル ）】の 飽 和 と不 飽和 の 別  
不飽 和 構 造は 飽 和 構 造よ り 反 応性 が 高 い こと が 既 知で あ る た め、

飽 和 と 不 飽和 で 評 価 単位 を 分 ける 。飽 和 と不 飽 和 の混 合 物 の 場合 は、

反 応 性 が 高い 不 飽 和 に区 分 す る。  
 

【 届 出 情 報か ら の 判 断方 法 】  
C A S 名称 及 び物 質 名 称か ら 判 断す る 。  
例：【 飽和 】 c oc o  a lk y l、 h yd ro gen a te d  t a l l ow  a lk y l、 C 14 -1 8 - a lk y l  

【不 飽 和 】 t a l l ow  a lk y l、 C 8 -1 8  an d  C 1 8 -u nsa t u ra t e d  a lky l  
 
⑦  脂肪 酸 の 直鎖 ・ 分 岐 の別  

脂肪 酸 の アル キ ル 鎖 は直 鎖 構 造よ り 分 枝 構造 の 方 が分 解 し に くい

こ と が 既 知で あ る た め、 直 鎖 と分 枝 で 評 価単 位 を 分け る 。 直 鎖と 分

枝 の 混 合 物の 場 合 は 、分 解 し にく い 分 枝 構造 に 区 分す る 。  
 
⑧  脂肪 酸 の 飽和 と 不 飽 和の 別  

不飽 和 構 造は 飽 和 構 造よ り 反 応性 が 高 い こと が 既 知で あ る た

め 、 飽 和 と不 飽 和 で 評価 単 位 を分 け る 。 飽和 と 不 飽和 の 混 合 物の

場 合 は 、 反応 性 が 高 い不 飽 和 に区 分 す る 。  
 
⑨  ア ル キ ル （ 又 は ア ル ケ ニ ル）【 あ る い は モ ノ ア ル キ ル （ 又 は ア ル ケ

ニル ）】と 脂 肪 酸の 炭素 鎖 長 の別  
アル キ ル（ 又 は アル ケニ ル ）【 あ るい は モノ ア ル キル（ 又は アル ケ

ニ ル ）】と 脂 肪 酸の 炭素 鎖 長 は原 料 が 単 一物 質 の 場合 、混 合 物の 場 合
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等 、 様 々 で あ る た め 、 混 合 実 態 等 か ら 総 合 的 に 判 断 し て 評 価 単 位 を

区 分 す る 必要 が あ る 。   
 
上 述 の ① ～ ⑨ に つ い て 区 分 し た 後 、 ア ル キ ル 基 の 炭 素 数 の 幅 、 重 複

を 見 な が ら 更 に 区 分 を行 う 。  
 

 

2 .3 .5 .3 今 後 の 課 題  

  構造 組 成 によ る 区 分 だけ で な く 、水 域 へ の推 計 排 出量 及 び 製 造輸 入

数量 等 、 使用 実 態 に 整合 し た 評価 単 位 を 設定 す る こと 。  

  物理 化 学 的性 状（水 溶解 度 な ど）の 情報 がな い 場 合の 、水域 への 推

計排 出 量 の算 定 方 法 を検 討 す るこ と 。  

  毒性 の 観 点か ら も 評 価単 位 を 検討 す る こ と 。毒 性 情 報が 明 ら かで あ

る物 質 は わず か で あ り 、毒 性 予 測 ソ フ ト ウェ ア に よる 情 報 を 多用 し

てい る 。 また 、 混 合 物は 毒 性 予測 が 困 難 であ る 。  

 

 
 
 

 
 
 

  



  

94 
 

2.4  「 化 審 法 に お け る 優 先 評 価 化 学 物 質 に 関 す る リ ス ク 評 価 の 技 術 ガ

イ ダ ン ス 」の 改 訂 支 援  

2 .4 .1 はじ め に  

「 化 審 法 に 基 づ く 優 先 評 価 化 学 物 質 の リ ス ク 評 価 の 基 本 的 な 考 え 方 」

（ 以 下 「 考え 方 」 と いう ）、「 優先 評 価 化 学物 質 の リス ク 評 価 手法 に つい

て 」（ 以下「 手法 」と いう ）及 び「 化 審 法 にお け る 優先 評 価 化 学物 質 に関

す る リ ス ク評 価 の 技 術ガ イ ダ ンス 」（以 下「ガ イ ダ ンス 」と いう ）に つ い

て は 、 明 らか と な っ てい る 課 題の 検 討 結 果、 最 新 の科 学 的 知 見や 国 際的

動 向 等 を 踏ま え て 見 直し 行 う こと と な っ てい る 。  
本 業 務 で は、 特 に リ スク 評 価 にお い て 整 理す べ き 課題 の ひ と つと され

る 、 変 異 原性 ・ 発 が ん性 の 評 価手 法 の 「 ガイ ダ ン ス」 見 直 し を見 据 え、

4 章 に お い て示 す「 化審 法 の リス ク 評 価 等検 討 会」（ ２ 回 開 催）の 議題 と

し 、 そ の 中で の 検 討 に資 す る 支援 、 必 要 な作 業 を 行っ た 。  
 

2.4 .2 経 緯 と目 的  

200 9 年 の化 審 法 改 正 に 伴い 、 2 011 年 度 よ り優 先 評 価 化 学 物 質 のリ ス

ク 評 価 が 本格 導 入 さ れた 。変 異原 性・発 がん 性 に つい て は、 2011 年度 に

「 化 審 法 に お け る 変 異 原 性 リ ス ク 評 価 の 考 え 方 」 8 1が 取 り ま と め ら れ 、

そし て 2 016 年 度に は「 化 審 法に お け る 20 20 年 目 標 の具 体化 に つ いて 」
8 2に お け る 1 3 の 合 理化 ・ 加 速化 方 策 の 中で 「 発 がん 性 等 の 定量 評 価 を

含 む 評 価 I 手法 の 見 直し 」 及 び 「 変 異 原 性 陽 性 で 発が ん 性 試 験デ ー タの

な い 物 質 のリ ス ク 評 価手 法 （ 試験 要 求 基 準を 含 む ）等 の 課 題 への 対 応検

討 」 が 位 置 付 け ら れ た。 ま た 、 20 18 年 度に は 13 の合 理 化 ・加 速 化 方策

の評 価 I 手 法の 見 直 しの 一 環 とし て 「 人 健康 の 発 がん 性 に つ いて は 、可

能 で あ れ ば、リ スク 評価 I の 段 階 から 定 量的 な 評 価を 行 う。」こ と とさ れ

た。  
し か し な がら 、 発 が ん性 試 験 が未 実 施 で 変異 原 性 陽性 の 物 質 につ いて

評 価 I で 有 害性 評 価 値の 導 出 を 行 う た め の考 え 方 や手 法 に つ いて は 確立

し て お ら ず 、評 価 I I 以降 に お ける 発 が ん 性評 価 方 法と 試 験 戦 略 等 の 検討

が 進 ん で いな い 。  
よ っ て 、 特に 発 が ん 性の 定 量 評価 方 法 に つい て 、 評価 の 段 階 別の 課題

を 洗 い 出 し、 検 討 す るこ と を 目的 と し た 。  
 
  

 
8 1「 化 審 法 に お け る 変 異 原 性 リ ス ク 評 価 の 考 え 方 」  

h t t p s : / / w a r p . n d l . g o . j p / i n f o : n d l j p / p i d / 1 0 3 4 1 5 7 6 / w w w. m e t i . g o . j p / m e t i _ l i b / r e p o r t / 2 0
1 2 f y / E 0 0 2 1 2 1 . p d f  

8 2  「 化 審 法 に お け る 2 0 2 0 年 目 標 の 具 体 化 に つ い て 」  
h t t p s : / / w w w. m e t i . g o . j p / s h i n g i k a i / k a g a k u b u s s h i t s u / a n z e n _ t a i s a k u / p d f / h 2 8 _ 0 3 _ 0 5 _ 0
0 . p d f  
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2.4 .3 リ ス ク評 価 （一 次 ） 評価 I（人健康）の現状と発がん性定量評

価 方 法 案  

（１ ） 評価 I にお け る発 が ん 性定 量 評 価 の課 題  

現 状 、 評 価 I で は 、 変異 原 性 又は 発 が ん 性の あ る 物質 を 定 性 的評 価に

基 づ い て 抽出 し 、排 出量 な ど で評 価 I I へ 進め る 物 質の 優 先 順 位を 付 けて

い る 。 発 がん 性 情 報 を得 ら れ た物 質 に つ いて は 暫 定的 な 方 法 で導 出 した

有 害 性 評 価値 を 用 い てリ ス ク 推計 を 行 っ てい る が 、可 能 で あ れば 、 妥当

性 が 確 保 さ れ た 一 定 の 手 法 に よ り リ ス ク 評 価 Ⅰの 段 階 か ら 定 量 的 な 評 価

を 行 う こ とが 求 め ら れて い る 。  
 
発 が ん 性 の定 量 評 価 が困 難 な 物質 に つ い て、 各 評 価段 階 に お ける 課題

ごと に 必 要な 検 討 事 項 と し て 以下 が 挙 げ られ た 。  
 

  検 討 事 項 １：変 異 原 性試 験 結 果に 基 づ き 、発 が ん 性の 懸 念 あ り /なし

（ 及 び 閾 値の 有 無 ） を判 断 す る 方 法  
発が ん 性 情報 を 入 手 でき な か った 物 質 に つい て も 評価 I 段 階 で有

害 性 評 価 値を 導 出 す る新 た な 方法 を 提 案 し、 変 異 原性 の 有 無 の判 断

の 考 え 方 と共 に 、 新 規手 法 の 採否 を 検 討 する 必 要 があ る 。  
 

  検 討 事 項 ２ ： 発 が ん 性の 懸 念 あり と 判 断 され た 場 合 の 、 発 が ん性の

定 量 評 価 方法  

評 価 I 段 階 で新 た な 定量 的 評 価方 法 を 適 用し た 物 質の 中 に 「 変異

原 性 あ り 、発 が ん 性 情報 な し 」に 相 当 す る物 質 が あっ た 場 合 、化 審

法 第 10 条 に 基づ く 発が ん 性 試験 の 実 施 要求 以 外 にも 、 評 価 I I 段 階

以 降 で 発 がん 性 の 定 量評 価 を 可能 と す る ため の 手 法を 検 討 す る必 要

が あ る 。  
 

（２ ） 評価 I にお け る発 が ん 性定 量 評 価 方法  

１ ） 新 た な発 が ん 性 定量 評 価 法（ 案 ） の 提案  

「 化 審 法 にお け る リ スク 評 価 等検 討 会 」 にお い て 、 国 立 医 薬 品食 品衛

生 研 究 所  安 全 性予 測評 価 部 によ り 、評 価 I にお け る 発が ん 性定 量 評 価法

（案 ） が 提案 さ れ 、 意見 交 換 が行 わ れ た 。  
検 討 会 に お け る 主 な 議論 は T T C 8 3の 活用 に関 す る もの で あ り 、T T C 活

用 に お け る留 意 点 、 T T C 導入 の 効果 、T T C 適用 の ガイ ド ラ イ ン 、T T C 適

用 の た め の発 が ん 性 懸念 あ り の判 断 、 T T C 以外 の 評価 方 法 、 T T C 活用 に

よる 評 価 Ⅰ滞 留 物 質 の 解 消 に つい て 、 コ メン ト が あっ た 。 評 価 I I に おけ

 
8 3  T T C  ( T h r e s h o l d  o f  t o x i c o l o g i c a l  c o n c e r n ) :  毒 性 学 的 懸 念 の 閾 値 。 あ ら ゆ る 化 学

物 質 に つ い て そ れ 以 下 の 暴 露 量 で は 明 ら か な 有 害 影 響 が 現 れ な い と す る 人 暴 露

の 閾 値 と し て 設 定 さ れ る 。
h t t p s : / / w w w. j s t a g e . j s t . g o . j p / a r t i c l e / t o x p t / 4 0 . 1 / 0 / 4 0 . 1 _ 2 0 3 1 / _ a r t i c l e / -
c h a r / j a / ? m s c l k i d = 0 3 8 0 e 9 6 e a a a 2 11 e c 9 8 a e 0 1 8 9 f 8 0 2 6 4 3 0  
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る 発 が ん 性の 定 量 評 価に つ い ては 、 現 時 点で は 適 切な 手 法 が なく 、 研究

開 発 が 必 要で あ る と の認 識 が 共有 さ れ 。  
 
 

２ ） 有 害 性評 価 I I 以 降の 課 題 と論 点  

有 害 性 評 価 I I 段階 以降 に お ける 課 題 と 論点 は 以 下の と お り であ っ た。 
 
【 課 題 】 変異 原 性 陽 性で 発 が ん性 の 定 量 評価 が 困 難な 物 質 に つい て 、評

価 I I 以 降 に 必要 な デ ータ や 評 価方 法 の 検 討が 必 要 であ る 。  
 
【 論 点 】 発が ん 性 の 懸念 あ り と判 断 さ れ た場 合 、 発が ん 性 の 定量 評 価を

ど の よ う に行 う べ き か。  
 
 

検 討 会 に おい て は 、 主に 評 価 I に お け る 変 異 原 性 陽性 で 発 が ん性 試験

デ ー タ が ない 場 合 の 定量 的 評 価に つ い て 議論 が な され 、 ガ イ ダン ス 改訂

の 方 向 性 につ い て は 委員 に よ る了 解 が 得 られ た 。他方 で 、評 価 I I に おけ

る 発 が ん 性の 定 量 評 価の 扱 い につ い て は 、例え ば T T C を 使 い なが ら 暴露

評 価 は 精 緻化 し て い くな ど の 議論 の 必 要 性な ど 、 発が ん 性 の 情報 が ない

物 質 の 評 価に 関 す る 課題 が 残 った 。  
 
 
2.4 .4 国 内 外他 法 令 に お け る発がん性評価方法  

化 審 法 に お け る 化 学 物 質 の 発 が ん 性 評 価 に 関 す る 検 討 に 資 す る た め 、

国 内 外 に おけ る 発 が ん性 評 価 事例 に つ い て調 査 を 行っ た 。  

（ １ ） 労 働安 全 衛 生 法  

職 場 で 使 用さ れ る 化 学物 質 の 発が ん 性 評 価の 加 速 化 の た め 、2012 年度

の有 害 性 評価 小 検 討 会の 検 討 結果 に 沿 っ て 、2 013 年 度か ら 遺 伝毒 性 試 験、

中 期 発 が ん性 試 験 等 によ る 発 がん 性 の ス クリ ー ニ ング の 仕 組 みが 導 入さ

れ た 8 4。 労 働 安 全 衛 生 法 に お け る 発 が ん 性 ス ク リ ー ニ ン グ の 流 れ を 図

2 .4 .4 -1 に示 す 。  
発 が ん 性 評価 の 加 速 化 の た め 、既 存 の 発 がん 性 に 関す る 判 断 で「 情報

な し 、又 は 判 断不 可 」に つい て 、例 え ば「 遺 伝毒 性 な し 」で あっ て B h as
細 胞 を 用 いた 形 質 転 換試 験 に より 「 人 へ の発 が ん 性可 能 性 あ り」 と され

た 場 合 の フロ ー も 加 えら れ て いる 。  
 

 
8 4  厚 生 労 働 省 ,  職 場 で 使 用 さ れ る 化 学 物 質 の 発 が ん 性 評 価 の 加 速 化 ,  

h t t p s : / / w w w. m h l w. g o . j p / s t f / s e i s a k u n i t s u i t e / b u n y a / 0 0 0 0 11 3 8 9 2 . h t m l  
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図 2 .4 .4 - 1  労 働 安 全衛生法における発がん性評価  
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（２ ） E U  R E A C H 規 則  

R eg i s t r a t i on ,  E va l ua t io n ,  A u th o r i s a t i on ,  a nd  R e s t r i c t ion  o f  C h e mi ca l s
（ R E A C H :  化 学 物 質 の登 録 、評 価 、認 可 及 び制 限 に関 する規 則 ） は 200 7 年 ６

月 １ 日 から E U で発 効 した化 学 品 に関 する規 則 である。R E A C H では、新 規 化 学

物 質 、既 存 化 学 物 質 にかかわらず、（ E U 域 内 での ） 製 造 量 ・ 輸 入 量 が年 間 １ ト

ン 以 上 の 化 学 物 質 は 、 原 則 と し て 上 市 す る 事 業 者 が ト ン 数 帯 に 応 じ た 有 害 性 、

用 途 等 の 情 報 の 登 録 が 必 要 と なる。 しか し、 R E A C H では脊 椎 動 物 の 試 験 は 最

終 手 段 と考 えられており、極 力 回 避 する方 向 にある点 が特 徴 的 である。変 異 原 性

は、2 014 年 の Ve r s i on  ３ において変 異 原 性 の記 載 事 項 について更 新 があった。

「 R . 7a エンドポイント固 有 ガイダンス」 は、2 017 年 ７ 月 に公 表 された Ve rs i on  6 .0 が

最 新 版 である。  
R E A C H 規 則 における試 験 戦 略 を図 2 .4 .4 - 2 に示 す。  
 
更 新 された大 きなポイントは以 下 のとおりである。  

  これまで、１ ～ 1 0 トン未 満 で「 バクテリアを用 いる遺 伝 子 突 然 変 異 試 験 」 で

陰 性 である場 合 、更 なる試 験 は不 要 とされてきたが、陰 性 であっても 10 トン

以 上 である場 合 には i n  v i t ro 小 核 試 験 、又 は i n  v i t ro 染 色 体 異 常 試 験 を

行 う。  

  i n  v i t ro 小 核 試 験 又 は i n  v i t ro 染 色 体 異 常 試 験 陰 性 であっても、マウスリ

ンフォーマ試 験 又 は hp r t 試 験 陽 性 の場 合 には、 i n  v i v o 試 験 が必 要 か考

慮 するフローを追 加 。  

  i n  v i vo 試 験 の結 果 、利 用 可 能 なデータなどが「 不 十 分 」 であっても「 トキシ

コキネティクス調 査 」 を行 い、「 決 定 的 」 あるいは「 非 決 定 的 」 によるフローを

追 加 。たとえ「 不 十 分 」 であっても生 殖 細 胞 暴 露 が示 されるため、「 決 定 的 」

である場 合 には「 更 なる試 験 は不 要 」 とする。  
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図 2 . 4 . 4 - 2 R E A C H 規則 に お ける 試 験 戦 略（ 黄 色 網掛 け ： 2 0 14 年 更 新ポ イ ン ト ）  
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2.4 .5 今 後 の課 題  

検 討 会 に おけ る 議 論 の結 果 、 評価 I に お ける 発 が ん性 の 新 た な定 量評

価 手 法 （ 案） を 踏 ま えて ガ イ ダン ス を 改 訂す る こ とに つ い て は専 門 家委

員 に よ り 一定 の 理 解 が示 さ れ たが 、 今 後 の評 価 に おい て は 、 以下 の 事項

が 課 題 と され た 。  
 
  評 価 I にお い て T T C を 適 用す る 際の 暴 露評 価 に つい て あ る 程度 ル

ール 化 が 必要 で あ る 。  

  定量 性 の 担保 さ れ て いる i n  v i vo 試 験 か ら、 発 が ん性 の 定 量 的な 強

弱を 見 る 研究 開 発 が 必要 で あ る。  

  今後 、 例 えば 、 i n  v i vo の 遺 伝毒 性 デー タか ら 予 測す る も の など 、

予測 評 価 手法 の 開 発 が必 要 で ある 。  

  化審 法 上 での 位 置 付 け の 整 理 、とり わ け 10 条 １ 項・２ 項 の 使 い分

け と い っ た 行 政 上 の 課 題 と 試 験 戦 略 の 科 学 的 側 面 の 課 題 の 両 面 を

考慮 す る 必要 が あ る 。  
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2.5 その 他  

2 .5 .1 は じ めに  

リ ス ク 評 価の 難 易 度 が高 い 物 質に は 、 U V C B 物質 、環 境 モ ニタ リ ング

デ ー タ が 少な い 物 質 、発 生 源 の特 定 が 困 難な 物 質 等が あ る 。 特に U V CB
物 質 に つ いて は 新 た な手 法 の 導入 も 含 め た検 討 が 必要 と な る 可能 性 があ

り 、 欧 米 にお け る 先 行取 組 事 例 は 参 考 に でき る 可 能性 が あ る 。 そ こ で、

欧 州 に お ける グ ル ー プ評 価 の 実施 状 況 、米国 に お ける U V C B 物質 の 解 説

文書 、 U V C B 物 質 の リス ク 評 価に 関 す る 新た な 手 法が 議 論 さ れた 国 際ワ

ー ク シ ョ ップ の 概 要 につ い て 整理 す る こ とと し た 。  
 
2 .5 .2 欧 州 にお け る グ ル ー プ評価の実施状況  

E C H A では、 デ ー タ の生 成 、 懸念 物 質 群 の特 定 、 規制 措 置 を 迅速 化す

る こ と を 目的 と し て 、R E A C H 規則 と C L P（分 類 、ラ ベ ル 表 示、包 装）規

則の 統 合 規制 戦 略 が 作成 、 実 行さ れ て い る 。 こ れ は、 異 な る 規制 プ ロセ

ス を 首 尾 一貫 し て 効 果的 か つ 効率 的 に 利 用で き る 環境 を 整 え 、E C H A、加

盟 国 、 欧 州委 員 会 の 協力 を 促 すこ と で 実 現 さ れ て いる 。 こ の 戦略 の 目標

は 、20 27 年ま で に 、規制 上 の リス ク 管 理 やデ ー タ 作成 の 優 先 度が 高 い物

質 と 、 更 なる 規 制 措 置の 優 先 度が 低 い 物 質 を 明 確 にす る こ と とさ れ てい

る。 物 質 ごと で は な く、 構 造 的に 類 似 し た物 質 を まと め て 取 り扱 う グル

ー プ ア プ ロー チ は 、 当局 の 作 業効 率 を 高 め、 潜 在 的な 懸 念 物 質に 焦 点を

当 て 、 適 切な 規 制 措 置を 特 定 する の に 役 立ち 、 こ れら の 目 的 をサ ポ ート

して い る 8 5（図 2 .5 .2 -1）。  
2020 年 の進 捗 状 況 を見 る と 、この 戦 略 によ っ て 、懸念 物 質 に対 す る規

制 措 置 が 加速 さ れ 、透明 性 、予 測可 能 性 、効 率性 が 向上 し て いる 。特 に 、

物 質 群 に 取り 組 み 、 入手 可 能 なす べ て の 情報 を プ ール す る こ とで 、 規制

上 の リ ス ク管 理 の 対 象と な る 物質 の 数 を 大幅 に 増 や し て い る 。最 も 目に

見 え る 進 展は 、「 N o t  y e t  a s s ig n ed（ まだ 割り 当 て られ て い な い）」 の評 価

未 着 手 の 物質 が 減 少 した こ と で あ る 。 年 間 100 ト ン 以上 の 登 録物 質 で、

ま だ 割 り 当 て ら れ て い な い 物 質 の 数 は 、 2019 年 ８ 月 の 数 値 と 比 較 し て

26%減 少し た（図 2 . 5 .2 -2）。よ り低 い ト ン 数で 登 録 され た 物 質 につ い ても

同 様 の 傾 向が 見 ら れ る 。  
グ ル ー プ 評価 手 法 の 導入 と 、こ の作 業 に 対す る E C H A の 資源 投資 に よ

り 、 以 前 のス ク リ ー ニン グ 手 法と 比 較 し て、 年 間 の評 価 対 象 物質 数 は約

10 倍 に 増 加し て い る（ 図 2 .5 .2 -3）。 20 19 年 と 2 020 年 に実 施さ れ た グル

ー プ 評 価 に基 づ き 、 評価 さ れ た物 質 の 2 0%に対 し て E U 規 制 のリ ス ク 管

理 措 置 が 予想 さ れ て いる 。 し かし 、 こ れ らの 物 質 のほ と ん ど は、 計 画さ

れ た ア ク ショ ン の 必 要性 が 確 認さ れ た り 、ア ク シ ョン が 開 始 され た りす

る 前 に 、 更な る デ ー タ作 成 と その 有 害 性 の確 認 が 必要 と な る 。  

 
8 5  E C H A ( 2 0 2 1 )  T r a n s p a r e n t  p r o g r e s s  i n  a d d r e s s i n g  s u b s t a n c e s  o f  c o n c e r n ,  I n t e g r a t e d  

R e g u l a t o r y  S t r a t e g y  A n n u a l  R e p o r t ,  
h t t p s : / / e c h a . e u r o p a . e u / d o c u m e n t s / 1 0 1 6 2 / 2 7 4 6 7 7 4 8 / i r s _ a n n u a l _ r e p o r t _ 2 0 2 0 _ e n . p d f /
6 4 6 c 8 5 5 9 - 3 6 0 d - f 6 a b - b f b 7 - 0 2 1 2 0 e a b 5 2 f a  
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情 報 格 差 の是 正 は 、R E A C H の機 能に 不 可欠 で あ り、産 業 界 にと っ ての

優 先 事 項 であ る と さ れて い る 。コ ン プ ラ イア ン ス チェ ッ ク は 、 E C H A が

企 業 に 対 して 、 登 録 内容 を 関 連す る 情 報 要件 に 適 合さ せ る た めに 必 要な

情 報 の 提 出 を 求 め る た め の 主 な 手 段 で あ る 。 20 20 年 末 時 点 で 、「 D a t a  
gen e r a t ion（ デ ータ 作成 ）」が 進 行 中 又 は開 始 が 必要 な 物 質 は 約 1 , 86 0 種

類あ っ た 。規 制 措 置 を不 必 要 に遅 ら せ な いた め に は、 産 業 界 が積 極 的に

登 録 を 更 新し 、 E C H A が構 造的 に 類 似し た物 質 を 評価 す る 際 に利 用 可 能

な す べ て の情 報 を 使 用す る こ とが 重 要 で ある 。 構 造的 に 類 似 した 物 質に

関 す る 利 用可 能 な デ ータ が あ れば 、デー タ作 成 前 又は 作 成 中 であ っ て も、

類 似 物 質 に対 す る 一 貫し た リ スク 管 理 措 置を 計 画 する こ と が でき る 。ま

た、 グ ル ープ 評 価 に よる と 、 コン プ ラ イ アン ス チ ェッ ク を 行 った 後 、物

質 の 評 価 を行 う こ と なく 、 規 制当 局 に よ るリ ス ク 管理 に 直 接 進む こ とが

で き る 場 合が 多 い こ とが 判 明 して い る 。 これ に よ り、 リ ス ク 管理 活 動の

開 始 が 大 幅に 早 ま る 。  
当 局 は ま だ 多 く の 物 質 の 調 和 さ れ た 分 類 と 表 示 の た め の 提 案 を 準 備

し て い な い。 整 合 化 され た 分 類は 、 認 可 等 の R E A C H に よ る 規制 措 置や

他法 令 の 規制 措 置 を 進め る た めの 前 提 条 件と な る こと が 多 い ため 、 整合

化 さ れ た 分類 候 補 の 蓄積 が 、 戦略 の 効 率 的な 実 施 のボ ト ル ネ ック と なっ

て い る 。 物質 の 評 価 から 規 制 によ る リ ス ク管 理 措 置へ の 流 れ が滞 ら ない

よ う に す るた め に 、 加盟 国 は 物質 の 評 価 が遅 滞 な く進 め ら れ るよ う にす

る 必 要 が ある 。 そ の ため に は 、適 切 な リ ソー ス が 必要 と さ れ てい る 。  

 
 

図 2 . 5 . 2 - 1  E C H A の統 合 規 制戦 略 を 支 える R E A C H と C L P の仕 組 み

グ ル ー プ 化  

規 制 の 必 要 性  
の 評 価  

追 加 情 報 の 収 集 ・ 評 価  

規 制 上 の リ ス ク 管 理  
の 優 先 度 高  

更 な る 規 制 措 置 の  
優 先 度 が 低 い 物 質  

他 法 令  

制 限  分 類 ラ ベ ル  
表 示 の 調 和  

高 懸 念  
物 質  

認 可 物 質  
リ ス ト  
の 勧 告  

認 可 物 質  
リ ス ト  

認 可 の  
適 用  

残 留 性 ・
生 物 濃 縮
性 ・ 毒 性
の 評 価  

内 分 泌 か
く 乱 作 用
の 評 価  
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図 2 .5 . 2 -2 20 19 年 ８月 か ら 2 020 年 1 2 月 ま での 年 間 10 0 トン 以 上 の登

録 物 質 の 流れ  
 
 

 
図 2 . 5 . 2 - 3  2 014 - 20 18 年 に ス ク リ ー ニ ン グ 評 価 さ れ た 物 質 数 と 20 19 -

2020 年 にグ ル ー プ アプ ロ ー チで 評 価 さ れ た 物 質 数  
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2.5 .3 米 国 にお け る UVCB 物質の解説  

米 国 の 有 害物 質 規 制 法（ T S C A :  To x ic  S ub s ta nc es  C on t ro l  A c t）にお い て、

イ ン ベ ン トリ ー の ユ ーザ ー が U V C B 製品 のリ ス ト を解 釈 し や すく し 、イ

ン ベ ン ト リー に 新 し い U V C B 物 質を 命 名 する 際 の 考慮 事 項 を 理解 し ても

ら う こ と を目 的 に 、 U V C B 物質 の定 義 、 命名 法 の 例に つ い て 整理 し てい

る 8 6。  
 

（１ ） T S C A イン ベ ント リ ー にお け る 化 学物 質 の 分類  

T S C A イ ン ベ ン ト リ ー に 掲 載 さ れ て い る 物 質 は 、 二 つ の ク ラ ス に 分 類

さ れ て い る 。 ク ラ ス １ 物 質 は 、特 定 の 原 子が 明 確 な 、 既 知 の 構造 で 配置

さ れ た 分 子か ら な る 単一 の 化 合物 で あ る 。ク ラ ス １ 物 質 の 例 とし て は、

ア セ ト ン 、鉄 、 ベ ン ゼン 、 ジ メチ ル 水 銀 など が あ る。 こ れ ら の物 質 は、

独 立 し た 分子 式 と 完 全に 定 義 され た 構 造 式 を 持 っ てい る 。   
しか し、T S C A の 対 象と な る 物質 の 多 く は、クラ ス １ 物質 で は な い。組

成 が 不 明 又は 可 変 で あっ た り 、異 な る 分 子の 複 雑 な組 み 合 わ せで 構 成さ

れ て い た り す る 。こ れら は ク ラス ２ 物 質 と呼 ば れ る。ク ラス ２の 物 質 は、

更に ３ つ のサ ブ グ ル ープ に 分 けら れ る 。 第 １ の サ ブグ ル ー プ は、 確 定し

た H i l l  o rde r の 分子 式で 表 現 でき る が、構造 式 が 可変 で あ る 物質 を 含 む。

例と し て は、 置 換 基 の位 置 が 可変 で あ る キ シ レ ン があ る 。 第 ２ サ ブ グル

ー プ は 、 確定 し た 分 子式 で 表 現で き る が 、構 造 式 が不 明 な 物 質を 含 む。

例 え ば 、ア ル ミ ニウ ム・セ リウ ム・ニ ッ ケル・サル フ ァ イド（ A lC e 3 N iS 7）

等で あ る 。第 ３ の サ ブグ ル ー プは 、 明 確 な分 子 式 で表 現 で き ず、 部 分的

な構 造 式 を持 つ か、構造 式 を 持た な い 物 質を 含 む。こ れ らは U V C B 物質

であ る 。 U V C B 物 質 の各 名 称 には 、 複 数 の分 子 実 体が 含 ま れ てい る 。そ

の た め 、各 U V C B は 、し ば しば 密 接 に関 連す る 分 子の カ テ ゴ リー と 考 え

る こ と が でき る 。 こ の種 の 物 質の 例 と し ては 、 軽 油（ 石 炭 ） 等 が あ る。  
水 以 外 の 溶媒 で 抽 出 され た り 、蒸 気 で 抽 出さ れ た りし た 生 物 学的 物質

は 、 天 然 由来 物 質 と はみ な さ れず 、 イ ン ベン ト リ ー報 告 の 対 象と な る。

こ れ ら の 物質 の 多 く は、 様 々 な粗 製 石 油 製品 と 同 様に 、 U V C B に分 類さ

れる 。  
反 応 生 成 物の 組 み 合 わせ は 、 理論 的 に は 、個 々 の クラ ス １ 物 質の グル

ー プ （ 生 成物 に 含 ま れる 個 々 の分 子 が す べて 知 ら れて お り 、 常に 存 在す

る 場 合 ）、 又 は クラ ス２ の U V C B 複合 反応 生 成 物の い ず れ かと し て 命名

す る こ と がで き る 。複雑 な 反 応生 成 物 に は U V C B の名 前 が付 けら れ る こ

と が 多 い が、 U V C B 物質 の す べて が 反 応 生成 物 と いう わ け で は な い 。  
 
  

 
8 6  U S  E PA ( 2 0 1 5 )  To x i c  S u b s t a n c e s  C o n t r o l  A c t  I n v e n t o r y  R e p r e s e n t a t i o n  f o r  

C h e m i c a l  S u b s t a n c e s  o f  U n k n o w n  o r  Va r i a b l e  C o m p o s i t i o n ,  C o m p l e x  R e a c t i o n  
P r o d u c t s  a n d  B i o l o g i c a l  M a t e r i a l s :  U V C B  S u b s t a n c e s .  
h t t p s : / / w w w. e p a . g o v / s i t e s / p r o d u c t i o n / f i l e s / 2 0 1 5 - 0 5 / d o c u m e n t s / u v c b . p d f  
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（２ ） U V C B 物 質 の 定義  

U V C B  物質 の 中 には 、そ の  C A 名（ C he m ic a l  A b s t r a c t  N a me）では 十 分

に 説 明 で きな い も の があ る 。そ の よう な 物質 の  C A 名は 、曖 昧な 識 別 を

可 能 に す る ほ ど 具 体 的 で は な く 、 完 全 で は な い 。 そ の よ う な 物 質 の C A
名 に は 、 次の よ う な もの が あ る 。  
 

１ .  化学 的 に 説明 で き な いプ ロ セ ス用 語（ 例：蒸 留残 渣 、蒸 留 オ ーバ ー

ヘッ ド 、 副産 物 、 低 沸点 、 触 媒改 質 ）  
２ .  取引 上 の 専門 用 語（ スラ ッ ク ワッ ク ス（ 直鎖 の ノ ルマ ル パ ラ フィ ン

と枝 分 か れし た イ ソ パラ フ ィ ン系 炭 素 水 素の 混 合 物）、ス ペ ルタ ー

（不 純 物 を含 有 す る 亜鉛 ）、ウ ィン タ ー ライ ズ ド（ 脱 ろう ）、デオ ド

ラン ト デ ィス テ ィ レ ージ （ 脱 臭蒸 留 物）、ス テ ィ ープ リ カ ー （溶 出

し た 可 溶 性 成 分 と 乳 酸 発 酵 で 生 成 し た 成 分 を 含 む 浸 漬 液 の 濃 縮

液）、 フー ツ （ 製油 副産 物 ） オイ ル 等 ）  
３ .  未定 義 又 は非 常 に 広 範な 物 質 群の 用 語（ 例：ピリ ジ ン 塩基 、石油 樹

脂、 フ ェ ノー ル （ 石 油））  
４ .  化学 用 語 では な く 物 理用 語（例：微 結 晶 、パ ル プ、凝 集、焼 結、粘

性）  
 
こ れ ら の 物 質 に は 補 足 的 な 定 義 が あ り 、 T S C A の 目 的 上 、 名 称 と 一 体

化 し て い ると 考 え ら れる 。 一 般的 に 、 定 義 は C A 名 の範 囲 を 狭め る 役割

を 果 た す 。し た が っ て、 T S C A イ ン ベン トリ ー 上 の C A 名 と 一致 す る が、

対 応 す る 物質 定 義 で カバ ー さ れて い な い 物質 は 、 その イ ン ベ ント リ ー名

で カ バ ー され て い る とは 考 え られ な い 。  
 

例１ ． 大 豆粉 末 （ C A S R N  685 13 -9 5 - 1）  
この 物 質 の定 義 は 「 大豆 を 蒸 した 後 に 殻 の除 去 と 機械 的 な 粉 砕に

よ り 得 ら れる 微 粉 末 」で あ る 。大 豆 を 蒸 した り 、 殻を 取 り 除 いた り

せ ず に 別 のタ イ プ の 大豆 粉 が 作ら れ た 場 合、 そ の 結果 得 ら れ る粉 末

は こ の 定 義に 当 て は まら ず 、 イン ベ ン ト リー に 別 の記 載 が 必 要と な

る。  
 
例２ ． ゼ ラチ ン 加 水 分解 物 （ C A S R N  684 10 - 45 -7）  

この 物 質 の定 義 は 「 ゼラ チ ン の加 水 分 解 によ っ て 生じ る 酵 素 消化

物 」 で あ る。 も し 、 ゼラ チ ン が酵 素 で は なく 化 学 的に 加 水 分 解さ れ

た と し た ら、 そ の 結 果得 ら れ る製 品 は 定 義に 当 て はま ら ず 、 イン ベ

ン ト リ ー に別 の 記 載 が必 要 と なる 。  
  

化 学 物 質 の定 義 に は 、典 型 的 又は 許 容 さ れる 炭 素 数の 範 囲 や 物理 的特

性 の 範 囲 、含 ま れ る 可能 性 の ある 原 子 や 物質 の 種 類、 原 材 料 の出 所 や製

造 工 程 等 の情 報 が 含 まれ る こ とが 多 い 。 多く の 定 義は 、 標 準 的な フ ォー

マ ッ ト を 使用 し て い る。 一 般 的に 、 最 初 の文 で は 、そ の 物 質 があ る クラ

ス の 物 質 の組 み 合 わ せで あ る こと を 述 べ 、そ の 物 質が 派 生 し た性 質 やプ
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ロ セ ス を 示し て い る 。次 の 文 では 、 通 常 、主 な 成 分を 特 定 し 、お そ らく

お お よ そ の沸 点 範 囲 やそ の 他 の特 徴 的 な 物理 デ ー タを 示 し て いる 。  
 
（３ ） U V C B の 命 名 法  

１） 組 成 不明 の 物 質  
①一 般 的 には 組 成 が 不明 な 物 質  

T S C A イ ン ベ ン ト リ ー に は 、 組 成 が 不 明 な 様 々 な 物 質 が 登 録 さ れ て い

る 。例 え ば 、蒸 留残 渣 、使用 済 みの 調 理 液や 中 和 液 、残 留 油 など で あ る。

し か し 、 そ れ ぞ れ の イ ン ベ ン ト リ ー 物 質 は 、 T S C A の 下 で 商 業 目 的 を 持

っ て い る 。もし そ れ が商 業 目 的の な い 不 純物 、副 産 物、廃 棄 物で あ れ ば、

T S C A イン ベ ント リ ーに 登 録 する 必 要 は ない 。  
 

例３ ． ダ スト 、 鉄 鉱 石、 シ ン ター （ C A S R N  690 12 -5 3 - 9）  
この 物 質の U V C B の 定義 は 以 下の と お り です「 焼結 体 の 製造 、破

壊、 取 扱 い 時 に 発 生 する 粉 じ ん で 、 汚 染 防止 装 置 を使 用 し て 回収 さ

れる も の」。  
 
②「 と の 反応 生 成 物 」  

「 と の 反 応生 成 物 」 とい う 名 称は 、 反 応 生成 物 の 化学 組 成 を 正確 に表

す 製 品 ベ ース の 名 称 を割 り 当 てる こ と が 困難 又 は 不可 能 な 場 合に 使 用さ

れ る 。 こ の名 称 は 、 生成 物 を 完全 に 特 定 する た め の十 分 な 情 報が な い物

質 や 、 生 成物 が 異 な る化 学 ク ラス の 組 み 合わ せ で 構成 さ れ て いる 物 質に

の み 適 し て い る。当 局は 、合理 的 な代 替 手段 が な い場 合 を 除 き、「 と の 反

応 生 成 物 」を 含 む 名 称の 使 用 を推 奨 し な い。 例 え ば、 一 緒 に 反応 し てエ

ス テ ル の み、 塩 の み 、あ る い はポ リ マ ー のみ を 形 成す る 物 質 は「 と の反

応 生 成 物 」と い う 名 称に は な らな い 。 ポ リマ ー に 関す る 附 属 書に 記 載さ

れ て い る ポリ マ ー の 定義 を 満 たす 物 質 は 、ポ リマ ー と して 命 名さ れ 、「と

の 反 応 生 成物 」 と い う名 称 に はな ら な い 。  
こ の 種 の 物 質 の 背 後 に あ る 商 業 的 意 図 も 重 要 で あ る 。「 と の 反 応 生 成

物 」 と 名 付け ら れ た 物質 の 場 合、 反 応 生 成物 中 に 存在 す る 可 能性 の ある

す べ て の 成分 が 意 図 的に 存 在 し、 商 業 的 価値 を 持 つこ と に な る。  
製 品 に 含 まれ る 成 分 の一 部 だ けが 意 図 的 に存 在 し 、商 業 的 価 値が ある

場 合 、 残 りの 成 分 は 不純 物 と みな さ れ 、 割り 当 て られ た 名 前 には 商 業的

価 値 の あ る成 分 だ け が含 ま れ るこ と に な る。 ま た 、 一 つ の 化 学成 分 だけ

が 商 品 価 値の あ る も ので あ れ ば、 そ の 成 分を 用 い て反 応 生 成 物を 命 名す

る。  
「と の 反 応生 成 物 」 を含 む 名 称は 、 当 然 なが ら 反 応物 ベ ー ス の名 称で

あ る 。 こ のタ イ プ の 名称 で は 、反 応 物 は 常に 同 じ でな け れ ば なら ず 、も

し 異 な る 反 応 物 を 使 用 し て 同 一 の 製 品 を 作 っ た 場 合 、 名 称 は 異 な り 、

T S C A の目 的 上、 異 なる 化 学 物質 が 作 ら れる こ と にな る 。  
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例 ４ .ホル ム ア ルデ ヒド と ジ エタ ノ ー ル アミ ン と の反 応 生 成 物（ C A S R N  
7262 4 -00 -1）  

ホル ム ア ルデ ヒ ド と ジエ タ ノ ール ア ミ ン の反 応 で は、 反 応 条 件や

化 学 量 論 に応 じ て 、 ホル ム ア ルデ ヒ ド と 二級 ア ミ ン、 メ チ ロ ール ア

ミ ン 、 環 状ア ミ ン な どの 付 加 物を 含 む 複 雑な 生 成 物が 生 成 さ れる 。  
 
③「 と の 化合 物 」  

「と の 化 合物 」と い う用 語 は 、一 般 に 酸 /塩基 塩 、付加 物 、包 接化 合物

等に 用 い られ る 。 こ れは 、 製 品ベ ー ス の 名称 を 開 発で き な い 場合 に 使用

され る「と の 反 応生 成物 」とい う 用 語と は区 別 さ れ る 。「 と の 反応 生 成 物 」

は 通 常 、 共有 結 合 の 形成 を 意 味す る 。  
 

例５ .脂肪 酸 、亜 麻 仁 油 、トリ エ チ ルア ミ ンと の 化 合物（ C A S R N  6860 5 -
07 - 2）  

この 物 質 は、 ア マ ニ 油脂 肪 酸 のト リ エ チ ルア ミ ン 塩で あ る 。 この

物 質 は 、 アマ ニ 油 の 脂肪 酸 の トリ エ チ ル アミ ン 塩 であ り 、 U V C B 物

質 で あ る 。油 脂 脂 肪 酸は 生 体 物質 で あ る 。  
 
２） 組 成 が変 化 す る 物質  

例６ .アル コ ー ル類 、 C 8 -1 8（ C A S R N  68 551 -0 7 - 5）  
この 物 質 を構 成 す る アル コ ー ル鎖 の 長 さ の相 対 的 な量 は 可 変 であ

る 。 そ の ため 、 記 載 され た 範 囲内 の 可 変 組成 で あ れば 、 ア ル キル 鎖

長 の 範 囲 を含 む す べ て の 物 質は U V C B で ある 。  
 

例７ .アル ケ ン 、 C 14 -18  à -（ C A S R N  688 5 5 -5 9 -4）  
この 物 質の U V C B の 定義 は「こ の 物 質は 、S D A 物質 名 で 識別 され

ます 。 S D A 物質 名 ： C 14-C 18 アル フ ァ オ レフ ィ ン 、 S D A 報 告 番号 ：

17 - 05 7 - 00。 S D A S ub s tan ce  I de n t i f i c a t io n  P ro ce du re  を 参 照 の こ と 」。

こ の 物 質 を構 成 す る アル ケ ン 鎖の 長 さ の 相対 的 な 量は 可 変 で ある 。  
アル キ ル 基含 有 量 に 関す る 報 告書 S D A 命名 法 は、T S C A イ ンベ ン

ト リ ー に この 種 の ア ルキ ル 基 含有 物 質 を 記載 す る 際に 使 用 す るた め

に 、石 け ん・洗 剤 製 造者 協 会 と共 同 で 開 発さ れ た 。詳細 は 、 1985 年

版 T S C A イ ン ベ ン ト リ ー の Vo l .１ の 付 録 A の 末 尾 に あ る 「 S D A 
S u b s tan ce  Ide n t i f i c a t i on  P r oc edu re」 に 記 載さ れ て いる 。  

 
例８ .ルチ ル 、 ネオ ジ ム （ C A S R N  68 516 -14 - 3）  

この 物 質 の U V C B の 定義 は 「 様々 な 量 の ネオ ジ ム ( I I I )酸 化 物 とチ

タ ン ( IV )酸 化 物 が 均 一 に イ オ ン 的 に 相 互 拡 散 し て ル チ ル の 結 晶 マ ト

リ ッ ク ス を形 成 す る 高温 焼 成 の反 応 生 成 物で あ る 無機 顔 料 」であ る。 
 

例９ .天然 ガ ス （石 油）、 未加 工 液 体混 合物 （ C A S R N  64 741 -48 - 6）  
この 物 質 の U V C B の定 義 は 「ガ ス リ サ イク ル プ ラン ト に お いて 、

天 然 ガ ス を冷 凍 や 吸 収な ど の プロ セ ス か ら液 体 と して 分 離 さ れた 炭

化 水 素 の 複雑 な 組 み 合わ せ 。 主に C２ か ら C８ の 範 囲の 炭 素 数を 持
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つ 飽 和 脂 肪族 炭 化 水 素で 構 成 され る 」。こ の物 質 は 可変 炭 素 鎖 長を 含

む。  
 
３） 複 合 反応 生 成 物 であ る 物 質   

例 10． ペン テ ン 、 ヒド ロ ホ ルミ ル 化 生 成物 （ C A S R N  68 527 -03 - 7）  
この 物 質 の定 義 は 「 ペン テ ン のヒ ド ロ ホ ルミ ル 化 によ っ て 生 成さ

れ る 製 品 の複 合 的 な 組み 合 わ せで あ る 。 主 に C５ オ レフ ィ ン とパ ラ

フ ィ ン 、C６ アル コ ール と ア ルデ ヒ ド 、C 18 ア セ ター ル か ら なり 、約

45℃～ 29 0℃（ 11 3oF～ 55 4oF） の 範囲 で 沸騰 す る 」 で あ る 。  
 

例 11．石 炭 、 カル ボ キシ ル 化 （ C A S R N  7 1949 - 31 -0）  
この 物 質の U V C B で の定 義 は「 石 炭と の 反応 で 得 られ る 酸 化 生成

物。 硝 酸 で主 に 複 雑 な有 機 酸 、炭 素 、 灰 で構 成 さ れて い る 。 その 性

質 と 割 合 は、 瀝 青 炭 から 褐 炭 まで 使 用 す る石 炭 の 特性 に よ っ て異 な

る 」。  
 
例 12．1 , 3 -プ ロ パ ン ジア ミ ン、N -オク タ デシ ル -、カ ル ボキ シメ チ ル の

誘導 体 （ C A S R N  686 10 - 28 -6）  
この 場 合 、カ ル ボ キ シメ チ ル 化の 度 合 い は不 明 。  

 
４） 生 物 学的 材 料 又 は 生 物 学 的材 料 を 原 料と す る 物質  

T S C A イ ン ベ ン ト リ ー に は 、 比 較 的 単 純 な 生 物 材 料 が 、 そ れ 自 体 又 は

更な る 反 応生 成 物 の 構成 要 素 とし て 、 U V C B 物質 とし て 多 数掲 載 さ れて

いる 。   
酵 素 、 生 物、 バ イ オ テク ノ ロ ジー 産 業 の 製品 を 含 む、 よ り 複 雑な 生物

学 的 物 質も U V C B 物 質と 考 え られ る 。こ れら の よ り複 雑 な 生 物学 的 物 質

の 一 部 は 報告 さ れ 、 イン ベ ン トリ ー に 含 まれ て い るが 、 E PA はイ ン ベン

ト リ ー の 表示 に 関 す るガ イ ダ ンス を ま だ 作成 し て いな い 。  
な お 、 生 体物 質 の 中 には 完 全 に定 義 さ れ てい る も のも あ り 、 その 場合

は U V C B では な くク ラス １ の 物質 と な る 。ク ラス １ の 生物 学 的物 質 の 例

と し て は 、ポ リ ペ プ チド ホ ル モン で あ る イン ス リ ンが 挙 げ ら れ る 。  
 
①天 然 物  V S  明 示 的 なイ ン ベ ント リ ー リ スト   

あ る 特 定 の 生 物 材 料 が 天 然 物 で あ る か ど う か と い う 疑 問 が し ば し ば

提 起 さ れ る。 生 物 学 的物 質 の イン ベ ン ト リー リ ス トは 、 そ の 物質 が 純粋

に 機 械 的 な手 段 以 外 で調 製 さ れた こ と を 意味 す る 。物 質 の 調 製に 機 械的

手 段（ 又 は 40  C F R  7 10 . 4 ( b )に 記 載さ れ て いる そ の 他の 技 術 ）のみ が 使 用

さ れ て い る場 合 、 そ の物 質 は イン ベ ン ト リー に 暗 黙的 に 含 ま れる 天 然物

で あ る た め、 イ ン ベ ント リ ー への 掲 載 は 必要 な い 。  
 

例 13． 蜜蝋 （ C A S R N  801 2 -89 -3）  
この 物 質 の U V C B での 定 義 は「 ハ チ の 巣か ら 得 られ る ワ ッ クス 。

主 に パ ル ミチ ン 酸 ミ リチ ル 、 セロ チ ン 酸 及び エ ス テル 、 一 部 の高 炭

素 パ ラ フ ィン か ら な る」。定義 に は単 離 又 は 精 製 の 方法 が 記 載 され て
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い な い が 、リ ス ト に は機 械 的 な手 段 以 外 が使 用 さ れた と 想 定 され て

い る 。 こ の物 質 は T S C A の目 的 上、 天 然 物で は な い。  
 

例 14． ゼラ チ ン 類 （ C A S R N  9 0 0 0 - 70 -8）  
この 物 質 の定 義 は 「 皮膚 、 腱 、靭 帯 、 骨 など を 煮 て得 た コ ラ ーゲ

ン の 加 水 分解 に よ っ て得 ら れ たタ ン パ ク 質の 複 合 体で あ る」。この 場

合 、 特 定 の供 給 源 は 示さ れ て いな い の で 、ゼ ラ チ ンは ど の 種 の動 物

か ら で も 作る こ と が でき る 。  
 
②エ ッ セ ンシ ャ ル オ イル  

エ ッ セ ン シャ ル オ イ ルは 、 名 称と 定 義 に よっ て イ ンベ ン ト リ ーに 記載

さ れ る 。T S C A の 定 義に は 、一 般 的に「 抽出 物 及 びそ の 物 理 的に 修 飾 され

た 誘 導 体 」と い う 文 言が 含 ま れ、 そ の 後 に生 物 学 的由 来 の 属 名と 種 名が

続 く 。定義 に は、オ イ ルの 主 要 成分 の リ ス トが 含 ま れて い る こ とも あ る。

同 じ 組 成 の油 が 得 ら れた と し ても 、 別 の 供給 源 を 使用 す る 場 合は 、 別の

イ ン ベ ン トリ ー に 登 録す る 必 要が あ る 。  
 

例 15． オイ ル 、 ユ ーカ リ （ C A S R N  800 0 -4 8 -4）  
こ の 物 質 の U V C B の 定 義 は 以 下 の と お り で す 。「 E uca l yp tu s ,  

My r t ac eae の 抽 出物 及び そ の 物理 的 に 修 飾さ れ た 誘導 体 」。  
 
③生 物 学 的物 質 を 含 むポ リ マ ー  

生 物 学 的 物質 を 含 む ポリ マ ー は、 し ば し ば生 物 学 的な も の か ら始 まる

名 前 が 付 けら れ る。名称 の 最 初の 用 語 が 単数 の 場 合は「 po l y me r  w i th」と

し 、 複 数 の場 合 は 「 po ly me r s  w i th」 とす る。  
 

例 16．ロ ジン の ホル ムア ル デ ヒド 、メ タ ノー ル 及 び フ ェ ノ ー ルと の ポ

リマ ー （ C A S R N  683 33 - 68 -6）  
この U V C B ポリ マ ーは 、 ロ ジン が 生 物 学的 な 素 材を 使 用 し てい る 。 

 
例 17．ト ール 油 脂肪 酸の グ リ セロ ー ル 、イソ フ タ ル酸 及 び ロ ジン と の

ポ リ マ ー （ C A S R N  6 8956 - 34 -3）  
この 第 ２の U V C B ポ リマ ー に は、ト ール 油脂 肪 酸、ロ ジ ンと いう

二つ の 生 物学 的 反 応 物が あ る 。  
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2.5 .4 UVCB 物 質 の リ ス ク 評価に関する新たな手法  

（１ ） U V C B 物 質 の リス ク 評 価に 関 す る ワ ー ク シ ョッ プ の 概 要 8 7  

2019 年 ６月 に 、国 際 化学 工 業 協会 協 議 会 の L R I（ロ ン グ レン ジ・リ サ

ー チ ・ イ ニ シ ア チ ブ =人 の 健 康 や 環 境 に 及 ぼ す 化 学 物 質 の 影 響 に 関 す る

長 期 自 主 研究 ） と 欧 州委 員 会 の共 同 研 究 セン タ ー が共 催 し た ワー ク ショ

ップ「 2 1s t  C en t u r y  A ppr oa ch es  fo r  E va l ua t in g  E x po su re s ,  B i o log ic a l  A c t i v i ty,  
an d  R i sk s  o f  C o m pl ex  S ub s tan ce s」 で、 U V C B 物質 のリ ス ク 評 価に 関 す る

新 た な 手 法に つ い て 議論 さ れ た 。 カ ナ ダ 、欧 州 、 日本 、 米 国 から 、 学術

界 、 政 府 、当 局 、 産 業界 、 非 政府 組 織 の 約 50 名の 専 門 家が 参 加 し た 。  
E U では 、 R E A C H で登 録 さ れて い る 物 質の 約 1 0%が 「 多成 分物 質 」、

20%が「組 成 不明 又 は 可 変 の 物質 、複雑 な反 応 生 成物 及 び 生 物学 的 物 質」

（ U V C B）で あ る 。米国 で は 、T S C A イ ンベ ン ト リー の 約 2 5%が U V C B で

ある 。 ワ ーク シ ョ ッ プで は 、 これ ら の 複 雑な 物 質 の安 全 性 を 評価 す るア

プ ロ ー チ の改 良 の 必 要性 が 焦 点と さ れ た 。  
ワ ー ク シ ョ ッ プ で は 、 複 雑 な 物 質 の 評 価 に 新 し い ア プ ロ ー チ 方 法 論

（ N A Ms） を ど の よ う に 活 用 で き る か 複 数 の セ ッ シ ョ ン に 分 か れ て 議 論

さ れ た 。 スク リ ー ニ ング 、 生 物学 的 プ ロ ファ イ リ ング 、 複 雑 なリ ス ク評

価に お ける N A M s の 使用 、 新 しい デ ー タ スト リ ー ムを 使 用 し たリ ー ド ・

ア ク ロ ス ・ア プ ロ ー チの 改 善 、暴 露 評 価 と 暴 露 量 測定 の 方 法 につ い て焦

点 が 当 て られ た 。 ま た、 実 行 可能 な ス テ ップ を 探 るた め の デ ィス カ ッシ

ョ ン が 行 われ 、 複 雑 な物 質 の 多様 性 を 考 慮す る と 、単 一 の 「 正し い 」ア

プ ロ ー チ が有 効 で あ ると は 考 えら れ な い との 結 論 に至 っ て い る 。  
 
（２ ） ス クリ ー ニ ン グ 、 生 物 学的 プ ロ フ ァイ リ ン グ、 よ り 複 雑な リ スク

評 価 の た めの 方 法  

複 合 物 質 の潜 在 的 な 生物 学 的 影響 を 判 断 する こ と は困 難 で あ る。 複合

物 質 の 構 成成 分 の 物 理化 学 的 特性 は 、環 境 及 び 試 験系 に お け る接 触 部 位、

生 物 学 的 相互 作 用 部 位で の 各 構成 成 分 の 動態 、 輸 送 及 び 濃 度 に影 響 を与

え る 。 試 験系 に お い て定 義 さ れた 一 定 の 暴露 量 を 達成 す る た めの 対 策 と

し て 、 開 放型 ウ ェ ル やフ ラ ス コの 代 わ り に気 密 ガ ラス バ イ ア ルを 用 い た

「 no n -de p le t io n（非 減少 ）試 験 」によ る 損失 の 回 避 又 は 最 小 化 、あ る い は

試 験 中 に 溶存 態 濃 度 を定 常 状 態に す る た めの パ ッ シプ ・ ド ー ジン グ シス

テム 等 が ある 。i n  v i t ro シ ス テム に お いて 効果 的 な 暴露 を 一 貫 して 評 価 す

る こ と は 、 i n  v i t ro デー タ の 広範 な 有 用 性を 向 上 させ る た め の鍵 で あ る。 
ハ イ ス ル ープ ッ ト 及 び ハ イ コ ンテ ン ト ス クリ ー ニ ング 法 は 、 化学 物質

の 生 物 活 性を 迅 速 か つ効 率 的 に プ ロ フ ァ イリ ン グ する 上 で 大 きな 期 待が

寄 せ ら れ てい る 。 こ れら の 方 法を 個 々 の 化学 物 質 に適 用 す る こと は かな

り 進 ん で いる が 、 溶 解度 や 揮 発性 等 の 制 限が あ る ため 、 複 雑 な 組 成 の 物

 
8 7  S a u e r ,  U .  G . ,  B a r t e r ,  R .  A . ,  B e c k e r ,  R .  A . ,  B e n f e n a t i ,  E . ,  B e r g g r e n ,  E . ,  H u b e s c h ,  

B . , A l b e r t ,  O .  ( 2 0 2 0 ) .  2 1 s t  C e n t u r y  A p p r o a c h e s  f o r  E v a l u a t i n g  E x p o s u r e s ,  
B i o l o g i c a l  A c t i v i t y,  a n d  R i s k s  o f  C o m p l e x  S u b s t a n c e s :  Wo r k s h o p  h i g h l i g h t s .  
R e g u l a t o r y  To x i c o l o g y  a n d  P h a r m a c o l o g y,  1 11 ,  1 0 4 5 8 3 .  
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質 の プ ロ ファ イ リ ン グに 使 用 する こ と が 困難 な 可 能性 が あ る 。  
果 物 や 野 菜の 抽 出 物 を含 む す べて の 物 質 は、 既 知 の毒 性 物 質 によ って

生じ る 影 響と 同 様 に 、i n  v i t ro アッ セ イ に おい て 生 物活 性 の 摂 動（副 次的

な 影 響 ） を生 じ さ せ 得る 。 オ ミク ス 技 術 は、 生 物 学的 反 応 空 間の 広 い範

囲 を 探 る ため に 使 用 でき る 大 規模 で 複 雑 なデ ー タ セッ ト を 提 供す る 。し

か し 、 そ のよ う な デ ータ の 意 味を 理 解 す るこ と は 困難 で あ る 。オ ミ クス

デ ー タ 解 析の タ ー ゲ ット ア プ ロー チ と ノ ンタ ー ゲ ット ア プ ロ ーチ の 両方

に は 長 所 と限 界 が あ る。 直 交 線形 分 離 分 析 等 の 新 たな 手 法 は 、複 雑 な物

質か ら 得 られ た デ ー タセ ッ ト を分 析 す る 際に 有 用 とな る 可 能 性が あ る 。

複 雑 な 物 質は 相 互 作 用す る 可 能性 が あ り 、複 合 的 な用 量 反 応 は、 そ の異

な る 構 成 要 素 の 重 畳 的 な 影 響 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ る 可 能 性 が 高 い 。

N A M に 基 づ く試 験 ア プロ ー チ は 、環 境 的 に関 連 す る 暴露 /濃 度に 焦 点 を

当 て る 必 要が あ り 、 これ ら の 要因 を 考 慮 する 必 要 があ る 。  
 
（３ ） リ ード ・ ア ク ロス ・ ア プロ ー チ の 使用 方 法 の改 善  

i n  s i l i c o 法は 、 様 々 な物 質 の リー ド ・ ア クロ ス 推 論判 定 に 実 用的 であ

る こ と が 証明 さ れ て いる 。 教 師あ り ク ラ スタ リ ン グ （ k 近 傍 法等 ） 及び

教 師 な し クラ ス タ リ ング （ k 平均 法 等 ） は、 複 雑 な物 質 の 構 成要 素 の共

通 の 特 性 だけ で な く 、個 々 の 分類 群 の 珍 しい 特 性 の特 徴 づ け にも 使 用で

きる 。 複 雑な 物 質 全 体 及 び 混 合物 へ の 暴 露 は 「 通 常の 」 実 世 界の シ ナリ

オで あ る が、 混 合 物 の評 価 は 高度 な i n  s i l i co ツ ー ルを 必 要と する 複 雑 な

タ ス ク に なり 得 る 。 ツー ル 開 発に 関 す る 課題 は 、 デー タ の 利 用可 能 性、

濃 度 添 加 から の 逸 脱 の特 定 、 影 響 の 違 い に関 す る 情報 の 利 用 可能 性 に関

連 し て い る 。  
リ ー ド・ア ク ロ スを 体系 化 す る取 組 が E C H A 等で 進ん で い る 。し か し、

複 雑 な 物 質や 混 合 物 に対 し て は非 常 に 困 難で あ る こと に 変 わ りは な い。

C at -A pp プ ロ ジェ ク トは 、こ れら の 課 題 に対 処 す るた め に 、化学 -生 物学

的 な グ ル ープ 分 け と リー ド ・ アク ロ ス を 容易 に す るた め に 、 生物 反 応と

ト キ シ コ ゲノ ミ ッ ク プロ フ ァ イル を 決 定 する こ と を目 的 と し て立 ち 上げ

ら れ た 。さ らに 、C a t -A pp プロ ジ ェ クト は 、R E A C H の下 で 不必 要 な 動物

実 験 を 避 ける こ と を 目的 と し た、 石 油 系 物質 の 人 健康 リ ス ク 評価 の ため

の 段 階 的 な試 験 戦 略 に貢 献 し てい る 8 8。現在 進 行 中の 研 究 は 、 U S  E PA
の G en e r a l i z e d  R e ad - A cro s s（ G enR A）法 に用 量 反 応情 報 を 導 入し 、二 値的

な 結 果 を 超え て 予 測 の範 囲 を 絞り 込 み 、影響 レ ベ ル 又 は 出 発 点（ P o i n t  o f  
D epa r tu re）の定 性 的 予測 か ら 定量 的 予 測 に移 行 す るこ と も 目 指し て い る 。 
 
（ ４ ） 動 態 、 輸 送 、 暴露 量 評 価の た め の 暴露 方 法  

混 合 物 評 価に お け る 一般 的 な 難し さ と 不 確実 性 は 、組 成 に 関 する 不完

全 な 情 報 、外 部 濃 度 と内 部 濃 度の 決 定 、 混合 物 へ の 暴 露 の 時 間的 側 面、

新 た な 化 学物 質（ ノ ンタ ー ゲ ット 分 析 及 び モ デ ル 化 に よ り 対 処可 能 ）、そ

 
8 8  C a t - A p p  P r o j e c t ,  N e w  Te c h n o l o g i e s  t o  U n d e r p i n  C a t e g o r y  A p p r o a c h e s  a n d  R e a d -

a c r o s s  i n  R e g u l a t o r y  P r o g r a m m e s ,  h t t p s : / / w w w. c o n c a w e . e u / c a t - a p p /  
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し て 最 後 に非 検 出 （ 最悪 ／ 最 良の ケ ー ス の仮 定 に より 対 処 可 能） に 関す

る も の で ある 。 全 体 とし て 、 デー タ 共 有 の改 善 、 モニ タ リ ン グデ ー タと

モ デ リ ン グの 相 補 的 利用 、 外 部 及 び 内 部 暴露 と 人 のバ イ オ モ ニタ リ ング

（ 野 生 生 物に お け る モニ タ リ ング と 同 様 ）の 関 連 性の 確 立 は 、混 合 物評

価 の 強 化 に寄 与 す る 。  
21 世 紀 の 暴 露 科 学 の分 野 で は 、よ り ハ イ ス ル ー プッ ト の モ ニタ リ ング

技術 を 含む N A M が 必要 と さ れて い る 。 複雑 な 物 質の 環 境 暴 露分 析 にタ

ー ゲ ッ ト を絞 る こ と は依 然 と して 困 難 で ある が 、 ノン タ ー ゲ ット ア プロ

ー チ の 利 用は 進 歩 し てい る 。ト ップ ダ ウ ン型 エ ク スポ ソ ミ ク ス 8 9（バ イ

オ モ ニ タ リン グ に 基 づく ）ある い は ボト ムア ッ プ 型エ ク ス ポ ソミ ク ス（ 環

境 サ ン プ リン グ に 基 づく ） の ノン タ ー ゲ ット 分 析 ツー ル を 用 いた 実 験に

よ り 、 暴 露評 価 に 関 連し 得 る 新規 化 学 物 質が 明 ら かに さ れ つ つあ る 。 ま

た、 複 雑 な混 合 物 の 評価 の た めの 高 度 な デー タ 処 理ツ ー ル が 開発 さ れて

い る 。 産 業 技 術 総 合 研 究 所 が 開 発 し た ウ ェ ブ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の  
Mi x tu re  To uc h  は 、専 門家 で な いユ ー ザ ー でも 非 標 的デ ー タ を 分析・解 釈

す る こ と がで き る 9 0。  
フ ガ シ テ ィベ ー ス の 動態 ・ 輸 送モ デ ル を プラ ッ ト フォ ー ム に 統合 する

こ と で 、 環境 中 の 複 雑な 物 質 の暴 露 と リ スク 評 価 を改 善 で き る可 能 性が

ある 。 U V C B の 関 連 成分 や 分 画を 選 択 す るこ と で 、 動 態 ・ 輸 送評 価 の出

発 点 と し て健 全 な 基 礎を 提 供 でき 、 主 要 な環 境 コ ンパ ー ト メ ント に おけ

る分 解 の 予測 を 生 態 リス ク 評 価に 統 合 す るこ と が 可能 で あ る 。  
複 合 物 質 は 、 試 験 系 で 評 価 さ れ た り 、 環 境 中 に 放 出 さ れ た り す る と 、

元 の 組 成 が変 化 す る こと が あ る。 通 常 、 モニ タ リ ング に は 個 別の 物 質が

含 ま れ る ため 、 モ ニ タリ ン グ デー タ を 特 定の 複 合 物質 に 関 連 付け る こと

は 困 難 で あり 、 曖 昧 にな る 可 能性 が あ る 。カ ナ ダ 環境 気 候 変 動省 が 開発

し た U V C B 内の 各 サ ブク ラ ス の代 表 化 学 物質 の 保 守的 な 選 択 を支 援 する

代 表 化 学 物質 選 択 ツ ール 9 1は 、U V C B 構 成物 質 の クラ ス 内 バ イオ ア ベ イ

ラ ビ リ テ ィ、 残 留 性 及び 生 態 毒性 を ラ ン ク付 け し 、環 境 モ ニ タリ ン グ作

業及 び Wei gh t  o f  E v i den ce によ る 生態 リ スク 評 価 に利 用 で き る。  
 
（５ ） 複 雑な 物 質 を 評価 す る ため の N A M ベ ース の アプ ロ ー チを 実 施 す

る た め の 課題 と 可 能 性  

N A M 活用 を 可 能に する た め には 、 科 学 的 及 び 概 念的 な 課 題 を解 決 す

る 必 要 が あ る 。こ れ らの 課 題 は、複雑 な 物質 や 混 合物 の 適 切 なリ ス ク 管

 
8 9  エ ク ス ポ ソ ミ ク ス ： エ ク ス ポ ソ ー ム は 、 あ る 個 人 が 一 生 の 間 に 受 け る す べ て

の 暴 露 と 、 そ れ ら の 暴 露 が 健 康 に ど の よ う に 関 係 し て い る か を 示 す 指 標 と 定 義
さ れ る 。 エ ク ス ポ ソ ミ ク ス は エ ク ス ポ ソ ー ム の 研 究 の こ と で あ り 、 ゲ ノ ミ ク
ス 、 メ タ ボ ロ ミ ク ス 、 リ ピ ド ミ ク ス 、 ト ラ ン ス ク リ プ ト ミ ク ス 、 プ ロ テ オ ミ ク
ス な ど の ほ か の オ ミ ク ス 研 究 分 野 に 依 存 す る 。（ C D C ,  E x p o s o m e  a n d  
E x p o s o m i c s ,   h t t p s : / / w w w. c d c . g o v / n i o s h / t o p i c s / e x p o s o m e / d e f a u l t . h t m l）  

9 0  産 業 技 術 総 合 研 究 所 ,  M i x t u r e  To u c h： 混 合 物 を 知 り 、 リ ス ク 評 価 す る た め の
We b プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ,  h t t p s : / / r i s s . a i s t . g o . j p / r e s e a r c h / 2 0 2 0 0 7 1 3 - 8 8 2 /  

9 1  E n v i r o n m e n t  a n d  C l i m a t e  C h a n g e  C a n a d a  H e a l t h  C a n a d a  ( 2 0 1 6 )  S c i e n c e  A p p r o a c h  
D o c u m e n t ,  E c o l o g i c a l  R i s k  C l a s s i f i c a t i o n  o f  O r g a n i c  S u b s t a n c e s ,  
h t t p s : / / w w w. e c . g c . c a / e s e - e e s / d e f a u l t . a s p ? l a n g = e n & n = a 9 6 e 2 e 9 8 - 1  
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理 を 保 証 する と い う 究極 の 目 標に 鑑 み て 対処 さ れ るべ き も の であ る 。そ

の た め に は、以下 の よう な ア プロ ー チ と 手順 を 洗 練し 、標 準 化す る こ と

に、 特 に 注意 を 払 う 必要 が あ る。  

１）  複雑 な 物 質や 混合 物 （ 及び 代 表 的 な成 分 ） の目 的 に か な っ た 同 定  
２）  実験 に お ける 明確 か つ 一定 の 暴 露 レベ ル の 確保  
３ ）  多数 の 成 分を 含む 混 合 物中 の 化 合 物の 潜 在 的な 相 互 作 用の 考 慮  
４ ） 定 量 的  IV IV E 9 2  実 施 のた め の アプ ロー チ 及 び 手 順 の 改 良と 標 準 化  

組 成 が 複 雑 な 物 質 や 混 合 物 に 対 す る 段 階 的 な リ ス ク 評 価 の フ レ ー ム

ワ ー ク を 実施 す る 際 に N A M を 使用 す る には 、 研 究と リ ス ク 評価 ア プロ

ー チ の パ ラダ イ ム シ フト が 必 要で あ る 。 リス ク 評 価手 法 を 進 化さ せ るた

め の 具 体 的な 推 奨 事 項を 表 2 .5 .4 -1 に示 す。  
こ の よ う な 毒 性 試 験 と 安 全 性 評 価 に お け る パ ラ ダ イ ム シ フ ト は 、 U S  

E PA、E C H A、カ ナ ダ 保健 省 等 の規 制 機 関 のシ ニ ア リー ダ ー の 間で 開 催さ

れ た 国 際 ワー ク シ ョ ップ で も 提言 さ れ て いる 。これ と 同 様に 、 IC C A（ 国

際 化 学 工 業協 会 協 議 会） L R I  ワ ー クシ ョッ プ で の議 論 で も 、複 雑な 物 質

や 混 合 物 に対 す る 段 階的 な リ スク 評 価 の 枠組 み を 実践 す る た めの ケ ース

ス タ デ ィ を開 始 す る こと が 強 調さ れ た 。 この よ う なケ ー ス ス タデ ィ に用

い る 複 合 物質 や 混 合 物は 、例 え ば暴 露 の 可能 性（ 職 業 暴 露 、消費 者 暴 露、

汚染 場 所 等 に 関 す る もの ）に基 づ き 選択 する こ と が 考 え ら れ る 。同 様に 、

ケ ー ス ス タデ ィ は 、 サー キ ュ ラー エ コ ノ ミー 、 水 循環 の 持 続 可能 性 等 と

の 関 連 性 や、 環 境 又 は人 の 健 康へ の 影 響 の推 定 に よっ て 選 択 する こ と も

で き る 。  
組成 が 複 雑な 物 質 や 混合 物 の リス ク 評 価 は、 技 術 的に 可 能 な 限り 、 現

実 の 暴 露 を反 映 し た 代表 的 な 物質 の 組 み 合わ せ に 焦点 を 当 て るべ き で、

最 終 的 に はエ ク ス ポ ソ ー ム の 調査 を 目 指 すべ き で ある と ま と めら れ てい

る。  
 
 

  

 
9 2  i n  v i t ro - i n  v i v o  e x t r a p o l a t i o n（ I V I V E） :  生 体 サ ン プ ル （ 単 離 細 胞 、 ミ ク ロ ソ ー

ム な ど ） を 用 い た  i n  v i t ro 試 験 を 行 い 、 そ の 結 果 を 細 胞 数 当 た り 、 組 織 重 量 当
た り 、 体 重 当 た り と 順 次 ス ケ ー ル ア ッ プ し て 積 み 上 げ る こ と に よ り 、 i n  v i v o
で の 体 内 動 態 パ ラ メ ー タ へ と 外 挿 す る 方 法 。  
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表 2 . 5 . 4 - 1 組 成 が 複雑 な 物 質の リ ス ク 評価 に お ける N A M s の 利 用を 進

展 さ せ る ため の 提 言  

N o .  提 言  

１  複 雑 な 物 質 の リ ス ク 評 価 手 法 に 必 要 な パ ラ ダ イ ム シ フ ト は 、 暴 露 、
生 物 活 性 、 リ ス ク 評 価 及 び リ ス ク 管 理 に 関 連 す る デ ー タ の み を 収 集
す る よ う に 、 暴 露 主 導 型 の 試 験 と 評 価 に 焦 点 を 当 て る こ と で あ る 。  

２  あ ら ゆ る 分 野 の 関 係 者 が N A M ベ ー ス の ア プ ロ ー チ の 必 要 性 を 理 解
す る た め に は 、 従 来 の 手 法 の 限 界 を 明 確 に 伝 え る 必 要 が あ る 。 そ の
よ う な 限 界 に は 、 複 合 暴 露 を 評 価 す る た め に 適 切 に 設 計 さ れ た 研 究
で は 、 動 物 の 使 用 量 が 多 く 、 時 間 も か か る こ と 、 現 実 の 暴 露 の 空 間
的 ・ 時 間 的 分 布 に 対 処 で き な い こ と 、 各 毒 性 学 的 エ ン ド ポ イ ン ト に
つ い て 個 別 の 用 量 反 応 を 決 定 す る 必 要 が あ る こ と 、 等 が あ る 。  

３  N A M s を 段 階 的 な リ ス ク 評 価 の 枠 組 み に 組 み 込 む こ と で 、 不 必 要 な
動 物 実 験 を 回 避 す る こ と が で き る 。こ れ ら の 評 価 枠 組 み は 、i n  s i l i c o
モ デ リ ン グ 、 i n  v i t ro ア ッ セ イ 、 オ ミ ク ス 、 グ ル ー ピ ン グ と リ ー ド ・
ア ク ロ ス 、 暴 露 予 測 モ デ リ ン グ 等 、 あ ら ゆ る 種 類 の N A M を 利 用 す
べ き で あ る 。  

４  N A M は 、 被 験 物 質 の 生 物 活 性 ポ テ ン シ ャ ル と 考 え ら れ る 作 用 機 序
（ M o A） を 知 る た め に 使 用 さ れ る べ き で あ る 。  

５  こ の よ う な パ ラ ダ イ ム シ フ ト を サ ポ ー ト す る た め に は 、 メ カ ニ ズ ム
的 な 理 解 が 重 要 で あ る た め 、 関 連 性 が あ り 適 用 可 能 で あ れ ば 、 定 量
的 A O P フ レ ー ム ワ ー ク を 使 用 し て 構 築 さ れ た I ATA を 使 用 す る 必 要
が あ る 。  

６  i n  v i v o 試 験 は 、 限 ら れ た 数 の 物 質 の み が 評 価 の 候 補 と な る 高 次 の 階
層（ 例 え ば 、低 次 の 階 層 で 生 物 活 性 が 確 認 さ れ た グ ル ー プ 又 は U V C B
内 の 代 表 成 分 ） に 限 定 す べ き で あ り 、 i n  v i v o 試 験 の 種 類 は 、 起 こ り
得 る M o A s に 焦 点 を 当 て て 選 択 す べ き で あ る 。  
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3. 一般化学物質等届出のデータ整理  

3 .1 一 般 化 学 物 質 等 届 出 書のパンチ入力及び PDF データ化作業  

3 .1 .1 は じ めに  

2020 年 度実 績 分 及 び過 年 度 実績 分 と し て製 造・輸 入事 業 者 から 届 出の

あ っ た 一 般化 学 物 質 、優 先 評 価化 学 物 質 、監 視 化 学物 質 及 び 第二 種 特定

化 学 物 質（以 下、「 一般 化 学 物質 等 」と いう ）の 届出 書 の う ち、書 面 によ

り 届 け 出 られ た 届 出 書に 記 載 され た 製 造 ・輸 入 ・ 出荷 数 量 等 の情 報 につ

い て 、パン チ 入 力及 び P D F デ ー タ化 を 行っ た 。ま た 、構 造・組 成 に係 る

添 付 書 類 のパ ン チ 入 力も 併 せ て行 っ た 。  
 

3.1 .2 一 般 化学 物 質 等 届 出 書のパンチ入力及び PDF データ化  

2021 年 度の 一 般 化 学物 質 等 届出 の 届 出 期間（ 書 面：４ 月１ 日～ ６ 月 30
日、光 ディ ス ク・電 子 ４ 月 １ 日～ ７ 月 3 1 日）に 提出 さ れ た すべ て の 届出

書 う ち 、 書面 に よ り 届け 出 ら れた 届 出 書 （ 一 般 化 学物 質 3 ,02 1 件 、優 先

評 価 化 学 物質 3 78 件 、監 視 化学 物質 13 件、第 二種 特 定化 学 物質 ４ 件）と

パ ン チ 入 力デ ー タ フ ォー マ ッ ト（ 受 理 番 号、 申 請 方法 、 法 人 番号 の 情報

が付 さ れた E xc e l フ ァイ ル ）を 借り 受 け 、パン チ 入 力作 業 及 び P D F デ ー

タ 化 を 行 った 。  
パ ン チ 入 力デ ー タ フ ォー マ ッ トと 届 出 書 の受 理 番 号の 整 合 性 、構 造・

組 成 に 係 る添 付 書 類 有無 の 確 認 を 行 い 、 受理 番 号 の不 整 合 が あっ た 際に

は 、経 済産 業 省 担当 官（ 以 下、「担 当 官 」と い う）に 報告 し 、受 理 番号 の

修 正 や 付 与を 依 頼 し た。 パ ン チ入 力 は 、 パン チ 入 力デ ー タ フ ォー マ ット

に 異 な る ２ 名 で 入 力 した 。 な お、 届 出 書 の記 載 内 容に 明 ら か な誤 記 等が

あ っ た 場 合に は 、担 当官 に 確 認し た 。 P D F デー タ 化 は届 出 事 業者 ご と に

作 成 し た フォ ル ダ に 保存 し た 。フ ォ ル ダ 名の 付 け 方は 担 当 官 の指 示 によ

り 、 以 下 のと お り と した 。  
 

フ ォ ル ダ 名： 事 業 者 コー ド  
フ ァ イ ル 名： [西 暦 年度 ] _ [事 業 者コ ー ド ]_ [物質 区 分 ]_ [受 理 番号 ] . pd f  
 
[西 暦 年 度 ]： ４ 桁半 角数 字 (2 02 1 )  
[事 業 者 コー ド ]： 13 桁半 角 数 字  
[物 質 区 分 ]： １ (一 般 ）、 ２ (優 先 )、３ （ 監 視）、 ４ （ 二 特 ）  
[受 付 番 号 ]： ９ 桁半 角数 字  
例： 20 21_1111111111111_1 _00 00 000 01 .pd f  
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3.1 .3 添 付 書類 の パ ン チ 入 力  

「 経 済 産 業 省 関 係 化 学 物 質 の 審 査 及 び 製 造 等 の 規 制 に 関 す る 法 律 施

行 規 則 （ 昭和 4 9 年 通商 産 業 省令 第 40 号。）が 2018 年 ８ 月 31 日に 公 布、

2019 年 ４月 １ 日 か ら施 行 さ れた 。こ れ に基 づ き 、化審 法 第 ８条 に よ る一

般 化 学 物 質の 製 造 数 量等 の 届 出及 び 第 ９ 条に よ る 優先 評 価 化 学物 質 の製

造 数 量 等 の届 出 の 際 に、 届 出 対象 物 質 に 関し て の 構 造 ・ 組 成 に つ い て参

考 と な る 事項 を 記 載 した 書 類（ 以下 、「 添付 書 類 」とい う ）が必 要 に 応じ

て 添 付 さ れて い る 。  
一 般 化 学 物質 、 優 先 評価 化 学 物質 の 届 出 対象 物 質 に関 し て 、 構造 ・組

成 に つ い て参 考 と な る事 項 を 記載 し た 書 類（ 以 下、「 添 付書 類」 と い う）

を 、 担 当 官指 定の E xce l フ ァ イ ルに パ ン チ 入 力 し た。 入 力 対 象と な っ た

届 出 書 の 件 数 を 表 3 . 1 .3 -1、表 3 . 1 . 3 -2 に 示す 。  
 
表 3 . 1 . 3 - 1 202 1 年 度届 出 （ 2 020 年 度 実績 ） に おけ る 一 般 化学 物 質 の構

造・ 組 成 に係 る 添 付 書類 件 数  

官 報 整 理  
番 号  

公示 名 称  届出

件数  

5 -3 6 4 1  アル キ ル （Ｃ ＝ １ ～ ２５ ） グ ルコ シ ド  19   

5 -6 3 3 7  

アル キ ル （Ｃ ＝ ８ ～ １８ ） － Ｄ－ グ ル コ ピラ ノ シ ド

及び ア ル キル （ Ｃ ＝ ８～ １ ８ ）－ モ ノ （ ジ、 ト リ 又

はテ ト ラ ）－ Ｄ － グ ルコ ピ ラ ノシ ル － Ｄ －グ ル コ ピ

ラノ シ ド の混 合 物  

１  

 
 

表 3 . 1 . 3 - 2 202 1 年 度届 出 （ 2 020 年 度 実績 ） に おけ る 優 先 評価 化 学 物質

の構 造 ・ 組成 に 係 る 添付 書 類 件数  

通 し 番 号  優先 評 価 化学 物 質 の 名称  届出

件数  

222  

（ア ン ヒ ドロ （ 又 は ジア ン ヒ ドロ ） グ ル シト ー ル と

ドデ カ ン 酸の モ ノ エ ステ ル ） とα － ヒ ド ロ－ ω － ヒ

ドロ キ シ ポリ （ オ キ シエ チ レ ン） の モ ノ （又 は ポ

リ） エ ー テル  

11  
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3.2  一 般 化 学 物 質 等 届 出 に 係 る 事 業 者 ご と の 不 正 確 情 報 リ ス ト の 作

成  

3 .2 .1 は じ めに  

2021 年 度中 に 書 面 、光デ ィ ス ク又 は 電 子 申請 に よ り届 出 の あ った 一般

化 学 物 質 等届 出 書 に つい て 、 一部 に 不 正 確情 報 （ 記載 す べ き 項目 欄 が空

欄 に な っ て い る 等 の 形 式 的 不 備 や 届 出 物 質 に 係 る 官 報 整 理 番 号 と C A S
登 録 番 号 が対 応 し な い等 の 技 術的 な 誤 り ）が 含 ま れて い る こ とが あ る。  

当 該 不 正 確情 報 に つ いて は 当 該届 出 を 行 った 事 業 者に 対 し 、 経済 産業

省又 は N IT E が 事 実 関係 等 を 照会 し 、 そ の結 果 を 踏ま え て 情 報の 修 正を

行 う が 、 その 照 会 手 続 を 行 う ため に は 事 業者 ご と に切 り 分 け た不 正 確情

報 リ ス ト が必 要 と な る。  
こ の た め 、本 事 業 で は当 該 リ スト の 作 成 を行 っ た 。 な お 、 当 該不 正確

情 報 リ ス トの 作 成 に 当た り 、 経済 産 業 省 側で 予 め 用意 し た 不 正確 情 報一

覧 を 基 に リス ト 化 す る項 目 、 内容 等 に つ いて 経 済 産業 省 担 当 官と 相 談の

上 、 作 業 を行 っ た 。  
 

3.2 .2 不 正 確情 報 リ ス ト の 作成  

一 般 化 学 物質 、 優 先 評価 化 学 物質 の 届 出 書に 含 ま れて い た 不 正確 情報

の う ち 、 メー ル で の 照会 手 続 が必 要 と な った 一 般 化学 物 質 2 35 件 、 優先

評 価 化 学 物 質 8 8 件 につ い て 、事 業 者 ご と に パ ス ワー ド を 設 定し た 不正

確 情 報 リ スト 2 02 件 を作 成 し た。  
な お 、 作 成し た 不 正 確情 報 リ スト の フ ァ イル 名 の 付け 方 は 担 当官 の指

示 に よ り 、以 下 の と おり と し た。  
 

フ ァ イ ル 名：  [事 業 者コ ー ド ]_ [2 1_N I T E ]_ [ファ イ ル 出力 日 ] .  x l sx  
 
[事 業 者 コー ド ]： 13 桁半 角 数 字  
[フ ァ イ ル出 力 日 ]： ８桁 半 角 数字  
 
例： 1111111111111 _2 1_N IT E _2 021 010 1 .  x l sx  

 
不 正 確 情 報リ ス ト の 主な 照 会 内容 例 を 下 記に 示 す 。  

  高分 子 化 合物 の 該 当 の有 無 の 整合 性  

  官報 公 示 名称 、 物 質 名称 の 整 合性  

  C A S 登録 番 号の 整 合 性  

 
  



 

118 

3.3 構造 ・ 組 成 に 係 る 添 付書類と届出書の整合確認  

3 .3 .1 は じ めに  

構 造 ・ 組 成に 係 る 添 付書 類 の 記載 内 容 と 、届 出 書 の記 載 内 容 の整 合を

確 認 す る ため 、 構 造 ・組 成 に 係る 添 付 書 類と 届 出 書の 値 が 異 なる 箇 所等

に つ い て 抽出 し 、 事 業者 に 照 会を 行 う た めの リ ス ト作 成 を 行 った 。  
 

3.3 .2 添 付 書類 と 届 出 書 の 整合確認  

3 .1 .3 で実 施 した 添 付書 類 の 提出 の 対 象 であ る 一 般化 学 物 質（ ２ 物 質）、

優 先 評 価 化学 物 質 （ １ 物 質 ） につ い て 、 添付 書 類 の整 理 、 取 りま と めを

行 い 、 添 付書 類 の 記 載内 容 と 届出 書 と の 照合 を 行 った 。 出 荷 数量 に つい

て１ ト ン 未満 の 合 計 によ る 差 異が 散 見 さ れた ほ か 、優 先 評 価 化学 物 質の

届 出 書 で は物 質 名 称 と官 報 公 示名 称 が 同 一で あ る 場合 に 物 質 名称 の 省略

に よ る 物 質名 称 の 不 一致 が あ った 。 担 当 官の 指 示 によ り 、 出 荷数 量 の差

異が 数 ト ン程 度 で あ る場 合 に は、 誤 差 な しと み な し、 結 果 の 集計 を 行っ

た。 ま た 、 必 要 な 修 正を 行 い 、 取 り ま と め 結 果 表 に反 映 さ せ た。  
 
不 整 合 確 認の チ ェ ッ ク項 目 ：  

  【 物 質 名 称 の 不 一 致 】 優 先 評 価 が 化 学 物 質 の 届 出 書 で は 物 質 名 称

と 官 報 公 示 名 称 が 同 一 で あ る 場 合 に 物 質 名 称 が 省 略 で き る こ と に

よる も の 。  

  【出 荷 数 量の 不 一 致 】出 荷 数 量の １ ト ン 未満 の 合 計 に よ る も の。  

  【そ の 他 】物 質 名 称 、用 途 番 号、 出 荷 数 量の 誤 り 。  
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4. 2021 年度「化審法のリスク評価等検討会」の開催及び資料の

作成等  

4 .1 本 検 討 会 開 催 の 趣 旨  

今 後 、 リ スク 評 価 に おけ る 判 断 が 困 難 な 物質 が 増 えて い く こ とを 想定

し、リ ス ク 評 価 の 準 備段 階 に おい て 関 係 省、N IT E、専門 家 及 びそ の 他関

係 者 が 技 術的 な 議 論 をす る 場 とし て「 化 審法 の リ スク 評 価 等 検討 会 」（以

下 「 検 討 会」 と す る ） が 設 置 され た 。  
2021 年 度は 2 .4 の検 討内 容 を 議題 と し 、議題 に 応 じた 専 門 家 を招 集 し

て本 検 討 会が ２ 回 開 催さ れ た 。 検 討 会 の 事務 作 業 とし て 、 委 員委 嘱 、謝

金 等 の 支 払の た め の 諸手 続 き 、検 討 会 資 料作 成 の ため の 調 査 ・整 理 、配

布資 料 の 作成 、 Web 会議 運 営 、議 事 録 作 成等 を 行 った 。  
 

4.2 検 討 会 の 議 事  

2021 年 度に 開 催 し た検 討 会 の議 事 概 要 を 表 4 .2 -1 に 示す 。  
 

表 4 . 2 - 1 化 審 法の リス ク 評 価等 検 討 会  議 事 概 要  

 日時 及 び 場所  議題  

第 １ 回  

2021 年 11 月 ５ 日  
10： 00～ 1 2： 00  
C i sco  We bex に よ る

Web 開 催  

化 審 法 の リ ス ク 評 価 に お け る 変 異 原

性・ 発 が ん性 の 評 価 手法  

第 ２ 回  

2022 年 ２月 ４ 日  
10： 00～ 1 2： 00  
C i sco  We bex に よ る

Web 開 催  

化 審 法 の リ ス ク 評 価 に お け る 変 異 原

性・ 発 が ん性 の 評 価 手法  
～ 変 異 原 性 陽 性 で 発 が ん 性 試 験 デ ー

タ が な い 場 合 の 定 量 的 評 価 に つ い て

～  
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5. 「化審法のリスク評価等に用いる物理化学的性状、分解性、

蓄積性等のレビュー会議」の開催及び事務補助業務  

5 .1 物 化 性 状 等 レ ビ ュ ー 会議の趣旨  

一 般 化 学 物質 の ス ク リー ニ ン グ評 価 に 用 いる 分 解 性デ ー タ 、優先 評 価

化 学 物 質 のリ ス ク 評 価に 用 い る物 理 化 学 的性 状 、 分解 性 （ 媒 体中 半 減期

等 ）、蓄 積 性等 の デ ータ に つ いて 、物 理 化学 的 性 状の 専 門 家 によ る「化 審

法 の リ ス ク評 価 等 に 用い る 物 理 化 学 的 性 状、 分 解 性、 蓄 積 性 等の レ ビュ

ー会 議 」（以 下、「 物 化性 状 等 レビ ュ ー 会 議 」とい う ）が ３回 開催 さ れ た 。

事 務 作 業 とし て 、 委 員委 嘱 、 謝金 等 の 支 払の た め の諸 手 続 き 、 会 議 資料

作 成 の た めの 調 査 ・ 整理 、 配 布資 料 の 作 成、 Web 会 議運 営 、 議事 録 作成

等 を 行 っ た。  
 

5.2 物 化 性 状 等 レ ビ ュ ー 会議の議事  

2021 年 度は 、物 化 性 状 等 の レ ビュ ー の 進 捗状 況 、評 価 対象 物 質の 設 定、

リ ス ク 評 価に 用 い る 物理 化 学 的性 状 デ ー タの レ ビ ュー に つ い て 議 論 され

た。  
 

 

 

 

6.「リスク評価実務者等会議」の開催  

「 検 討 会 」又 は 審 議 会等 で 議 論さ れ る 内 容に つ い て、 関 係 機 関や 有

識 者 と の 意見 交 換 を 行う こ と を目 的 に 、 11 回 開催 し た 。  
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